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１．計画の基本的事項 
 

(１) 計画の基本的な考え方 

 

 令和７年（２０２５年）に団塊の世代が全て７５歳以上となる超高齢社会を迎えるにあ

たり、効率的で質の高い医療提供体制の構築を図るとともに、住み慣れた地域で自分らし

い暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支

援を一体的に提供する地域包括ケアシステムの充実と強化を図り、地域において急性期か

ら在宅医療・介護までの一連のサービスを切れ目や過不足なく確保する体制を整備してい

くことが、喫緊の課題となっている。 

 本県においても、今後、高齢化の一層の進展が見込まれており、現在の医療、介護サー

ビスの提供体制のままでは十分な対応ができなくなることが考えられるため、令和７年を

見据え、限られた医療、介護資源を有効に活用しながら、利用者の視点に立って必要なサ

ービスを確保していく必要がある。 
 このため、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律（平成元年法

律第６４号）第４条に基づく本計画を策定し、地域医療構想を踏まえた病床の機能分化・

連携の推進を図るための事業を本格化させるほか、地域包括ケアシステムの充実・強化に

向けた在宅医療や住み慣れた地域での生活を支える介護サービス提供体制の構築、これら

を支える医療従事者や介護従事者の確保・定着を図るための事業に取り組むことにより、

本県における医療及び介護の総合的な確保を推進していく。 

 

山梨県の人口 

                                                            （単位：人） 

  H12 H17 H22 H27 R2 

山梨県全県 888,172 884,515 863,075 834,930 809,974 

中北 472,472 476,572 473,854 464,759 459,608 

峡東 147,747 146,319 141,288 136,371 129,619 

峡南 67,022 63,466 58,137 52,771 47,836 

富士・東部 200,931 198,158 189,796 181,029 172,911 

出所） 総務省「国勢調査」  
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出所）R2 まで 

総務省「国勢調査」「人口推計」（全国） 

山梨県「高齢者福祉基礎調査」（山梨） 

R7 以降 国立社会保障・人口問題研究所 

「日本の将来推計人口（平成 29 年推計）」（全国） 

「日本の将来推計人口（平成 30 年推計）」（山梨） 
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［令和５年度計画に基づき実施する事業］ 

 

１ 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業 

 

（医療分） 

Ｎｏ.１ 地域がん診療病院設備整備事業 

 

〇 平成２８年５月に策定した「山梨県地域医療構想」は、患者の状態に見合った病床
で、その状態にふさわしい医療を受けられるようにすることができるための方向性を
示すものとして、令和７年における必要病床数等を推計したものである。 

 

〇 この構想で示した令和７年における機能区分別の必要病床数は、図表１のとおりで

あり、平成２６年度の病床機能報告の結果と比較すると、急性期機能からの転換等に

よる「回復期機能の充実・強化」や、今後在宅医療等での対応が必要とされる「慢性

期機能の見直し」が課題となっている。 

 

〇 このため、令和７年を見据えて、在宅医療等による患者の受け皿を整備していくと

ともに、不足する回復期機能への病床転換等を促進するための取組を本格化し、病床

の機能分化･連携を推進していく。 

 

 

図表１ 令和 7年における機能区分別の必要病床数（出所「山梨県地域医療構想」） 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

※ 病床機能報告は、各医療機関が自主的に判断して報告した数であることなど、病床数の比較にあたっては一定の留意が必要 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

全  県　
高度急性期 1,178 535
急性期 3,914 2,028
回復期 928 2,566
慢性期 2,348 1,780

8,368 6,909
床 床

平成26年7月時点
病床機能報告の集計結果

令和7年（2025年）
地域医療構想における必要病床数

計 計
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２ 居宅等における医療の提供に関する事業 
 

（医療分） 

Ｎｏ.２ 在宅医療推進協議会設置事業 

Ｎｏ.３ 在宅医療チーム形成促進事業 

Ｎｏ.４ 在宅医療広域連携等推進事業 

Ｎｏ.５ 在宅歯科医療連携室整備事業 

Ｎｏ.６ 訪問看護推進事業 

Ｎｏ.７ 医療と生活をつなぐ看護人材等育成事業 

Ｎｏ.８ 心不全在宅医療連携体制構築事業 

 
 
〇 令和７年における在宅医療等の医療需要は、県全体で１日あたり８，２０１人と推計

されている。この内、訪問診療の受領者は 1 日あたり３，５０８人の対応が必要となっ

ているが、平成２８年度の訪問診療の受領者は 1 日あたり２，５７７人となっており、

体制の整備が必要となっている。 
 
〇 本県は、図表２のとおり、人口１０万人対の在宅療養支援診療所数が全国平均を大き

く下回るほか、平成２８年における訪問診療患者数が人口１０万人対で全国４３位とな

るなど、在宅医療の提供体制は総じて脆弱な状況となっている。 
 
〇 このため、引き続き在宅医療に取り組みやすい環境を整備し、在宅医療を担う医師、

歯科医師、看護師等の確保･養成や、医師連携･多職種連携体制の構築等に向けた取組を

総合的に推進していく。 

 
図表２ 在宅療養支援診療所、訪問看護ステーション、訪問診療患者の数  

                        （出典「山梨県地域医療構想」）  
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３ 介護施設等の整備に関する事業 
 

（介護分） 

事業番号１ 山梨県介護施設等整備事業 

 
 
〇 本県ではこれまで、在宅サービスの充実と併せ、自宅での生活が困難な高齢者が安心

して生活できるよう、特別養護老人ホーム等の整備を計画的に実施してきた。これによ

り、本県の要介護認定者数に対する特別養護老人ホームの定員数は、全国でも上位に位

置している。 
 

図表３ 特別養護老人ホーム整備状況（令和元年度） 

 

  出所）山梨県「健康長寿やまなしプラン」（令和 3 年度～令和 5 年度） 

 
 

〇 しかし、特別養護老人ホームへの入所申込者（待機者）は、依然として全国平均より

多く、入所の必要性の高い方（要介護認定者）も相当数待機している状況にある。 
 

〇 これら必要性の高い待機者の数は、健康長寿やまなしプランに基づく施設整備等によ

り減少してきたが、高齢化に伴い、介護サービスの利用者も増加することが見込まれて

いることから、計画的な施設整備が必要となる。 
 

〇 このため、在宅での生活が困難な高齢者が、可能な限り住み慣れた地域で、その有す

る能力に応じた生活を人生の最期まで続けることができるよう、地域密着型を基本とし

て特別養護老人ホーム等の整備を進めていく。 
 

〇 また既存の施設については、生活環境の向上を図るため、高齢者のプライバシー保護

のための施設改修や簡易陰圧装置設置の設置、看取り環境の整備、大規模修繕にあわせ

た介護ロボット、ICT の導入支援等を計画的に進めていく。 
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４ 医療従事者の確保に関する事業 
 

（医療分） 

Ｎｏ. ９ 地域医療支援センター運営事業 

Ｎｏ.１０ 医療勤務環境改善支援センター運営事業 

Ｎｏ.１１ 医学生等体験研修事業 

Ｎｏ.１２ 産科医等確保対策事業 

Ｎｏ.１３ 小児救急医療体制確保事業 

Ｎｏ.１４ 救急搬送受入支援事業 

Ｎｏ.１５ 医師修学資金貸与事業 

Ｎｏ.１６ 医療従事者確保対策事業 

Ｎｏ.１７ 新人看護職員研修事業 

Ｎｏ.１８ 看護職員資質向上推進事業 

Ｎｏ.１９ 看護職員確保対策事業 

Ｎｏ.２０ 看護師等養成所運営費補助事業 

Ｎｏ.２１ 病院内保育所運営費補助事業 

Ｎｏ.２２ 心身障害児者歯科診療体制強化事業 

Ｎｏ.２３ 歯科衛生士確保対策事業 

Ｎｏ.２４ 小児救命救急体制強化事業 

Ｎｏ.２５ 歯科衛生士修学資金貸付事業 

Ｎｏ.２６ 看護師等養成所施設整備事業 

 

 

〇 平成３０年における本県の医療施設従事医師数は、図表４のとおり、人口１０万人対

で２３９．２人であり、全国平均（２４６．７人）を下回る。 

  加えて、医療圏域別の人口１０万対医師数では、中北区域に医師が集中する一方で、

峡南区域、富士･東部区域では医師数が極めて少なく地域偏在が顕著となっている。 

 

〇 また、平成２８年における本県の就業看護師･就業准看護師数は、図表５のとおり、

人口１０万人対で１,１９８.７人であり、県全域では全国平均（１,１６０.１人）を上

回っている。 

  加えて、医療圏域別では、中北区域や峡東区域に看護職員が集中し、峡南区域や富士･

東部区域との間で、地域偏在が顕著となっている。  

 

〇 地域に必要な医療従事者の確保が困難になっている背景としては、若い世代の職業意

識の変化や医療ニーズの多様化、医師の偏在等が挙げられる。特に、当直や交替制勤務

を行う医療従事者の勤務環境が厳しい状況に置かれていることから、勤務環境の改善を

一層進めることにより、人材の定着を図ることが必要である。 

 

〇 このため、医師等の偏在の解消、医療機関の勤務環境の改善、潜在看護職員の再就業

支援、チーム医療の推進等に必要な事業を総合的に実施し、医師、看護師等の地域に必

要な質の高い医療従事者の確保・養成を推進していく。 

 

図表４ 医療施設従事医師数 
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図表５ 就業看護師･就業准看護師数（平成 30年人口 10万対） 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

主な診療科別の医療施設従事医師数 医療施設従事医師数 
（平成 30 年 人口 10 万対） 

  

 
 

中北   
297.6 人 

峡東   
196.7 人 

富士･東部   
150.8 人 

峡南   
116.9 人 

2.5 倍 2.0 倍 

山梨県  239.2 人 
全 国  246.7 人 

出所）厚生労働省「医師･歯科医師･薬剤師調査」（平成 30 年） 

      総務省「人口推計」（平成 30 年 10 月 1 日現在） 

山梨県「常住人口調査」（平成 30 年 10 月 1 日現在） 

山梨県  1,260.8 人 
全 国  1,204.6 人 

  
    

    

中北   
1,395.3 人 

峡東   
1,441.1 人 

富士･東部   
823.2 人 

峡南   
1,046.2 人 

1.3 倍  1.7 倍 

出所） 厚生労働省「衛生行政報告例」（平成 30 年度） 

       総務省「人口推計」（平成 30 年 10 月 1日現在） 

山梨県「常住人口調査」（平成 30 年 10 月 1 日現在） 

実数
（人）

実数
（人）

全国 全国

総　数 1,954 239.2 246.7 心臓血管外科 19 2.3 2.5

内科（一般内科） 363 44.4 47.8 消化器外科 46 5.6 4.4

呼吸器内科 35 4.3 5 泌尿器科 52 6.4 5.9

循環器内科 85 10.4 10.1 脳神経外科 55 6.7 6

消化器内科 92 11.3 11.8 整形外科 156 19.1 17.3

腎臓内科 33 4 4 眼科 87 10.6 10.5

神経内科 30 3.7 4.1 耳鼻咽喉科 62 7.6 7.3

糖尿病内科 35 4.3 4.1 産婦人科･産科 76 9.3 8.9

皮膚科 51 6.2 7.4 婦人科 17 2.1 1.5

小児科 127 15.5 13.7 リハビリテーション科 26 3.2 2.1

精神科 96 11.8 12.6 放射線科 42 5.1 5.4

外科（一般外科） 73 8.9 10.9 麻酔科 62 7.6 7.6

診療科

人口10万対
（人） 診療科

人口10万対
（人）

山梨 山梨



 

8 

 

５ 介護従事者の確保に関する事業 
 
 

 

（介護分） 

事業番号２  福祉・介護人材確保対策情報発信事業 

事業番号３  介護の魅力発信プロジェクト事業（介護アンバサダー設置等） 

事業番号４  介護福祉士養成校による介護の魅力発信事業 

事業番号５  職場体験事業 

事業番号６  介護人材掘り起こし事業 

事業番号７  介護職員初任者研修助成事業 

事業番号８  求人求職マッチング機能強化事業 

事業番号９  介護助手等普及推進事業 

事業番号１０ 介護分野就職支援金貸付事業 

事業番号１１ 福祉・介護人材キャリアパス支援事業 

事業番号１２ 主任介護支援専門員養成研修事業 

事業番号１３ 介護支援専門員資質向上事業 

事業番号１４ 再就労者支援事業 

事業番号１５ 認知症地域医療支援事業 

事業番号１６ 認知症対応型サービス事業者等研修事業 

事業番号１７ 外国人介護人材研修支援事業 

事業番号１８ 外国人介護人材受入制度研修会開催事業 

事業番号１９ 外国人介護福祉士候補者支援事業費補助金 

事業番号２０ 介護の魅力発信プロジェクト事業（合同入職式等開催） 

事業番号２１ 労働環境・処遇改善、人材育成力強化事業 

事業番号２２ テクノロジーを活用した業務効率化モデル事業 

事業番号２３ 介護生産性向上推進事業 

 
 

〇 県ではこれまで、介護人材の養成事業や職業訓練、介護ロボットや ICT の導入支援

事業を実施して、介護人材の確保と資質の向上を図ってきた。 
〇 しかし、介護事業所の人手不足感は解消せず、県内の介護サービス事業所を対象とし

た令和２年度の調査結果を見ると、事業所の 55.1%が、従業員が不足していると回答し

ており、特に、訪問介護員（85.8%）、介護職員（70.4%）の不足感が高くなっている（介

護労働安定センター「令和２年度介護労働実態調査・山梨県版」）。介護分野の有効求人

倍率や離職率は、全産業中でも上位に位置しており、需要と供給のバランスが取れてい

ない状況である。 
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〇 厚生労働省の推計によると、本県の介護職員数は、13,689 人（令和元年度）となって

おり、高齢化の進展等に伴って、今後も介護サービス利用者は増加し、令和 7年（2025

年）には、本県では 15,264 人の介護人材が必要となると見込まれるが、同年の本県の

介護職員数は 14,687 人と見込まれており、介護人材の需要と供給のギャップが生じる

こととなる。 

 

〇 このため令和３年度では、課題の解決に向けて、山梨県地域医療介護総合確保計画事

業である介護人材の確保・定着を図るため、介護人材の資質向上や介護の仕事の魅力発

信、労働環境の改善を図るための事業を推進する。 
 
○ 介護人材の資質向上事業として、介護支援専門員の研修事業や認知症対応型サービス

事業等の研修事業を推進する。また、労働環境の改善を図るため、介護ロボットや ICT

の導入支援事業も推進していく。 
 
○ 併せて、潜在的な介護人材を確保するため、求人と求職のマッチング事業や、再就労

者の支援事業、他分野から介護分野へ就職を希望する者への就職支援金の貸付事業を実

施する。 
 
〇 また、新型コロナウイルス感染症流行下においても介護サービスの提供体制を確保す
るため、介護事業所における感染症対策支援事業を実施する。 
 
 
 
 
 
 

（％）

①
大
い
に
不
足

②
不
足

③
や
や
不
足

④
適
当

⑤
過
剰

不
足
感

（

①
＋
②
＋
③
）

全体 29 3.4 17.2 34.5 44.8 - 55.1

訪問介護員 7 14.3 42.9 28.6 14.3 - 85.8

サービス提供責任者 6 16.7 33.3 - 50.0 - 50.0

介護職員 27 3.7 11.1 55.6 29.6 - 70.4

看護職員 23 - 13.0 13.0 73.9 - 26.0

生活相談員 17 - 5.9 11.8 82.4 - 17.7

PT・OT・ST等 8 - - - 100.0 - 0.0

介護支援専門員 16 6.3 12.5 6.3 75.0 - 25.1

（出所）令和２年度介護労働実態調査（介護労働安定センター）

従業員の過不足の状況（山梨県）

当
該
職
種
の
い
る

事
業
所
数
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６ 勤務医の労働時間短縮に向けた体制の整備に関する事業 
 

（医療分） 

Ｎｏ.２７ 地域医療勤務環境改善体制整備事業 

 
 

○ 山梨県においては、2024 年４月からの医師に対する時間外労働の上限規制の適用開

始に向け、医師の労働時間短縮を強力に進める必要があることから、勤務医の働き方改

革の推進の取組を進める。 

 

・救急医療機関で救急車受入件数 1000 以上 2000 件未満、又は救急車受入件数 1000 件未

満で夜間・休日・時間外入院件数が 500 件以上の医療機関において、客観的な労働時間

管理方法を導入している医療機関の増加 
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(２) 都道府県医療介護総合確保区域の設定 

 
山梨県における医療介護総合確保区域については、中北地域、峡東地域、峡南地域、富

士･東部地域を区域とする。 
 

☑ 二次医療圏及び老人福祉圏域と同じ 
□ 二次医療圏及び老人福祉圏域と異なる 
（異なる理由：        ） 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
区域名 面積 

(㎢) 
人口 

(人、R2) 
人口密度 
（人／㎢） 

高齢化率 
(R5) 構成市町村 

中北区域 1,335.5 
(29.9%) 

459,608 
(56.7%) 

344.1 29.4% 
甲府市、韮崎市、南アルプス市、甲斐市、北杜市、
中央市、昭和町 

峡東区域 755.8 
(16.9%) 

129,619 
(16.0%) 

171.5 33.2% 山梨市、笛吹市、甲州市 

峡南区域 1,060.0 
(23.8%) 

47,836 
(5.9%) 

45.1 40.9% 市川三郷町、早川町、身延町、南部町、富士川町 

富士･東部区域 1,309.3 
(29.4%) 

172,911 
(21.3%) 

132.1 32.5% 
富士吉田市、都留市、大月市、上野原市、道志村、
西桂町、忍野村、山中湖村、鳴沢村、富士河口湖
町、小菅村、丹波山村 

 
出所） 国土地理院「令和 2 年全国都道府県市区町村別面積調」 

総務省「令和 2 年国勢調査」  

山梨県「令和 5 年度高齢者福祉基礎調査」 
 

 

  

中北区域 

峡東区域 

富士・東部区域 

峡南区域 
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 (３) 計画の目標の設定等  
 
■山梨県全体 
 
１．目標 

地域の医療ニーズに対応し、患者が病状に応じて適切な医療を将来にわたり持続的に

受けられるよう病床の機能分化・連携を進めるほか、地域包括ケアシステムの充実と強

化に向けた在宅医療や、住み慣れた地域での生活を支える介護サービス提供体制の構

築、これらを支える医療従事者や介護従事者の確保・定着を進めることにより、医療計

画 ※１ や介護保険事業支援計画 ※２ に掲げている目標の達成を目指すものとする。 
なお、計画に基づき実施する事業ごとの目標については、「３．計画に基づき実施する

事業（１）事業の内容等」に記載する。 
※１「山梨県地域保健医療計画」（平成 30 年度～令和 5年度） 

  （医療計画の一部である「山梨県地域医療構想」を含む） 
 

※２「健康長寿やまなしプラン」（令和 3年度～令和 5年度） 
 
① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標  

地域医療構想を踏まえ、不足する回復期機能への病床転換等を促進するための取組を

実施し、病床の機能分化･連携を推進する。 
 

【定量的な目標値】（医療計画に掲げている目標）  
 令和 7 年に必要となる医療機能ごとの病床数 

・高度急性期機能 1,178 床（H26）→  535 床（R7） 

・急性期機能   3,914 床（H26）→ 2,028 床（R7） 

・回復期機能    928 床（H26）→ 2,566 床（R7） 

・慢性期機能   2,348 床（H26）→ 1,780 床（R7）  
※ 病床機能報告は、各医療機関が自主的に判断して報告した数であることなど、病床数の比較にあ

たっては一定の留意が必要 
 
② 居宅等における医療の提供に関する目標  
  高齢化の進展に伴う在宅医療の需要増加に対応するため、在宅医療を担う人材の育成

等に取り組み、在宅医療を総合的に推進する。 
 

【定量的な目標値】  
 訪問診療を実施する診療所・病院数  140 施設（H27）→ 154 施設（R2） 

 退院支援を実施する診療所・病院数   20 施設（H27）→  23 施設（R2） 

 在宅療養後方支援病院及び在宅療養支援病院の数 

        7 施設（H28）→   9 施設（R2） 

 在宅看取りを実施している病院・診療所数  50 施設（H27）→ 56 施設（R2） 

 24 時間体制をとっている訪問看護ステーション数 

        40 施設（H27）→ 45 施設（R2） 

 在宅療養支援歯科診療所     45 施設（H28）→  51 施設（R2） 

 訪問薬剤管理指導を実施する事業所数   83 施設（H27）→  92 施設（R2） 

 看護師の特定行為指定研修機関の県内設置数  0 箇所（H29）→ 1 箇所以上（R2） 
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③ 介護施設等の整備に関する目標  

地域包括ケアシステムの構築に向けて、第８期介護保険事業支援計画等（令和３年度

～５年度）において予定している地域密着型サービス施設等の整備を行う。 
 

【定量的な目標値】   
 地域密着型介護老人福祉施設         1,661 床   →  1,835 床  

 認知症高齢者グループホーム         1,139 床   →  1,193 床  

 小規模多機能型居宅介護事業所      29 カ所 → 32 カ所  

 看護小規模多機能型居宅介護事業所       5 カ所  →  10 カ所  

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 8 カ所 → 12 カ所  
 
④ 医療従事者の確保に関する目標  
医師や看護師の偏在解消のための取組を中心に、医療従事者の確保を推進する。 
 

【定量的な目標値】  
 医療施設従事医師数   1,924 人（H28） →  2,099 人（R5） 

 就業看護職員数（常勤換算後）  9,830.9 人（H28）→ 10,742.5 人（R5） 

 養成所等卒業生県内就業率    75.6％（H29）→ 75.6％（R5） 

 ナースセンター事業再就業者数    430 人（H28）→  443 人（R5） 

 MFICU 病床数       6 床（H29）→   6 床（R5） 

 NICU 病床数      30 床（H29）→  30 床（R5） 
 
⑤ 介護従事者の確保に関する目標  

介護人材の確保・定着を図るため、介護人材の資質向上や介護の仕事の魅力発信、労

働環境の改善を図るための事業を推進する。また潜在的な介護人材の確保事業も推進し

ていく。併せて、介護事業所における感染症対策支援事業を実施し、新型コロナウイル

ス感染症流行下においても介護サービスの提供体制を確保する。   
【定量的な目標値】   

  令和 7年度において必要となる介護人材等の確保及び定着のための取組みと、 

上記対象事業を実施し人材を確保する。 
介護職員数 13,689 人（R1）→15,027（R5） 

 
⑥勤務医の労働時間短縮に向けた体制の整備に関する事業に関する目標 
  山梨県においては、2024 年４月からの医師に対する時間外労働の上限規制の適用開

始に向け、医師の労働時間短縮を強力に進める必要があることから、勤務医の働き方改

革の推進の取組を進める。 

 

 救急医療機関で救急車受入件数 1000 以上 2000 件未満、又は救急車受入件数 1000 件

未満で夜間・休日・時間外入院件数が 500 件以上の医療機関において、客観的な労働

時間管理方法を導入している医療機関の増加 
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２．計画期間 
  

  令和 5年 4月 1日～令和 8年 3月 31 日 

 
■中北区域 
 
１．目標 

中北区域は、甲府市を中心とする峡中地域に医療資源が集中し、他区域から多くの患

者が流入する一方で、北部の峡北地域は医療資源が乏しく、区域内の格差が著しい。 
  区域全体では、全県的な課題である在宅医療提供体制の確保が課題であるほか、峡中

地域以外の他区域からの患者流入等による医療機能不足の解消、峡北地域の医療資源確

保等が課題となっている。 
令和 5 年度計画においては、県全体の課題に加え、このような課題の解決に取り組む

ことにより、医療計画や介護保険事業支援計画に掲げている目標の達成を目指すものと

する。 
なお、計画に基づき実施する事業ごとの目標については、「３．計画に基づき実施する

事業（１）事業の内容等」に記載する。 
 
① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

 
【定量的な目標値】  

 令和 7年に必要となる医療機能ごとの病床数 

・急性期機能   1,962 床（H26）→ 1,353 床（R7） 

・回復期機能    263 床（H26）→ 1,227 床（R7） 

・慢性期機能   1,486 床（H26）→ 1,161 床（R7）  
※ 病床機能報告は、各医療機関が自主的に判断して報告した数であることなど、病床数の比較にあ

たっては一定の留意が必要 
※ 高度急性期機能は、区域内での完結を求めるものではないため、県全体のみ目標値を設定 

 
② 居宅等における医療の提供に関する目標 

 
【定量的な目標値】  

 訪問診療を実施する診療所・病院数  77 施設（H27）→ 86 施設（R2） 

 退院支援を実施する診療所・病院数  12 施設（H27）→ 13 施設（R2） 

 在宅療養後方支援病院及び在宅療養支援病院の数 

        3 施設（H28）→  4 施設（R2） 

 在宅看取りを実施している病院・診療所数 27 施設（H27）→ 30 施設（R2） 

 24 時間体制をとっている訪問看護ステーション数 

       22 施設（H27）→ 25 施設（R2） 

 在宅療養支援歯科診療所    26 箇所（H28）→ 29 箇所（R2） 

 訪問薬剤管理指導を実施する事業所数  52 箇所（H27）→ 58 箇所（R2）    
③ 介護施設等の整備に関する目標 

地域包括ケアシステムの構築に向けて、第８期介護保険事業支援計画等（令和 3年度

～5年度）において予定している地域密着型サービス施設等の整備を行う。 
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【定量的な目標値】 
 

 地域密着型介護老人福祉施設  792 床  →  879 床 

 認知症高齢者グループホーム  713 床  →  740 床 

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 5 カ所 → 7 カ所 

 小規模多機能型居宅介護事業所 13 カ所 → 14 カ所 

 看護小規模多機能型居宅介護事業所 4 カ所 → 7 カ所 

 
２．計画期間 
  

  令和 5年 4月 1日～令和 8年 3月 31 日 

 
■峡東区域 
 
１．目標 

峡東区域は、人口当たりで県平均を上回る病院数・病床数を有するが、リハビリテー

ションを提供する病院が多く、急性期医療を中心に中北区域（峡中地域）への流出患者

が多い一方で、リハビリテーション目的の患者の流入が多い区域である。 
区域全体では、今後の高齢者の増加を見据え、在宅医療を担う医師の確保、連携体制

の構築など在宅医療提供体制の確保・充実等が課題となっている。 
令和 5 年度計画においては、県全体の課題に加え、このような課題の解決に取り組む

ことにより、医療計画や介護保険事業支援計画に掲げている目標の達成を目指すものと

する。 
なお、計画に基づき実施する事業ごとの目標については、「３．計画に基づき実施する

事業（１）事業の内容等」に記載する。 
 
① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標  
【定量的な目標値】  

 令和 7年に必要となる医療機能ごとの病床数 

・急性期機能   776 床（H26）→ 279 床（R7） 

・回復期機能   639 床（H26）→ 978 床（R7） 

・慢性期機能   587 床（H26）→ 419 床（R7）  
※ 病床機能報告は、各医療機関が自主的に判断して報告した数であることなど、病床数の比較にあ

たっては一定の留意が必要 
※ 高度急性期機能は、区域内での完結を求めるものではないため、県全体のみ目標値を設定  

 
② 居宅等における医療の提供に関する目標 

 
【定量的な目標値】  

 訪問診療を実施する診療所・病院数  28 施設（H27）→ 30 施設（R2） 

 退院支援を実施する診療所・病院数   3 施設（H27）→  4 施設（R2） 

 在宅療養後方支援病院及び在宅療養支援病院の数 

        2 施設（H28）→  2 施設（R2） 

 在宅看取りを実施している病院・診療所数 11 施設（H27）→ 12 施設（R2） 

 24 時間体制をとっている訪問看護ステーション数 

        7 施設（H27）→  7 施設（R2） 
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 在宅療養支援歯科診療所     9 施設（H28）→  10 施設（R2） 

 訪問薬剤管理指導を実施する事業所数  17 施設（H27）→  18 施設（R2） 
 

③ 介護施設等の整備に関する目標 

地域包括ケアシステムの構築に向けて、第８期介護保険事業支援計画等（令和 3 

年度～5年度）において予定している地域密着型サービス施設等の整備を行う。 
 

【定量的な目標値】 
 

 地域密着型介護老人福祉施設   368 床 →397 床 

 小規模多機能型居宅介護事業所  6 カ所 →7カ所 

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 1 カ所→ 3 カ所 

 看護小規模多機能型居宅介護事業所 1 カ所 → 2 カ所 

 
２．計画期間 
  

  令和 5年 4月 1日～令和 8年 3月 31 日 

 
■峡南区域 
 
１．目標 

峡南区域は、県下で最も高齢化・過疎化が進展しており、在宅医療に対する需要が高

い地域である。一方、医療提供体制は特に脆弱であり、医療従事者の著しい偏在の解消、

在宅医療提供体制の確保等が課題となっている。 
令和 5 年度計画においては、県全体の課題に加え、このような課題の解決に取り組む

ことにより、医療計画や介護保険事業支援計画に掲げている目標の達成を目指すものと

する。 
なお、計画に基づき実施する事業ごとの目標については、「３．計画に基づき実施する

事業（１）事業の内容等」に記載する。 
 
① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

 
【定量的な目標値】  

 令和 7年に必要となる医療機能ごとの病床数 

・急性期機能   310 床（H26）→ 78 床（R7） 

・回復期機能    26 床（H26）→ 102 床（R7） 

・慢性期機能   124 床（H26）→ 83 床（R7）  
※ 病床機能報告は、各医療機関が自主的に判断して報告した数であることなど、病床数の比較にあ

たっては一定の留意が必要 
※ 高度急性期機能は、区域内での完結を求めるものではないため、県全体のみ目標値を設定   

 
② 居宅等における医療の提供に関する目標 

 
【定量的な目標値】 

 
 訪問診療を実施する診療所・病院数  9 箇所（H27）→ 10 箇所（R2） 

 退院支援を実施する診療所・病院数  2 箇所（H27）→  2 箇所（R2） 
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 在宅療養後方支援病院及び在宅療養支援病院の数 

       2 病院（H28）→  2 病院（R2） 

 在宅看取りを実施している病院・診療所数 3 箇所（H27）→  4 箇所（R2） 

 24 時間体制をとっている訪問看護ステーション数 

       6 箇所（H27）→  7 箇所（R2） 

 在宅療養支援歯科診療所    2 箇所（H28）→   3 箇所（R2） 

 訪問薬剤管理指導を実施する事業所数  3 箇所（H27）→   4 箇所（R2） 
 
③ 介護施設等の整備に関する目標 

地域包括ケアシステムの構築に向けて、第８期介護保険事業支援計画等（令和 3 

年度～5年度）において地域密着型サービス施設等の整備は予定していないが、随時、 

高齢者のプライバシー保護のための施設改修等を支援していく。 

  
２．計画期間 
  

  令和 5年 4月 1日～令和 8年 3月 31 日 

 
 
■富士・東部区域 
 
１．目標 

富士･東部区域は、大規模な病院が集積する中北区域に比べ医療資源の面で大きな格

差が生じていると同時に、中北区域とは御坂山系等で分断され、自動車で 1～2 時間程

度離れているという地理的条件があり、他の区域よりも区域内で医療を完結する必要性

が高いことから、医療従事者の著しい偏在の解消、在宅医療提供体制の確保等が課題と

なっている。 
令和 5 年度計画においては、県全体の課題に加え、このような課題の解決に取り組む

ことにより、医療計画や介護保険事業支援計画に掲げている目標の達成を目指すものと

する。 
なお、計画に基づき実施する事業ごとの目標については、「３．計画に基づき実施する

事業（１）事業の内容等」に記載する。 
 

① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 
 

【定量的な目標値】  
 令和 7年に必要となる医療機能ごとの病床数 

・急性期機能   866 床（H26）→ 318 床（R7） 

・回復期機能    0 床（H26）→ 259 床（R7） 

・慢性期機能   151 床（H26）→ 117 床（R7）  
※ 病床機能報告は、各医療機関が自主的に判断して報告した数であることなど、病床数の比較にあ

たっては一定の留意が必要 
※ 高度急性期機能は、区域内での完結を求めるものではないため、県全体のみ目標値を設定 
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② 居宅等における医療の提供に関する目標 
 

【定量的な目標値】  
 訪問診療を実施する診療所・病院数  26 箇所（H27）→ 28 箇所（R2） 

 退院支援を実施する診療所・病院数   3 箇所（H27）→  4 箇所（R2） 

 在宅療養後方支援病院及び在宅療養支援病院の数 

        0 病院（H28）→   1 病院（R2） 

 在宅看取りを実施している病院・診療所数  9 箇所（H27）→ 10 箇所（R2） 

 24 時間体制をとっている訪問看護ステーション数 

        5 箇所（H27）→ 6 箇所（R2） 

 在宅療養支援歯科診療所     8 箇所（H28）→  9 箇所（R2） 

 訪問薬剤管理指導を実施する事業所数  11 箇所（H27）→  12 箇所（R2） 

 

③ 介護施設等の整備に関する目標 

地域包括ケアシステムの構築に向けて、第７期介護保険事業支援計画等（令和 3 

年度～5年度）において予定している地域密着型サービス施設等の整備を行う。 
 

【定量的な目標値】 
  

 地域密着型介護老人福祉施設      358 床 → 416 床 

 小規模多機能型居宅介護事業所    8 カ所 →  9 カ所 

 看護小規模多機能型居宅介護事業所  0 カ所 →  1 カ所 
  

２．計画期間 
  

  令和 5年 4月 1日～令和 8年 3月 31 日 

 
 

 

 (４) 目標の達成状況 

別紙「事後評価」のとおり 
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２．事業の評価方法 
 

(１) 関係者からの意見聴取の方法 

 

【医療分】 
 
○ 令和 5年 5月 18 日、山梨県医療審議会において意見聴取  

 

【介護分】 
 

○ 令和 5年度中に山梨県地域包括ケア推進協議会において意見聴取を予定 
 

  

(２) 事後評価の方法 

計画の事後評価にあたっては、山梨県医療審議会、山梨県地域包括ケア推進協議会あ

るいは個別分野に関して設置されている協議会等の意見を聞きながら評価を行い、必要

に応じて見直しを行う。 
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３．計画に基づき実施する事業【医療分】 
 

 事業区分１－１：地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は 

         設備の整備に関する事業 

事業区分１－２：地域医療構想の達成に向けた病床の機能又は 

病床数の変更に関する事業 

 事業区分２  ：居宅等における医療の提供に関する事業 

 事業区分４  ：医療従事者の確保に関する事業 

事業区分６  ：勤務医の労働時間短縮に向けた体制の整備に関する事業 
 

(1) 事業の内容等 

事業の区分 Ⅰ-1 地域医療構想の達成に向けた医療機関の

施設又は設備の整備に関する事業 

標準事業例 
3 

事業名 No 1 新規事業／継続事業 新規 【総事業費 

（計画期間の総額）】 

220,451 千円 
地域がん診療病院設備整備事業 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

県全体 

事業の実施主体 医療機関 

事業の期間 令和 5年 10 月 1日～令和 6年 3月 31 日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

高齢化の進展に伴い、がんの罹患者数は更なる増加が見込まれることから、

地域のがん診療病院を整備し、2025 年を見据えた効率的で質の高い医療提

供体制を構築していく必要がある。 

 アウトカム

指標 

がんの年齢調整死亡率（75 歳未満（人口 10 万人対）） 

             R2（59%）→R5（53%） 〈1割減〉 

事業の内容 全ての医療圏において質の高いがん診療体制を提供できるよう、地域がん

診療病院のがん診療設備の導入に対し支援する。 

アウトプット指標 がん診療に係る設備整備  1 箇所 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

地域がん診療病院の整備により、県内全域のがん医療提供体制の充実を図

り、がんの年齢調整死亡率の改善を図る。 

地域医療構想の関係性

及びスケジュール（注１） 

 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

220,451 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注２） 

公  (千円)  

基 

金 

国（Ａ） (千円) 

73,483 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

36,742 

民 (千円) 

73,483 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

110,225 

うち受託事業等

（再掲）（注３） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

110,226 

備考（注４）  
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（注１）区分Ⅰ－１の標準業例５「病床の機能分化・連携推進のための基盤整備」かつ医療機関支援に係るソフト事業の場合のみ記載すること。 
（注２）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 
（注３）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民

の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業

を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 
（注４）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載すること。 
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事業の区分 
Ⅱ 居宅等における医療の提供に関する事業 

標準事業例 
9 

事業名 No 2 新規事業／継続事業 継続 【総事業費 

（計画期間の総額）】 

3,210 千円 
在宅医療推進協議会設置事業 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

県全体 

事業の実施主体 山梨県医師会、地区医師会（10 地域） 

事業の期間 令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月 31 日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

高齢化の進展を見据え、在宅医療需要の高まりに対応するためには、訪問

診療実施医療機関の増加等在宅医療提供体制の強化が必要である。 

 アウトカム

指標 

・在宅療養支援病院数・診療所数 71 箇所（H28）⇒ 78 箇所（R5） 

事業の内容 県医師会及び地区医師会における在宅医療に取り組む医師及び多職種から

なる協議会の設置、地域及び全県における在宅医療の課題の検討、研修会

等の開催に対し支援を行う。 

アウトプット指標 全県及び 10 地域で在宅医療推進協議会を開催 

           協議会開催数 6回（H29）→ 7 回（R5） 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

全県及び４区域に在宅医療推進協議会を設置し、課題の検討や研修会の開

催を通じて在宅医の拡大を促進することで、訪問診療や在宅看取りを行う

医療機関の増加を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

3,210 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円)  

基 

金 

国（Ａ） (千円) 

2,140 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

1,070 

民 (千円) 

2,140 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

3,210 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

2,140 

その他（Ｃ） (千円)  

備考（注３）  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 
（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民

の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業

を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 
（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載すること。 
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事業の区分 

Ⅱ 居宅等における医療の提供に関する事業 
標準事業例 

8 

事業名 No 3 新規事業／継続事業 継続 【総事業費 

（計画期間の総額）】 

2,500 千円 
在宅医療チーム形成促進事業 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

県全体 

事業の実施主体 在宅医療チーム 

事業の期間 令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月 31 日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

本県では、訪問診療を実施する医療機関の数や、在宅療養支援診療所届出

数が全国平均を下回っているため、在宅医療を実施する医師の増加や、関

係職種の連携を促進するための医師を中心とした在宅医療の推進に向けた

取り組みに支援する必要がある。 

 アウトカム

指標 

・在宅療養支援病院数・診療所数 71 箇所（H28）⇒ 78 箇所（R5） 

事業の内容 在宅医療を実施する医療機関等が中心となって形成される在宅医療チーム

が行うグループ活動（会合、勉強会、研修会、先進地視察等）に対して支

援する。 

アウトプット指標 在宅医療チームが行うグループ活動 5グループ 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

在宅医療の参入や提供体制強化に必要となる連携体制を強化することによ

り、在宅医療に取り組む医療機関数の増加を図る。 
事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

2,500 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円)  

基 

金 

国（Ａ） (千円) 

1,667 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

833 

民 (千円) 

1,667 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

2,500 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円)  

備考（注３）  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 
（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民

の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業

を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 
（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載すること。 
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事業の区分 

Ⅱ 居宅等における医療の提供に関する事業 
標準事業例 

8 

事業名 No 4 新規事業／継続事業 継続 【総事業費 

（計画期間の総額）】 

669 千円 
在宅医療広域連携等推進事業 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

県全体 

事業の実施主体 山梨県 

事業の期間 令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月 31 日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

高齢化の進展を見据え、在宅医療需要の高まりに対応するためには、訪問

診療実施医療機関の増加等在宅医療提供体制の強化が必要である。 

 アウトカム

指標 

・在宅療養支援歯科診療所数 42 箇所（H28）⇒ 47 箇所（R5） 

事業の内容 県内各保健福祉事務所において在宅医療の多職種関係者の連携会議を開催

する。 

アウトプット指標 連携会議の開催 4 圏域×3回 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

連携会議を開催し成果を意識した取り組みを推進することにより、訪問診

療や在宅看取りを行う医療機関の増加を図る。 
事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

669 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

446 

基 

金 

国（Ａ） (千円) 

446 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

223 

民 (千円)  

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

669 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円)  

備考（注３）  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 
（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民

の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業

を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 
（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載すること。 
 
 
  



 

25 

 

 
事業の区分 

Ⅱ 居宅等における医療の提供に関する事業 
標準事業例 

17 

事業名 No 5 新規事業／継続事業 継続 【総事業費 

（計画期間の総額）】 

3,689 千円 
在宅歯科医療連携室整備事業 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

県全体 

事業の実施主体 山梨県（山梨県歯科医師会委託） 

事業の期間 令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月 31 日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

在宅歯科医療需要の高まりに対応するためには、在宅歯科医療における医科や

介護など多職種と連携した医療提供体制の強化が必要である。 

 アウトカム

指標 

在宅療養支援歯科診療所の数 

45 施設(H28)  → 47 施設(R5) 

事業の内容 ①医科・介護等との連携・調整、②在宅歯科医療希望者への歯科医師紹介、

③在宅歯科医療機器の購入・貸出等を行うとともに、住民や医科、介護関係

者等からなる推進協議会等を設け、事業の評価・検討を定期的に行い業務の

効率化を図る。 

アウトプット指標 在宅歯科医療連携室の設置・運営 1 箇所 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

在宅歯科医療における医科や介護など多職種と連携した医療提供体制の強化

を行うことで、在宅療養支援歯科診療所数の増加を図る。 
事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

3,689 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円)  

基 

金 

国（Ａ） (千円) 

2,459 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

1,230 

民 (千円) 

2,459 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

3,689 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

2,459 

その他（Ｃ） (千円)  

備考（注３）  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 
（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民

の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業

を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 
（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載すること。 
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事業の区分 

Ⅱ 居宅等における医療の提供に関する事業 
標準事業例 

12 

事業名 No 6 新規事業／継続事業 継続 【総事業費 

（計画期間の総額）】 

2,744 千円 
訪問看護推進事業 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

県全体 

事業の実施主体 山梨県（一部山梨県看護協会委託）、国立大学法人山梨大学 

事業の期間 令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月 31 日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

医療機関から在宅に移行する患者が、在宅医療にかかる高度な知識・技術を有

する身近な訪問看護師により、関係職種の連携体制のもと一貫したケアを受け

られるようにするため、研修による質の向上を図る必要がある。 

 アウトカム

指標 

訪問看護職員数 409 人(R1.4.1) →  459 人（R6.4.1） 

「令和元年度介護サービス施設・事業所調査」（厚生労働省推計値）から抜粋 

事業の内容 ・医療機関･訪問看護ステーション･居宅介護支援事業所、市町村、保健所

等で構成する訪問看護推進協議会で、訪問看護に関する課題や対策等を協

議する。 

・看護職を対象に、在宅医療の推進に不可欠な訪問看護の充実を図る 

ための研修を実施する。 

・看護師のスキルアップを図るため県内で特定行為研修を実施できる 

研修機関の設置に支援する。 

アウトプット指標 ・ 訪問看護推進協議会の開催回数（9人×2回） 

・ 訪問看護ステーション・医療機関に勤務する看護師相互研修の受講 

者数（定員 10 人×5日） 

・ 訪問看護管理者研修の参加者数（10人） 

・ 特定行為研修機関 0 箇所（H29 年度）→3箇所（R5年度） 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

協議会での検討や訪問看護師等への研修を行うことで、訪問看護に携わる

看護師の質の向上と確保が図られる。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

2,744 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公 (千円) 

1,518  

基 

金 

国（Ａ） (千円) 

1,829 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

915 

民 (千円) 

311 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

2,744 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

311 

その他（Ｃ） (千円)  

備考（注３）  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 
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（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民

の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業

を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 
（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載すること。 
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事業の区分 
Ⅱ 居宅等における医療の提供に関する事業 

標準事業例 
12 

事業名 No 7 新規事業／継続事業 継続 【総事業費 

（計画期間の総額）】 

4,060 千円 
医療と生活をつなぐ看護人材等育成事業 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

県全体 

事業の実施主体 山梨県（山梨県看護協会委託） 

事業の期間 令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月 31 日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

病院完結型医療から地域完結型医療への移行推進によって在宅療養者の増加

が見込まれる中、療養環境の充実を図るためには、在宅療養者が抱える様々な

問題に対応できる人材の育成や、訪問看護ステーションの確保が必要である。 

 アウトカム

指標 

24 時間体制をとっている訪問看護ステーション数 

             51 施設（R3末）→ 55 施設（R5 末）  

事業の内容 在宅療養者の抱える問題に対応できる人材を育成するための研修や、訪問

看護師の養成研修・教育研修等を実施する。 

アウトプット指標 ・訪問看護師動機付け研修（計 2日間・20 人） 

・新人訪問看護師教育研修（計 4回・14人） 

・新人訪問看護師採用育成支援研修（計 29 人） 

・訪問看護師養成研修（計 14 日間・40人） 

・在宅療養者関係職員研修（2日間・50人） 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

新人訪問看護師の研修により訪問看護師を確保し、訪問看護ステーション

の増加に繋げる。 
事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

4,060 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円)  

基 

金 

国（Ａ） (千円) 

2,707 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

1,353 

民 (千円) 

2,707 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

4,060 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

2,707 

その他（Ｃ） (千円)  

備考（注３）  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 
（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民

の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業

を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 
（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載すること。 
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事業の区分 

Ⅱ 居宅等における医療の提供に関する事業 
標準事業例 

8 

事業名 No 8 新規事業／継続事業 新規 【総事業費 

（計画期間の総額）】 

4,598 千円 
心不全在宅医療連携体制構築事業 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

県全体 

事業の実施主体 山梨大学 

事業の期間 令和 5年 10 月 1 日～令和 6年 3月 31 日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

高齢化に伴い、在宅治療のニーズは増加してきているが、本県の訪問診療

実施医療機関数は全国に比べ著しく低く、地域医療構想の実現に向け、在

宅医療の更なる参入を促進する必要がある。 

特に心不全については、今後患者が大きく増加することが見込まれている

が、在宅医療の仕組みを人力に頼っていることが現実であり、24時間体制

での関係者間での連携などが遅れており、参入や運営のハードルも比較的

高い。 

 アウトカム

指標 

在宅療養支援病院数・診療所数 

 71 箇所（H28）⇒ 78 箇所（R5） 

事業の内容 心不全患者の在宅診療連携体制の強化・充実を図るため、心不全患者をモ

ニタリングし、循環器専門医と地域の内科医が密に情報連携を行う在宅医

療の基盤整備に対し支援を行う。 

アウトプット指標 連携医療機関数 112 施設（R7） 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

安心安全な在宅医療体制を構築し、多くの医療機関が連携体制へ参加する

ことにより、新規医療者等の在宅医療への参入を促進する。 
事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

4,598 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円)  

基 

金 

国（Ａ） (千円) 

1,533 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

766 

民 (千円) 

1,533 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

2,299 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

2,299 

備考（注３）  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 
（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民

の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業

を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 
（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載すること。 
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事業の区分 

Ⅳ 医療従事者の確保に関する事業 
標準事業例 

25 

事業名 No 9 新規事業／継続事業 継続 【総事業費 

（計画期間の総額）】 

27,077 千円 
地域医療支援センター運営事業 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

県全体 

事業の実施主体 山梨県（山梨大学委託） 

事業の期間 令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月 31 日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

医師不足の深刻化に加え、地域の医療機関に勤務した場合に将来のキャリア形

成に不安を感じることにより、医師の地域偏在が生じているため、医師のキャ

リア形成と医師確保を一体的に支援することが必要である。 

 アウトカム

指標 

修学資金の貸与を受けた医師の県内勤務者数 

236 人（R4）→ 258 人（R5） 

事業の内容 ・医師の地域偏在の解消と定着を図るため、医師のキャリア形成支援と一 

体的に医師不足病院の医師確保を支援する。 

・県内の医師不足状況の把握分析を進めるとともに、若手医師を地域の医 

療機関に誘導するため、地域枠医学生等に対する面談等を実施する。 

・地域の医療機関における研修体制を整備するため、臨床研修指導医 

講習会を開催するとともに、若手医師を対象とした講習会を実施する。 

アウトプット指標 地域医療支援センターの運営 

 ・地域枠医学生等への面談者数    40 人 

 ・地域医療機関への斡旋等医師数   10 人 

 ・臨床研修指導医講習会の開催    1 回（25 人） 

 ・若手医師医療技術向上研修会の開催 1 回（50 人） 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

斡旋等により医師不足病院への医師確保を支援することで地域偏在を解消

し、また研修会等を開催することにより地域の医療機関でもキャリア形成

ができる環境を整えることで医師の定着を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

27,077 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公 (千円) 

18,051 

基 

金 

国（Ａ） (千円) 

18,051 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

9,026 

民 (千円)  

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

27,077 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円)  

備考（注３）  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 
（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民

の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業

を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 
（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載すること。 
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事業の区分 
Ⅳ 医療従事者の確保に関する事業 

標準事業例 
49 

事業名 No 10 新規事業／継続事業 継続 【総事業費 

（計画期間の総額）】 

1,525 千円 
医療勤務環境改善支援センター運営事業 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

県全体 

事業の実施主体 山梨県 

事業の期間 令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月 31 日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

県民が将来にわたり安全で質の高い医療サービスを受けるためには、医療分野

の勤務環境改善により、医療に携わる人材の確保を図ることが必要である。 

 アウトカム

指標 

医療施設従事医師数 1,924 人（H28）→ 2,099 人（R5） 

就業看護職員数（常勤換算後）11,187 人（H30）→12,008 人（R7） 

事業の内容 医療機関における勤務環境改善の自主的な取組を支援するためのセンターを

設置し、マネジメントシステムの普及・導入支援、相談対応、情報提供等を

実施する。 

アウトプット指標 医療勤務環境改善支援センターの支援により勤務医の負担の軽減及び処遇の

改善に資する計画を策定する医療機関数 1施設 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

医療勤務環境改善支援センターを設置し、研修会等の実施を通じて医療機関に

よる勤務環境改善に向けた自主的な取組を支援することで、医療従事者の確保

を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

1,525 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

1,017 

基 

金 

国（Ａ） (千円) 

1,017 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

508 

民 (千円)  

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

1,525 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円)  

備考（注３）  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 
（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民

の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業

を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 
（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載すること。 
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事業の区分 
Ⅳ 医療従事者の確保に関する事業 

標準事業例 
－ 

事業名 No 11 新規事業／継続事業 継続 【総事業費 

（計画期間の総額）】 

1,198 千円 
医学生等体験研修事業 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

県全体 

事業の実施主体 山梨大学 

事業の期間 令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月 31 日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

本県では４つの二次医療圏のうち１つの医療圏に医師が偏在している状況に

あり、また在宅医療提供体制が不十分な状況にあるため、将来の地域医療従事

者・在宅医療従事者を確保するために、学生のうちから意識付けを図ることが

必要である。 

 アウトカム

指標 

・在宅療養支援病院数・診療所数 71 箇所（H28）⇒ 78 箇所（R5） 

事業の内容 在宅医療に取り組む医療従事者の確保に向け、在宅医療への意識付けを図

るため山梨大学・県立大学の医学生・看護学生を対象に、在宅医療機関で

の体験実習の実施を支援する。 

アウトプット指標 医学生・看護学生の在宅医療体験研修     20 人 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

在宅医療体験実習を実施、情報交換をすることで、医学生等への在宅医療への

意識付けを図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

1,198 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

799 

基 

金 

国（Ａ） (千円) 

799 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

399 

民 (千円)  

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

1,198 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円)  

備考（注３）  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 
（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民

の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業

を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 
（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載すること。 
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事業の区分 
Ⅳ 医療従事者の確保に関する事業 

標準事業例 
28 

事業名 No 12 新規事業／継続事業 継続 【総事業費 

（計画期間の総額）】 

60,922 千円 
産科医等確保対策事業 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

県全体 

事業の実施主体 山梨大学、医療機関、助産所 

事業の期間 令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月 31 日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

過酷な勤務状況にある産科医師や新生児医療担当医師は県内で充足している

とはいえず、医師確保のための支援が必要となっている。 

 アウトカム

指標 

産科医師数      58 人（R4）→ 58 人以上（R5） 

新生児医療担当医師数  30 人（R4）→ 30 人以上（R5） 

事業の内容 ・産科医師を養成・確保するため、県内統一の産科後期研修プログラムの運

営及び研修医の募集を支援する。 

・産科医師等に対し分娩手当を支給する医療機関を支援する。 

・新生児医療担当医師に対し手当を支給する医療機関を支援する。 

アウトプット指標 ・新たな後期研修医の確保 1人 

・分娩手当支給者数  58 人 

・NICU 入室児担当手当支給数 10 人 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

研修プログラム等への支援を行うことにより、産科医師を確保するとともに、

産科医師や新生児医療担当医師の処遇改善に取り組む医療機関を支援するこ

とにより、周産期医療提供体制の維持・充実を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

60,922 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

19,684 

基 

金 

国（Ａ） (千円) 

26,382 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

13,191 

民 (千円) 

6,698 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

39,573 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

21,349 

備考（注３）  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 
（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民

の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業

を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 
（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載すること。 
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事業の区分 
Ⅳ 医療従事者の確保に関する事業 

標準事業例 
52,53 

事業名 No 13 新規事業／継続事業 継続 【総事業費 

（計画期間の総額）】 

84,861 千円 
小児救急医療体制確保事業 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

県全体 

事業の実施主体 山梨県小児救急医療事業推進委員会、山梨県（甲府市医師会委託） 

事業の期間 令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月 31 日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

県内の小児救急医は充足しているとはいえないため、休日及び夜間におい

て、入院治療を必要とする小児の重症患者に対する医療体制を維持・確保

するとともに、医師の負担軽減を図るため、不要・不急の受診を抑制する

必要がある。 

 アウトカム

指標 

小児二次救急輪番病院の小児科医師数 

37 人（H29）→ 39 人（R5） 

事業の内容 ・休日・夜間に、小児科を標榜する病院等が輪番制により小児患者を 

受け入れる体制を整備するための経費に支援する。 

・休日・夜間に、小児患者の保護者等向けの専門の看護師による電話 

相談体制を整備する。 

アウトプット指標 小児二次救急輪番体制の維持確保 

参加病院数 7病院（H29）→ 7 病院（R5） 

小児救急電話相談員数 

11 人(H30)→11 人（R5） 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

小児二次救急輪番体制の維持や、不要な小児救急医療の受診を減らすことによ

り、小児救急医の負担を軽減し、小児科医の確保を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

84,861 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

25,480 

基 

金 

国（Ａ） (千円) 

43,834 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

21,917 

民 (千円) 

18,354 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

65,751 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

18,354 

その他（Ｃ） (千円) 

19,110 

備考（注３）  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 
（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民

の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業

を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 
（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載すること。 
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事業の区分 
Ⅳ 医療従事者の確保に関する事業 

標準事業例 
－ 

事業名 No 14 新規事業／継続事業 継続 【総事業費 

（計画期間の総額）】 

20,039 千円 
救急搬送受入支援事業 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

県全体 

事業の実施主体 最終受入医療機関 

事業の期間 令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月 31 日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

本県では救急専門医の人数が少ないため、救急搬送において搬送先の医療

機関を速やかに決定するなど円滑な受入体制を構築することにより、救急

専門医の負担を軽減し人材を確保する必要がある。 

 アウトカム

指標 

救急専門医 20 名（R元） → 21 名（R5） 

事業の内容 患者の疾病別の搬送のルール化や最終受入医療機関の継続的な確保など救急

患者の受入体制を整備することにより、受入医療機関の医師のスキルアップ

を図るとともに、救急専門医の負担を軽減し人材の確保を行う。 

アウトプット指標 救急搬送受入困難事例の対象となる救急搬送１件あたりの平均受入 

要請回数 1.5 回（H30）→ 1.4 回（R5） 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

最終受入医療機関を維持確保し、救急搬送受入困難事案を解消することによ

り、救急専門医の負担軽減や救急医療体制の充実、救急専門医の確保を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

20,039 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

6,680 

基 

金 

国（Ａ） (千円) 

13,359 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

6,680 

民 (千円) 

6,679 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

20,039 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円)  

備考（注３）  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 
（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民

の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業

を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 
（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載すること。 
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事業の区分 
Ⅳ 医療従事者の確保に関する事業 

標準事業例 
－ 

事業名 No 15 新規事業／継続事業 継続 【総事業費 

（計画期間の総額）】 

237,120 千円 
医師修学資金貸与事業 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

県全体 

事業の実施主体 県 

事業の期間 令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月 31 日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

県民の医療ニーズに対応し、効率的質の高い医療を提供するため、医師不

足及び地域による偏在の是正に向けた事業を一層推進する必要がある。 

 アウトカム

指標 

県内医師数 1,943 人（R元）→ 2,075 人（R18） 

 

事業の内容 医師の県内定着を促進し、医師不足や地域及び診療科の偏在を是正するた

め、地域枠入学者に対し修学資金の貸与を行う。 

アウトプット指標 医師修学資金貸与者数 37（人） 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

修学資金の貸与により、中長期的に県内病院に勤務する医師を確保することが

できる。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

237,120 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

158,080 

基 

金 

国（Ａ） (千円) 

158,080 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

79,040 

民 (千円)  

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

237,120 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円)  

備考（注３）  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 
（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民

の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業

を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 
（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載すること。 
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事業の区分 
Ⅳ 医療従事者の確保に関する事業 

標準事業例 
－ 

事業名 No 16 新規事業／継続事業 継続 【総事業費 

（計画期間の総額）】 

1,000 千円 
医療従事者確保対策事業 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

県全体 

事業の実施主体 山梨大学、医療機関 

事業の期間 令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月 31 日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

県民の医療ニーズに対応し、効率的質の高い医療を提供するため、医療従

事者の抱える様々な心理的不安を解消し、安心して働ける職場環境を整備

する必要がある。 

 アウトカム

指標 

医療施設従事医師数 1,924 人（H28）→ 2,099 人（R5） 

就業看護職員数（常勤換算後）11,187 人（H30） → 12,008 人（R7） 

事業の内容 ・医療有害事象発生時のファーストエイドを適切に行うため、ピアサポー

ト体制の構築に支援する。 

アウトプット指標 ピアサポーター研修会の開催  1 回/年 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

医療従事者の心理的負担を軽減することにより、人材の確保に繋げる。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

1,000 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

667 

基 

金 

国（Ａ） (千円) 

667 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

333 

民 (千円)  

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

1,000 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円)  

備考（注３）  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 
（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民

の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業

を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 
（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載すること。 
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事業の区分 
Ⅳ 医療従事者の確保に関する事業 

標準事業例 
35 

事業名 No 17 新規事業／継続事業 継続 【総事業費 

（計画期間の総額）】 

28,502 千円 
新人看護職員研修事業 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

県全体 

事業の実施主体 山梨県（山梨県立大学、山梨県看護協会委託）、各医療機関 

事業の期間 令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月 31 日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

医療機関において看護職員が不足している中、新人看護職員に対しても質

の高い看護が求められる。そのため、新人看護職員の研修の充実を図る必

要がある。 

 アウトカム

指標 

就業看護職員数（常勤換算後） 

           11,288 人（R2） → 12,008 人（R7） 

事業の内容 ・自施設での新人看護職員に対する臨床研修実施への支援を行うととも

に、自施設では研修を完結できない小規模病院に対する新人看護職員を対

象とした合同研修を実施する。 

・実地指導者、新人看護師指導担当者等への研修の実施により、適切な研

修実施体制を確保する。 

アウトプット指標 看護の質の向上や安全な医療の確保、早期離職防止を図るために実施する

各研修の実施回数 

・多施設合同研修の実施         （6日間・50人） 

・実地指導者研修・教育担当者研修の実施 （6日間・30人） 

・新人看護職員卒後研修の実施      （20 病院・計 348 人） 

・新人看護師指導担当者研修の実施    （3日間・30人） 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

新人看護職員及び指導者等への研修を支援することにより、新人看護職員

の質の向上を図り、就業看護職員を確保する。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

28,502 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

6,137 

基 

金 

国（Ａ） (千円) 

10,241 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

5,121 

民 (千円) 

4,104 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

15,362 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

417 

その他（Ｃ） (千円) 

13,140 

備考（注３）  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 
（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民

の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行

っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 
（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載すること。 
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事業の区分 
Ⅳ 医療従事者の確保に関する事業 

標準事業例 
36 

事業名 No 18 新規事業／継続事業 継続 【総事業費 

（計画期間の総額）】 

7,524 千円 
看護職員資質向上推進事業 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

県全体 

事業の実施主体 山梨県（一部山梨県看護協会委託）、山梨県立大学 

事業の期間 令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月 31 日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

将来に向け看護職員を確保するためには、個々の能力開発や資質の向上を

図り、自信と誇りをもって看護業務に従事できるよう職能別研修等ニーズ

にあった支援を行う必要がある。 

 アウトカム

指標 

就業看護職員数（常勤換算後） 

        11,288 人（R2） → 12,008 人（R7） 

事業の内容 看護職のラダーや職能別の研修、実習施設の指導者への研修、潜在看護職員

等の有資格看護職者を対象とした復職支援研修を実施するとともに、認定看

護師の養成を支援する。 

アウトプット指標 看護職員の資質向上を図るために実施した各研修の実施回数 

・看護職員実務研修の実施（2～5日間・計 200 人） 

・潜在看護職員復職研修事業（3～5日間・計 20人） 

・看護職員実習指導者講習会の実施 

（長期 30日間・40人、特定分野 10 日間・12 人） 

・看護職員専門分野研修の実施（認知症看護 7ヶ月間・計 30人） 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

各看護職員の個々のキャリアに応じた研修の実施を支援することにより、

資質やモチベーションの向上を図り、就業看護職員を確保する。 
事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

7,524 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

3,515 

基 

金 

国（Ａ） (千円) 

5,016 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

2,508 

民 (千円) 

1,501 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

7,524 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

1,501 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考（注３）  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 
（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民

の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行

っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 
（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載すること。 
 



 

40 

 

事業の区分 
Ⅳ 医療従事者の確保に関する事業 

標準事業

例 
38 

事業名 No 19 新規事業／継続事業 継続 【総事業費 

（計画期間の総額）】 

2,740 千円 
看護職員確保対策事業 

事業の対象となる

医療介護総合確保

区域 

県全体 

事業の実施主体 山梨県（山梨県看護協会委託） 

事業の期間 令和 5年 4 月 1日～令和 6年 3月 31 日 

背景にある医療・介

護ニーズ 

県内病院の看護職員の離職率が高い現状であるため、看護職員の離職予防・定

着促進や、潜在的看護職員の再就業促進などの取り組みを実施し、就業看護職

員数を確保することが必要である。 

 アウトカ

ム指標 

就業看護職員数（常勤換算後） 

        11,288 人（R2） → 12,008 人（R7） 

事業の内容 ・県内の看護職員を対象に、仕事に関する悩みや不安を気軽に相談で 

きるよう臨床心理士による相談窓口を設置し、心の悩みを解消する。 

・ナースセンターのナースバンク事業において、離職者等を含めた未 

就業者に対する就業支援を強化する。 

（ナースバンク事業における第 5次 NCCS 更新･運用等に要する経費） 

・潜在看護職員の再就業を効果的に進めるため、ナースセンターと公 

共職業安定所（ハローワーク）が連携し、情報共有を行うとともに、 

ハローワークを巡回し就業相談を実施する。 

アウトプット指標 就業継続のために実施した看護職の心の健康相談の実施回数 

月 1 回（毎月実施） 

ナースセンターの就業相談における就業者数 

               266 人（R4）→ 400 人以上（R5） 

ハローワークにて実施する就業相談の実施回数 

県内 7箇所 月 1 回・相談件数 100 件/年 

アウトカムとアウ

トプットの関連 

専門職のカウンセリングを受けられる体制づくりや、未就業者への再就業支援

を行うことにより、看護職員の就業及び定着促進を図る。 
事業に要する費用

の額 

金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

2,740 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円)  

基 

金 

国（Ａ） (千円) 

1,827 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

913 

民 (千円) 

1,827 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

2,740 

うち受託事業等（再

掲）（注２） 

(千円) 

1,827 

その他（Ｃ） (千円)  
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備考（注３）  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 
（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民

の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行

っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 
（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載すること。 
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事業の区分 
Ⅳ 医療従事者の確保に関する事業 

標準事業例 
39 

事業名 No 20 新規事業／継続事業 継続 【総事業費 

（計画期間の総額）】 

95,100 千円 
看護師等養成所運営費補助事業 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

県全体 

事業の実施主体 民間立看護師養成所（3施設） 

事業の期間 令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月 31 日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

看護職員は依然として不足しており、看護ニーズを満たしていない。県内

医療機関に看護職員を安定的に供給するために、看護師等養成所の運営を

支援する必要がある。 

 アウトカム

指標 

養成所卒業生県内就業率 

  67.7%（R3 年度卒業生）→ 67.7%以上（R5年度卒業生） 

事業の内容 看護学生の看護実践能力の向上を図るため、看護師等養成所における専任教

員の配置や実習経費など養成所の運営を支援する。 

アウトプット指標 当該補助により看護師等養成を行った施設数（3施設） 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

看護師等養成所の運営を支援することにより、県内で就職する看護職員の確保

及び資質の向上を図る。 
事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

95,100 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円)  

基 

金 

国（Ａ） (千円) 

63,400 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

31,700 

民 (千円) 

63,400 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

95,100 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円)  

備考（注３）  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 
（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民

の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行

っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 
（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載すること。 
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事業の区分 
Ⅳ 医療従事者の確保に関する事業 

標準事業例 
50 

事業名 No 21 新規事業／継続事業 継続 【総事業費 

（計画期間の総額）】 

46,216 千円 
病院内保育所運営費補助事業 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

県全体 

事業の実施主体 院内保育所を設置する民間医療機関 

事業の期間 令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月 31 日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

看護職員は勤務時間が不規則であり、育児との両立が難しいため、有子看

護師の育児支援をすることにより、看護職員の確保を図る必要がある。 

 アウトカム

指標 

就業看護職員数（常勤換算後） 

               11,288 人（R2） → 12,008 人（R7） 

事業の内容 勤務環境の改善を行う医療機関のうち、院内保育所の運営により改善を進め

る民間医療機関の取組を支援する。 

アウトプット指標 当該補助により院内保育所を運営した施設数（5施設） 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

院内保育所の運営を支援することにより、出産・育児を理由とする退職者の割

合を減らし、看護職員の確保を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

46,216 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円)  

基 

金 

国（Ａ） (千円) 

20,539 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

10,270 

民 (千円) 

20,539 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

30,809 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

15,407 

備考（注３）  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 
（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民

の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行

っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 
（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載すること。 
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事業の区分 
Ⅳ 医療従事者の確保に関する事業 

標準事業例 
－ 

事業名 No 22 新規事業／継続事業 継続 【総事業費 

（計画期間の総額）】 

6,375 千円 
心身障害児者歯科診療体制強化事業 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

県全体 

事業の実施主体 山梨県歯科医師会 

事業の期間 令和 5年 4月 1日～令和 8年 3月 31 日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

心身障害児者の歯科診療において、静脈内鎮静法は危険が少なく全国的に

も一般化しているところだが、歯科大学病院がなく小規模な本県では、静

脈内鎮静法を施術できる人材がおらず障害者への歯科医療提供体制が遅れ

ているため、心身障害児者歯科診療体制の強化を図る必要がある。 

 アウトカム

指標 

アウトカム指標：口腔保健センター心身障害児者歯科診療利用者数 
 山梨口腔保健センター 1,513 人（H29）→2,000人（R8） 

事業の内容 県内で障害者に対する歯科治療における静脈内鎮静法を施術できる歯科医

師等を育成するための研修に支援する。 

アウトプット指標 口腔保健センター心身障害児者静脈内鎮静法歯科治療担当歯科医師数 
 0 名（H30）→3名（R8） 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

心身障害児者について、歯科治療に対する恐怖心や不安・緊張感等の要因

から通法での歯科治療を困難とするケースは多いが、静脈内鎮静法により

それらを最小限に抑制し、快適かつ安全に治療を施行することで、徐々に

歯科診療に対する恐怖心がなくなり、通法での歯科治療を受けられるよう

になる患者が増える等、障害児者の歯科診療環境の充実が図られる。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

6,375 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円)  

基 

金 

国（Ａ） (千円) 

4,250 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

2,125 

民 (千円) 

4,250 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

6,375 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円)  

備考（注３） R5：2,065 千円、R6：2,155 千円、R7：2,155 千円 

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 
（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民

の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行

っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 
（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載すること。 
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事業の区分 
Ⅳ 医療従事者の確保に関する事業 

標準事業例 
47 

事業名 No 23 新規事業／継続事業 継続 【総事業費 

（計画期間の総額）】 

7,656 千円 
歯科衛生士確保対策事業 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

県全体 

事業の実施主体 山梨県歯科医師会 

事業の期間 令和 5年 10 月 1日～令和 6年 3月 31 日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

高齢化の進展に伴い高齢者に対する口腔ケアの必要性が増大しており、歯

科医師と共に訪問歯科診療を実施し、歯科医師の指示の下に訪問歯科衛生

管理指導を行う歯科衛生士の確保や資質向上を図る必要がある。 

 アウトカム

指標 

在宅療養支援歯科診療所の数 

                       45 施設(H27)  → 51 施設(R5) 

事業の内容 歯科衛生専門学校において実践的で質の高い教育を行うため、実習室の整備

や教育環境の充実に支援する。 

アウトプット指標 歯科衛生専門学校の整備 １カ所 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

歯科衛生士を目指す学生の教育環境の向上を図り、歯科衛生専門学校で質の高

い授業、実習を実施することにより、将来在宅歯科医療に携わることができる

歯科衛生士を確保し、在宅療養支援歯科診療所の増加を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

7,656 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円)  

基 

金 

国（Ａ） (千円) 

3,402 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

1,701 

民 (千円) 

3,402 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

5,103 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

2,553 

備考（注３）  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 
（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民

の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行

っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 
（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載すること。 
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事業の区分 
Ⅳ 医療従事者の確保に関する事業 

標準事業例 
30 

事業名 No 24 新規事業／継続事業 新規 【総事業費 

（計画期間の総額）】 

11,128 千円 
小児救命救急体制強化事業 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

県全体 

事業の実施主体 山梨大学 

事業の期間 令和 5年 10 月 1日～令和 6年 3月 31 日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

小児科医が少ない中、病状の進行が早く、成人とは異なる治療・対応が必

要となる小児の救命率向上には、小児科専門医に繋ぐまでの間に他の小児

を診療する内科・外科系医師、看護師、研修医等が小児二次救命処置を行

い、小児患者の心停止の予防や病態を安定化させる体制づくりが必要。 

 アウトカム

指標 

小児二次救命処置が可能な小児専門医以外の医師数 

 120 名（R4）→140 名（R5） 

事業の内容 一人でも多くの子どもの命を不慮の事故等から守るため、医療機関が行う

小児救命処置に対する研修設備の整備に対し助成する。 

アウトプット指標 小児救命処置に対する研修設備の整備 １カ所 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

小児救命処置の標準化及び質的向上を図るために研修設備を整備し、小児

二次救命処置が対応可能な小児専門医以外の医師数の増加を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

11,128 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

3,708 

基 

金 

国（Ａ） (千円) 

3,708 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

1,855 

民 (千円)  

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

5,563 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

5,565 

備考（注３）  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 
（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民

の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行

っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 
（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載すること。 
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事業の区分 
Ⅳ 医療従事者の確保に関する事業 

標準事業例 
33 

事業名 No 25 新規事業／継続事業 新規 【総事業費 

（計画期間の総額）】 

34,500 千円 
歯科衛生士修学資金貸付事業 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

県全体 

事業の実施主体 山梨県歯科医師会 

事業の期間 令和 5年 7月 1日～令和 8年 3月 31 日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

高齢化の進展により、在宅での口腔ケア等歯科医療のニーズの高まると

ともに、フレイル予防・介護予防推進のため、質の高い歯科衛生士の確保・

養成が求められている。 

 アウトカム

指標 

在宅療養支援歯科診療所の数 46 箇所（R4）→51 箇所（R7） 

事業の内容 【歯科衛生士修学資金貸付事業】 

 ５年間県内の医療機関で歯科衛生士として勤務することを条件に返還を

免除する歯科衛生士修学資金の貸付を行う。 

 

【新人・復職希望歯科衛生士等技術習得支援研修】 

 新人歯科衛生士や復職を希望する歯科衛生士有資格者等を対象として技

術研修を行う。 

アウトプット指標 歯科衛生士修学資金貸付者数 24 名 

技術支援研修会の開催 年２回 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

歯科衛生士得修学資金制度を創設し、利用を推進するとともに、技術研

修を行い、質の高い歯科衛生士の確保・定着を図ることにより、在宅療養

支援歯科診療所の増加につなげる。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

34,500 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円)  

基 

金 

国（Ａ） (千円) 

23,000 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

11,500 

民 (千円) 

23,000 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

34,500 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円)  

備考（注３） R5：11,500 千円、R6：11,500 千円、R7：11,500 千円 

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 
（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民

の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行

っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 
（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載すること。 
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事業の区分 
Ⅳ 医療従事者の確保に関する事業 

標準事業例 
42 

事業名 No 26 新規事業／継続事業 新規 総事業費 

（計画期間の総額）】 

56,645 千円 
看護師等養成所施設整備事業 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

県全体 

事業の実施主体 山梨県 

事業の期間 令和 5年 7月 1日～令和 7年 3月 31 日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

コロナ禍を経て、看護職員の重要性や必要性が増している中、質の高い看

護職員の養成・確保を図る必要がある。 

 アウトカム

指標 

就業看護職員数（実人員） 

        11,288 人（R2）→ 12,008 人（R7） 

事業の内容 看護職員を目指す学生の教育環境の改善・向上を図るため、看護師等養成

所校舎の施設整備を行う。 

アウトプット指標 整備を実施する看護師等養成所 1 施設 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

看護職員を目指す学生にとって安全安心な教育環境を整備することによ

り、１人でも多くの質の高い看護職員を養成し就業に繋げる。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

56,645 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

37,763 

基 

金 

国（Ａ） (千円) 

37,763 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

18,882 

民 (千円)  

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

56,645 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円)  

備考（注３） R5：1,455 千円、R6：55,190 千円 

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 
（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民

の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行

っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 
（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載すること。 
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事業の区分 Ⅵ 勤務医の労働時間短縮に向けた体制の整

備に関する事業 

標準事業例 
－ 

事業名 No 27 新規事業／継続事業 新規 【総事業費 

（計画期間の総額）】 

26,495 千円 
地域医療勤務環境改善体制整備事業 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

県全体 

事業の実施主体 医療機関 

事業の期間 令和 5年 4月 1日 ～ 令和 6年 3月 31 日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

2024 年４月からの医師に対する時間外労働の上限規制の適用開始までの

間に、地域での医療提供体制を確保しつつ、医師の労働時間短縮を強力に

進めていくため、必要かつ実効的な施策を講じる必要がある。 

特に勤務医が働きやすく働きがいのある職場づくりに向けて、他職種も含

めた医療機関全体の効率化や勤務環境改善の取り組みとして、チーム医療

の推進やＩＣＴ等による業務改革を進めていく。 

 アウトカム

指標 

救急医療機関で救急車受入件数 1000 以上 2000 件未満、又は救急車受入件

数 1000 件未満で夜間・休日・時間外入院件数が 500 件以上の医療機関にお

いて、客観的な労働時間管理方法を導入している医療機関の増加（R3：1→

R5：3） 

事業の内容 医師の労働時間短縮に向け的な取組として、医療機関が作成した「勤務医

の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画」に基づく取組を総合的に実施

する事業に対し助成する。 
アウトプット指標 対象となる医療機関数 ７ 
アウトカムとアウトプ

ットの関連 

特に時間外労働を強いられる救急医療機関において、医師の労働時間を把

握することにより、労働時間短縮に向けた課題を抽出し、「勤務医の負担の

軽減及び処遇の改善に資する計画」を作成することで、医師の時間外労働

短縮につなげる。 
事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

26,495 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

11,426 

基 

金 

国（Ａ） (千円) 

11,426 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

5,713 

民 (千円) 

0 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

17,139 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

9,356 

備考（注３）  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 
（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）における公民

の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業

を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 
（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載すること。 
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３．計画に基づき実施する事業【介護分】 

(1) 事業の内容等 

事業の区分 ３．介護施設等の整備に関する事業 

【No.１（介護分）】 
山梨県介護施設等整備事業 

事業名 中北、峡東、富士・東部区域 【総事業費 

（計画期間の総額）】 

972,275 千円 

事業の対象とな

る医療介護総合

確保区域 

市町村、社会福祉法人等 

事業の実施主体 令和３年４月１日～令和６年３月３１日  

事業の期間 高齢者が住み慣れた地域において、安心して生活を継続できる体制の構築を図る 

背景にある医療・

介護ニーズ 

高齢者が住み慣れた地域において、安心して生活を継続できる体制の構築を図る 

アウトカム指標：令和 5 年度末における施設・居住系サービスの入所定員

総数 10,234 人 

事業の内容 ①地域密着型サービス施設等の整備に対する助成を行う。 

整備予定施設等 

 地域密着型特別養護老人ホーム（併設されるショートステイ用居室を含む）    ２カ所 

 看護小規模多機能型居宅介護事業所       １カ所 

 ②介護施設等の開設・設置に必要な準備経費に対して支援を行う。 

整備予定施設等 

 地域密着型特別養護老人ホーム（併設されるショートステイ用居室を含む）    ２カ所 

 看護小規模多機能型居宅介護事業所       １カ所 

③特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室のプライバシー改修 
④簡易陰圧装置設置支援 
⑤介護施設等の看取り環境の整備 
⑥介護職員の宿舎施設整備  
⑦介護付き有料老人ホームの整備 
⑧多床室の個室化に要する改修費 
⑨感染拡大防止のためのゾーニング環境等 

アウトプット指

標 

地域包括ケアシステムの構築に向けて、地域密着型サービス施設等の整備を支援す

ることにより、地域の実情に応じた介護サービス提供体制の整備を促進する。（健康長

寿やまなしプラン：令和 2 年度～令和 5 年度） 

・地域密着型特別養護老人ホーム 1,661 床(59 カ所) →1,835 床(65 カ所) 
・認知症グループホーム   1,139 床(77 カ所) →1,193 床(80 カ所) 
・小規模多機能型居宅介護事業所    29 カ所 → 32 カ所 
・看護小規模多機能型居宅介護事業所 5 カ所 → 10 カ所 
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 8 カ所 →  12 カ所 

アウトカムとア 健康長寿やまなしプランに基づき、地域密着型サービス施設等の整備を行
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ウトプットの関

連 

うことにより、地域密着型サービス施設等の定員総数を増加させる。 

事業に要する費

用の額 

金

額  

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

972,275 

基金充

当額 

（国

費） 

におけ

る 

公民の

別 

（注１） 

公  (千円) 

基金 国（Ａ） (千円) 

648,183 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

324,982 

民 (千円) 

648,173 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

972,275 

うち受託事業等（再

掲）（注２） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円)  

備考（注３）  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 
（注２）事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合 
   は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 
（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記 
   載すること。 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）参入促進 

（中項目）介護人材の「すそ野の拡大」、 

（小項目）地域における介護のしごと魅力発信事業 

事業名 【No.2（介護分）】 
福祉・介護人材確保対策情報発信事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

235 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

山梨県全域 

事業の実施主体 山梨県（委託先：山梨県社会福祉協議会） 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

団塊の世代が後期高齢者となり介護サービス需要が増大する平

成 37 年を見据えつつ、必要な介護従事者の確保・定着を図る。 

アウトカム指標：2025 年度までに 511 人の介護従事者の供給改

善を図る。 

事業の内容 一般県民に対して、福祉・介護の仕事の魅力を発信するため、

各種広報媒体を利用した一体的な広報を展開する。 

アウトプット指標 ・テレビ CM の放送 １回 
・新聞広告 １回 
・ＬＩＮＥを活用した情報発信 
・介護福祉士養成校や介護事業者等と連携し、幅広い世代への介

護の魅力を発信するイベントの開催 
アウトカムとアウトプット

の関連 

介護の仕事の魅力を発信するため、各種広報媒体を利用した一体

的な広報を展開することにより、介護従事者の供給改善を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

235 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

基金 国（Ａ） (千円) 

156 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

79 

民 (千円) 

156 

計（Ａ＋

Ｂ） 

(千円) 

235 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

156 

その他（Ｃ） (千円)  

備考（注３）  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 
（注２）事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合 
   は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 
（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記 
   載すること。 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）参入促進 

（中項目）介護人材の「すそ野の拡大」、 

（小項目）地域における介護のしごと魅力発信事業 

事業名 【No.3（介護分）】 

介護の魅力発信プロジェクト事業（介護アン

バサダー設置等） 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

4,793 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

山梨県全域 

事業の実施主体 山梨県 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

団塊の世代が後期高齢者となり介護サービス需要が増大する２

０２５年を見据え、介護人材の確保・定着を図る。 

アウトカム指標：山梨県内で必要とされる介護人材の確保・定着 

事業の内容 介護保険施設に勤務する現職の介護職員から選考された介護ア

ンバサダー（大使）が、学校訪問やイベント等を通じて、啓発資

材も活用し広く県民に介護の魅力ややりがいを伝え、介護人材の

確保・定着を促進する。 

また、介護職員のモチベーション向上を図るために優良介護職員

の表彰を行うとともに、介護施設・事業所における優れた仕組み

を評価する認証評価制度を創設する。 

介護アンバサダーの選出や優良介護職員の対象者の検討を行う

ため、魅力発信プロジェクト実行委員会を開催する。 

アウトプット指標 ・介護アンバサダーの研修会への参加（５回） 

・介護アンバサダー等の出張講座（６回） 

・魅力発信プロジェクト実行委員会の開催（４回） 

・認証評価制度セミナー・個別相談会（１０回以上） 

アウトカムとアウトプット

の関連 

介護の仕事の魅力発信やイメージアップ、理解の促進に資する事

業を実施することにより、介護従事者の供給改善を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

4,793 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

3,195 

基金 国（Ａ） (千円) 

3,195 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

1,598 

民 (千円)  

計（Ａ＋

Ｂ） 

(千円) 

4,793 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円)  

備考（注３）  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 
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（注２）事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合 

   は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 

（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記 

   載すること。 

  



 

55 

 

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）参入促進 

（中項目）介護人材の「すそ野の拡大」 

（小項目）地域における介護のしごと魅力発信事業 

事業名 【No.4（介護分）】 
介護福祉士養成校による介護の魅力発信事

業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

4,000 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

山梨県全域 

事業の実施主体 介護福祉士養成校等 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

団塊の世代が後期高齢者となり介護サービス需要が増大する平

成 37 年を見据えつつ、必要な介護従事者の確保・定着を図る。 

アウトカム指標：幅広い人材の介護分野への参入を促進するとと

もに、2025 年度までに 511 人の介護従事者の供給改善を図る。 

事業の内容 若年世代を中心とした幅広い世代に介護の魅力を発信するため、

県内の介護福祉士養成校等が実施する在校生以外を対象とした

介護体験型事業等を支援する。 

アウトプット指標 介護福祉士養成校が実施する体験型事業等：２回 
アウトカムとアウトプット

の関連 

介護福祉士養成校が行う体験型事業等により、養成校への入学希

望者にとどまらず若年世代を中心とした幅広い世代に介護の仕

事の魅力を発信し、介護従事者の供給改善を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

4,000 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

基金 国（Ａ） (千円) 

2,667 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

1,333 

民 (千円) 

2,667 

計（Ａ＋

Ｂ） 

(千円) 

4,000 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円)  

備考（注３）  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 
（注２）事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合 
   は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 
（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記 
   載すること。 
（注４）事業区分の小項目については全て記載すること。（イやロなども記載すること。） 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）参入促進 

（中項目）介護人材の「すそ野の拡大」、 

（小項目）若者・女性・高年齢者など多様な世代を対象とした

介護の職場体験事業 

事業名 No.5（介護分）】 
職場体験事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

736 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

山梨県全域 

事業の実施主体 山梨県（委託先：山梨県社会福祉協議会） 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

団塊の世代が後期高齢者となり介護サービス需要が増大する平

2025 年度を見据え、必要な介護従事者の確保・定着を図る。 

アウトカム指標：幅広い人材の介護分野への参入を促進するとと

もに、2025 年度までに 511 人の介護従事者の供給改善を図る。 

事業の内容 高校生・大学生をはじめ、他分野からの離職者、主婦層、高齢

者層等の福祉・介護分野への参入を促進するため、実際に介護現

場で介護の仕事を体験することにより、福祉・介護の仕事の魅力

ややりがいを学んでもらう。 

アウトプット指標 職場体験実施者 40 人（体験日数 2 日） 
アウトカムとアウトプット

の関連 

学生や高齢者等が介護現場で介護の仕事を体験し、介護の仕事

の魅力ややりがいを学ぶ事業を実施することにより、介護従事者

の供給改善を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

736 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円)  

基金 国（Ａ） (千円) 

490 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

246 

民 (千円) 

490 

計（Ａ＋

Ｂ） 

(千円) 

736 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

490 

その他（Ｃ） (千円)  

備考（注３）  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 
（注２）事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合 
   は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 
（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記 
   載すること。 
（注４）事業区分の小項目については全て記載すること。（イやロなども記載すること。） 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）参入促進 

（中項目）介護人材の「すそ野の拡大」 

（小項目）若者・女性・高年齢者など多様な世代を対象とした

介護の職場体験事業 

事業名 【No.6】 
介護人材掘り起こし事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

803 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

山梨県全域 

事業の実施主体 山梨県（委託先：山梨県社会福祉協議会） 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月３１日 
背景にある医療・介護ニー

ズ 

福祉・介護人材を確保するため、市町村ボランティアセンター（市

町村社会福祉協議会）、県シルバー人材センターを構成員とする

連絡会を設置し、社会活動（ボランティア）を通じて介護分野に

関心を持つ中高年高齢者（概ね 50 歳～64 歳）を対象に、介護基

礎講座を開催する。 

アウトカム指標：幅広い人材の介護分野への参入を促進するとと

もに、2025 年度までに 511 人の介護従事者の供給改善を図る。 

事業の内容 （１）福祉・介護人材確保県連絡会（仮称）の設置 
 構成団体 市町村ボランティアセンター（市町村社会福祉協

議会）、山梨県シルバー人材センター、山梨県社会

福祉協議会（山梨県福祉人材センター） 
 開催回数 年間 2 回 
 協議内容 福祉・介護人材確保に伴う各団体相互の連携と人

材確保策等 
（２）中高年者に対する介護入門講座の開催 

市町村ボランティアセンターと各地域シルバー人材センタ

ーと連携し、中高年者を対象とした介護入門講座を開催す

る。 
・実施回数 年間２回 
・受講対象者 中高年高齢者（概ね 50 歳～64 歳） 

1 講座 50 人 
  ・日 程 1 講座 2 日間（12 時間） 
  ・内 容 介護保険制度の理解（1 時間） 

 高齢者の家族と心理（1 時間） 
 コミュニケーション技術（1 時間） 
 認知症の理解（2 時間） 
 生活支援技術（4 時間） 
 リスクマネジメントと緊急時の対応（1 時間） 
 介護現場の理解（2 時間） 

アウトプット指標 ・福祉・介護人材確保県連絡会（仮称）の開催回数 年間 2 回 
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・中高年者に対する介護入門講座の受講者数 年間 200 人 
アウトカムとアウトプット

の関連 

幅広い人材の介護職への参入を促進することで、介護人材の確保

を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

803 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

基金 国（Ａ） (千円) 

536 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

267 

民 (千円) 

536 

計（Ａ＋

Ｂ） 

(千円) 

803 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

536 

その他（Ｃ） (千円)  

備考（注３）  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 
（注２）事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合 
   は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 
（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記 
   載すること。 
（注４）事業区分の小項目については全て記載すること。（イやロなども記載すること。） 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）参入促進 

（中項目）介護人材の「すそ野の拡大」 

（小項目）介護未経験者に対する研修支援事業 

事業名 【No.7】 
介護職員初任者研修助成事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

722 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

山梨県全域 

事業の実施主体 山梨県（委託先：山梨県社会福祉協議会） 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

福祉・介護人材を確保するため、福祉人材センターによるマッチ

ングを通じて就労し、働きながら介護職員初任者研修の修了を目

指す者に対し、研修受講費等の助成を支援する。 
アウトカム指標：幅広い人材の介護分野への参入及び定着を促進

するとともに、2025 年度までに 511 人の介護従事者の供給改善

を図る。 

事業の内容 介護職員初任者研修受講費等の助成 
 ・補助対象経費 介護職員初任者研修の受講料、教材費等と

して研修機関に支払った費用 
 ・補助上限額  10 万円まで 
 ・募集人数   5 人まで（年間） 

アウトプット指標 ・研修受講費の助成者数 毎年 5 人 
アウトカムとアウトプット

の関連 

幅広い人材の介護職への参入及び定着を促進することで、介護人

材の確保を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

722 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

基金 国（Ａ） (千円) 

481 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

241 

民 (千円) 

481 

計（Ａ＋

Ｂ） 

(千円) 

722 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

481 

その他（Ｃ） (千円)  

備考（注３）  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 
（注２）事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合 
   は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 
（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記 
   載すること。 
（注４）事業区分の小項目については全て記載すること。（イやロなども記載すること。） 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）参入促進 

（中項目）地域のマッチング機能強化 

（小項目）多様な人材層（若者･女性･高齢者）の参入促進事業 

イ 多様な人材層（若者・女性・高齢者）に応じた

マッチング機能強化事業 

事業名 【No.8（介護分）】 

求人・求職のマッチング機能強化事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

8,664 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

山梨県全域 

事業の実施主体 山梨県（委託先：山梨県社会福祉協議会） 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

団塊の世代が後期高齢者となり介護サービス需要が増大する

2025 年を見据え、介護人材の確保・定着を図る。 

アウトカム指標：2025 年度までに 511 人の介護従事者の供給改

善を図る。 

事業の内容 福祉・介護職の入職への人材確保を図るとともに、求職者の多様

なニーズに伴う就労条件を把握し、きめ細かなマッチングを行

い、人材定着を支援する。 

・キャリア支援専門員の配置   2 名配置 

・求職者支援活動（ハローワーク訪問活動） 

・求人・求職開拓活動 

アウトプット指標 ・マッチングによる雇用創出目標数 各年度 33 名 

アウトカムとアウトプット

の関連 

求職者の多様なニーズに伴う就労条件を把握し、きめ細かなマッ

チングを行うことにより、介護従事者の供給改善を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

8,664 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

基金 国（Ａ） (千円) 

5,776 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

2,888 

民 (千円) 

5,776 

計（Ａ＋

Ｂ） 

(千円) 

8,664 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

5,776 

その他（Ｃ） (千円) 

備考（注３）  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合 

   は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 

（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記 

   載すること。 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）参入促進 

（中項目）地域のマッチング機能の強化 

（小項目）多様な人材層（若者・女性・高齢者）の参入促進事

業 

     ハ 介護助手等普及推進事業 

事業名 【No.9（介護分）】 
介護助手等普及推進事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

6,087 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

山梨県全域 

事業の実施主体 山梨県（委託先：山梨県社会福祉協議会） 

事業の期間 令和５年４月１日～令和５年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

介護人材は慢性的な人手不足に加え、新型コロナウイルス感染症

の感染防止対策等のために業務が増大し、人手不足がさらに深刻

化している。 

アウトカム指標：幅広い人材の介護分野への参入を促進するとと

もに、2025 年度までに 511 人の介護従事者の供給改善を図る。 

事業の内容 介護助手等普及推進員を配置し、周知活動を通じ、介護助手等の

希望者の掘り起こしを行うとともに、介護事業所への介護助手等

の導入の働きかけを行い、求人ニーズのマッチングを行う。 

アウトプット指標 介護助手と介護事業所のマッチング数：２０件 
アウトカムとアウトプット

の関連 

幅広い人材の介護分野への参入を促進することで、介護人材の確

保を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

6,087 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

基金 国（Ａ） (千円) 

4,058 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

2,029 

民 (千円) 

4,058 

計（Ａ＋

Ｂ） 

(千円) 

6,087 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

4,058 

その他（Ｃ） (千円) 

備考（注３）  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 
（注２）事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合 
   は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 
（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記 
   載すること。 
（注４）事業区分の小項目については全て記載すること。（イやロなども記載する 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）参入促進 

（中項目）介護人材の「すそ野」拡大 

（小項目）介護分野への就職に向けた支援金貸付事業 

ロ 介護分野就職支援金貸付事業 

事業名 【No.10（介護分）】 

介護分野就職支援金貸付事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

890 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

山梨県全域 

事業の実施主体 山梨県社会福祉協議会 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

介護人材は慢性的な人手不足に加え、新型コロナウイルス感染症

の感染防止対策等のために業務が増大し、人手不足がさらに深刻

化している。 

アウトカム指標：幅広い人材の介護分野への参入を促進するとと

もに、2025 年度までに 511 人の介護従事者の供給改善を図る。 

事業の内容 他業種で働いていた又は無職等の者であって、介護職員初任者研

修を修了した者に対して、介護分野における介護職員として従事

するための就職支援金を貸付する。 

アウトプット指標 貸付人数 20 人 

アウトカムとアウトプット

の関連 

幅広い人材の介護職への参入を促進することで、介護人材の確保

を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

890 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

基金 国（Ａ） (千円) 

593 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

297 

民 (千円) 

593 

計（Ａ＋

Ｂ） 

(千円) 

890 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

593 

その他（Ｃ） (千円) 

備考（注３）  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合 

   は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 

（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記 

   載すること。 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）資質の向上 

（中項目）キャリアアップ研修の支援 

（小項目）多様な人材層に対する介護人材キャリアアップ研修

支援事業 

イ 多様な人材層に対する介護人材キャリアアップ

研修支援事業 

事業名 【No.11（介護分）】 

福祉・介護人材キャリアパス支援事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

4,578 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

山梨県全域 

事業の実施主体 山梨県（委託先：山梨県社会福祉協議会） 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

団塊の世代が後期高齢者となり介護サービス需要が増大する

2025 年を見据え、介護人材の確保・定着を図る。 

アウトカム指標：2025 年度までに 511 人の介護従事者の供給改

善を図る。 

事業の内容 福祉・介護職員等へのキャリアパスを支援するとともに、定

着促進を図る。 

・キャリアパス支援研修 

・キャリア形成技術指導事業 

・研修事業専門員の配置 

アウトプット指標 ・職員育成キャリアパス支援研修受講修了目標数 130 人 

・キャリア形成技術指導事業受講修了者  100 人 

アウトカムとアウトプット

の関連 

福祉・介護職員等へのキャリアパスを支援することにより、介護

従事者の供給改善を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

4,578 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

基金 国（Ａ） (千円) 

3,052 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

1,526 

民 (千円) 

3,052 

計（Ａ＋

Ｂ） 

(千円) 

4,578 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

3,052 

その他（Ｃ） (千円) 

備考（注３）  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合 

   は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 

（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記 

   載すること。 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）資質の向上 

（中項目）キャリアアップ研修の支援 

（小項目）多様な人材層に対する介護人材キャリアアップ研修

支援事業 

ハ 介護支援専門員資質向上事業 

事業名 【No.12（介護分）】 

主任介護支援専門員養成研修事業 

 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

764 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

山梨県全域 

事業の実施主体 山梨県（委託先：山梨県介護支援専門員協会） 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

他の介護支援専門員への指導助言を行う主任介護支援専門員を

養成するため、ケアマネジメントプロセス等介護支援専門員業務

について経験を持つ専門性の高い指導者を確保する必要がある。 

アウトカム指標：介護支援専門員業務に精通し、専門性の高い主

任介護支援専門員の確保を図る。 

事業の内容 介護支援専門員への専門的な助言を行い、地域包括ケアシステム

構築の役割を担う主任介護支援専門員の養成を行う。 

アウトプット指標 主任介護支援専門員研修 

 各年度 受講者数 30 名 

     実施回数 1コース（12 日間）  

アウトカムとアウトプット

の関連 

主任介護支援専門員養成研修を実施することにより、介護支援専

門員業務に精通し、専門性の高い主任介護支援専門員の確保を図

る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

764 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

基金 国（Ａ） (千円) 

509 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

255 

民 (千円) 

509 

計（Ａ＋

Ｂ） 

(千円) 

764 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

509 

その他（Ｃ） (千円) 

備考（注３）  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合 

   は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 

（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記 

   載すること。 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）参入促進 

（中項目）キャリアアップ研修の支援 

（小項目）多様な人材層に対する介護人材キャリアアップ研修

支援事業 

ハ 介護支援専門員資質向上事業 

事業名 【No.13（介護分）】 
介護支援専門員資質向上事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

19,375 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

山梨県全域 

事業の実施主体 山梨県（委託先：山梨県介護支援専門員協会） 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月３１日 
背景にある医療・介護ニー

ズ 

介護支援専門員の人員確保を図るなか、介護支援専門員実務研修

等を受講しなければ、介護支援専門員の資格を取得できず、実務

に就くことができない。 

アウトカム指標：県が研修を実施することで、県登録の介護支援

専門員の人員確保及び実務に従事する介護支援専門員の資質向

上を図る。 

事業の内容 （１）介護支援専門員実務研修（法定研修）事業 

   介護支援専門員実務研修受講試験に合格した者に、ケア

マネジメントに関する基本を習得し、多職種と協働・連携

しながら専門職としての役割を果たせるよう能力の向上を

図る。 

（２）介護支援専門員更新研修（法定研修）事業 
   介護支援専門員証の有効期限が 1 年未満に満了する者を

対象に、研修受講の機会を確保することにより、ケアマネ

ジメントについて再度必要な視点や手法を習得し、専門職

としての能力の保持と向上を図る。 

（３）介護支援専門員再研修（法定研修）事業 

   介護支援専門員証の有効期間が失効している者が、再度

実務に従事するため、ケアマネジメントに関する基本を再

認識し、多職種と協働・連携しながら専門職としての役割

を果たせるよう能力の向上を図る。 

（４）介護支援専門員専門研修（法定研修）事業 

①実務就業後 6 か月以上の介護支援専門員（専門研修

Ⅰ）、②就業後 3 年以上の介護支援専門員（専門研修Ⅱ）

を対象に、各々のキャリアに応じたケアマネジメントプロ

セスの再確認や社会資源・各サービスの特性等の理解を深

め、高齢者の自立支援に資するサービス提供を行うために

必要な研修を実施し、専門職としての能力の向上を図る。 

アウトプット指標 ○R5 研修実施回数及び受講者数 

（１）介護支援専門員実務研修（法定研修）事業 
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   各年度 1コース、70 人 

（２）介護支援専門員更新研修（法定研修）事業 
   各年度 1コース、40 人 

（３）介護支援専門員再研修（法定研修）事業 

   各年度 1コース、40 人 

（４）介護支援専門員専門研修（法定研修）事業 
   各年度 1コース、更新研修Ⅰ 82 人、更新研修Ⅱ 211 人 

 

アウトカムとアウトプット

の関連 

県登録の介護支援専門員の人員を確保するとともに、実務に従事

する介護支援専門人の資質向上を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

19,375 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

基金 国（Ａ） (千円) 

12,917 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

6,458 

民 (千円) 

12,917 

計（Ａ＋

Ｂ） 

(千円) 

19,375 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

12,917 

その他（Ｃ） (千円) 

備考（注３）  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 
（注２）事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合 
   は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 
（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記 
   載すること。 
  



 

67 

 

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）資質の向上 

（中項目）潜在有資格者の再就業促進 

（小項目）潜在介護福祉士の再就業促進事業 

事業名 【No.14（介護分）】 
再就労者支援事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

351 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

山梨県全域 

事業の実施主体 山梨県（委託先：山梨県社会福祉協議会） 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月３１日 
背景にある医療・介護ニー

ズ 

団塊の世代が後期高齢者となり介護サービス需要が増大する

2025 年を見据えつつ、必要な介護従事者の確保・定着を図る。 

アウトカム指標：2025 度までに５１１人の介護従事者の供給改

善を図る。 

事業の内容 求人・求職マッチング機能強化事業及び、福祉・介護キャリア

パス支援事業と組み合わせて実施することにより、求職者・求

人事業者にとって効率の良いプログラム実施を目指す。 

アウトプット指標 再就労者職場復帰プログラム実施人数 各年度 6 人 
アウトカムとアウトプット

の関連 

介護への求職者・求人事業者にとって効率の良いプログラム実施

することにより、介護従事者の供給改善を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

351 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

基金 国（Ａ） (千円) 

234 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

117 

民 (千円) 

234 

計（Ａ＋

Ｂ） 

(千円) 

351 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

234 

その他（Ｃ） (千円) 

備考（注３）  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 
（注２）事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合 
   は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 
（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記 
   載すること。 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）資質の向上 

（中項目）地域包括ケア構築のための広域的人材養成 

（小項目）認知症に携わる人材の育成のための研修事業等 

イ 認知症ケアに携わる人材の育成のための研修事  

業 

事業名 【No.1（介護分）】 
認知症地域医療支援事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

1,802 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

山梨県全域 

事業の実施主体 （1）国立研究開発法人国立長寿医療研究センターに委託 

（2）・（3）山梨県医師会に委託 

（4）山梨県 

（5）山梨県歯科医師会に委託 

(6) 山梨県薬剤師会に委託 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月３１日 
背景にある医療・介護ニー

ズ 

高齢者が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを継続できるよう

地域包括ケアシステムの構築を進める必要がある。 

アウトカム指標：地域包括ケアシステムの構築の推進 

事業の内容 地域における認知症医療支援体制の充実を図るため、次の事業を

行う。 

（1）認知症サポート医の養成 

（2）認知症サポート医フォローアップ研修 

（3）かかりつけ医認知症対応力向上研修 

（4）病院勤務における医療従事者向け認知症対応力向上研修 

（5）歯科医師認知症対応力向上研修 

（6）薬剤師認知症対応力向上研修 

アウトプット指標 （1）年間養成数 4 名 
（2）年間受講者数 70 名 
（3）年間受講者数 100 名 
（4）年間実施数 3 病院（各 2 回） 
（5）年間受講者数 1 回 

（6）年間受講者数 100 名 

アウトカムとアウトプット

の関連 

認知症サポート医等の養成を進めることにより、地域包括ケアシ

ステムの構築を進める。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

1,802 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

基金 国（Ａ） (千円) 

1,201 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

601 

民 (千円) 

1,201 

計（Ａ＋

Ｂ） 

(千円) 

1,802 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 
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その他（Ｃ） (千円) (千円) 

1,201 

備考（注３）  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 
（注２）事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合 
   は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 
（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記 
   載すること。 
  



 

70 

 

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）資質向上 

（中項目）地域包括ケア構築のための広域的人材養成 

（小項目）認知症に携わる人材の育成のための研修事業等 

イ 認知症ケアに携わる人材の育成のための研修事 

業 

事業名 【No.16（介護分）】 
認知症対応型サービス事業者等研修事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

498 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

山梨県全域 

事業の実施主体 （１）・（２）・（３）・（５）介護労働安定センターに委託 

（４）認知症介護研究・研修大府センターに委託 

 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月３１日 
背景にある医療・介護ニー

ズ 

他の介護支援専門員への指導助言を行う主任介護支援専門員を

養成するため、ケアマネジメントプロセス等介護支援専門員業務

について経験を持つ専門性の高い指導者を確保する必要がある。 

アウトカム指標：介護支援専門員業務に精通し、専門性の高い主

任介護支援専門員の確保を図る。 

事業の内容 （１）認知症対応型サービス事業者開設者研修事業 

認知症介護サービス事業開設者に対して、開設者としてサ

ービス事業を管理・運営していくための知識・技術の習得を

目的とするための研修を実施する。 

（２）認知症対応型サービス事業者管理者研修事業 
認知症対応型通所介護事業所、小規模多機能型居宅介護事

業所、認知症対応型共同生活介護事業所及び複合型サービス

事業所を管理・運営していくために必要な知識及び技術の習

得を目的とするための研修を実施する。 

（３）小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修事業 
小規模多機能型居宅介護事業所及び複合型サービス事業

所の計画作成担当者となる者が、小規模多機能型居宅介護計

画を適切に作成する上で必要な知識・技術の習得を目的とす

るための研修を実施する。 

（４）認知症介護指導者養成研修事業（フォローアップ研修） 
   認知症介護指導者に対し、最新の認知症介護に関する高度

な専門的知識及び技術を習得させるとともに、高齢者介護実

務者に対する研修プログラム作成方法及び教育技術の向上

を図るため研修を実施する。 

（５）認知症介護基礎研修事業 

   認知症ケアに携わる者が、その業務を遂行する上で必要な

基礎的な知識・技術を身につけ、チームアプローチに参画す
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る一員として基礎的なサービス提供が行うことができるよ

うにするための研修を実施する。 

 

アウトプット指標 （１）認知症対応型サービス事業者開設者研修事業 

・実施回数 各年度 1 コース（講義・演習 2 日間） 

・受講者数 10 人 

（２）認知症対応型サービス事業者管理者研修事業 
・実施回数 各年度 1 コース（講義・演習 2 日間） 
・受講者数 40 人 

（３）小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修事業 
・実施回数 各年度 1 コース（講義・演習 2 日間） 

・受講者数 20 人 
（４）認知症介護指導者養成研修事業（フォローアップ研修） 
   ・受講者数 1 人 

（５）認知症介護基礎研修事業 

   ・実施回数 各年度 1 コース（講義・演習 1 日間） 

・受講者数 72 人 

アウトカムとアウトプット

の関連 

認知症対応のスキルが向上することにより、認知症高齢者への適

切な介護サービスの提供が可能になる。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

498 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

基金 国（Ａ） (千円) 

332 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

166 

民 (千円) 

332 

計（Ａ＋

Ｂ） 

(千円) 

498 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

332 

その他（Ｃ） (千円)  

備考（注３）  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 
（注２）事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合 
   は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 
（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記 
   載すること。  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）資質の向上 

（中項目）地域包括ケア構築のための広域的人材養成 

（小項目）外国人介護人材研修支援事業 

事業名 【No.17（介護分）】 
外国人介護人材研修支援事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

1,521 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

山梨県全域 

事業の実施主体 山梨県 （委託先：一般社団法人 山梨県介護福祉士会） 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

団塊の世代が後期高齢者となり介護サービス需要が増大する２

０２５年を見据え、外国人介護人材を受け入れることにより、介

護人材の確保・定着を図る。 

アウトカム指標：外国人介護人材（技能実習生、１号特定技能外

国人）の、県内介護保険施設・事業所における円滑な就労・定着 

事業の内容 介護職種における技能実習生及び１号特定技能外国人の介護技

能を向上するための集合研修等を実施する。 

アウトプット指標 ・有する介護技能等に合わせた２段階の研修会の開催（各１回） 
アウトカムとアウトプット

の関連 

技能実習生及び１号特定技能外国人への集合研修等の実施によ

り介護技能を向上させ、県内介護保険施設・事業所における円滑

な就労・定着を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

1,521 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

基金 国（Ａ） (千円) 

1,014 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

507 

民 (千円) 

1,014 

計（Ａ＋

Ｂ） 

(千円) 

1,521 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

1,014 

その他（Ｃ） (千円) 

備考（注３）  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 
（注２）事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合 
   は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 
（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記 
   載すること。 
（注４）事業区分の小項目については全て記載すること。（イやロなども記載すること。） 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）資質の向上 

（中項目）地域包括ケア構築のための広域的人材養成 

（小項目）外国人介護人材研修支援事業 

事業名 【No.18（介護分）】 
外国人介護人材受入制度研修会開催事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

1,025 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

山梨県全域 

事業の実施主体 山梨県 （委託先：介護福祉総合支援センター） 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

団塊の世代が後期高齢者となり介護サービス需要が増大する２

０２５年を見据え、外国人介護人材を受入れることにより、介護

人材の確保・定着を図る。 

アウトカム指標：県内介護保険施設・事業所における外国人介護

人材の受入促進 

事業の内容 外国人介護人材の受入制度について理解を深めると共に、外国人

材受入施設からの事例発表により具体的事例・情報共有の機会と

なる研修会を実施する。 

アウトプット指標 ・県内介護保険施設・事業所を対象とした、外国人介護人材の受

入制度に関する研修会の開催 
アウトカムとアウトプット

の関連 

研修会を通して県内介護保険施設・事業所の制度への認知・理解

を深め、外国人介護人材の受入れ促進を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

1,025 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

基金 国（Ａ） (千円) 

683 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

342 

民 (千円) 

683 

計（Ａ＋

Ｂ） 

(千円) 

1,025 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

683 

その他（Ｃ） (千円) 

備考（注３）  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 
（注２）事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合 
   は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 
（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記 
   載すること。 
（注４）事業区分の小項目については全て記載すること。（イやロなども記載すること。） 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）資質の向上 

（中項目）地域包括ケア構築のための広域的人材養成 

（小項目）外国人介護福祉士候補者受入施設学習支援事業 

事業名 【No.19（介護分）】 
外国人介護福祉士候補者支援事業費補助金 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

11,995 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

山梨県全域 

事業の実施主体 山梨県 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

経済連携協定に基づき入国する外国人介護福祉士候補者の、候補

者受入施設における円滑な就労・研修を図る。 

アウトカム指標：支援を受けた外国人介護福祉士候補者の、介護

福祉士資格の取得及び介護職場への定着 

事業の内容 候補者受入施設が実施する候補者の日本語学習や介護分野の専

門学習支援並びに学習環境の整備及び研修担当者の活動に対し

支援を行う。 

アウトプット指標 ・介護人材育成のための補助金交付 
アウトカムとアウトプット

の関連 

補助金交付により外国人介護福祉士候補者の学習支援、学習環境

整備の支援を行い、介護福祉士資格の取得及び介護職場への定着

を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

11,995 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

7,997 

基金 国（Ａ） (千円) 

7,997 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

3,998 

民 (千円) 

計（Ａ＋

Ｂ） 

(千円) 

11,995 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

備考（注３）  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 
（注２）事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合 
   は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 
（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記 
   載すること。 
（注４）事業区分の小項目については全て記載すること。（イやロ 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）労働環境・処遇の改善 

（中項目）長期定着支援 

（小項目）介護職員長期定着支援事業 

     ハ 若手介護職員交流推進事業 

事業名 【No.20（介護分）】 

介護の魅力発信プロジェクト事業 

（合同入職式等開催） 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

3,133 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

山梨県全域 

事業の実施主体 山梨県 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

団塊の世代が後期高齢者となり介護サービス需要が増大する２

０２５年を見据え、介護人材の確保・定着を図る。 

アウトカム指標：山梨県内で必要とされる介護人材の確保・定着 

事業の内容 新卒の介護職員を対象に合同入職式を開催することで、同期入職

者同士の連帯感を醸成する。 

新人職員から３年目職員を対象としたフォローアップ研修会や

意見交換会を実施することにより、早期離職の防止を図る。また、

中途採用者は、新卒者と状況が異なるため、別途中途採用者を対

象とした意見交換会を実施する。 

アウトプット指標 ・新人職員、入職２年目職員、３年目職員を対象に研修会及び意

見交換会を実施（４回） 

・中途採用者を対象に意見交換会を実施（１回） 

アウトカムとアウトプット

の関連 

同期入職者同士の連帯感の醸成、資質の向上及び職員間を基礎と

する施設間連携強化を促進することにより、介護人材の確保・定

着を図る。 

また、入職後のフォローアップ研修及び意見交換会の実施によ

り、早期離職の防止を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

3,133 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

2,088 

基金 国（Ａ） (千円) 

2,089 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

1,044 

民 (千円) 

計（Ａ＋

Ｂ） 

(千円) 

3,133 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

2,615 

その他（Ｃ） (千円) 

備考（注３）  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合 
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   は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 

（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記 

   載すること。 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）労働環境・処遇の改善 

（中項目）人材育成力の強化 

（小項目）新人職員に対するエルダー・メンター制度導入支援

事業 

事業名 【No.21（介護分）】 
労働環境・処遇改善、人材育成力強化事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

220 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

山梨県全域 

事業の実施主体 山梨県（委託先：山梨県社会福祉協議会） 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月３１日 
背景にある医療・介護ニー

ズ 

団塊の世代が後期高齢者となり介護サービス需要が増大する

2025 年を見据えつつ、必要な介護従事者の確保・定着を図る。 

アウトカム指標：2025 年度までに 511 人の介護従事者の供給改

善を図る。 

事業の内容 労働環境・処遇改善、人材育成力の強化の観点から、新人介護職

員に対するエルダー・メンター制度等の導入を支援するための研

修を実施する。 

アウトプット指標 職員定着化に向けた支援体制の構築と具体的な技法の習得・体得

を目的とする。 
・研修受講者数 各年度 30 人 

アウトカムとアウトプット

の関連 

新人介護職員の職場定着に向けた事業を実施することにより、介

護従事者の供給改善を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

220 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

基金 国（Ａ） (千円) 

146 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

74 

民 (千円) 

146 

計（Ａ＋

Ｂ） 

(千円) 

220 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

146 

その他（Ｃ） (千円) 

備考（注３）  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 
（注２）事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合 
   は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 
（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記 
   載すること。 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）労働環境・処遇の改善 

（中項目）勤務環境改善支援 

（小項目）管理者等に対する雇用管理改善方策普及・促進事業 

    イ 管理者等に対する雇用管理改善方策普及・促進事

業 

事業名 【No.22（介護分）】 
テクノロジーを活用した業務効率化モデル

事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

13,515 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

山梨県 

事業の実施主体 山梨県（委託先：山梨県社会福祉協議会） 

事業の期間 令和５年月１日～令和６年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

団塊の世代が後期高齢者となり介護サービス需要が増大する

2025 年を見据えつつ、必要な介護従事者の確保・定着を図る。 

アウトカム指標：介護ロボット・ＩＣＴの促進により労働環境の

改善を図る。 

事業の内容 介護施設の管理者等が雇用管理改善の一環として行う介護ロボ

ットやＩＣＴを活用した業務改善の取り組みをコンサルティン

グにより支援する。 

アウトプット指標 介護ロボットやＩＣＴ導入による業務改善の取組を紹介し、介護

事業所の介護ロボットやＩＣＴ導入による業務改善を促進する。 
アウトカムとアウトプット

の関連 

介護職員の負担軽減や業務の効率化などにより、離職防止を図

り、職員が継続して就労できる環境を整える。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

13,515 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

基金 国（Ａ） (千円) 

9,011 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

4,504 

民 (千円) 

9,011 

計（Ａ＋

Ｂ） 

(千円) 

13,515 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

9,011 

その他（Ｃ） (千円)  

備考（注３）  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 
（注２）事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合 
   は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 
（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記 
   載すること。  



 

79 

 

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）労働環境・処遇の改善 

（中項目）勤務環境改善支援 

（小項目）管理者等に対する雇用管理改善方策普及・促進事業 

二 介護生産性向上推進総合事業 

事業名 【No.23（介護分）】 
介護生産性向上推進事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

4,776 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

山梨県 

事業の実施主体 山梨県（委託先：山梨県社会福祉協議会） 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

団塊の世代が後期高齢者となり介護サービス需要が増大する

2025 年を見据えつつ、必要な介護従事者の確保・定着を図る。 

アウトカム指標：介護ロボット・ＩＣＴの導入等を通じた介護現

場における生産性向上の取組を促進することにより、労働環境の

改善を図る。 

事業の内容 介護ロボットやＩＣＴ導入に係る相談窓口を設置し、介護事業所

の生産性向上に係る取組を支援する。 

アウトプット指標 介護ロボットやＩＣＴ導入による業務改善の取組に係る相談を

受け、介護事業所の業務改善を促進する。 
アウトカムとアウトプット

の関連 

介護職員の負担軽減や業務の効率化などにより、離職防止を図

り、職員が継続して就労できる環境を整える。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

4,776 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

基金 国（Ａ） (千円) 

3,185 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

1,591 

民 (千円) 

3,185 

計（Ａ＋

Ｂ） 

(千円) 

4,776 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

3,185 

その他（Ｃ） (千円) 

備考（注３）  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 
（注２）事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合 
   は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲すること。 
（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記 
   載すること。 
（注４）事業区分の小項目については全て記載すること。（イやロなども記載すること。） 
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(2) 事業の実施状況 

別紙「事後評価」のとおり。 

 
 
 



 
 

別 紙 

 
 

 

 

 

令和４年度山梨県計画に関する 

事後評価 

 
 

 

 

 

令和５年 1１月 
 

山 梨 県 
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１．事後評価のプロセス 

 

（１）「事後評価の方法」の実行の有無 

 
 
☑ 行った 

（実施状況） 
・令和 ５年３月２２日 山梨県地域包括ケア推進協議会において意見聴取 
・令和 ５年５月１７日 山梨県医療審議会において意見聴取 
・令和 ５年８月 ２日 山梨県地域包括ケア推進協議会において意見聴取 

 
 □ 行わなかった 
   （行わなかった場合、その理由） 
   

 

  ※ 事後評価の実施にあたって、都道府県計画に記載した「事後評価の方法」に記載した事項につい

て、記載どおりの手続きを行ったかどうかを記載。 

 

 

（２）審議会等で指摘された主な内容 

 

特になし 
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２．目標の達成状況 
 

 
■山梨県全体 
 
１．目標 

地域の医療ニーズに対応し、患者が病状に応じて適切な医療を将来にわたり持続的に

受けられるよう病床の機能分化・連携を進めるほか、地域包括ケアシステムの充実と強化

に向けた在宅医療や、住み慣れた地域での生活を支える介護サービス提供体制の構築、こ

れらを支える医療従事者や介護従事者の確保・定着を進めることにより、医療計画 ※１ 
や介護保険事業支援計画 ※２ に掲げている目標の達成を目指すものとする。 
なお、計画に基づき実施する事業ごとの目標については、「３．計画に基づき実施する

事業（１）事業の内容等」に記載する。 
 

※１「山梨県地域保健医療計画」（平成 30 年度～令和 5 年度） 

  （医療計画の一部である「山梨県地域医療構想」を含む） 
 

※２「健康長寿やまなしプラン」（令和 3年度～令和 5年度） 
 
① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標  

地域医療構想を踏まえ、不足する回復期機能への病床転換等を促進するための取組を

実施し、病床の機能分化･連携を推進する。 
 

【定量的な目標値】（医療計画に掲げている目標）  
 令和 7 年に必要となる医療機能ごとの病床数 

・高度急性期機能 1,178 床（H26）→   535 床（R7） 

・急性期機能   3,914 床（H26）→ 2,028 床（R7） 

・回復期機能    928 床（H26）→ 2,566 床（R7） 

・慢性期機能   2,348 床（H26）→ 1,780 床（R7）  
※ 病床機能報告は、各医療機関が自主的に判断して報告した数であることなど、病床数の比較にあ

たっては一定の留意が必要 
 
 
② 居宅等における医療の提供に関する目標  
  高齢化の進展に伴う在宅医療の需要増加に対応するため、在宅医療を担う人材の育成

等に取り組み、在宅医療を総合的に推進する。 
 

【定量的な目標値】  
 訪問診療を実施する診療所・病院数  140 箇所（H27）→ 154 箇所（R2） 

 退院支援を実施する診療所・病院数   20 箇所（H27）→  23 箇所（R2） 
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 在宅療養後方支援病院及び在宅療養支援病院の数 

        7 病院（H28）→   9 病院（R2） 

 在宅看取りを実施している病院・診療所数  50 箇所（H27）→ 56 箇所（R2） 

 24 時間体制をとっている訪問看護ステーション数 

        40 箇所（H27）→ 45 箇所（R2） 

 在宅療養支援歯科診療所     45 箇所（H28）→  51 箇所（R2） 

 訪問薬剤管理指導を実施する事業所数   83 箇所（H27）→  92 箇所（R2） 

 看護師の特定行為指定研修機関の県内設置数 

        0 箇所（H29）→ 1 箇所以上（R2） 
                 

③ 介護施設等の整備に関する目標  
地域包括ケアシステムの構築に向けて、第８期介護保険事業支援計画等（令和３年度～

５年度）において予定している地域密着型サービス施設等の整備を行う。 
 

【定量的な目標値】   
 地域密着型介護老人福祉施設         1,661 床   →  1,835 床  

 認知症高齢者グループホーム         1,139 床   →  1,193 床  

 小規模多機能型居宅介護事業所      29 カ所 → 32 カ所  

 看護小規模多機能型居宅介護事業所       5 カ所  →  10 カ所  

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 8 カ所 → 12 カ所  
 
④ 医療従事者の確保に関する目標  
医師や看護師の偏在解消のための取組を中心に、医療従事者の確保を推進する。 
 

【定量的な目標値】  
 医療施設従事医師数   1,924 人（H28） →  2,099 人（R5） 

 就業看護職員数（常勤換算後）  9,830.9 人（H28）→ 10,742.5 人（R5） 

 養成所等卒業生県内就業率    75.6％（H29）→ 75.6％（R5） 

 ナースセンター事業再就業者数    430 人（H28）→  443 人（R5） 

 MFICU 病床数       6 床（H29）→   6 床（R5） 

 NICU 病床数      30 床（H29）→  30 床（R5） 
 
⑤ 介護従事者の確保に関する目標  

介護人材の確保・定着を図るため、介護人材の資質向上や介護の仕事の魅力発信、労働

環境の改善を図るための事業を推進する。また潜在的な介護人材の確保事業も推進して

いく。併せて、介護事業所における感染症対策支援事業を実施し、新型コロナウイルス感

染症流行下においても介護サービスの提供体制を確保する。   
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【定量的な目標値】   
  令和 7年度において必要となる介護人材等の確保及び定着のための取組みと、 

上記対象事業を実施し人材を確保する。 
介護職員数 13,689 人（R1）→15,027（R5） 

 

⑥勤務医の労働時間短縮に向けた体制の整備に関する事業に関する目標  
  山梨県においては、2024 年４月からの医師に対する時間外労働の上限規制の適用開始

に向け、医師の労働時間短縮を強力に進める必要があることから、勤務医の働き方改革

の推進の取組を進める。 

 

 救急医療機関で救急車受入件数 1000 以上 2000 件未満、又は救急車受入件数 1000 件未

満で夜間・休日・時間外入院件数が 500 件以上の医療機関において、客観的な労働時間

管理方法を導入している医療機関の増加 

 

２．計画期間 
  

  令和 4年 4月 1日～令和 8年 3月 31 日 

 
 
□山梨県全体（達成状況） 
 
１．目標の達成状況 

① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標   
 令和 7 年に必要となる医療機能ごとの病床数 

・高度急性期機能 1,178 床（H26）→  750 床（R4） 

・急性期機能   3,914 床（H26）→ 3,118 床（R4） 

・回復期機能    928 床（H26）→ 1,867 床（R4） 

・慢性期機能   2,348 床（H26）→ 1,892 床（R4）  
※ 病床機能報告は、各医療機関が自主的に判断して報告した数であることなど、病床数の比較にあ

たっては一定の留意が必要 
 
② 居宅等における医療の提供に関する目標  

 訪問診療を実施する診療所・病院数   140 箇所（H27）→ 114 箇所以上（R2） 

 退院支援を実施する診療所・病院数    20 箇所（H27）→  10 箇所以上（R2）

在宅療養後方支援病院及び在宅療養支援病院の数 

          7 病院（H28）→   12 病院（R4） 

 在宅看取りを実施している病院・診療所数  50 箇所（H27）→  33 箇所以上（R2） 
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 24 時間体制をとっている訪問看護ステーション数 

         40 箇所（H27）→ 49 箇所（R3） 

 在宅療養支援歯科診療所      45 箇所（H28）→  45 箇所（R4） 

 訪問薬剤管理指導を実施する事業所数    83 箇所（H27）→ 155 箇所（R2） 

 看護師の特定行為指定研修機関の県内設置数 

         0 箇所（H29）→ 2 箇所（R4） 
 
③ 介護施設等の整備 

 地域密着型介護老人福祉施設         1,661 床   →  1,661 床  

 認知症高齢者グループホーム          1,139 床 →  1,139 床  

 小規模多機能型居宅介護事業所      29 カ所 → 29 カ所  

 看護小規模多機能型居宅介護事業所       5 カ所  →  5 カ所  

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 8 カ所 → 8 カ所  

 
④ 医療従事者の確保に関する目標  

 医療施設従事医師数   1,924 人（H28）→ 2,026 人（R2） 

 就業看護職員数（常勤換算後）  9,830.9 人（H28）→ 10,350.1 人（R4） 

 養成所等卒業生県内就業率  75.6％（H29）→ 75.2％（R5.3） 

 ナースセンター事業再就業者数  430 人（H28）→ 276 人（R4） 

 MFICU 病床数     6 床（H29）→ 6 床（R4） 

 NICU 病床数     30 床（H29）→ 27 床（R4） 

 
⑤ 介護従事者の確保  

 介護職員数は、令和3年度までに平成28年度から1,000人以上増加したものの、令和7

年度までの需給改善に向けては、引き続き介護人材確保の事業に取り組む必要があ

る。 
 

⑥勤務医の労働時間短縮に向けた体制の整備に関する事業に関する目標  
 救急医療機関で救急車受入件数 1000 以上 2000 件未満、又は救急車受入件数 1000 件未

満で夜間・休日・時間外入院件数が 500 件以上の医療機関において、客観的な労働時間

管理方法を導入している医療機関数の増加 0（R2）→ 2（R4） 

 

２．見解 

【医療分】 

 訪問診療や退院支援を実施する診療所・病院数や、ナースセンター事業再就業者数は、

現時点では目標に達していない。遠隔診療体制の整備や医師の働き方改革に伴う勤務

環境の改善など、今後も更に対策を進め、目標達成に向けた取組を推進していく。 
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【介護分】 

 介護施設等の看取り環境の整備、介護職員の宿舎整備、簡易陰圧装置の設置により、

支援体制の向上が図れた。 
 

 介護職員の参入促進、資質の向上、魅力ある職場環境の整備を３つの柱として、介護

職員の確保対策を進めている。今後も引き続き、介護職員の確保に資する事業を積極

的に展開していく。 
 

３．改善の方向性 

【医療分】 

  引き続き在宅医療の充実や医師確保、看護職員の資質向上や離職防止対策を推進し、 

就業の継続や再就職の支援を行っていく。 

 

【介護分】 

 令和 7 年度の需給改善に向けて、今後も引き続き、介護職員の確保・定着を進めてい

く。 

 

４．目標の継続状況 

  ☑ 令和5年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

  □ 令和5年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

 

■中北区域 
 
１．目標 

中北区域は、甲府市を中心とする峡中地域に医療資源が集中し、他区域から多くの患者

が流入する一方で、北部の峡北地域は医療資源が乏しく、区域内の格差が著しい。 
  区域全体では、全県的な課題である在宅医療提供体制の確保が課題であるほか、峡

中地域以外の他区域からの患者流入等による医療機能不足の解消、峡北地域の医療資源

確保等が課題となっている。 
令和 4 年度計画においては、県全体の課題に加え、このような課題の解決に取り組む

ことにより、医療計画や介護保険事業支援計画に掲げている目標の達成を目指すものと

する。 
なお、計画に基づき実施する事業ごとの目標については、「３．計画に基づき実施する

事業（１）事業の内容等」に記載する。 
 
① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

 
【定量的な目標値】  

 令和 7 年に必要となる医療機能ごとの病床数 

・急性期機能   1,962 床（H26）→ 1,353 床（R7） 
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・回復期機能    263 床（H26）→ 1,227 床（R7） 

・慢性期機能   1,486 床（H26）→ 1,161 床（R7）  
※ 病床機能報告は、各医療機関が自主的に判断して報告した数であることなど、病床数の比較にあ

たっては一定の留意が必要 
※ 高度急性期機能は、区域内での完結を求めるものではないため、県全体のみ目標値を設定 

 
② 居宅等における医療の提供に関する目標 

 
【定量的な目標値】  

 訪問診療を実施する診療所・病院数  77 施設（H27）→ 86 施設（R2） 

 退院支援を実施する診療所・病院数  12 施設（H27）→ 13 施設（R2） 

 在宅療養後方支援病院及び在宅療養支援病院の数 

        3 施設（H28）→  4 施設（R2） 

 在宅看取りを実施している病院・診療所数 27 施設（H27）→ 30 施設（R2） 

 24 時間体制をとっている訪問看護ステーション数 

       22 施設（H27）→ 25 施設（R2） 

 在宅療養支援歯科診療所    26 箇所（H28）→ 29 箇所（R2） 

 訪問薬剤管理指導を実施する事業所数  52 箇所（H27）→ 58 箇所（R2）  
 
③ 介護施設等の整備に関する目標 

地域包括ケアシステムの構築に向けて、第８期介護保険事業支援計画等（令和 3 年度

～5年度）において予定している地域密着型サービス施設等の整備を行う。 
 

【定量的な目標値】 
 

 地域密着型介護老人福祉施設  792 床  →  879 床 

 認知症高齢者グループホーム  713 床  →  740 床 

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 5 カ所 → 7 カ所 

 小規模多機能型居宅介護事業所 13 カ所 → 14 カ所 

 看護小規模多機能型居宅介護事業所 4 カ所 → 7 カ所 

 
２．計画期間 
  

  令和 4年 4月 1日～令和 8年 3月 31 日 

 
 
□中北区域（達成状況） 
 
１．目標の達成状況 

① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 
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 令和 7 年に必要となる医療機能ごとの病床数 

・急性期機能   1,962 床（H26）→ 1,753 床（R4） 

・回復期機能    263 床（H26）→    777 床（R4） 

・慢性期機能   1,486 床（H26）→ 1,312 床（R4）  
※ 病床機能報告は、各医療機関が自主的に判断して報告した数であることなど、病床数の比較にあ

たっては一定の留意が必要 
※ 高度急性期機能は、区域内での完結を求めるものではないため、県全体のみ目標値を設定 

 
② 居宅等における医療の提供に関する目標  

 訪問診療を実施する診療所・病院数  77 施設（H27）→ 59 箇所以上（R2） 

 退院支援を実施する診療所・病院数  12 施設（H27）→  7 箇所以上（R2） 

 在宅療養後方支援病院及び在宅療養支援病院の数 

        3 施設（H28）→ 5 病院（R4） 

 在宅看取りを実施している病院・診療所数 27 施設（H27）→ 24 箇所以上（R2） 

 24 時間体制をとっている訪問看護ステーション数 

       22 施設（H27）→ 27 箇所（R3） 

 在宅療養支援歯科診療所    26 箇所（H28）→ 25 箇所（R4） 

 訪問薬剤管理指導を実施する事業所数  52 箇所（H27）→ 105 箇所（R2） 

 
 
③ 介護施設等の整備 

 地域密着型介護老人福祉施設  792 床  →  792 床 

 認知症高齢者グループホーム  713 床  →  713 床 

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 5 カ所 → 5 カ所 

 小規模多機能型居宅介護事業所 13 カ所 → 13 カ所 

 看護小規模多機能型居宅介護事業所 4 カ所 → 4 カ所 
 
２．見解 

【医療分】 

 訪問診療や退院支援を実施する診療所・病院数は、現時点では目標に達していない。 

 遠隔診療体制の整備や医師の働き方改革に伴う勤務環境の改善など、今後も更に対策

を進め、目標達成に向けた取組を推進していく。 

 

【介護分】 

 県全体と同じ 

 

３．改善の方向性 

【医療分】 

  病床の機能転換については、引き続き医療機関に対し補助金の周知等を行い、地域 
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医療構想の達成に向けた取り組みを推進していく。 
また、引き続き在宅医療の充実を図るための事業を推進していく。 

 

【介護分】 

 県全体と同じ 

 

４．目標の継続状況 

  ☑  令和5年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

  □ 令和5年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 
 
 
■峡東区域 
 
１．目標 

峡東区域は、人口当たりで県平均を上回る病院数・病床数を有するが、リハビリテーシ

ョンを提供する病院が多く、急性期医療を中心に中北区域（峡中地域）への流出患者が多

い一方で、リハビリテーション目的の患者の流入が多い区域である。 
区域全体では、今後の高齢者の増加を見据え、在宅医療を担う医師の確保、連携体制の

構築など在宅医療提供体制の確保・充実等が課題となっている。 
令和 4 年度計画においては、県全体の課題に加え、このような課題の解決に取り組む

ことにより、医療計画や介護保険事業支援計画に掲げている目標の達成を目指すものと

する。 
なお、計画に基づき実施する事業ごとの目標については、「３．計画に基づき実施する

事業（１）事業の内容等」に記載する。 
 
① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標  
【定量的な目標値】 

 
 令和 7 年に必要となる医療機能ごとの病床数 

・急性期機能   776 床（H26）→ 279 床（R7） 

・回復期機能   639 床（H26）→ 978 床（R7） 

・慢性期機能   587 床（H26）→ 419 床（R7）  
※ 病床機能報告は、各医療機関が自主的に判断して報告した数であることなど、病床数の比較にあ

たっては一定の留意が必要 
※ 高度急性期機能は、区域内での完結を求めるものではないため、県全体のみ目標値を設定  

 
② 居宅等における医療の提供に関する目標 

 
 

【定量的な目標値】  
 訪問診療を実施する診療所・病院数  28 施設（H27）→ 30 施設（R2） 
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 退院支援を実施する診療所・病院数   3 施設（H27）→  4 施設（R2） 

 在宅療養後方支援病院及び在宅療養支援病院の数 

        2 施設（H28）→  2 施設（R2） 

 在宅看取りを実施している病院・診療所数 11 施設（H27）→ 12 施設（R2） 

 24 時間体制をとっている訪問看護ステーション数 

        7 施設（H27）→  7 施設（R2） 

 在宅療養支援歯科診療所     9 施設（H28）→  10 施設（R2） 

 訪問薬剤管理指導を実施する事業所数  17 施設（H27）→  18 施設（R2） 
 
③ 介護施設等の整備に関する目標 

地域包括ケアシステムの構築に向けて、第８期介護保険事業支援計画等（令和 3 
年度～5 年度）において予定している地域密着型サービス施設等の整備を行う。 
 

【定量的な目標値】  
 地域密着型介護老人福祉施設   368 床 →397 床 

 小規模多機能型居宅介護事業所  6 カ所 →7カ所 

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 1 カ所→ 3 カ所 

 看護小規模多機能型居宅介護事業所 1 カ所 → 2 カ所 

 
２．計画期間 
  

  令和 4年 4月 1日～令和 8年 3月 31 日 

 
 
□峡東区域（達成状況） 
 
１．目標の達成状況 

① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標  
 令和 7 年に必要となる医療機能ごとの病床数 

・急性期機能   776 床（H26）→ 503 床（R4） 

・回復期機能   639 床（H26）→ 876 床（R4） 

・慢性期機能   587 床（H26）→ 363 床（R4） 

※ 病床機能報告は、各医療機関が自主的に判断して報告した数であることなど、病床数の比較にあ

たっては一定の留意が必要 
※ 高度急性期機能は、区域内での完結を求めるものではないため、県全体のみ目標値を設定   

 
② 居宅等における医療の提供に関する目標  

 訪問診療を実施する診療所・病院数  28 施設（H27）→ 25 箇所以上（R2） 

 退院支援を実施する診療所・病院数   3 施設（H27）→ 3 箇所以上（R2） 
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 在宅療養後方支援病院及び在宅療養支援病院の数 

        2 施設（H28）→ 5 病院（R4） 

 在宅看取りを実施している病院・診療所数 11 施設（H27）→ 3 箇所以上（R2） 

 24 時間体制をとっている訪問看護ステーション数 

        7 箇所（H27）→  9 箇所（R3） 

 在宅療養支援歯科診療所     9 箇所（H28）→  11 箇所（R4） 

 訪問薬剤管理指導を実施する事業所数  17 箇所（H27）→  21 箇所（R2） 
 
③ 介護施設等の整備 

 
 地域密着型介護老人福祉施設   368 床 →368 床 

 小規模多機能型居宅介護事業所  6 カ所 →6カ所 

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 1 カ所 → 1 カ所 

 看護小規模多機能型居宅介護事業所 1 カ所 → 1 カ所 

 
２．見解 

【医療分】 

 退院支援を実施する診療所・病院数は、現時点では目標に達していない。 

 遠隔診療体制の整備や医師の働き方改革に伴う勤務環境の改善など、今後も更に対策

を進め、目標達成に向けた取組を推進していく。 

 

【介護分】 

 県全体と同じ 

 

３．改善の方向性 

【医療分】 

 病床の機能転換については、引き続き医療機関に対し補助金の周知等を行い、地域医

療構想の達成に向けた取り組みを推進していく。 
  引き続き在宅医療の充実を図るための事業を推進していく。 

 

【介護分】 

 県全体と同じ 

 

４．目標の継続状況 

  ☑ 令和5年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

  □ 令和5年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 
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■峡南区域 
 
１．目標 

峡南区域は、県下で最も高齢化・過疎化が進展しており、在宅医療に対する需要が高い

地域である。一方、医療提供体制は特に脆弱であり、医療従事者の著しい偏在の解消、在

宅医療提供体制の確保等が課題となっている。 
令和 4 年度計画においては、県全体の課題に加え、このような課題の解決に取り組む

ことにより、医療計画や介護保険事業支援計画に掲げている目標の達成を目指すものと

する。 
なお、計画に基づき実施する事業ごとの目標については、「３．計画に基づき実施する

事業（１）事業の内容等」に記載する。 
 
① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

 
【定量的な目標値】  

 令和 7 年に必要となる医療機能ごとの病床数 

・急性期機能   310 床（H26）→ 78 床（R7） 

・回復期機能    26 床（H26）→ 102 床（R7） 

・慢性期機能   124 床（H26）→ 83 床（R7）  
※ 病床機能報告は、各医療機関が自主的に判断して報告した数であることなど、病床数の比較にあ

たっては一定の留意が必要 
※ 高度急性期機能は、区域内での完結を求めるものではないため、県全体のみ目標値を設定   

 
② 居宅等における医療の提供に関する目標 

 
【定量的な目標値】 

 
 訪問診療を実施する診療所・病院数  9 箇所（H27）→ 10 箇所（R2） 

 退院支援を実施する診療所・病院数  2 箇所（H27）→  2 箇所（R2） 

 在宅療養後方支援病院及び在宅療養支援病院の数 

       2 病院（H28）→  2 病院（R2） 

 在宅看取りを実施している病院・診療所数 3 箇所（H27）→  4 箇所（R2） 

 24 時間体制をとっている訪問看護ステーション数 

       6 箇所（H27）→  7 箇所（R2） 

 在宅療養支援歯科診療所    2 箇所（H28）→   3 箇所（R2） 

 訪問薬剤管理指導を実施する事業所数  3 箇所（H27）→   4 箇所（R2） 
 
③ 介護施設等の整備に関する目標 

地域包括ケアシステムの構築に向けて、第８期介護保険事業支援計画等（令和 3 年 
度～5 年度）において地域密着型サービス施設等の整備は予定していないが、随時、 
高齢者のプライバシー保護のための施設改修等を支援していく。 
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２．計画期間 
  

  令和 4年 4月 1日～令和 8年 3月 31 日 

 
□峡南区域（達成状況） 
 
１．目標の達成状況 

① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標  
 令和 7 年に必要となる医療機能ごとの病床数 

・急性期機能   310 床（H26）→ 251 床（R4） 

・回復期機能    26 床（H26）→  35 床（R4） 

・慢性期機能   124 床（H26）→ 136 床（R4）  
※ 病床機能報告は、各医療機関が自主的に判断して報告した数であることなど、病床数の比較にあ

たっては一定の留意が必要 
※ 高度急性期機能は、区域内での完結を求めるものではないため、県全体のみ目標値を設定  

 
② 居宅等における医療の提供に関する目標 

 
 訪問診療を実施する診療所・病院数  9 箇所（H27）→ 12 箇所以上（R2） 

 退院支援を実施する診療所・病院数  2 箇所（H27）→  0 箇所以上（R2） 

 在宅療養後方支援病院及び在宅療養支援病院の数 

       2 病院（H28）→ 2 病院（R4） 

 在宅看取りを実施している病院・診療所数 3 箇所（H27）→ 0 箇所以上（R2） 

 24 時間体制をとっている訪問看護ステーション数 

       6 箇所（H27）→ 6 箇所（R3） 

 在宅療養支援歯科診療所    2 箇所（H28）→  3 箇所（R4） 

 訪問薬剤管理指導を実施する事業所数  3 箇所（H27）→  4 箇所（R2） 
 
③ 介護施設等の整備 

 
 簡易陰圧装置設置経費の支援を行った。 

 
２．見解 

【医療分】 

 訪問診療や在宅看取りを実施している病院・診療所数は、現時点では目標に達してい

ない。 

 今後も更に対策を進め、引き続き、目標達成に向けた取組を推進していく。 

 

【介護分】 

 県全体と同じ 
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３．改善の方向性 

【医療分】 

  病床の機能転換については、引き続き医療機関に対し補助金の周知等を行い、地域 

医療構想の達成に向けた取り組みを推進していく。 

また、引き続き在宅医療の充実を図るための事業を推進していく。 

 

【介護分】 

 県全体と同じ 

 

４．目標の継続状況 

  ☑ 令和5年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

  □ 令和5年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

 
 
■富士・東部区域 
 
１．目標 

富士･東部区域は、大規模な病院が集積する中北区域に比べ医療資源の面で大きな格差

が生じていると同時に、中北区域とは御坂山系等で分断され、自動車で 1～2 時間程度離

れているという地理的条件があり、他の区域よりも区域内で医療を完結する必要性が高

いことから、医療従事者の著しい偏在の解消、在宅医療提供体制の確保等が課題となって

いる。 
令和 4 年度計画においては、県全体の課題に加え、このような課題の解決に取り組む

ことにより、医療計画や介護保険事業支援計画に掲げている目標の達成を目指すものと

する。 
なお、計画に基づき実施する事業ごとの目標については、「３．計画に基づき実施する

事業（１）事業の内容等」に記載する。 
 

① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 
 

【定量的な目標値】  
 令和 7 年に必要となる医療機能ごとの病床数 

・急性期機能   866 床（H26）→ 318 床（R7） 

・回復期機能    0 床（H26）→ 259 床（R7） 

・慢性期機能   151 床（H26）→ 117 床（R7）  
※ 病床機能報告は、各医療機関が自主的に判断して報告した数であることなど、病床数の比較にあ

たっては一定の留意が必要 
※ 高度急性期機能は、区域内での完結を求めるものではないため、県全体のみ目標値を設定 
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② 居宅等における医療の提供に関する目標 
 

【定量的な目標値】  
 訪問診療を実施する診療所・病院数  26 箇所（H27）→ 28 箇所（R2） 

 退院支援を実施する診療所・病院数   3 箇所（H27）→  4 箇所（R2） 

 在宅療養後方支援病院及び在宅療養支援病院の数 

        0 病院（H28）→   1 病院（R2） 

 在宅看取りを実施している病院・診療所数  9 箇所（H27）→ 10 箇所（R2） 

 24 時間体制をとっている訪問看護ステーション数 

        5 箇所（H27）→ 6 箇所（R2） 

 在宅療養支援歯科診療所     8 箇所（H28）→  9 箇所（R2） 

 訪問薬剤管理指導を実施する事業所数  11 箇所（H27）→  12 箇所（R2） 
 
③ 介護施設等の整備に関する目標 

地域包括ケアシステムの構築に向けて、第７期介護保険事業支援計画等（令和 3 
年度～5 年度）において予定している地域密着型サービス施設等の整備を行う。 
 

【定量的な目標値】  
 地域密着型介護老人福祉施設      358 床 → 416 床 

 小規模多機能型居宅介護事業所    8 カ所 →  9 カ所 

 看護小規模多機能型居宅介護事業所  0 カ所 →  1 カ所 

 
 

２．計画期間 
  

  令和 4年 4月 1日～令和 8年 3月 31 日 

 
 
□富士・東部区域（達成状況） 
 
１．目標の達成状況 

① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標  
 令和 7 年に必要となる医療機能ごとの病床数 

・急性期機能   866 床（H26）→ 611 床（R4） 

・回復期機能    0 床（H26）→  179 床（R4） 

・慢性期機能   151 床（H26）→  81 床（R4） 

※ 病床機能報告は、各医療機関が自主的に判断して報告した数であることなど、病床数の比較にあ

たっては一定の留意が必要 
※ 高度急性期機能は、区域内での完結を求めるものではないため、県全体のみ目標値を設定 
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② 居宅等における医療の提供に関する目標  
 訪問診療を実施する診療所・病院数  26 箇所（H27）→ 18 箇所以上（R2） 

 退院支援を実施する診療所・病院数   3 箇所（H27）→  0 箇所以上（R2） 

 在宅療養後方支援病院及び在宅療養支援病院の数 

        0 病院（H28）→   0 病院（R4） 

 在宅看取りを実施している病院・診療所数  9 箇所（H27）→  6 箇所以上（R2） 

 24 時間体制をとっている訪問看護ステーション数 

        5 箇所（H27）→ 7 箇所（R3） 

 在宅療養支援歯科診療所     8 箇所（H28）→  6 箇所（R4） 

 訪問薬剤管理指導を実施する事業所数  11 箇所（H27）→  25 箇所（R2） 
 
③ 介護施設等の整備 

 
 地域密着型介護老人福祉施設      358 床 → 358 床 

 小規模多機能型居宅介護事業所    8 カ所 →  8 カ所 

 看護小規模多機能型居宅介護事業所  0 カ所 →  0 カ所 

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 2 カ所 → 2 カ所 

 
２．見解 

【医療分】 

 訪問診療や在宅看取りを実施している病院・診療所数や、在宅療養後方支援病院及び在

宅療養支援病院数は、現時点では目標に達していない。 

 今後も更に対策を進め、引き続き、目標達成に向けた取組を推進していく。 

【介護分】 

 県全体と同じ 

 

３．改善の方向性 

【医療分】 

  病床の機能転換については、引き続き医療機関に対し補助金の周知等を行い、地域

医療構想の達成に向けた取り組みを推進していく。 

 引き続き在宅医療の充実を図るための事業を推進していく。 

【介護分】 

 県全体と同じ 

 

４．目標の継続状況 

  ☑ 令和5年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

  □ 令和5年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 
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３．事業の実施状況【医療分】 

事業の区分 Ⅱ 居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【No.2】 
在宅歯科医療連携室整備事業 

【総事業費】 

39,604 千円 

事業の対象となる区域 県全体 

事業の実施主体 山梨県（山梨県歯科医師会委託） 

事業の期間 令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

在宅歯科医療需要の高まりに対応するためには、在宅歯科

医療における医科や介護など多職種と連携した医療提供体

制の強化が必要である。 

アウトカム指標：在宅療養支援歯科診療所の数 

45 施設(H28)  → 51 施設(R4) 

事業の内容（当初計画） ①医科・介護等との連携・調整、②在宅歯科医療希望者への

歯科医師紹介、③在宅歯科医療機器の購入・貸出等を行うと

ともに、住民や医科、介護関係者等からなる推進協議会等を

設け、事業の評価・検討を定期的に行い業務の効率化を図

る。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

・在宅歯科医療連携室の設置・運営 1 箇所 

アウトプット指標（達成

値） 

・県歯科医師会への委託により在宅歯科医療連携室を設置し、相

談対応 59 件、在宅医療機器貸出 406 件、在宅歯科連携室運営

推進協議会の小委員会１回開催等の事業を実施 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

在宅療養支援歯科診療所の数 

45 施設(H28)  → 46 施設(R4.12 月時点) 

（１）事業の有効性 

在宅歯科医療に関する多職種連携に向けた会議の開催、

在宅歯科医への在宅歯科医療機器の貸出、県民からの在宅

歯科医療に関する相談対応等の業務が円滑に実施され、県

内における在宅歯科医療提供体制の強化が図られた。 

歯科医師からは在宅療養支援診療所の届出は大変ハー

ドルが高く、届出をしていないが訪問診療を行っている歯

科医師も多いとの声をいただいている。 
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（２）事業の効率性 

在宅歯科医療に最も精通している山梨県歯科医師会に

業務を委託することにより、効率的に事業が執行された。 

その他  

  



   

- 19 - 

 

 
事業の区分 Ⅱ 居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【No.4（医療分）】 

在宅医療人材育成事業 
【総事業費】 

27,192 千円 

事業の対象となる区域 県全体 

事業の実施主体 山梨県 

事業の期間 令和 4年 10 月 1日 ～ 令和 6年 3月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

本県ではこれまで、在宅医療を始めるに当たり必要となる運営上

のノウハウや実践的な知識等に関する助言・支援を目的とした事

業は実施していない。人口 10 万人当たりの医療機関数に比べ、

訪問診療を実施する医療機関が他県より少ない状況を踏まえる

と、在宅医療への参入メリットや運営上のノウハウを習得する機

会を作ることで、在宅医療を開始する医療機関が増加することが

期待される。 

アウトカム指標：訪問診療を実施する病院・診療所数 

          140 施設（H27） → 154 施設（R4） 

事業の内容（当初計画） 在宅医療の参入メリットや、在宅医療を実施するための運営上

のノウハウ等を習得する機会を設けるとともに、参入意欲を有

する医療機関に対しアドバイザーの派遣等の個別支援を行う。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

アドバイザー派遣等要請施設数 23 施設（R4～R5） 

アウトプット指標（達成

値） 

医療機関向け在宅医療基礎的研修会の開催（オンライン開催： 

109 名参加） 

アドバイザー派遣要請施設数：1病院、5診療所（R4） 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：  

（代替指標）在宅療養支援病院・診療所数 

79 施設（R2）→ 78 施設（R5） 

（１）事業の有効性 

訪問診療をこれから始めるに当たっての診療報酬算定の疑問

から、既に実施している訪問診療の拡大に向けた支援まで、個々

の医療機関の課題に応じた適切な個別支援が実施された。 

R4 年度下期に事業をスタートさせており、周知に時間を要し

たところだが、R5 年度に目標達成できるよう事業を推進する。 

（２）事業の効率性 

 在宅医療に精通しているコンサルティング会社に委託するこ

とにより、効率的に事業が執行された。 

その他  
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事業の区分 Ⅱ 居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【No.5（医療分）】 

在宅歯科訪問車整備事業 
【総事業費】 

1,999 千円 

事業の対象となる区域 県全体 

事業の実施主体 （一社）山梨県歯科医師会 

事業の期間 令和 4年 10 月 1日 ～ 令和 5年 3月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

障害を持った高齢者や医療的ケア児等、高度化する在宅歯科医療

ニーズに対応するためには、訪問歯科診療体制の充実を図る必要

がある。 

在宅療養支援歯科診療所の数 

45 施設(H28)  → 51 施設(R4) 

事業の内容（当初計画） 山梨県歯科医師会が実施する在宅歯科訪問診療車の整備に対し

助成を行う。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

在宅歯科訪問診療車の整備 １台 

アウトプット指標（達成

値） 

在宅歯科訪問診療車の整備 １台 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：  

在宅療養支援歯科診療所の数 

45 施設(H28)  → 46 施設(R4) 

（１）事業の有効性 

老朽化により故障が目立ち、当該センターの業務に支障を

きたしていた在宅歯科訪問診療車が更新されたことによ

り、遅滞なく必要な訪問歯科診療の提供が可能となった。 

歯科医師からは在宅療養支援診療所の届出は大変ハードル

が高いため、届出をしていないが訪問診療を行っている歯

科医師も多いとの声をいただいている。 

（２）事業の効率性 

一般歯科医院では対応困難な事案を引き受けている県歯科

医師会の口腔保健センターの医師が使用することで、県内

の歯科医療提供体制における二次医療機関的な役割が効率

的に果たされている。 

その他  
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事業の区分 Ⅱ 居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【No.6（医療分）】 

医療的ケア児支援センター運営事業 
【総事業費】 

87,411 千円 

事業の対象となる区域 県全体 

事業の実施主体 山梨県（国立病院機構甲府病院への委託事業） 

事業の期間 令和 4年 4月 1日 ～ 令和 7年 3月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

人工呼吸器の装着など、医療依存度が高い子どもが増加してお

り、県内には 2019.4.1 時点（県が実施した実態調査による）で、

187 人の在宅医療的ケア児者（児童 66 人、成人 121 人）が居住し

ているが、NICU 等医療機関から退院した後の在宅児の発達に応

じた専門性の高い適切な支援が求められている。 

医療的ケア児者の支援は、現在、個々の制度の相談窓口だけで対

応しているが、適切な支援に繋げるためには様々な相談をワンス

トップで受け止める窓口が必要であり、また、医療、福祉、保育、

教育、労働、行政等の多職種連携をコーディネートする、特に医

療的知識を持つ相談員が必要となる。 

年間相談累計対応件数 

 100 件（R4 年度）→120 件（R5年度）→140 件（R6 年度） 

事業の内容（当初計画） 「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律（令和

３年９月１８日施行）」第１４条に基づき、医療的ケア児者及

びその家族を包括的に支援する体制を整備するための医療的ケ

ア児支援センターを設置する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

年間相談累計対応件数 

 100 件（R4 年度）→120 件（R5年度）→140 件（R6 年度） 

アウトプット指標（達成

値） 

年間相談累計対応件数 

 26 件（R4 年度） 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：  

年間相談累計対応件数 

 26 件（R4 年度） 

（１）事業の有効性 

・家族や支援関係者向けの総合的な相談窓口を整備し、他機関

にまたがる支援を包括的に調整できる体制を整備し、医療的ケ
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ア児の発達・成長に応じた適切な療育を行うことができる。 

・アウトプット指標について、開設初年度ということで過大な

設定となってしまったが、医療的ケア児支援センターのR4実績

を年間相談件数に換算すると約45件となり、対象者の約2％であ

ることから、他の類似施設と比較しても妥当な数字となってい

る。（参考：本県の難病支援センターの相談件数は、難病対象者

の1.15％） 

・次回以降は指標設定を現実的な数値にすることも含め、内容

を検討することとする。 

 

（２）事業の効率性 

・R6 年度には、富士東部圏域に医療的ケア児支援センターのサテ

ライトを設置するため、富士東部圏域の医療的ケア児者及び保護

者が相談する時の移動の負担軽減を図ることができる。 

その他  
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事業の区分 Ⅳ 医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.8（医療分）】 

地域医療支援センター運営事業 
【総事業費】 

24,313 千円 

事業の対象となる区域 県全体 

事業の実施主体 山梨県（山梨大学委託） 

事業の期間 令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

医師不足の深刻化に加え、地域の医療機関に勤務した場合に将来

のキャリア形成に不安を感じることにより、医師の地域偏在が生

じているため、医師のキャリア形成と医師確保を一体的に支援す

ることが必要である。 

アウトカム指標：修学資金の貸与を受けた医師の県内勤務者数 

237 人（R3）→ 237 人（R4） 

事業の内容（当初計画） ・医師の地域偏在の解消と定着を図るため、医師のキャリア形成支

援と一体的に医師不足病院の医師確保を支援する。 

・県内の医師不足状況の把握分析を進めるとともに、若手医師を地

域の医療機関に誘導するため、地域枠医学生等に対する面談等を

実施する。 

・地域の医療機関における研修体制を整備するため、臨床研修指導

医講習会を開催するとともに、若手医師を対象とした講習会を実

施する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

地域医療支援センターの運営 

 ・地域枠医学生等への面談者数    40 人 

 ・地域医療機関への斡旋等医師数   10 人 

 ・臨床研修指導医講習会の開催    1 回（25 人） 

 ・若手医師医療技術向上研修会の開催 1回（50 人） 

アウトプット指標（達成

値） 

地域医療支援センターの運営 

 ・地域枠医学生等への面談者数    47 人 

 ・地域医療機関への斡旋等医師数   10 人 

 ・臨床研修指導医講習会の開催    2 回 

 ・若手医師医療技術向上研修会の開催 2回（90 人） 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

修学資金の貸与を受けた医師の県内勤務者数 

237 人（R3）→ 237 人（R4） 
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（１）事業の有効性 

 修学資金を貸与している医学生等との面談や説明会を実施し、

地域で活躍するという意識付けができた反面、学生の留年や、医

師本人のライフイベント及び体調等の理由により、地域枠制度か

らの離脱者や、修学資金の返還者が生じてしまっている。今後は、

キャリア形成プログラムの適切な運用やキャリアコーディネー

ターの活用により、目標達成を図っていく。 

（２）事業の効率性 

 県内唯一の医学部を有し、大勢の地域枠学生が在籍している山

梨大学に委託することにより、効率的に事業を実施することがで

きている。 
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事業の区分 Ⅳ 医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.9（医療分）】 

医師派遣推進事業 
【総事業費】 

75,052 千円 

事業の対象となる区域 県全体 

事業の実施主体 山梨大学 

事業の期間 令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

県内に４つある二次医療圏のうち、３つの医療圏で人口 10 万人

あたりの医療施設従事医師数が全国及び全県の平均を下回って

おり、１つの医療圏に医師が偏在しているため、医師の地域偏在

の解消が必要である。 

アウトカム指標：医師の確保を特に図るべき区域等に所在する病

院への医師派遣決定数 

10 名（R3）→ 10 名（R4） 

事業の内容（当初計画） 医師派遣調整検討委員会における協議を踏まえ、医師不足病院

に対し医師派遣を行う山梨大学の運営等に対し支援する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

県内病院における医師不足実態調査の実施 年１回 

医師派遣調整検討委員会の開催      年１回 

アウトプット指標（達成

値） 

県内病院における医師不足実態調査の実施 年１回 

医師派遣調整検討委員会の開催      年１回 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

医師の確保を特に図るべき区域等に所在する病院への医師派遣

決定数 10 名（R3）→ 10 名（R4） 

（１）事業の有効性 

 県内全体の医療施設従事医師数は増加しているものの、未だ医

師数の医療圏格差は是正されていない状況である。医師を継続し

て派遣したことにより、医師不足地域における医療提供体制を維

持することができたと考える。今後も、キャリア形成プログラム

の適切な運用により増加していく地域枠医師の地域への配置を

進め、目標達成を図っていく。 

（２）事業の効率性 

 医師派遣を業務としている地域医療支援センターに医師派遣

調整検討委員会を設置し、医師派遣の調整を行ったため、効率的

な事業を実施することができた。 

その他  
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事業の区分 Ⅳ 医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.10（医療分）】 

医療勤務環境改善支援センター運営事業 
【総事業費】 

1,525 千円 

事業の対象となる区域 県全体 

事業の実施主体 山梨県 

事業の期間 令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

県民が将来にわたり安全で質の高い医療サービスを受けるため

には、医療分野の勤務環境改善により、医療に携わる人材の確保

を図ることが必要である。 

アウトカム指標： 

医療施設従事医師数 1,924 人（H28）→ 2,099 人（R5） 

就業看護職員数（実人員）11,187 人（H30）→12,008 人（R7） 

事業の内容（当初計画） 医療機関における勤務環境改善の自主的な取組を支援するため

のセンターを設置し、マネジメントシステムの普及・導入支

援、相談対応、情報提供等を実施する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

医療勤務環境改善支援センターの支援により勤務医の負担の軽

減及び処遇の改善に資する計画を策定する医療機関数 1施設 

アウトプット指標（達成

値） 

医療勤務環境改善支援センターの支援により勤務医の負担の軽

減及び処遇の改善に資する計画を策定する医療機関数 1施設 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

医療施設従事医師数 1,924 人（H28）→ 2,026 人（R4） 

（R2 医師歯科医師薬剤師調査の数値を準用） 

就業看護職員数（実人員）11,187 人（H30）→11,288 人（R2）→

11,316 人（R4） 

（１）事業の有効性 

新たに1施設が医療勤務改善支援センターの支援により勤務医

の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画を策定した。 

当初設定した目標には届いていないものの、医療人材の確保に

つなげることができているため、引き続き、勤務環境改善計画を

策定する医療機関の増加を図っていく。 

（２）事業の効率性 

 新型コロナの影響もあり活動が限定されているが、労務管理を

担当する社会保険労務士会や山梨労働局、医業経営を担当する日

本医業経営コンサルタント協会等と連携を図ることにより、効率

的な事業が実施できた。 

その他  
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事業の区分 Ⅳ 医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.11（医療分）】 

産科医等確保対策事業 
【総事業費】 

61,429 千円 

事業の対象となる区域 県全体 

事業の実施主体 山梨大学、医療機関、助産所 

事業の期間 令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

過酷な勤務状況にある産科医師は県内で充足しているとはいえ

ず、医師確保のための支援が必要となっている。 

アウトカム指標： 

産科医師数      58 人（R3）→ 58 人以上（R4） 

新生児医療担当医師数  39 人（R3）→ 39 人以上（R4） 

事業の内容（当初計画） ・産科医師を養成・確保するため、県内統一の産科後期研修プロ

グラムの運営及び研修医の募集を支援する。 

・産科医師等に対し分娩手当を支給する医療機関を支援する。 

・新生児医療担当医師に対し手当を支給する医療機関を支援す

る。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

・新たな後期研修医の確保 1 人 

・分娩手当支給者数  65 人 

・NICU 入室児担当手当支給数 12 人 

アウトプット指標（達成

値） 

・新たな後期研修医の確保 1 人  

・NICU 入室児担当手当支給数 9 人 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

産科医師数        58 人（R3）→  57 人（R4）  

新生児医療担当医師数   39 人（R3）→  41 人（R4） 

（１）事業の有効性 

 産科医師数は減少したものの、新生児医療担当医師数は

増加している。NICU 入室児担当手当を新たに支給開始する

病院があることから、一定の効果が認められる。 

（２）事業の効率性 

 手当を支給する医療機関を支援することにより、新たに

手当支給を開始する医療機関の増加につながり、担当医師

確保の推進に資する事業となっている。 

その他  
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事業の区分 Ⅳ 医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.12（医療分）】 

小児救急医療体制確保事業 
【総事業費】 

84,492 千円 

事業の対象となる区域 県全体 

事業の実施主体 山梨県小児救急医療事業推進委員会、山梨県（甲府市医師会委託） 

事業の期間 令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

県内の小児救急医は充足しているとはいえないため、休日及び夜

間において、入院治療を必要とする小児の重症患者に対する医療

体制を維持・確保するとともに、医師の負担軽減を図るため、不

要・不急の受診を抑制する必要がある。 

アウトカム指標：小児二次救急輪番病院の小児科医師数 

37 人（H29）→ 39 人（R4） 

事業の内容（当初計画） ・休日・夜間に、小児科を標榜する病院等が輪番制により小児

患者を受け入れる体制を整備するための経費に支援する。 

・休日・夜間に、小児患者の保護者等向けの専門の看護師によ

る電話相談体制を整備する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

小児二次救急輪番体制の維持確保 

参加病院数 7病院（H29）→ 7 病院（R4） 

小児救急電話相談員数 

11 人(H30)→11 人（R4） 

アウトプット指標（達成

値） 

小児二次救急輪番体制の維持確保 

参加病院数 7病院（H29）→ 7病院（R4） 

小児救急電話相談員数 

11 人(H30)→11 人（R4） 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

小児二次救急輪番病院の小児科医師数 

37 人（H29）→ 38 人（R4） 

（１）事業の有効性 

 小児二次救急輪番体制を維持・確保することで、アウトカム指

標の目標値には１名届かなかったものの、小児救急医の 

負担軽減が図られ、小児科医を確保する目標が達成できた。 

（２）事業の効率性 

 県と県内全市町村で構成する山梨県小児救急医療事業推進委 

員会に委託することにより、効率的に事業を実施することがで 

きた。 

その他  
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事業の区分 Ⅳ 医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.13（医療分）】 

医師修学資金貸与事業 
【総事業費】 

191,880 千円 

事業の対象となる区域 県全体 

事業の実施主体 県 

事業の期間 令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

県民の医療ニーズに対応し、効率的質の高い医療を提供するた

め、医師不足及び地域による偏在の是正に向けた事業を一層推進

する必要がある。 

アウトカム指標：  

 県内医師数 1,943 人（R元）→ 2,075 人（R18） 

事業の内容（当初計画） 医師の県内定着を促進し、医師不足や地域及び診療科の偏在を

是正するため、地域枠入学者に対し修学資金の貸与を行う。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

医師修学資金貸与者数 39（人） 

アウトプット指標（達成

値） 

医師修学資金貸与者数 39（人） 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

医師数調査は隔年であり結果公表は次年度になる。毎年の

医師数を観察できないため以下を代替指標とする。 

医師修学資金の貸与を受けた地域枠卒業生の県内医療機関

での勤務開始率  

R3 年度卒業生 100％→R4 年度卒業生 100％ 

（１）事業の有効性 

 基金の活用により医師不足及び地域による偏在の是正へ

向けた事業の推進をすることが出来た。 

（２）事業の効率性 

 一般財源の削減を図ることが出来た。 

その他  
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事業の区分 Ⅳ 医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.14（医療分）】 

医療従事者確保対策事業 
【総事業費】 

13,800 千円 

事業の対象となる区域 県全体 

事業の実施主体 山梨大学、医療機関 

事業の期間 令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

県民の医療ニーズに対応し、効率的質の高い医療を提供するた

め、医療従事者の抱える様々な心理的不安を解消し、安心して働

ける職場環境を整備する必要がある。 

アウトカム指標：  

医療施設従事医師数 1,924 人（H28）→ 2,099 人（R5） 

就業看護職員数（実人員）11,187 人（H30） → 12,008 人（R7） 

事業の内容（当初計画） ・医療有害事象発生時のファーストエイドを適切に行うため、

ピアサポート体制の構築に支援する。 

・外国人患者が来院した際、対応者が負担なく意思疎通を図る

ため、翻訳機等を購入する経費に支援する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

ピアサポーター研修会の開催  1 回/年 

翻訳機等導入医療機関数  141 施設/3年 

アウトプット指標（達成

値） 
ピアサポーター研修会の開催  2 回 

翻訳機等導入医療機関数  15 施設 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

（代替指標）外国人患者を受け入れる拠点的な医療機関登録数 

R2 末：41 → R4 末：41 

（参考）医療施設従事医師数 R4:2,026 人 

（R2 医師歯科医師薬剤師調査の数値を準用） 

就業看護職員数 R4：11,316 人 

 

（１）事業の有効性 

 県内医療機関においてピアサポートの必要性等への関心

は高まってきており、県内の活動基盤は整いつつある。今後

も、研修会の開催やネットワーク体制の構築等により、医療

従事者の離職を防止するとともに医療従事者数の増加を図

っていく。 

 外国人患者を受け入れる拠点的な医療機関（病院等）の登
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録数は増加していないものの、翻訳機等を導入した医療機

関（診療所等）においては、外国人患者への対応に係る負担

が軽減されたため、離職防止の観点から医療従事者の確保

に寄与している。 

（２）事業の効率性 

 山梨大学医学部附属病院が実施する、ピアサポートに関

する研修会やネットワーク体制の構築に対し助成すること

により、効率的な事業を実施することができた。 

限られた予算の中でできるだけ多くの医療機関が外国人

患者に対応しやすくするため、１医療機関に対しての一定

の金額要件を定めることで広く事業が行き渡るように実施

している。 

その他  
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事業の区分 Ⅳ 医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.15（医療分）】 

新人看護職員研修事業 
【総事業費】 

34,651 千円 

事業の対象となる区域 県全体 

事業の実施主体 山梨県（山梨県立大学、山梨県看護協会委託）、各医療機関 

事業の期間 令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

医療機関において看護職員が不足している中、新人看護職員に対

しても質の高い看護が求められる。そのため、新人看護職員の研

修の充実を図る必要がある。 

就業看護職員数（実人員） 

        11,187 人（H30） → 12,008 人（R7） 

事業の内容（当初計画） ・自施設での新人看護職員に対する臨床研修実施への支援を行う

とともに、自施設では研修を完結できない小規模病院に対する

新人看護職員を対象とした合同研修を実施する。 

・実地指導者、新人看護師指導担当者等への研修の実施によ

り、適切な研修実施体制を確保する 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

看護の質の向上や安全な医療の確保、早期離職防止を図るため

に実施する各研修の実施回数 

・多施設合同研修の実施      （6 日間・50 人） 

・実地指導者研修の実施      （6 日間・30 人） 

・新人看護職員卒後研修の実施   （26 病院・計 364 人） 

・新人看護師指導担当者研修の実施 （3日間・30 人） 

アウトプット指標（達成

値） 

看護の質の向上や安全な医療の確保、早期離職防止を図るため

に実施する各研修の実施回数 

・多施設合同研修の実施      （6 日間・42 人） 

・実地指導者研修の実施      （6 日間・29 人） 

・新人看護職員卒後研修の実施   （21 病院・303 人） 

・新人看護師指導担当者研修の実施 （3 日間・19 人） 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

就業看護職員数（実人員） 

        11,316 人（R4） 

ナースセンターに届出を行っている離職者数（実人数） 

        378 人（R3）→422 人（R4） 

（１）事業の有効性 

  本事業は、自施設で看護の質向上、新人看護職員に係る

研修が完結しない医療機関に所属する看護師への研修機

会であり、ほぼ目標値の受講があった。 

受講者数が想定よりも少なかったものの近年の受講者

数と同水準であるが、看護の質の向上や安全な医療の確
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保・早期離職防止のため、事業説明会等において対象機関

等に対し研修の積極的な実施・活用を促す。 

（２）事業の効率性 

  自施設で看護の質の向上や安全な医療提供にむけた研

修や新人看護職員に係る研修が完結しない医療機関に所

属する看護師が、臨床実践能力が習得できるようにして

いる。 

その他  
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事業の区分 Ⅳ 医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.16（医療分）】 

看護職員資質向上推進事業 
【総事業費】 

10,436 千円 

事業の対象となる

区域 

県全体 

事業の実施主体 山梨県（一部山梨県看護協会委託）、山梨県立大学 

事業の期間 令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介

護ニーズ 

将来に向け看護職員を確保するためには、個々の能力開発や資質の向

上を図り、自信と誇りをもって看護業務に従事できるよう職能別研修

等ニーズにあった支援を行う必要がある。 

アウトカム指標：就業看護職員数（実人員） 

        11,187 人（H30） → 12,008 人（R7） 

事業の内容（当初計

画） 

看護職のラダーや職能別の研修、実習施設の指導者への研修、潜在看

護職員等の有資格看護職者を対象とした復職支援研修を実施するとと

もに、認定看護師の養成を支援する。 

アウトプット指標

（当初の目標値） 

看護の質向上を図るために実施した各研修の実施回数 

・看護職員実務研修の実施（2～5日間・計 200 人） 

・潜在看護職員復職研修事業（3～5日間・計 20人） 

・看護職員実習指導者講習会の実施 

（長期 30日間・35 人、特定分野 10 日間・10人） 

・看護職員専門分野研修の実施（認知症看護 7ヶ月間・計 30 人） 

アウトプット指標

（達成値） 

看護の質向上を図るために実施した各研修の実施回数 

・看護職員実務研修の実施（2～5日間・計 261 人） 

・潜在看護職員復職研修事業（3～5日間・計 1人） 

・看護職員実習指導者講習会の実施 

 （長期：4か月間・36人、特定分野：2か月間・7人） 

・看護職員専門分野研修の実施（認知症看護 7か月間・計 24 人） 

事業の有効性・効率

性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

就業看護職員数（実人員） 

        11,316 人（R4） 

ナースセンターに届出を行っている離職者数（実人数） 

        378 人（R3）→422 人（R4） 

（１）事業の有効性 

 看護の質の向上を推進するにあたり、専門性の高い研修は必

要であり、看護職員個々のキャリアに応じた研修の機会を提供

できた。また、臨床から遠のいた潜在看護職者の医療機関への

復職は難易であり希望者が少なかったが、細やかに支援したこ

とで、再就業、および定着につながった。 
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（２）事業の効率性 

 効率的な研修の組み立てにおいては、看護の質の向上につなが

る。復職希望者への細やかな支援によっては、復職とその後の就

業継続につながる。 

その他  
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事業の区分 Ⅳ 医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.17（医療分）】 

看護職員確保対策事業 
【総事業費】 

3,022 千円 

事業の対象となる区域 県全体 

事業の実施主体 山梨県（山梨県看護協会委託） 

事業の期間 令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

県内病院の看護職員の離職率が高い現状であるため、看護職員の

離職予防・定着促進や、潜在的看護職員の再就業促進などの取り

組みを実施し、就業看護職員数を確保することが必要である。 

アウトカム指標： 

就業看護職員数（実人員） 

        11,187 人（H30） → 12,008 人（R7） 

事業の内容（当初計画） ・県内の看護職員を対象に、仕事に関する悩みや不安を気軽に

相談できるよう臨床心理士による相談窓口を設置し、心の悩

みを解消する。 

・ナースセンターのナースバンク事業において、離職者等を含

めた未就業者に対する就業支援を強化する。 

（ナースバンク事業における第 5次 NCCS 更新･運用等に要する

経費） 

・潜在看護職員の再就業を効果的に進めるため、ナースセンタ

ーと公共職業安定所（ハローワーク）が連携し、情報共有を

行うとともに、ハローワークを巡回し就業相談を実施する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

就業継続のために実施した看護職の心の健康相談の実施回数 

月 1回（毎月実施） 

ナースセンターの就業相談における就業者数 

               264 人（R1）→ 270 人以上（R3） 

ハローワークにて実施する就業相談の実施回数 

県内 7箇所 月 1回・相談件数 92 件/年 

アウトプット指標（達成

値） 

就業継続のために実施した看護職の心の健康相談の実施回数 

月 1回（毎月実施） 

ナースセンターの就業相談における就業者数 

358 人（R3）→ 276 人（R4） 

ハローワークにて実施する就業相談の実施回数 

県内 7箇所 月 1回・相談件数 93 件/年 
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事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

就業看護職員数（実人員） 

        11,316 人（R4） 

ナースセンターに届出を行っている離職者数（実人数） 

        378 人（R3）→ 422 人（R4） 

１）事業の有効性 

 ナースセンターとハローワークが効果的に連携・情報共

有を行い、求職者の就業相談、再就業への支援ができた。 

 

（２）事業の効率性 

 看護職員確保対策の推進にあたっては、看護職員・潜在看

護職員の多様な働き方ニーズを把握するとともに、求人側

とのマッチングを行い、看護職の確保・定着を図っている。 

その他  
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事業の区分 Ⅳ 医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.18（医療分）】 

看護師等養成所運営費補助事業 
【総事業費】 

95,100 千円 

事業の対象となる区域 県全体 

事業の実施主体 民間立看護師養成所（3施設） 

事業の期間 令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

看護職員は依然として不足しており、看護ニーズを満たしていな

い。県内医療機関に看護職員を安定的に供給するために、看護師

等養成所の運営を支援する必要がある。 

アウトカム指標：養成所卒業生県内就業率 

  62.2%（R2 年度卒業生）→ 62.2%以上（R4年度卒業生） 

事業の内容（当初計画） 看護学生の看護実践能力の向上を図るため、看護師等養成所に

おける専任教員の配置や実習経費など養成所の運営を支援す

る。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

当該補助により看護師等養成を行った施設数（3施設） 

アウトプット指標（達成

値） 

当該補助により看護師等養成を行った施設数（3施設） 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

養成所卒業生県内看護職員就業率 75.2%（R4 年度卒業生） 

（１）事業の有効性 

 看護師等養成所の運営を支援することにより、看護職員の確

保や資質の向上が図られている。 

（２）事業の効率性 

  養成所運営費の支援を行うことによって、養成所の抱えてい

る問題や要望なども把握することが出来た。 

その他  
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事業の区分 Ⅳ 医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.19（医療分）】 

病院内保育所運営費補助事業 
【総事業費】 

30,769 千円 

事業の対象となる区域 県全体 

事業の実施主体 院内保育所を設置する民間医療機関 

事業の期間 令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

看護職員は勤務時間が不規則であり、育児との両立が難しいた

め、有子看護師の育児支援をすることにより、看護職員の確保を

図る必要がある。 

就業看護職員数（実人員） 

               11,187 人（H30） → 12,008 人（R7） 

事業の内容（当初計画） 勤務環境の改善を行う医療機関のうち、院内保育所の運営によ

り改善を進める民間医療機関の取組を支援する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

当該補助により院内保育所を運営した施設数（5施設） 

アウトプット指標（達成

値） 

当該補助により院内保育所を運営した施設数（5施設） 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

就業看護職員数（実人員） 

11,316 人（R4） 

ナースセンターに届出を行っている離職者数（実人数） 

        422 人（R4） 

（１）事業の有効性 

病院内保育所の運営を支援することにより、離職者数の減少に

つながり、看護職員の確保・定着が図られている。 

（２）事業の効率性 

 他の看護職員確保対策と併せて実施し、各事業が効率的に実施

された。 

その他  
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事業の区分 Ⅳ 医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.21（医療分）】 

歯科衛生士確保対策事業 
【総事業費】 

4,445 千円 

事業の対象となる区域 県全体 

事業の実施主体 山梨県歯科医師会 

事業の期間 令和 4年 10 月 1日～令和 5年 3月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

高齢化の進展に伴い高齢者に対する口腔ケアの必要性が増大し

ており、歯科医師と共に訪問歯科診療を実施し、歯科医師の指示

の下に訪問歯科衛生管理指導を行う歯科衛生士の確保や資質向

上を図る必要がある。 

在宅療養支援歯科診療所の数 

                     45 施設(H27)  → 51 施設(R4) 

事業の内容（当初計画） 歯科衛生専門学校において実践的で質の高い教育を行うため、

実習室の整備や教育環境の充実に支援する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

歯科衛生専門学校の整備 １カ所 

アウトプット指標（達成

値） 

歯科衛生専門学校の整備 １カ所 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

在宅療養支援歯科診療所の数 

45 施設(H27)  → 46 施設(R4) 

（１）事業の有効性 

 R4 年度のアウトカム指標については、新型コロナウイルス感染

症の影響により目標値を下回ったものの、歯科衛生専門学校の施

設整備により、訪問歯科衛生管理指導等を行う歯科衛生士の確保

と資質向上が図られた。 

（２）事業の効率性 

 歯科衛生専門学校を運営し、歯科衛生士の育成に豊富な知識・

経験を有する山梨県歯科医師会に助成することにより、効率的に

事業が執行された。 
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事業の区分 Ⅳ 医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.22（医療分）】 

周産期医療体制等整備事業 
【総事業費】 

102,000 千円 

事業の対象となる区域 県全体 

事業の実施主体 山梨大学 

事業の期間 令和 4年 4月 1日～令和 7年 3月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

 本県の産婦人科医師数は平成 30 年度で 76 名であるが、65 歳

以上が 10名に対して 29歳以下が 5名と医師の高齢化も進み、将

来、分娩休止が危惧される状況にあることから産婦人科医の確保

が課題となっている。 

 特に、2024 年（R6）4月からスタートする医師の時間外労働規

制（いわゆる医師の働き方改革）に対応できる十分な産婦人科医

の人員確保は喫緊の課題である。 

 また、R4 年度から山梨大学において、胚培養士の育成を行うセ

ンターの新設が予定されており、生殖医療を専門とする産婦人科

医による技術研修が不可欠であることから、胚培養士の養成支援

体制の強化を図る必要がある。 

産婦人科入局者数：8人（R4～R7） 

事業の内容（当初計画） 山梨大学に生殖医療学・周産期医療学講座(寄附講座)を設置

し、県内の産婦人科医を安定的に確保するための取り組みや、

胚培養士の育成支援を行う不妊専門医の新たな配置、産科医の

負担軽減を図るための助産師の活用、保健師や看護師を対象に

した不妊治療にかかる研修等を行う他、本県に相応しい効果的

な産科医療体制の構築について調査・研究することにより、将

来にわたって安定的な産科・周産期医療提供体制を確保する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

生殖補助医療の実習及びセミナー受講者数：20人（R4～R6） 

アウトプット指標（達成

値） 

生殖補助医療の実習及びセミナー受講者数：31人（R4） 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：  

産婦人科入局者数：2人（R4） 

（１）事業の有効性 

本事業により、産婦人科を専攻する研修医が増加し、将来
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的な産婦人科医の確保につながっっている。 

 

（２）事業の効率性 

 県内唯一の医師養成機関である山梨大学に寄附講座を設

置することにより、効率的に産科医療提供体制の整備を図

っている。 

その他  

 

  



   

- 43 - 

 

事業の区分 Ⅳ 医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.23（医療分）】 

看護職員確保対策検討会事業費 
【総事業費】 

8,819 千円 

事業の対象となる区域 県全体 

事業の実施主体 山梨県 

事業の期間 令和 4年 4月 1日 ～ 令和 5年 3月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

本県では、令和元年度に「第８次山梨県看護職員需給計画」（計

画期間：R～R7）を策定し、関係機関等と連携を図りながら取り

組みを進めている。 

一方、医療現場における看護職員の不足感や地域偏在、看護師等

養成所の閉校に向けた検討の表明、新たな感染症への対応など計

画策定時とは大きく異なっている。 

こうした全県に亘る大きな課題に対応するため、医療機関、看護

師等養成機関、看護関係団体、市町村など、医療・看護に携わる

多くの者を巻き込み、どのように取り組んでいくべきか総合的に

検討するとともに、協力・連携体制を構築する。 

将来の課題等を踏まえた看護師確保対策の検討、関係者との連携

体制構築 

事業の内容（当初計画） 医療・看護に関わる関係者等による看護職員確保対策検討会を

開催し、現状における需給推計をもとに想定される課題等を解

決するための助言・協力を得て、今後の県の施策に生かすこと

により、将来にわたっての安定的な看護職員の養成・確保に繋

げる。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

看護職員確保対策検討会の開催（外部委託による需給推計の実

施、看護職員確保対策の検討等。３回を予定） 

アウトプット指標（達成

値） 

外部委託による看護職員の実態調査の実施、看護職員確保対策検

討会の開催（１回）、看護職員確保対策の検討等 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：  

将来の課題等を踏まえた看護師確保対策の検討 

（１）事業の有効性 

本事業により、医療機関等における看護職員確保の課題や

必要とする看護職員数等を把握するとともに、供給見込み

を推計し、看護師養成所への支援のあり方等を含めた本県
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の看護職員確保対策の方向性を検討することができた。 

 

また、検討会形式での開催を予定していたが、閉校を表明し

ていた看護師等養成所が存続する方向となったため、開催

方法の見直しを行い、養成所の存続に向けた県の支援等に

ついて、県、養成所設置者、養成所で個別に協議し、検討会

は必要に応じて開催することとした。 

 

（２）事業の効率性 

看護職員確保対策の推進にあたっては、コロナ禍において

特に課題になっている看護職員の離職防止・定着対策や看

護職員の不足感が増している地域に重点的に取り組むこと

としている。 

 

その他  
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事業の区分 Ⅳ 医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.24（医療分）】 

特定行為研修受講促進事業 
【総事業費】 

50,000 千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 山梨県 

事業の期間 令和 4年 4月 1日 ～ 令和 6年 3月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

高齢化の進展とともに医療資源が限られる中、特定行為を行える

看護師は医師の指示によらず手順書に基づき必要な医療サービ

スを提供でき、また医師の働き方改革の担い手としても大きく期

待されており、国においても 2025 年までに特定行為研修修了看

護師を 10 万人養成することを目指していることから本県におい

ても積極的に養成を図っていく必要がある。 

本県においては、山梨大学医学部附属病院に加え R4.4 から県立

中央病院に特定行為研修が開講されるほか、R5 春を目途に特定

行為研修を取り込む感染管理認定看護師を養成する教育課程を

開設するよう準備を進めており、県内における研修受講の推進を

図る環境が整備されつつある。 

県内における特定行為研修を修了した看護職員数 

 20 人(R3)→33 人（R4） 

事業の内容（当初計画） 県内で実施される特定行為研修受講者に受講料（入学料、受講

料、教材費など）を助成した医療機関等に対し、その助成額を

助成する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

特定行為研修受講看護師数 事業全体で 50 人 

アウトプット指標（達成

値） 

特定行為研修受講看護師数 12 人（R4） 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：  

県内における特定行為研修を修了した看護職員数 

                 20 人(R3)→33 人（R4） 

（１）事業の有効性 

 本事業により特定行為研修修了者は増加しているが、医

療機関・訪問看護ステーションの看護師は新型コロナウイ

ルスの対応により、研修を受講することが困難だったため、

目標値には到達しなかった。 
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（２）事業の効率性 

 医療機関のみならず在宅領域で活躍できる訪問看護師

等、特定行為研修修了者を促進し、目標達成を図る。 

その他  
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事業の区分 Ⅳ 医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.27（医療分）】 

感染症専門医養成事業 
【総事業費】 

125,000 千円 

事業の対象となる区域 県全体 

事業の実施主体 山梨大学 

事業の期間 令和 4年 4月 1日 ～ 令和 8年 3月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

感染症に対する強靱な地域社会を目指すためには、感染症対策に

精通した専門医の養成が不可欠であり、また、感染制御に向けた

診断・治療・啓発等の対策を推進するための継続的な研究を進め

ていく必要がある。 

感染症専門医数 

 令和 3年：1人 → 令和 8年：3人（令和 9年度中に 4人） 

事業の内容（当初計画） 山梨大学が設置する感染症学講座に対する寄附により、次の事

業を行う。 

（１）感染症専門医の養成等 

・感染症専門医の養成 

・ICD（インフェクションコントロールドクター）の養成 

・医学部生に対する講義及び臨床実習、県内看護学生に対する

講義 

（２）感染症に関する教育・研究の推進 

・感染症に関する学術的研究 

（３）その他感染症に関する活動 

・県内医療機関への診療・対策支援 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

山梨大学専門医養成講座受講者数 （事業期間内に）3人以上 

アウトプット指標（達成

値） 

山梨大学専門医養成講座受講者数 0 人 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：  

感染症専門医数 

令和 3年 1人（中病） → 令和 4年：2人（中病 1、医大 1） 

（１）事業の有効性 

本事業により、山梨大学医学部附属病院が一般社団法人日

本感染症学会研修施設として認定され、令和 5 年度以降感

染症専門医の養成が可能となった。 
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（２）事業の効率性 

 令和 5 年度より、計画にそって効率的に養成を開始して

いる。 

（３）未達成の原因と改善の方向性 

 令和 8 年度までに各年度 1 名の受講者確保を目指すもの

であり、令和 4 年度には一般社団法人日本感染症学会研修

施設として認定を受け、令和 5 年度以降受講者を受け入れ

る環境を確保している。今後は計画どおり各年度 1 名の受

講者確保を目指し、周知活動を継続していくこととする。 

その他  
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事業の区分 Ⅳ 医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.28（医療分）】 

感染症専門医認定研修受講促進事業 
【総事業費】 

45,000 千円 

事業の対象となる区域 県全体 

事業の実施主体 山梨県立中央病院 

事業の期間 令和 4年 4月 1日 ～ 令和 5年 3月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

感染症に対する強靱な地域社会を目指すためには、感染症診療の

みならず、感染症対策に精通した専門医の養成・確保が必要。 

感染症専門医数 

 令和 3年 1人 → 令和 8年：3人（令和 9年度中に 4人） 

事業の内容（当初計画） ・感染症専門医研修プログラム周知のための Web サイト開設の

支援 

・研修プログラムで使用するゲノム検査機器、微生物検査機器

等の整備支援 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

・研修受講者確保のための Web サイトの開設 

・研修用ゲノム検査機器、微生物検査機器等の整備 

・専門医養成研修受講者数 3 人以上 

アウトプット指標（達成

値） 

・研修受講者確保のための Web サイトの開設 

・研修用ゲノム検査機器、微生物検査機器等の整備 

・専門医養成研修受講者数 0 人 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：  

感染症専門医数（中病） 

 令和 3年 1人 → 令和 4年：1人 

（１）事業の有効性 

本事業により、山梨県立中央病院における感染症専門医研

修プログラム周知のための Web サイトが開設され、課題で

あった周知方法に一定の成果が得られた。また、研修プログ

ラムで使用するゲノム検査機器、微生物検査機器等を整備

することができ、研修プログラムの魅力向上に貢献できた。 

（２）事業の効率性 

本県に 2 箇所しかない感染症専門医研修プログラムを支援

することにより、効率的に実施している。 

（３）未達成の原因と改善の方向性 

令和 8 年度までに 2 名の専門医数の養成を目指すものであ
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り、課題であった周知不足を改善するための環境整備（機器

整備及び HP 改修）を令和 4年度末に完了したところ。環境

整備が整ったことから、今後は 3名の受講者確保を目指し、

これまで以上の周知活動を継続していくこととする。 

その他  

  



   

- 51 - 

 

 

事業の区分 Ⅵ 勤務医の労働時間短縮に向けた体制の整備に関する事

業 

事業名 【No.29（医療分）】 

地域医療勤務環境改善体制整備事業 
【総事業費】 

7,646 千円 

事業の対象となる区域 県全体 

事業の実施主体 医療機関 

事業の期間 令和 4年 4月 1日 ～ 令和 5年 3月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

2024 年４月からの医師に対する時間外労働の上限規制の適用開

始までの間に、地域での医療提供体制を確保しつつ、医師の労働

時間短縮を強力に進めていくため、必要かつ実効的な施策を講じ

る必要がある。 

特に勤務医が働きやすく働きがいのある職場づくりに向けて、他

職種も含めた医療機関全体の効率化や勤務環境改善の取り組み

として、チーム医療の推進やＩＣＴ等による業務改革を進めてい

く。 

アウトカム指標：救急医療機関で救急車受入件数 1000 以上 2000

件未満、又は救急車受入件数 1000 件未満で夜間・休日・時間外入

院件数が 500 件以上の医療機関において、客観的な労働時間管理

方法を導入している医療機関の増加（R3：1→R4：2） 

事業の内容（当初計画） 医師の労働時間短縮に向け的な取組として、医療機関が作成し

た「勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画」に基づ

く取組を総合的に実施する事業に対し助成する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

対象となる医療機関数 ７ 

アウトプット指標（達成

値） 

対象となる医療機関数 ７ 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

救急医療機関で救急車受入件数 1000 以上 2000 件未満、又は救急

車受入件数 1000 件未満で夜間・休日・時間外入院件数が 500 件

以上の医療機関において、客観的な労働時間管理方法を導入して

いる医療機関数の増加 １ 
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（１）事業の有効性 

 医療機関全体の効率化や勤務環境改善の取組を推進すること

で、勤務医の負担の軽減が図られている。 

（２）事業の効率性 

 チーム医療の推進や ICT 環境の整備等、勤務医の負担軽減に資

する取組を総合的に実施することで効率性を向上させている。 

その他  
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３．事業の実施状況（介護分） 

事業の区分 ３．介護施設等の整備に関する事業 
事業名 【No.１（介護分）】 

山梨県介護施設等整備事業 

【総事業費】 
140,086 千円 

事業の対象となる区域 中北、峡東、富士・東部区域 

事業の実施主体 市町村、社会福祉法人等 

事業の期間 令和３年４月１日～令和６年３月３１日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

高齢者が住み慣れた地域において、安心して生活を継続できる体制の構

築を図る 

アウトカム指標：令和 5 年度末における施設・居住系サー

ビスの入所定員総数 10,234 人 

事業の内容（当初計画） ①地域密着型サービス施設等の整備に対する助成を行う。 

整備予定施設等 

 小規模多機能型居宅介護事業所          １カ所 

 看護小規模多機能型居宅介護事業所       １カ所 

②介護施設等の開設・設置に必要な準備経費に対して支援を行う。 

整備予定施設等 

 小規模多機能型居宅介護事業所          1 カ所 

 看護小規模多機能型居宅介護事業所       １カ所 

③特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室のプラ
イバシー改修 

④簡易陰圧装置設置支援 
⑤介護施設等の看取り環境の整備 
⑥介護職員の宿舎施設整備  

⑦介護付き有料老人ホームの整備 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

地域包括ケアシステムの構築に向けて、地域密着型サービス施設

等の整備を支援することにより、地域の実情に応じた介護サービス

提供体制の整備を促進する。（健康長寿やまなしプラン：令和 2 年度～

令和 5 年度） 

・地域密着型特別養護老人ホーム 1,661床(59カ所) →1,835床(65
カ所) 
・認知症グループホーム   1,139 床(77 カ所) →1,193 床(80 カ所) 
・小規模多機能型居宅介護事業所    29 カ所 → 32 カ所 
・看護小規模多機能型居宅介護事業所 5 カ所 → 10 カ所 
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 8 カ所 →  12 カ所 

アウトプット指標（達成

値） 

・小規模多機能型居宅介護事業所 １カ所 

・簡易陰圧装置の設置 ２か所 
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・共生型サービス事業所の整備 ２カ所 

・介護施設の看取り環境の整備 ２カ所 

・特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室のプラ

イバシー改修 1 カ所 

事業の有効性・効率性  

（１）事業の有効性 
 看取り環境の整備や、介護職員の宿舎整備、簡易陰圧装置

の設置による感染拡大防止のための環境整備は整った。 
（２）事業の効率性 
 県公共事業に準じた手続きにより適正に施設環境整備等

が行われた。 
その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
事業名 【No.3（介護分）】 

介護の魅力発信プロジェクト事業 

（合同入職式等開催） 

【総事業費】 
3,782 千円 

事業の対象となる区域 山梨県全域 

事業の実施主体 山梨県 

事業の期間 令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

団塊の世代が後期高齢者となり介護サービス需要が増大す

る２０２５年を見据え、介護人材の確保・定着を図る。 

アウトカム指標：山梨県内で必要とされる介護人材の確保・

定着 

事業の内容（当初計画） 新卒の介護職員を対象に合同入職式を開催することで、同

期入職者同士の連帯感を醸成する。 

新人職員から３年目職員を対象としたフォローアップ研修

会や意見交換会を実施することにより、早期離職の防止を

図る。また、中途採用者は、新卒者と状況が異なるため、別

途中途採用者を対象とした意見交換会を実施する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

・新人職員、入職２年目職員、３年目職員を対象に研修会及

び意見交換会を実施（４回） 

・中途採用者を対象に意見交換会を実施（１回） 

アウトプット指標（達成

値） 

【R4】 

・新入介護職員合同入職式の開催、新入介護職員研修会の

実施、２年目介護職員研修会の実施、中途採用介護職員研修

会の実施（新型コロナウイルスの影響により開催中止） 

・３年目介護職員研修会の実施（１回、１６人） 

・介護労働講習（１回、１２人） 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：山梨県内で必要と

される介護人材の確保・定着 

○観察できなかった →理由：山梨県内の介護保険施設等

における就職・離職状況を確認する体制が整備されていな

いため、人材確保・定着についての具体的数値を算出するこ

とができない。 

代替指標：研修会の参加者数が合同入職式参加者数と同数

以上とする（新入介護職員の定着）ことを目標としていた

が、合同入職式が新型コロナウイルスの影響により開催中

止となったため、指標確認ができなかった。 
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（１）事業の有効性 
合同入職式、研修会において介護現場での悩みや問題を

共有することにより、同期入職者同士の連帯感の醸成と施

設間の連携強化が図られた。 
（２）事業の効率性 
県内の介護保険施設等に精通している公益財団法人介護労

働安定センター山梨支部に事業を委託することにより、効

率的な事業周知と事業実施が図られた。 
その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
事業名 【No.4（介護分）】 

求人・求職のマッチング機能強化事業 

【総事業費】 
2,446 千円 

事業の対象となる区域 山梨県全域 

事業の実施主体 山梨県（委託先：山梨県社会福祉協議会） 

事業の期間 令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月 31 日 

☑継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

団塊の世代が後期高齢者となり介護サービス需要が増大す

る 2025 年を見据え、介護人材の確保・定着を図る。 

アウトカム指標：2025 年度までに 511 人の介護従事者の供

給改善を図る。 

事業の内容（当初計画） 福祉・介護職の入職への人材確保を図るとともに、求職者の

多様なニーズに伴う就労条件を把握し、きめ細かなマッチ

ングを行い、人材定着を支援する。 

・キャリア支援専門員の配置   2 名配置 

・求職者支援活動（ハローワーク訪問活動） 

・求人・求職開拓活動 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

・マッチングによる雇用創出目標数 各年度 33 名 

アウトプット指標（達成

値） 

マッチングによる雇用創出数 令和 3 年度 3 名、令和 4 年

度 6 名 

事業の有効性・効率性 求職者や事業所等に機 mr 

（１）事業の有効性 
ハローワーク内における就職セミナーの開催や、地域の

ニーズを反映した地域別就職相談会の実施、また民間企業

が実施する就職フェアへのブースの出展など、きめ細やか

な支援を行うことにより、福祉・介護人材の確保が期待され

る。 
（２）事業の効率性 
ハローワークと共催で就職セミナーや社会福祉施設見学会

を実施するなど、効率的な事業執行に努めている。 
その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
事業名 【No.8（介護分）】 

テクノロジーを活用した業務効率化モデル

事業 

【総事業費】 
6,500 千円 

事業の対象となる区域 山梨県 

事業の実施主体 民間企業 

事業の期間 令和４年４月１日～令和５年３月３１日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

団塊の世代が後期高齢者となり介護サービス需要が増大す

る 2025 年を見据えつつ、必要な介護従事者の確保・定着を

図る。 

アウトカム指標：ＩＣＴの促進により労働環境の改善を図

る。 

事業の内容（当初計画） 介護施設の管理者等が雇用管理改善の一環として行う介護

ロボットやＩＣＴを活用した業務改善の取り組みをコンサ

ルティングにより支援する。 
アウトプット指標（当初

の目標値） 

介護ロボットやＩＣＴ導入による業務改善の取組を紹介

し、介護事業所の介護ロボットやＩＣＴ導入による業務改

善を促進する。 

アウトプット指標（達成

値） 

令和４年度 介護施設２施設に対し、介護ロボット等の導

入支援を実施。 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：精神的な業務負担

の削減 ２施設 

（１）事業の有効性 
 当事業は、介護ロボットや ICT を導入する事業所に対し、

課題分析や機器の選定、効果測定等の導入手法を示すこと

により、介護ロボットやＩＣＴの有効活用が図られる 

（２）事業の効率性 
 介護ロボットやＩＣＴの導入手法について、導入手法の

モデル施設を設定し、その施設での導入事例を県内に広く

周知することができた。 
その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
事業名 【No.9（介護分）】 

介護ロボット導入支援事業 

【総事業費】 
13,848 千円 

事業の対象となる区域 山梨県全域 

事業の実施主体 介護事業所等 

事業の期間 令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

団塊の世代が後期高齢者となり介護サービス需要が増大す

る 2025 年を見据えつつ、必要な介護従事者の確保・定着を

図る。 

アウトカム指標：2025 年度までに 511 人の介護従事者の供

給改善を図る。 

事業の内容（当初計画） （例）産科医の確保を図るため、産科医の処遇改善に取り組

む医療機関を支援する。 
（補助単価） 
・分娩手当 1 分娩当たり 10 千円 
・研修医手当 1 人 1 月当たり 50 千円 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

介護施設の管理者等が雇用管理改善の一環として介護ロボ

ット導入計画を策定して介護ロボットの導入を行う取り組

みを支援する。 
アウトプット指標（達成

値） 

令和 4年度 166 機器（3施設） 

事業の有効性・効率性 令和 4年度 事故の未然防止：2施設 

      職員の肉体的：2施設 

      職員の精神的負担の低減：1施設 

（１）事業の有効性 
当事業は現在技術開発途上の介護ロボットの導入を支援

しようとする先駆的な取り組みであり、介護事業所も製品

価格の推移など様子見の状態であるが、今後介護ロボット

の技術開発の進展や低価格化などから、介護事業所の積極

的な取り組みが期待できる。 
（２）事業の効率性 
導入事例をホームページに掲載することにより、事業者の

導入計画を立てやすいように努めている。 
その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.10（介護分）】 

ＩＣＴ導入支援事業 

【総事業費】 

6,416 千円 

 

事業の対象となる区域 山梨県全域 

事業の実施主体 介護事業所等 

事業の期間 令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月 31 日 
☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護

ニーズ 

団塊の世代が後期高齢者となり介護サービス需要が増大す

る 2025 年を見据えつつ、必要な介護従事者の確保・定着を

図る。 

アウトカム指標：ＩＣＴの促進により労働環境の改善を図

る。 

事業の内容（当初計画） 介護事業所のＩＣＴ化のための介護ソフトやタブレット端

末等の購入費用を助成する。 

アウトプット指標（当

初目標値） 

ＩＣＴ導入支援事業による導入事例を作成し、周知するこ

とで、介護事業所のＩＣＴ導入を促進する。 
アウトプット指標（達

成値） 

ＩＣＴ導入事業所数 令和 4年度：5事業所 

事業の有効性・効率性 令和 4年度 全体の業務量の減少：4事業所 

（１）事業の有効性 
ＩＣＴの活用による介護事業所の業務効率化は、介護人

材不足への方策として期待できる。また、業務効率化によ

り、介護職員の負担軽減が図られることで、介護職員の離職

防止も期待される。 
（２）事業の効率性 
比較的知名度の高い介護ロボット導入支援事業と併せて、

ＩＣＴ導入支援事業の取組を紹介することで、より多くの

介護事業所に周知することができた。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
事業名 【No.12（介護分）】 

介護サービス事業所・施設における感染

症対策支援事業費 

【総事業費】 
136,724 千円 

事業の対象となる区域 山梨県全域 

事業の実施主体 山梨県、事業受託事業者 

事業の期間 令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

新型コロナウイルス感染症に関していまだ国内の感染状況

が収束しておらず、県内の介護事業所から、同感染症流行下

における施設等の消毒等に対応するためにかかり増した経

費（通常の介護サービスの提供では想定されないかかりま

し費用）について、財政援助を要望する声が上がっている。 

かかり増し経費の助成件数：県内の介護サービス事業所・施

設数 4,266 件 

事業の内容（当初計画） 利用者又は職員に感染者が発生した介護サービス事業所・

施設等（職員に複数の濃厚接触者が発生し、職員が不足した

場合を含む）を対象に、職場環境復旧・環境整備にかかる費

用に対して助成する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

・介護サービス事業所・施設が新型コロナウイルス感染症

に対応する備えを十分に行うことで、クラスターの発生が

防止される。 

・施設の運営状況が安定し、高齢者等への適切なサービス

提供が継続される。 

アウトプット指標（達成

値） 

令和 4年度実績 

支給件数 436 事業所 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：申請があった 436

事業所に対して職場環境復旧・環境整備にかかる費用の助

成ができた。 

（１）事業の有効性 
本事業により新型コロナウィルス感染症流行下において、

介護保険施設等のサービス継続を図ることができた。 
（２）事業の効率性 
派遣できる職員を事前登録制とすることで、調整・利用しや

すいように努めている。 
その他  
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１．事後評価のプロセス 

 

（１）「事後評価の方法」の実行の有無 

 
 
☑ 行った 

（実施状況） 
・令和 ４年３月１６日 山梨県地域包括ケア推進協議会において意見聴取 
・令和 ４年５月２５日 山梨県医療審議会において意見聴取 
・令和 ５年３月２２日 山梨県地域包括ケア推進協議会において意見聴取 
・令和 ５年５月１７日 山梨県医療審議会において意見聴取 
・令和 ５年８月 ２日 山梨県地域包括ケア推進協議会において意見聴取 

 
 □ 行わなかった 
   （行わなかった場合、その理由） 
   

 

  ※ 事後評価の実施にあたって、都道府県計画に記載した「事後評価の方法」に記載した事項につい

て、記載どおりの手続きを行ったかどうかを記載。 

 

 

（２）審議会等で指摘された主な内容 

 

特になし 
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２．目標の達成状況 
 

 
■山梨県全体 
 
１．目標 

地域の医療ニーズに対応し、患者が病状に応じて適切な医療を将来にわたり持続的に

受けられるよう病床の機能分化・連携を進めるほか、地域包括ケアシステムの充実と強化

に向けた在宅医療や、住み慣れた地域での生活を支える介護サービス提供体制の構築、こ

れらを支える医療従事者や介護従事者の確保・定着を進めることにより、医療計画 ※１ 
や介護保険事業支援計画 ※２ に掲げている目標の達成を目指すものとする。 
なお、計画に基づき実施する事業ごとの目標については、「３．計画に基づき実施する

事業（１）事業の内容等」に記載する。 
 

※１「山梨県地域保健医療計画」（平成 30 年度～令和 5 年度） 

  （医療計画の一部である「山梨県地域医療構想」を含む） 
 

※２「健康長寿やまなしプラン」（令和 3年度～令和 5年度） 
 
① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標  

地域医療構想を踏まえ、不足する回復期機能への病床転換等を促進するための取組を

実施し、病床の機能分化･連携を推進する。 
 

【定量的な目標値】（医療計画に掲げている目標）  
 令和 7 年に必要となる医療機能ごとの病床数 

・高度急性期機能 1,178 床（H26）→   535 床（R7） 

・急性期機能   3,914 床（H26）→ 2,028 床（R7） 

・回復期機能    928 床（H26）→ 2,566 床（R7） 

・慢性期機能   2,348 床（H26）→ 1,780 床（R7）  
※ 病床機能報告は、各医療機関が自主的に判断して報告した数であることなど、病床数の比較にあ

たっては一定の留意が必要 
 
 
② 居宅等における医療の提供に関する目標  
  高齢化の進展に伴う在宅医療の需要増加に対応するため、在宅医療を担う人材の育成

等に取り組み、在宅医療を総合的に推進する。 
 

【定量的な目標値】  
 訪問診療を実施する診療所・病院数  140 箇所（H27）→ 154 箇所（R2） 

 退院支援を実施する診療所・病院数   20 箇所（H27）→  23 箇所（R2） 
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 在宅療養後方支援病院及び在宅療養支援病院の数 

        7 病院（H28）→   9 病院（R2） 

 在宅看取りを実施している病院・診療所数  50 箇所（H27）→ 56 箇所（R2） 

 24 時間体制をとっている訪問看護ステーション数 

        40 箇所（H27）→ 45 箇所（R2） 

 在宅療養支援歯科診療所     45 箇所（H28）→  51 箇所（R2） 

 訪問薬剤管理指導を実施する事業所数   83 箇所（H27）→  92 箇所（R2） 

 看護師の特定行為指定研修機関の県内設置数 

        0 箇所（H29）→ 1 箇所以上（R2） 
                 

③ 介護施設等の整備に関する目標  
地域包括ケアシステムの構築に向けて、第８期介護保険事業支援計画等（令和３年度～

５年度）において予定している地域密着型サービス施設等の整備を行う。 
 

【定量的な目標値】   
 地域密着型介護老人福祉施設         1,661 床   →  1,835 床  

 認知症高齢者グループホーム         1,139 床   →  1,193 床  

 小規模多機能型居宅介護事業所      29 カ所 → 32 カ所  

 看護小規模多機能型居宅介護事業所       5 カ所  →  10 カ所  

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 8 カ所 → 12 カ所  
 
④ 医療従事者の確保に関する目標  
医師や看護師の偏在解消のための取組を中心に、医療従事者の確保を推進する。 
 

【定量的な目標値】  
 医療施設従事医師数   1,924 人（H28） →  2,099 人（R5） 

 就業看護職員数（常勤換算後）  9,830.9 人（H28）→ 10,742.5 人（R5） 

 養成所等卒業生県内就業率    75.6％（H29）→ 75.6％（R5） 

 ナースセンター事業再就業者数    430 人（H28）→  443 人（R5） 

 MFICU 病床数       6 床（H29）→   6 床（R5） 

 NICU 病床数      30 床（H29）→  30 床（R5） 
 
⑤ 介護従事者の確保に関する目標  

介護人材の確保・定着を図るため、介護人材の資質向上や介護の仕事の魅力発信、労働

環境の改善を図るための事業を推進する。また潜在的な介護人材の確保事業も推進して

いく。併せて、介護事業所における感染症対策支援事業を実施し、新型コロナウイルス感

染症流行下においても介護サービスの提供体制を確保する。   
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【定量的な目標値】   
  令和 7年度において必要となる介護人材等の確保及び定着のための取組みと、 

上記対象事業を実施し人材を確保する。 
介護職員数 13,689 人（R1）→15,027（R5） 

 

⑥勤務医の労働時間短縮に向けた体制の整備に関する事業に関する目標  
  山梨県においては、2024 年４月からの医師に対する時間外労働の上限規制の適用開始

に向け、医師の労働時間短縮を強力に進める必要があることから、勤務医の働き方改革

の推進の取組を進める。 

 

 救急医療機関で救急車受入件数 1000 以上 2000 件未満、又は救急車受入件数 1000 件未

満で夜間・休日・時間外入院件数が 500 件以上の医療機関において、客観的な労働時間

管理方法を導入している医療機関の増加 

 

２．計画期間 
  

  令和 3年 4月 1日～令和 7年 3月 31 日 

 
 
□山梨県全体（達成状況） 
 
１．目標の達成状況 

① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標   
 令和 7 年に必要となる医療機能ごとの病床数 

・高度急性期機能 1,178 床（H26）→  750 床（R4） 

・急性期機能   3,914 床（H26）→ 3,118 床（R4） 

・回復期機能    928 床（H26）→ 1,867 床（R4） 

・慢性期機能   2,348 床（H26）→ 1,892 床（R4）  
※ 病床機能報告は、各医療機関が自主的に判断して報告した数であることなど、病床数の比較にあ

たっては一定の留意が必要 
 
② 居宅等における医療の提供に関する目標  

 訪問診療を実施する診療所・病院数   140 箇所（H27）→ 114 箇所以上（R2） 

 退院支援を実施する診療所・病院数    20 箇所（H27）→  10 箇所以上（R2）

在宅療養後方支援病院及び在宅療養支援病院の数 

          7 病院（H28）→   12 病院（R4） 

 在宅看取りを実施している病院・診療所数  50 箇所（H27）→  33 箇所以上（R2） 
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 24 時間体制をとっている訪問看護ステーション数 

         40 箇所（H27）→ 49 箇所（R3） 

 在宅療養支援歯科診療所      45 箇所（H28）→  45 箇所（R4） 

 訪問薬剤管理指導を実施する事業所数    83 箇所（H27）→ 155 箇所（R2） 

 看護師の特定行為指定研修機関の県内設置数 

         0 箇所（H29）→ 2 箇所（R4） 
 
③ 介護施設等の整備 

 地域密着型介護老人福祉施設         1,661 床   →  1,661 床  

 認知症高齢者グループホーム          1,139 床 →  1,139 床  

 小規模多機能型居宅介護事業所      29 カ所 → 29 カ所  

 看護小規模多機能型居宅介護事業所       5 カ所  →  5 カ所  

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 8 カ所 → 8 カ所  

 
④ 医療従事者の確保に関する目標  

 医療施設従事医師数   1,924 人（H28）→ 2,026 人（R2） 

 就業看護職員数（常勤換算後）  9,830.9 人（H28）→ 10,350.1 人（R4） 

 養成所等卒業生県内就業率  75.6％（H29）→ 75.2％（R5.3） 

 ナースセンター事業再就業者数  430 人（H28）→ 276 人（R4） 

 MFICU 病床数     6 床（H29）→ 6 床（R4） 

 NICU 病床数     30 床（H29）→ 27 床（R4） 

 
⑤ 介護従事者の確保  

 介護職員数は、令和3年度までに平成28年度から1,000人以上増加したものの、令和7

年度までの需給改善に向けては、引き続き介護人材確保の事業に取り組む必要があ

る。 
 

⑥勤務医の労働時間短縮に向けた体制の整備に関する事業に関する目標  
 救急医療機関で救急車受入件数 1000 以上 2000 件未満、又は救急車受入件数 1000 件未

満で夜間・休日・時間外入院件数が 500 件以上の医療機関において、客観的な労働時間

管理方法を導入している医療機関数の増加 0（R2）→ 2（R4） 

 

２．見解 

【医療分】 

 訪問診療や退院支援を実施する診療所・病院数や、ナースセンター事業再就業者数は、

現時点では目標に達していない。遠隔診療体制の整備や医師の働き方改革に伴う勤務

環境の改善など、今後も更に対策を進め、目標達成に向けた取組を推進していく。 
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【介護分】 

 介護施設等の看取り環境の整備、介護職員の宿舎整備、簡易陰圧装置の設置により、

支援体制の向上が図れた。 
 

 介護職員の参入促進、資質の向上、魅力ある職場環境の整備を３つの柱として、介護

職員の確保対策を進めている。今後も引き続き、介護職員の確保に資する事業を積極

的に展開していく。 
 

３．改善の方向性 

【医療分】 

  引き続き在宅医療の充実や医師確保、看護職員の資質向上や離職防止対策を推進し、 

就業の継続や再就職の支援を行っていく。 

 

【介護分】 

 令和 7 年度の需給改善に向けて、今後も引き続き、介護職員の確保・定着を進めてい

く。 

 

４．目標の継続状況 

  ☑ 令和5年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

  □ 令和5年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

 

■中北区域 
 
１．目標 

中北区域は、甲府市を中心とする峡中地域に医療資源が集中し、他区域から多くの患者

が流入する一方で、北部の峡北地域は医療資源が乏しく、区域内の格差が著しい。 
  区域全体では、全県的な課題である在宅医療提供体制の確保が課題であるほか、峡

中地域以外の他区域からの患者流入等による医療機能不足の解消、峡北地域の医療資源

確保等が課題となっている。 
令和 3 年度計画においては、県全体の課題に加え、このような課題の解決に取り組む

ことにより、医療計画や介護保険事業支援計画に掲げている目標の達成を目指すものと

する。 
なお、計画に基づき実施する事業ごとの目標については、「３．計画に基づき実施する

事業（１）事業の内容等」に記載する。 
 
① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

 
【定量的な目標値】  

 令和 7 年に必要となる医療機能ごとの病床数 

・急性期機能   1,962 床（H26）→ 1,353 床（R7） 
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・回復期機能    263 床（H26）→ 1,227 床（R7） 

・慢性期機能   1,486 床（H26）→ 1,161 床（R7）  
※ 病床機能報告は、各医療機関が自主的に判断して報告した数であることなど、病床数の比較にあ

たっては一定の留意が必要 
※ 高度急性期機能は、区域内での完結を求めるものではないため、県全体のみ目標値を設定 

 
② 居宅等における医療の提供に関する目標 

 
【定量的な目標値】  

 訪問診療を実施する診療所・病院数  77 施設（H27）→ 86 施設（R2） 

 退院支援を実施する診療所・病院数  12 施設（H27）→ 13 施設（R2） 

 在宅療養後方支援病院及び在宅療養支援病院の数 

        3 施設（H28）→  4 施設（R2） 

 在宅看取りを実施している病院・診療所数 27 施設（H27）→ 30 施設（R2） 

 24 時間体制をとっている訪問看護ステーション数 

       22 施設（H27）→ 25 施設（R2） 

 在宅療養支援歯科診療所    26 箇所（H28）→ 29 箇所（R2） 

 訪問薬剤管理指導を実施する事業所数  52 箇所（H27）→ 58 箇所（R2）  
 
③ 介護施設等の整備に関する目標 

地域包括ケアシステムの構築に向けて、第８期介護保険事業支援計画等（令和 3 年度

～5年度）において予定している地域密着型サービス施設等の整備を行う。 
 

【定量的な目標値】 
 

 地域密着型介護老人福祉施設  792 床  →  879 床 

 認知症高齢者グループホーム  713 床  →  740 床 

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 5 カ所 → 7 カ所 

 小規模多機能型居宅介護事業所 13 カ所 → 14 カ所 

 看護小規模多機能型居宅介護事業所 4 カ所 → 7 カ所 

 
２．計画期間 
  

  令和 3年 4月 1日～令和 7年 3月 31 日 

 
 
□中北区域（達成状況） 
 
１．目標の達成状況 

① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 
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 令和 7 年に必要となる医療機能ごとの病床数 

・急性期機能   1,962 床（H26）→ 1,753 床（R4） 

・回復期機能    263 床（H26）→    777 床（R4） 

・慢性期機能   1,486 床（H26）→ 1,312 床（R4）  
※ 病床機能報告は、各医療機関が自主的に判断して報告した数であることなど、病床数の比較にあ

たっては一定の留意が必要 
※ 高度急性期機能は、区域内での完結を求めるものではないため、県全体のみ目標値を設定 

 
② 居宅等における医療の提供に関する目標  

 訪問診療を実施する診療所・病院数  77 施設（H27）→ 59 箇所以上（R2） 

 退院支援を実施する診療所・病院数  12 施設（H27）→  7 箇所以上（R2） 

 在宅療養後方支援病院及び在宅療養支援病院の数 

        3 施設（H28）→ 5 病院（R4） 

 在宅看取りを実施している病院・診療所数 27 施設（H27）→ 24 箇所以上（R2） 

 24 時間体制をとっている訪問看護ステーション数 

       22 施設（H27）→ 27 箇所（R3） 

 在宅療養支援歯科診療所    26 箇所（H28）→ 25 箇所（R4） 

 訪問薬剤管理指導を実施する事業所数  52 箇所（H27）→ 105 箇所（R2） 

 
 
③ 介護施設等の整備 

 地域密着型介護老人福祉施設  792 床  →  792 床 

 認知症高齢者グループホーム  713 床  →  713 床 

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 5 カ所 → 5 カ所 

 小規模多機能型居宅介護事業所 13 カ所 → 13 カ所 

 看護小規模多機能型居宅介護事業所 4 カ所 → 4 カ所 
 
２．見解 

【医療分】 

 訪問診療や退院支援を実施する診療所・病院数は、現時点では目標に達していない。 

 遠隔診療体制の整備や医師の働き方改革に伴う勤務環境の改善など、今後も更に対策

を進め、目標達成に向けた取組を推進していく。 

 

【介護分】 

 県全体と同じ 

 

３．改善の方向性 

【医療分】 

  病床の機能転換については、引き続き医療機関に対し補助金の周知等を行い、地域 
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医療構想の達成に向けた取り組みを推進していく。 
また、引き続き在宅医療の充実を図るための事業を推進していく。 

 

【介護分】 

 県全体と同じ 

 

４．目標の継続状況 

  ☑  令和5年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

  □ 令和5年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 
 
 
■峡東区域 
 
１．目標 

峡東区域は、人口当たりで県平均を上回る病院数・病床数を有するが、リハビリテーシ

ョンを提供する病院が多く、急性期医療を中心に中北区域（峡中地域）への流出患者が多

い一方で、リハビリテーション目的の患者の流入が多い区域である。 
区域全体では、今後の高齢者の増加を見据え、在宅医療を担う医師の確保、連携体制の

構築など在宅医療提供体制の確保・充実等が課題となっている。 
令和 3 年度計画においては、県全体の課題に加え、このような課題の解決に取り組む

ことにより、医療計画や介護保険事業支援計画に掲げている目標の達成を目指すものと

する。 
なお、計画に基づき実施する事業ごとの目標については、「３．計画に基づき実施する

事業（１）事業の内容等」に記載する。 
 
① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標  
【定量的な目標値】 

 
 令和 7 年に必要となる医療機能ごとの病床数 

・急性期機能   776 床（H26）→ 279 床（R7） 

・回復期機能   639 床（H26）→ 978 床（R7） 

・慢性期機能   587 床（H26）→ 419 床（R7）  
※ 病床機能報告は、各医療機関が自主的に判断して報告した数であることなど、病床数の比較にあ

たっては一定の留意が必要 
※ 高度急性期機能は、区域内での完結を求めるものではないため、県全体のみ目標値を設定  

 
② 居宅等における医療の提供に関する目標 

 
 

【定量的な目標値】  
 訪問診療を実施する診療所・病院数  28 施設（H27）→ 30 施設（R2） 
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 退院支援を実施する診療所・病院数   3 施設（H27）→  4 施設（R2） 

 在宅療養後方支援病院及び在宅療養支援病院の数 

        2 施設（H28）→  2 施設（R2） 

 在宅看取りを実施している病院・診療所数 11 施設（H27）→ 12 施設（R2） 

 24 時間体制をとっている訪問看護ステーション数 

        7 施設（H27）→  7 施設（R2） 

 在宅療養支援歯科診療所     9 施設（H28）→  10 施設（R2） 

 訪問薬剤管理指導を実施する事業所数  17 施設（H27）→  18 施設（R2） 
 
③ 介護施設等の整備に関する目標 

地域包括ケアシステムの構築に向けて、第８期介護保険事業支援計画等（令和 3 
年度～5 年度）において予定している地域密着型サービス施設等の整備を行う。 
 

【定量的な目標値】  
 地域密着型介護老人福祉施設   368 床 →397 床 

 小規模多機能型居宅介護事業所  6 カ所 →7カ所 

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 1 カ所→ 3 カ所 

 看護小規模多機能型居宅介護事業所 1 カ所 → 2 カ所 

 
２．計画期間 
  

  令和 3年 4月 1日～令和 7年 3月 31 日 

 
 
□峡東区域（達成状況） 
 
１．目標の達成状況 

① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標  
 令和 7 年に必要となる医療機能ごとの病床数 

・急性期機能   776 床（H26）→ 503 床（R4） 

・回復期機能   639 床（H26）→ 876 床（R4） 

・慢性期機能   587 床（H26）→ 363 床（R4） 

※ 病床機能報告は、各医療機関が自主的に判断して報告した数であることなど、病床数の比較にあ

たっては一定の留意が必要 
※ 高度急性期機能は、区域内での完結を求めるものではないため、県全体のみ目標値を設定   

 
② 居宅等における医療の提供に関する目標  

 訪問診療を実施する診療所・病院数  28 施設（H27）→ 25 箇所以上（R2） 

 退院支援を実施する診療所・病院数   3 施設（H27）→ 3 箇所以上（R2） 
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 在宅療養後方支援病院及び在宅療養支援病院の数 

        2 施設（H28）→ 5 病院（R4） 

 在宅看取りを実施している病院・診療所数 11 施設（H27）→ 3 箇所以上（R2） 

 24 時間体制をとっている訪問看護ステーション数 

        7 箇所（H27）→  9 箇所（R3） 

 在宅療養支援歯科診療所     9 箇所（H28）→  11 箇所（R4） 

 訪問薬剤管理指導を実施する事業所数  17 箇所（H27）→  21 箇所（R2） 
 
③ 介護施設等の整備 

 
 地域密着型介護老人福祉施設   368 床 →368 床 

 小規模多機能型居宅介護事業所  6 カ所 →6カ所 

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 1 カ所 → 1 カ所 

 看護小規模多機能型居宅介護事業所 1 カ所 → 1 カ所 

 
２．見解 

【医療分】 

 退院支援を実施する診療所・病院数は、現時点では目標に達していない。 

 遠隔診療体制の整備や医師の働き方改革に伴う勤務環境の改善など、今後も更に対策

を進め、目標達成に向けた取組を推進していく。 

 

【介護分】 

 県全体と同じ 

 

３．改善の方向性 

【医療分】 

 病床の機能転換については、引き続き医療機関に対し補助金の周知等を行い、地域医

療構想の達成に向けた取り組みを推進していく。 
  引き続き在宅医療の充実を図るための事業を推進していく。 

 

【介護分】 

 県全体と同じ 

 

４．目標の継続状況 

  ☑ 令和5年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

  □ 令和5年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 
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■峡南区域 
 
１．目標 

峡南区域は、県下で最も高齢化・過疎化が進展しており、在宅医療に対する需要が高い

地域である。一方、医療提供体制は特に脆弱であり、医療従事者の著しい偏在の解消、在

宅医療提供体制の確保等が課題となっている。 
令和 3 年度計画においては、県全体の課題に加え、このような課題の解決に取り組む

ことにより、医療計画や介護保険事業支援計画に掲げている目標の達成を目指すものと

する。 
なお、計画に基づき実施する事業ごとの目標については、「３．計画に基づき実施する

事業（１）事業の内容等」に記載する。 
 
① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

 
【定量的な目標値】  

 令和 7 年に必要となる医療機能ごとの病床数 

・急性期機能   310 床（H26）→ 78 床（R7） 

・回復期機能    26 床（H26）→ 102 床（R7） 

・慢性期機能   124 床（H26）→ 83 床（R7）  
※ 病床機能報告は、各医療機関が自主的に判断して報告した数であることなど、病床数の比較にあ

たっては一定の留意が必要 
※ 高度急性期機能は、区域内での完結を求めるものではないため、県全体のみ目標値を設定   

 
② 居宅等における医療の提供に関する目標 

 
【定量的な目標値】 

 
 訪問診療を実施する診療所・病院数  9 箇所（H27）→ 10 箇所（R2） 

 退院支援を実施する診療所・病院数  2 箇所（H27）→  2 箇所（R2） 

 在宅療養後方支援病院及び在宅療養支援病院の数 

       2 病院（H28）→  2 病院（R2） 

 在宅看取りを実施している病院・診療所数 3 箇所（H27）→  4 箇所（R2） 

 24 時間体制をとっている訪問看護ステーション数 

       6 箇所（H27）→  7 箇所（R2） 

 在宅療養支援歯科診療所    2 箇所（H28）→   3 箇所（R2） 

 訪問薬剤管理指導を実施する事業所数  3 箇所（H27）→   4 箇所（R2） 
 
③ 介護施設等の整備に関する目標 

地域包括ケアシステムの構築に向けて、第８期介護保険事業支援計画等（令和 3 年 
度～5 年度）において地域密着型サービス施設等の整備は予定していないが、随時、 
高齢者のプライバシー保護のための施設改修等を支援していく。 
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２．計画期間 
  

  令和 3年 4月 1日～令和 7年 3月 31 日 

 
□峡南区域（達成状況） 
 
１．目標の達成状況 

① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標  
 令和 7 年に必要となる医療機能ごとの病床数 

・急性期機能   310 床（H26）→ 251 床（R4） 

・回復期機能    26 床（H26）→  35 床（R4） 

・慢性期機能   124 床（H26）→ 136 床（R4）  
※ 病床機能報告は、各医療機関が自主的に判断して報告した数であることなど、病床数の比較にあ

たっては一定の留意が必要 
※ 高度急性期機能は、区域内での完結を求めるものではないため、県全体のみ目標値を設定  

 
② 居宅等における医療の提供に関する目標 

 
 訪問診療を実施する診療所・病院数  9 箇所（H27）→ 12 箇所以上（R2） 

 退院支援を実施する診療所・病院数  2 箇所（H27）→  0 箇所以上（R2） 

 在宅療養後方支援病院及び在宅療養支援病院の数 

       2 病院（H28）→ 2 病院（R4） 

 在宅看取りを実施している病院・診療所数 3 箇所（H27）→ 0 箇所以上（R2） 

 24 時間体制をとっている訪問看護ステーション数 

       6 箇所（H27）→ 6 箇所（R3） 

 在宅療養支援歯科診療所    2 箇所（H28）→  3 箇所（R4） 

 訪問薬剤管理指導を実施する事業所数  3 箇所（H27）→  4 箇所（R2） 
 
③ 介護施設等の整備 

 
 簡易陰圧装置設置経費の支援を行った。 

 
２．見解 

【医療分】 

 訪問診療や在宅看取りを実施している病院・診療所数は、現時点では目標に達してい

ない。 

 今後も更に対策を進め、引き続き、目標達成に向けた取組を推進していく。 

 

【介護分】 

 県全体と同じ 
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３．改善の方向性 

【医療分】 

  病床の機能転換については、引き続き医療機関に対し補助金の周知等を行い、地域 

医療構想の達成に向けた取り組みを推進していく。 

また、引き続き在宅医療の充実を図るための事業を推進していく。 

 

【介護分】 

 県全体と同じ 

 

４．目標の継続状況 

  ☑ 令和5年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

  □ 令和5年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

 
 
■富士・東部区域 
 
１．目標 

富士･東部区域は、大規模な病院が集積する中北区域に比べ医療資源の面で大きな格差

が生じていると同時に、中北区域とは御坂山系等で分断され、自動車で 1～2 時間程度離

れているという地理的条件があり、他の区域よりも区域内で医療を完結する必要性が高

いことから、医療従事者の著しい偏在の解消、在宅医療提供体制の確保等が課題となって

いる。 
令和 3 年度計画においては、県全体の課題に加え、このような課題の解決に取り組む

ことにより、医療計画や介護保険事業支援計画に掲げている目標の達成を目指すものと

する。 
なお、計画に基づき実施する事業ごとの目標については、「３．計画に基づき実施する

事業（１）事業の内容等」に記載する。 
 

① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 
 

【定量的な目標値】  
 令和 7 年に必要となる医療機能ごとの病床数 

・急性期機能   866 床（H26）→ 318 床（R7） 

・回復期機能    0 床（H26）→ 259 床（R7） 

・慢性期機能   151 床（H26）→ 117 床（R7）  
※ 病床機能報告は、各医療機関が自主的に判断して報告した数であることなど、病床数の比較にあ

たっては一定の留意が必要 
※ 高度急性期機能は、区域内での完結を求めるものではないため、県全体のみ目標値を設定 
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② 居宅等における医療の提供に関する目標 
 

【定量的な目標値】  
 訪問診療を実施する診療所・病院数  26 箇所（H27）→ 28 箇所（R2） 

 退院支援を実施する診療所・病院数   3 箇所（H27）→  4 箇所（R2） 

 在宅療養後方支援病院及び在宅療養支援病院の数 

        0 病院（H28）→   1 病院（R2） 

 在宅看取りを実施している病院・診療所数  9 箇所（H27）→ 10 箇所（R2） 

 24 時間体制をとっている訪問看護ステーション数 

        5 箇所（H27）→ 6 箇所（R2） 

 在宅療養支援歯科診療所     8 箇所（H28）→  9 箇所（R2） 

 訪問薬剤管理指導を実施する事業所数  11 箇所（H27）→  12 箇所（R2） 
 
③ 介護施設等の整備に関する目標 

地域包括ケアシステムの構築に向けて、第７期介護保険事業支援計画等（令和 3 
年度～5 年度）において予定している地域密着型サービス施設等の整備を行う。 
 

【定量的な目標値】  
 地域密着型介護老人福祉施設      358 床 → 416 床 

 小規模多機能型居宅介護事業所    8 カ所 →  9 カ所 

 看護小規模多機能型居宅介護事業所  0 カ所 →  1 カ所 

 
 

２．計画期間 
  

  令和 3年 4月 1日～令和 7年 3月 31 日 

 
 
□富士・東部区域（達成状況） 
 
１．目標の達成状況 

① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標  
 令和 7 年に必要となる医療機能ごとの病床数 

・急性期機能   866 床（H26）→ 611 床（R4） 

・回復期機能    0 床（H26）→  179 床（R4） 

・慢性期機能   151 床（H26）→  81 床（R4） 

※ 病床機能報告は、各医療機関が自主的に判断して報告した数であることなど、病床数の比較にあ

たっては一定の留意が必要 
※ 高度急性期機能は、区域内での完結を求めるものではないため、県全体のみ目標値を設定 
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② 居宅等における医療の提供に関する目標  
 訪問診療を実施する診療所・病院数  26 箇所（H27）→ 18 箇所以上（R2） 

 退院支援を実施する診療所・病院数   3 箇所（H27）→  0 箇所以上（R2） 

 在宅療養後方支援病院及び在宅療養支援病院の数 

        0 病院（H28）→   0 病院（R4） 

 在宅看取りを実施している病院・診療所数  9 箇所（H27）→  6 箇所以上（R2） 

 24 時間体制をとっている訪問看護ステーション数 

        5 箇所（H27）→ 7 箇所（R3） 

 在宅療養支援歯科診療所     8 箇所（H28）→  6 箇所（R4） 

 訪問薬剤管理指導を実施する事業所数  11 箇所（H27）→  25 箇所（R2） 
 
③ 介護施設等の整備 

 
 地域密着型介護老人福祉施設      358 床 → 358 床 

 小規模多機能型居宅介護事業所    8 カ所 →  8 カ所 

 看護小規模多機能型居宅介護事業所  0 カ所 →  0 カ所 

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 2 カ所 → 2 カ所 

 
２．見解 

【医療分】 

 訪問診療や在宅看取りを実施している病院・診療所数や、在宅療養後方支援病院及び在

宅療養支援病院数は、現時点では目標に達していない。 

 今後も更に対策を進め、引き続き、目標達成に向けた取組を推進していく。 

【介護分】 

 県全体と同じ 

 

３．改善の方向性 

【医療分】 

  病床の機能転換については、引き続き医療機関に対し補助金の周知等を行い、地域

医療構想の達成に向けた取り組みを推進していく。 

 引き続き在宅医療の充実を図るための事業を推進していく。 

【介護分】 

 県全体と同じ 

 

４．目標の継続状況 

  ☑ 令和5年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

  □ 令和5年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 
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３．事業の実施状況【医療分】 

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.12（医療分）】 

救急搬送受入支援事業 
【総事業費】 

39,604 千円 

事業の対象となる区域 県全体 

事業の実施主体 最終受入医療機関 

事業の期間 令和 3年 4月 1日～令和 5年 3月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

本県では救急専門医の人数が少ないため、救急搬送において搬送

先の医療機関を速やかに決定するなど円滑な受入体制を構築す

ることにより、救急専門医の負担を軽減し人材を確保する必要が

ある。 

アウトカム指標：救急専門医 20 名（R元） → 21 名（R3） 

事業の内容（当初計画） 患者の疾病別の搬送のルール化や最終受入医療機関の継続的な

確保など救急患者の受入体制を整備することにより、受入医療

機関の医師のスキルアップを図るとともに、救急専門医の負担

を軽減し人材の確保を行う。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

救急搬送受入困難事例の対象となる救急搬送１件あたりの平均

受入要請回数 1.5 回（H30）→ 1.4 回（R3） 

アウトプット指標（達成

値） 

救急搬送受入困難事例の対象となる救急搬送１件あたりの平均

受入要請回数 1.5 回（H30）→ 1.7 回（R4） 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

救急専門医 20 名（R元） → 29 名（R4） 

（１）事業の有効性 

 R4 年度のアウトプット指標については、新型コロナウイルス感

染症の影響により目標値を 0.3 上回ったものの、最終受入医療機

関の継続的な確保により、救急専門医の負担軽減は確実に図られ

ている。 

（２）事業の効率性 

 患者の状況等に応じた搬送医療機関への搬送をルール化し、そ

れに従い救急搬送を実施したことにより、効率的に事業を実施す

ることができた。 

その他  
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３．事業の実施状況（介護分） 

 
事業の区分 ３．介護施設等の整備に関する事業  
事業名 【No.１（介護分）】 

山梨県介護施設等整備事業 

【総事業費】 
379,778 千円 

事業の対象となる区域 中北、峡東、富士・東部区域 

事業の実施主体 山梨県全域 

事業の期間 令和３年４月１日～令和６年３月３１日 
☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

高齢者が住み慣れた地域において、安心して生活を継続できる体制の構

築を図る 

アウトカム指標：令和 5 年度末における施設・居住系サー

ビスの入所定員総数 10,234 人 

事業の内容（当初計画）  ①地域密着型サービス施設等の整備に対する助成を行う。 

整備予定施設等 

 小規模多機能型居宅介護事業所          1 カ所 

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所   ２カ所 

 看護小規模多機能型居宅介護事業所       １カ所 

 

 ②介護施設等の開設・設置に必要な準備経費に対して支援を行う。 

整備予定施設等 

 小規模多機能型居宅介護事業所          1 カ所 

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所   ２カ所 

 看護小規模多機能型居宅介護事業所       １カ所 

③特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室のプラ
イバシー改修 

④簡易陰圧装置設置支援 
⑤介護施設等の看取り環境の整備 
⑥介護職員の宿舎施設整備  
⑦介護付き有料老人ホームの整備 

⑧大規模修繕の際にあわせて行う介護ロボット・ICT の導入 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

地域包括ケアシステムの構築に向けて、地域密着型サービス施設

等の整備を支援することにより、地域の実情に応じた介護サービス

提供体制の整備を促進する。（健康長寿やまなしプラン：令和 2 年度～

令和 5 年度） 

・地域密着型特別養護老人ホーム 1,661床(59カ所) →1,835床(65
カ所) 
・認知症グループホーム   1,139 床(77 カ所) →1,193 床(80 カ所) 
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・小規模多機能型居宅介護事業所    29 カ所 → 32 カ所 
・看護小規模多機能型居宅介護事業所 5 カ所 → 10 カ所 
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 8 カ所 →  12 カ所 

アウトプット指標（達成

値） 

・介護施設等の看取り環境の整備 1 か所 

・介護職員の宿舎整備 ２か所 

・簡易陰圧装置の設置 １７か所 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：山梨県内の介護保

険施設における看取り環境の整備、介護人材確保のための

介護職員の宿舎整備、感染拡大防止のための簡易陰圧装置

の設置 

○観察できなかった → 看取り環境の整備、介護人材の

確保の具体的数値を算出することができない。高齢者施設

でのクラスターは発生した。 

（１）事業の有効性 
 看取り環境の整備や、介護職員の宿舎整備、簡易陰圧装置

の設置による感染拡大防止のための環境整備は整った。 
（２）事業の効率性 
 県公共事業に準じた手続きにより適正に施設環境整備等

が行われた。 
その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
事業名 【No.3（介護分）】 

介護の魅力発信プロジェクト事業（介

護アンバサダー設置等 

【総事業費】 
9,945 千円 

事業の対象となる区域 山梨県全域 

事業の実施主体 山梨県 

事業の期間 令和３年４月１日～令和５年３月３１日 
☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

団塊の世代が後期高齢者となり介護サービス需要が増大す

る２０２５年を見据え、介護人材の確保・定着を図る。 

アウトカム指標：山梨県内で必要とされる介護人材の確保・

定着 

事業の内容（当初計画） 介護保険施設に勤務する現職の介護職員から選考された介

護アンバサダー（大使）が、学校訪問やイベント等を通じ

て、啓発資材も活用し広く県民に介護の魅力ややりがいを

伝え、介護人材の確保・定着を促進する。 

また、介護職員のモチベーション向上を図るために優良介

護職員の表彰を行うとともに、介護施設・事業所における

優れた仕組みを評価する認証評価制度を創設する。 

介護アンバサダーの選出や優良介護職員の対象者の検討を

行うため、魅力発信プロジェクト実行委員会を開催する。 
アウトプット指標（当初

の目標値） 

・介護アンバサダーの研修会への参加（５回） 
・介護アンバサダー等の出張講座（６回） 
・魅力発信プロジェクト実行委員会の開催（４回） 

アウトプット指標（達成

値） 

R4 達成智 

・新入介護職員合同入職式の開催（新型コロナウイルスの

影響により開催中止） 

・新入介護職員研修会の実施（１回、３５人） 

・２年目介護職員研修会の実施（１回、２８人） 

・３年目介護職員研修会の実施（１回、２９人） 

・中途採用介護職員研修会の実施（１回、１２人） 

・学校訪問（２回、７８人（上野原中）、１４人（鰍沢小）） 

・介護労働講習（１回、２０人） 
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事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：山梨県内で必要と

される介護人材の確保・定着 

○観察できなかった →理由：山梨県内の介護保険施設等

における就職・離職状況を確認する体制が整備されていな

いため、人材確保・定着についての具体的数値を算出する

ことができない。 

代替指標：研修会の参加者数が合同入職式参加者数と同数

以上とする（新入介護職員の定着）ことを目標としていた

が、合同入職式が新型コロナウイルスの影響により開催中

止となったため、指標確認ができなかった。 

（１）事業の有効性 
合同入職式、研修会において介護現場での悩みや問題を

共有することにより、同期入職者同士の連帯感の醸成と施

設間の連携強化が図られた。 
（２）事業の効率性 
県内の介護保険施設等に精通している公益財団法人介護労

働安定センター山梨支部に事業を委託することにより、効

率的な事業周知と事業実施が図られた。 
その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
事業名 【No.4（介護分）】 

介護の魅力発信プロジェクト事業 

（合同入職式等開催） 

【総事業費】 
567 千円 

事業の対象となる区域 山梨県全域 

事業の実施主体 山梨県 

事業の期間 令和３年４月１日～令和４年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

団塊の世代が後期高齢者となり介護サービス需要が増大す

る２０２５年を見据え、介護人材の確保・定着を図る。 

アウトカム指標：山梨県内で必要とされる介護人材の確保・

定着 

事業の内容（当初計画） 新卒の介護職員を対象に合同入職式を開催することで、動

悸入職者同士の連帯感を醸成する。 

新人職員から３年目職員を対象としたフォローアップ研修

会や意見交換会を実施することにより、早期離職の防止を

図る。また、中途採用者は、新卒者と状況が異なるため、別

途中途採用者を対象とした意見交換会を実施する。 
アウトプット指標（当初

の目標値） 

・新人職員、入職２年目職員、３年目職員を対象に研修会及

び意見交換会を実施（４回） 
・中途採用者を対象に意見交換会を実施（１回） 

アウトプット指標（達成

値） 

・新入介護職員合同入職式の開催（新型コロナウイルスの

影響により開催中止） 

・新入介護職員研修会の実施（１回、３５人） 

・２年目介護職員研修会の実施（１回、２８人） 

・３年目介護職員研修会の実施（１回、２９人） 

・中途採用介護職員研修会の実施（１回、１２人） 

・学校訪問（２回、７８人（上野原中）、１４人（鰍沢小）） 

・介護労働講習（１回、２０人） 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：山梨県内で必要と

される介護人材の確保・定着 

○観察できなかった →理由：山梨県内の介護保険施設等

における就職・離職状況を確認する体制が整備されていな

いため、人材確保・定着についての具体的数値を算出する

ことができない。 

代替指標：研修会の参加者数が合同入職式参加者数と同数
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以上とする（新入介護職員の定着）ことを目標としていた

が、合同入職式が新型コロナウイルスの影響により開催中

止となったため、指標確認ができなかった。 

（１）事業の有効性 
合同入職式、研修会において介護現場での悩みや問題を

共有することにより、同期入職者同士の連帯感の醸成と施

設間の連携強化が図られた。 
（２）事業の効率性 
県内の介護保険施設等に精通している公益財団法人介護

労働安定センター山梨支部に事業を委託することにより、

効率的な事業周知と事業実施が図られた。 
その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
事業名 【No.5（介護分）】 

求人・求職のマッチング機能強化事業 

【総事業費】 
9,230 千円 

事業の対象となる区域 山梨県全域 

事業の実施主体 山梨県（委託先：山梨県社会福祉協議会） 

事業の期間 令和３年４月１日～令和５年３月３１日 
☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

団塊の世代が後期高齢者となり介護サービス需要が増大す

る 2025 年を見据え、介護人材の確保・定着を図る。 

アウトカム指標：2025 年度までに 511 人の介護従事者の供

給改善を図る。 

事業の内容（当初計画） 福祉・介護職の入職への人材確保を図るとともに、求職者

の多様なニーズに伴う就労条件を把握し、きめ細かなマッ

チングを行い、人材定着を支援する。 
・キャリア支援専門員の配置   2 名配置 

・求職者支援活動（ハローワーク訪問活動） 

・求人・求職開拓活動 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

・マッチングによる雇用創出目標数 各年度 33 名 

アウトプット指標（達成

値） 

マッチングによる雇用創出数 令和 3 年度 2 名、令和 4 年

度 6 名 

事業の有効性・効率性 マッチングによる雇用創出数 令和 3 年度 2 名、令和 4 年

度 6 名 

（１）事業の有効性 
ハローワーク内における就職セミナーの開催や、地域の

ニーズを反映した地域別就職相談会の実施、また民間企業

が実施する就職フェアへのブースの出展など、きめ細やか

な支援を行うことにより、福祉・介護人材の確保が期待さ

れる。 
（２）事業の効率性 
ハローワークと共催で就職セミナーや社会福祉施設見学

会を実施するなど、効率的な事業執行に努めている。 
その他  

 

  



   

- 25 - 

 

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
事業名 【No.6（介護分）】 

福祉・介護人材キャリアパス支援事業  

【総事業費】 
5,031 千円 

事業の対象となる区域 山梨県全域 

事業の実施主体 山梨県（委託先：山梨県社会福祉協議会） 

事業の期間 令和３年４月１日～令和５年３月３１日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

団塊の世代が後期高齢者となり介護サービス需要が増大す

る 2025 年を見据え、介護人材の確保・定着を図る。 

アウトカム指標：2025 年度までに 511 人の介護従事者の供

給改善を図る。 

事業の内容（当初計画） 福祉・介護職員等へのキャリアパスを支援するととも

に、定着促進を図る。 

・キャリアパス支援研修 

・キャリア形成技術指導事業 

・研修事業専門員の配置 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

・職員育成キャリアパス支援研修受講修了目標数 130 人 
・キャリア形成技術指導事業受講修了者  100 人 

アウトプット指標（達成

値） 

令和 4 年度 
・職員育成キャリアパス支援研修受講者     78 人 
・キャリア形成技術指導事業受講者          46 人 

事業の有効性・効率性 （１）事業の有効性 

ハローワーク内における就職セミナーの開催や、地域の

ニーズを反映した地域別就職相談会の実施、また民間企業

が実施する就職フェアへのブースの出展など、きめ細やか

な支援を行うことにより、福祉・介護人材の確保が期待さ

れる。 
 

（２）事業の効率性 

ハローワークと共催で就職セミナーや社会福祉施設見学

会を実施するなど、効率的な事業執行に努めている。 
 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
事業名 【No.7（介護分）】 

主任介護支援専門員養成研修事業 

【総事業費】 
896 千円 

事業の対象となる区域 山梨県全域 

事業の実施主体 山梨県（委託先：山梨県介護支援専門員協会） 

事業の期間 令和３年４月１日～令和５年３月３１日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

他の介護支援専門員への指導助言を行う主任介護支援専門

員を養成するため、ケアマネジメントプロセス等介護支援

専門員業務について経験を持つ専門性の高い指導者を確保

する必要がある。 

アウトカム指標：介護支援専門員業務に精通し、専門性の

高い主任介護支援専門員の確保を図る。 

事業の内容（当初計画） 介護支援専門員への専門的な助言を行い、地域包括ケアシ

ステム構築の役割を担う主任介護支援専門員の養成を行

う。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

主任介護支援専門員研修 
令和元年度  実施回数 ２コース、修了者数 83 名 
令和２年度  実施回数 １コース、修了者数 27 名 
令和３年度  実施回数 １コース、修了者数 33 名 
令和４年度  実施回数 １コース、修了者数 46 名 

アウトプット指標（達成

値） 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

 主任介護支援専門員研修修了者数 

 平成 30 年度末 505 名、令和元年度末  588 名  

 令和 2年度末  615 名、令和 3年度末  648 名 

 令和 4年度末  694 名  

事業の有効性・効率性 （１）事業の有効性 
 地域包括ケアシステムの構築に向けて、利用者の自立支

援に資するケアマネジメントなど個別支援を通じた地域づ

くりを実践でき、他の介護支援専門員に対する助言や指導

など人材育成等の役割を担う主任介護支援専門員を養成す

ることができた。 
（２）事業の効率性 
他の介護支援専門員への助言や指導の役割を果たせる主任

介護支援専門員を養成できるよう、委託先において効率的

な研修実施に努めた。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
事業名 【No.8（介護分）】 

介護支援専門員資質向上事業  

【総事業費】 
7,534 千円 

事業の対象となる区域 山梨県全域 

事業の実施主体 山梨県 

山梨県介護支援専門協会へ委託 

事業の期間 令和３年４月１日～令和５年３月３１日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

介護支援専門員の人員確保を図るなか、介護支援専門員実

務研修等を受講しなければ、介護支援専門員の資格を取得

できず、実務に就くことができない。 

アウトカム指標：県が研修を実施することで、県登録の介

護支援専門員の人員確保及び実務に従事する介護支援専門

員の資質向上を図る。 

事業の内容（当初計画） （１）介護支援専門員実務研修（法定研修）事業 

   介護支援専門員実務研修受講試験に合格した者に、

ケアマネジメントに関する基本を習得し、多職種と協

働・連携しながら専門職としての役割を果たせるよう

能力の向上を図る。 

（２）介護支援専門員更新研修（法定研修）事業 
   介護支援専門員証の有効期限が 1 年未満に満了する

者を対象に、研修受講の機会を確保することにより、

ケアマネジメントについて再度必要な視点や手法を習

得し、専門職としての能力の保持と向上を図る。 

（３）介護支援専門員再研修（法定研修）事業 

   介護支援専門員証の有効期間が失効している者が、

再度実務に従事するため、ケアマネジメントに関する

基本を再認識し、多職種と協働・連携しながら専門職

としての役割を果たせるよう能力の向上を図る。 

（４）介護支援専門員専門研修（法定研修）事業 

①実務就業後 6 か月以上の介護支援専門員（専門研

修Ⅰ）、②就業後 3 年以上の介護支援専門員（専門研

修Ⅱ）を対象に、各々のキャリアに応じたケアマネ

ジメントプロセスの再確認や社会資源・各サービス

の特性等の理解を深め、高齢者の自立支援に資する

サービス提供を行うために必要な研修を実施し、専

門職としての能力の向上を図る。 
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アウトプット指標（当初

の目標値） 

（１）介護支援専門員更新研修（法定研修）事業 
・実施回数 各年度 1 コース・受講人数 各年度 35 名 

（２）介護支援専門員専門研修（法定研修）事業 

・実施回数 各年度・各研修 1 コース 

・受講人数 

専門研修Ⅰ H27 年度 130 名、H28 年度以降各年度

110 名 
専門研修Ⅱ H27 年度 300 名、H28 年度以降各年度

280 名 
（３）介護支援専門員実務研修（法定研修）事業 
  ・実施回数 各年度 1 コース 

・受講人数 各年度 210 名 
（４）介護支援専門員再研修（法定研修）事業 
  ・実施回数 各年度 1 コース 
  ・受講人数 各年度 40 名 

アウトプット指標（達成

値） 

○R4 研修実施回数及び受講者数 

（１）介護支援専門員実務研修（法定研修）事業 

   各年度 1コース、53 人 

（２）介護支援専門員更新研修（法定研修）事業 
   各年度 1コース、46 人 

（３）介護支援専門員再研修（法定研修）事業 

   各年度 1コース、33 人 

（４）介護支援専門員専門研修（法定研修）事業 
   各年度 1コース、更新研修Ⅰ 75 人、更新研修Ⅱ 

234 人 

事業の有効性・効率性 （１）事業の有効性 
地域包括ケアシステムの中で、自立支援に資するケアマ

ネジメントが実践できる介護支援専門員を養成することが

できた。 
（２）事業の効率性 
各経験熟度に応じた研修を実施し、指定研修実施機関に

おいて実践能力を高める研修実施が効率的に行われた。 
その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
事業名 【No.9（介護分）】 

認知症対応型サービス事業者等研修事

業  

【総事業費】 
148 千円 

事業の対象となる区域 山梨県全域 

事業の実施主体 （１）・（２）・（３）・（５）介護労働安定センターに委託 

（４）認知症介護研究・研修大府センターに委託 

 

事業の期間 令和３年４月１日～令和５年３月３１日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

他の介護支援専門員への指導助言を行う主任介護支援専門

員を養成するため、ケアマネジメントプロセス等介護支援

専門員業務について経験を持つ専門性の高い指導者を確保

する必要がある。 

アウトカム指標：介護支援専門員業務に精通し、専門性の

高い主任介護支援専門員の確保を図る。 

事業の内容（当初計画） （１）認知症対応型サービス事業者開設者研修事業 

認知症介護サービス事業開設者に対して、開設者とし

てサービス事業を管理・運営していくための知識・技術

の習得を目的とするための研修を実施する。 

（２）認知症対応型サービス事業者管理者研修事業 
認知症対応型通所介護事業所、小規模多機能型居宅介

護事業所、認知症対応型共同生活介護事業所及び複合型

サービス事業所を管理・運営していくために必要な知識

及び技術の習得を目的とするための研修を実施する。 

（３）小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修事業 
小規模多機能型居宅介護事業所及び複合型サービス

事業所の計画作成担当者となる者が、小規模多機能型居

宅介護計画を適切に作成する上で必要な知識・技術の習

得を目的とするための研修を実施する。 

（４）認知症介護指導者養成研修事業（フォローアップ研

修） 
   認知症介護指導者に対し、最新の認知症介護に関す

る高度な専門的知識及び技術を習得させるとともに、

高齢者介護実務者に対する研修プログラム作成方法及

び教育技術の向上を図るため研修を実施する。 

（５）認知症介護基礎研修事業 
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   認知症ケアに携わる者が、その業務を遂行する上で

必要な基礎的な知識・技術を身につけ、チームアプロー

チに参画する一員として基礎的なサービス提供が行う

ことができるようにするための研修を実施する。 

 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

１）認知症対応型サービス事業者開設者研修事業 
・実施回数 1 コース（講義・演習 2 日間） 
・受講者数 10 名 

（２）認知症対応型サービス事業者管理者研修事業 
・実施回数 1 コース（講義・演習 2 日間） 
・受講者数 40 名 

（３）小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修事業 
・実施回数 1 コース（講義・演習 2 日間） 
・受講者数 20 名 

（４）認知症介護指導者養成研修事業（フォローアップ研

修） 
   ・受講者数 指導者 2 名（講義・演習 5 日間） 
（５）認知症介護基礎研修事業 
   ・実施回数 1 コース（講義・演習 1 日間） 

・受講者数 72 名 

アウトプット指標（達成

値） 

○R4 研修実施回数及び受講者数 

（１）認知症対応型サービス事業者開設者研修事業 

・実施１回・修了者数 0 名 

（２）認知症対応型サービス事業者管理者研修事業 

・実施１回・修了者数 23 名 

（３）小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修事業 

・実施１回・修了者数 14 名 

（４）認知症介護指導者養成研修事業（フォローアップ研

修） 

・修了者数 0 名 

（５）認知症介護基礎研修事業 

・令和 3年度からｅラーニング 

事業の有効性・効率性 （１）事業の有効性 

事業所の代表者・管理者・計画作成担当者になることが予

定される者に対し、認知症介護に関する基礎的な知識及び

認知症対応型サービス事業所の運営に必要な知識を習得さ

せた。 

（２）事業の効率性 
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令和３年度から研修体系がｅラーニングとなり、各施設が

直接、それぞれの事業所にて申込み・受講可能となった。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
事業名 【No.13（介護分）】 

介護ロボット導入支援事業 

【総事業費】 
4,478 千円 

事業の対象となる区域 山梨県全域 

事業の実施主体 山梨県 

事業の期間 令和３年４月１日～令和５年３月３１日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

団塊の世代が後期高齢者となり介護サービス需要が増大す

る 2025 年を見据えつつ、必要な介護従事者の確保・定着を

図る。 

アウトカム指標：2025 年度までに 511 人の介護従事者の供

給改善を図る。 

事業の内容（当初計画） 介護施設の管理者等が雇用管理改善の一環として介護ロボ

ット導入計画を策定して介護ロボットの導入を行う取り組

みを支援する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

介護ロボット導入支援事業による導入事例を作成し、周知

することで、介護ロボット導入を促進する。 
アウトプット指標（達成

値） 

介護ロボットの導入実績 令和3年度57機器 令和4年度

166 機器（3施設） 

事業の有効性・効率性 令和 3年度 介護時間の短縮；5施設中 4施設 

      直接・関節負担の軽減：5施設中 5施設 

      介護従事者満足度：5施設中 5施設 

      利用者の満足度：5施設中 4施設 

令和 4年度 事故の未然防止：2施設 

      職員の肉体的：2施設 

      職員の精神的負担の低減：1施設 

（１）事業の有効性 
当事業は現在技術開発途上の介護ロボットの導入を支援

しようとする先駆的な取り組みであり、介護事業所も製品

価格の推移など様子見の状態であるが、今後介護ロボット

の技術開発の進展や低価格化などから、介護事業所の積極

的な取り組みが期待できる。 
（２）事業の効率性 
導入事例をホームページに掲載することにより、事業者

の導入計画を立てやすいように努めている。 
その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
事業名 【No.14（介護分）】 

ＩＣＴ導入支援事業 

【総事業費】 
6,000 千円 

事業の対象となる区域 山梨県全域 

事業の実施主体 山梨県 

事業の期間 令和３年４月１日～令和５年３月３１日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

団塊の世代が後期高齢者となり介護サービス需要が増大す

る 2025 年を見据えつつ、必要な介護従事者の確保・定着を

図る。 

アウトカム指標：ＩＣＴの促進により労働環境の改善を図

る。 

事業の内容（当初計画） 介護事業所のＩＣＴ化のための介護ソフトやタブレット端

末等の購入費用を助成する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

ＩＣＴ導入支援事業による導入事例を作成し、周知するこ

とで、介護事業所のＩＣＴ導入を促進する。 
アウトプット指標（達成

値） 

ＩＣＴ導入事業所数 令和３年度：７事業所、令和 4年度：

5事業所 

事業の有効性・効率性 令和 3年度 全体の業務量の減少：7事業所中 6事業所 

令和 4年度 全体の業務量の減少：4事業所 

（１）事業の有効性 
ＩＣＴの活用による介護事業所の業務効率化は、介護人

材不足への方策として期待できる。また、業務効率化によ

り、介護職員の負担軽減が図られることで、介護職員の離

職防止も期待される。 
（２）事業の効率性 
比較的知名度の高い介護ロボット導入支援事業と併せ

て、ＩＣＴ導入支援事業の取組を紹介することで、より多

くの介護事業所に周知することができた。 
その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
事業名 【No.15（介護分）】 

新型コロナウイルス感染症流行下のサ

ービス提供体制確保事業 

【総事業費】 
6,898 千円 

事業の対象となる区域 山梨県全域 

事業の実施主体 山梨県 

事業の期間 令和３年４月１日～令和５年３月３１日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

新型コロナウイルス感染症により、介護施設等で働く職員

が不足した場合であっても、高齢者の生活維持にとって必

要不可欠な介護サービスの提供が求められる。 

アウトカム指標：新型コロナウイルス感染症流行下におい

て、介護保健施設等のサービス継続を図る。 

事業の内容（当初計画） 新型コロナウイルスの感染者が多数発生した介護保険施設

等に他の介護保険施設等から応援職員を派遣し、介護保険

施設等のサービス提供を継続する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

介護保健施設等において新型コロナウイルス感染症による

感染症が多数発生した場合、他の介護保健施設等から応援

職員を派遣する。 
アウトプット指標（達成

値） 

令和 3 年 4 月、新型コロナウイルス感染症による感染者が

多数発生した介護保険施設等において、他の介護保険施設

等から応援職員を派遣した。その後も、人員が不足する間

は、職員の派遣について依頼があったことから、順次、職員

の派遣を行いサービスの提供を継続した。 

R4 実績 

■介護職員派遣：派遣施設３件、派遣した施設９件、派遣し

た職員数延べ２１人 

■看護職員派遣：派遣施設３件、派遣日数１０日間、派遣し

た職員延べ１８人 

事業の有効性・効率性 （１）事業の有効性 
本事業により新型コロナウィルス感染症流行下において、

介護保険施設等のサービス継続を図ることができた。 
（２）事業の効率性 
派遣できる職員を事前登録制とすることで、調整・利用し

やすいように努めている。 
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その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
事業名 【No.16（介護分）】 

介護分野就職支援金貸付事業 

【総事業費】 
5,039 千円 

事業の対象となる区域 山梨県全域 

事業の実施主体 山梨県社会福祉協議会 

事業の期間 令和３年４月１日～令和５年３月３１日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

介護人材は慢性的な人手不足に加え、新型コロナウイルス

感染症の感染防止対策等のために業務が増大し、人手不足

がさらに深刻化している。 

アウトカム指標：幅広い人材の介護分野への参入を促進す

るとともに、2025 年度までに 511 人の介護従事者の供給改

善を図る。 

事業の内容（当初計画） 他業種で働いていた又は無職等の者であって、介護職員初

任者研修を修了した者に対して、介護分野における介護職

員として従事するための就職支援金を貸付する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

貸付人数 20 人 

アウトプット指標（達成

値） 

貸付人数 令和 3 年度 2 名、令和 4 年度 12 名 

事業の有効性・効率性 介護分野への就職者数：２名 

 

（１）事業の有効性 
本事業により、介護分野への就職者数が２名増加した。 
（２）事業の効率性 
他の貸付事業を行っている山梨県社会福祉協議会に委託

することにより、原資の管理、貸付事務を効率的に行って

いる。 
その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
事業名 【No.17（介護分）】 

介護サービス事業所・施設における感

染症対策支援事業費 

【総事業費】 
82,745 千円 

事業の対象となる区域 山梨県全域 

事業の実施主体 山梨県、事業受託事業者 

事業の期間 令和３年１０月１日～令和５年３月３１日 
☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

新型コロナウイルス感染症に対応するためにかかり増した

経費の上乗せ措置期限を迎えたが、国内の感染状況が収束

しておらず、県内の介護事業所から、施設の健全運営と適

切なサービス提供のために財政援助を要望する声が上がっ

ている。 

かかり増し経費の助成件数：県内の介護サービス事業所・

施設数 4,266 件 

事業の内容（当初計画） 新型コロナウイルス感染症対策について、そのかかり増し

経費を、基本報酬の 0.1%特例の対象としていた介護サービ

ス事業所・施設に対して助成する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

・介護サービス事業所・施設が新型コロナウイルス感染症

に対応する備えを十分に行うことで、クラスターの発生が

防止される。 
・施設の運営状況が安定し、高齢者等への適切なサービス

提供が継続される。 
アウトプット指標（達成

値） 

令和 3年度実績 支給件数 1，253 事業所 

令和 4年度実績 支給件数 436 事業所 

事業の有効性・効率性 （１） 事業の有効性 
令和３年度の介護報酬改定による上乗せ措置（令和３年９

月末期限）以降も、基金を活用として、県内の介護事業所の

安定した運営状況を支え、高齢者等への適切なサービス提

供を継続した。 
（２）事業の効率性 
介護保険施設等における感染症に対するかかり増し経費に

ついて支援を行うことで、介護サービス事業所・施設が新

型コロナウイルス感染症に対応する備えを十分に行うこと

ができ、クラスターの発生が防止される。 

その他  
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１．事後評価のプロセス 

 

（１）「事後評価の方法」の実行の有無 

 
 
☑ 行った 

（実施状況） 
・令和 ４年３月１６日 山梨県地域包括ケア推進協議会において意見聴取 
・令和 ４年５月２５日 山梨県医療審議会において意見聴取 
・令和 ５年３月２２日 山梨県地域包括ケア推進協議会において意見聴取 
・令和 ５年５月１７日 山梨県医療審議会において意見聴取 
・令和 ５年８月 ２日 山梨県地域包括ケア推進協議会において意見聴取 

 
 □ 行わなかった 
   （行わなかった場合、その理由） 
   

 

  ※ 事後評価の実施にあたって、都道府県計画に記載した「事後評価の方法」に記載した事項につい

て、記載どおりの手続きを行ったかどうかを記載。 

 

 

（２）審議会等で指摘された主な内容 

 

特になし 
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２．目標の達成状況 
 

 
■山梨県全体 
 
１．目標 

地域の医療ニーズに対応し、患者が病状に応じて適切な医療を将来にわたり持続的に

受けられるよう病床の機能分化・連携を進めるほか、地域包括ケアシステム構築に向けた

在宅医療や介護施設等の提供体制の充実、これらを支える医療従事者や介護従事者の確

保・養成を進めることにより、医療計画 ※１ や介護保険事業支援計画 ※２ に掲げている目

標の達成を目指すものとする。 
なお、計画に基づき実施する事業ごとの目標については、「３．計画に基づき実施する

事業（１）事業の内容等」に記載する。 
 

※１「山梨県地域保健医療計画」（平成 30 年度～令和 5 年度） 
  （医療計画の一部である「山梨県地域医療構想」を含む）  
※２「健康長寿やまなしプラン」（平成 30 年度～令和 2 年度） 

 
① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標  

地域医療構想を踏まえ、不足する回復期機能への病床転換等を促進するための取組を

実施し、病床の機能分化･連携を推進する。 
 

【定量的な目標値】  
 令和 7年に必要となる医療機能ごとの病床数 

・高度急性期機能 1,178 床（H26）→   535 床（R7） 

・急性期機能   3,914 床（H26）→ 2,028 床（R7） 

・回復期機能    928 床（H26）→ 2,566 床（R7） 

・慢性期機能   2,348 床（H26）→ 1,780 床（R7）  
※ 病床機能報告は、各医療機関が自主的に判断して報告した数であることなど、病床数の比較にあ

たっては一定の留意が必要 
 
 
② 居宅等における医療の提供に関する目標  
  高齢化の進展に伴う在宅医療の需要増加に対応するため、在宅医療を担う人材の育成

等に取り組み、在宅医療を総合的に推進する。 
 

【定量的な目標値】  
 訪問診療を実施する診療所・病院数  140 箇所（H27）→ 154 箇所（R2） 

 退院支援を実施する診療所・病院数   20 箇所（H27）→  23 箇所（R2） 

 在宅療養後方支援病院及び在宅療養支援病院の数 
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        7 病院（H28）→   9 病院（R2） 

 在宅看取りを実施している病院・診療所数  50 箇所（H27）→ 56 箇所（R2） 

 24 時間体制をとっている訪問看護ステーション数 

        40 箇所（H27）→ 45 箇所（R2） 

 在宅療養支援歯科診療所     45 箇所（H28）→  51 箇所（R2） 

 訪問薬剤管理指導を実施する事業所数   83 箇所（H27）→  92 箇所（R2） 

 看護師の特定行為指定研修機関の県内設置数 

        0 箇所（H29）→ 1 箇所以上（R2） 
                 

③ 介護施設等の整備に関する目標  
地域包括ケアシステムの構築に向けて、第７期介護保険事業支援計画等（平成 30 年度

～令和 2年度）において予定している地域密着型サービス施設等の整備を行う。 
 

【定量的な目標値】   
 地域密着型介護老人福祉施設         1,516 床   →  1,719 床  

 認知症高齢者グループホーム         1,067 床   →  1,139 床  

 小規模多機能型居宅介護事業所      28 カ所 → 33 カ所  

 看護小規模多機能型居宅介護事業所       3 カ所  →   7 カ所  

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 8 カ所 → 16 カ所  
 
④ 医療従事者の確保に関する目標  
医師や看護師の偏在解消のための取組を中心に、医療従事者の確保を推進する。 
 

【定量的な目標値】  
 医療施設従事医師数              1,924 人（H28）→ 2,099 人（R5） 

 就業看護職員数（常勤換算後）  9,830.9 人（H28）→ 10,742.5 人（R5） 

 養成所等卒業生県内就業率         75.6％（H29）→ 75.6％（R5） 

 ナースセンター事業再就業者数     430 人（H28）→ 443 人（R5） 

 MFICU 病床数                     6 床（H29）→ 6 床（R5） 

 NICU 病床数                      30 床（H29）→ 30 床（R5） 
 
⑤ 介護従事者の確保に関する目標  

県内の労働市場の動向も踏まえ、特に中高校生及びその父兄、教員に対する介護のイメ

ージアップ及び潜在的有資格者の掘り起こしによる中高年齢者層の参入促進にターゲッ

トを絞った対策を進める。さらに、介護職場の処遇改善のためモデル給与規程を作成し普

及を進めるとともに、労働環境の改善のため介護ロボットの導入支援などを行い、介護職

員の定着を進める。   
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【定量的な目標値】   
  令和 7年度において必要となる介護人材等の確保及び定着のための取組みと、 

上記対象事業を実施し人材を確保する。 

介護職員数 12,536 人（H28）→13,746（R2） 
  
２．計画期間 
  

  令和 2年 4月 1日～令和 6年 3月 31 日 

 
 
□山梨県全体（達成状況） 
 
１．目標の達成状況 

① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標   
 令和 7年に必要となる医療機能ごとの病床数 

・高度急性期機能 1,178 床（H26）→  750 床（R4） 

・急性期機能   3,914 床（H26）→ 3,118 床（R4） 

・回復期機能    928 床（H26）→ 1,867 床（R4） 

・慢性期機能   2,348 床（H26）→ 1,892 床（R4）  
※ 病床機能報告は、各医療機関が自主的に判断して報告した数であることなど、病床数の比較にあ

たっては一定の留意が必要 
 
② 居宅等における医療の提供に関する目標  

 訪問診療を実施する診療所・病院数   140 箇所（H27）→ 114 箇所以上（R2） 

 退院支援を実施する診療所・病院数    20 箇所（H27）→  10 箇所以上（R2） 

 在宅療養後方支援病院及び在宅療養支援病院の数 

          7 病院（H28）→   12 病院（R4） 

 在宅看取りを実施している病院・診療所数  50 箇所（H27）→ 33 箇所以上（R2） 

 24 時間体制をとっている訪問看護ステーション数 

         40 箇所（H27）→  49 箇所（R3） 

 在宅療養支援歯科診療所      45 箇所（H28）→   45 箇所（R4） 

 訪問薬剤管理指導を実施する事業所数    83 箇所（H27）→  155 箇所（R2） 

 看護師の特定行為指定研修機関の県内設置数 

         0 箇所（H29）→ 2 箇所（R4） 
 
③ 介護施設等の整備 

 地域密着型介護老人福祉施設         1,516 床   →  1,632 床  

 認知症高齢者グループホーム         1,067 床   →  1,121 床  

 小規模多機能型居宅介護事業所      28 カ所 → 29 カ所  
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 看護小規模多機能型居宅介護事業所       3 カ所  →  5 カ所  

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 8 カ所 → 9 カ所  

 
④ 医療従事者の確保に関する目標  

 医療施設従事医師数   1,924 人（H28）→ 2,026 人（R2） 

 就業看護職員数（常勤換算後）  9,830.9 人（H28）→ 10,350.1 人（R4） 

 養成所等卒業生県内就業率  75.6％（H29）→ 75.2％（R5.3） 

 ナースセンター事業再就業者数  430 人（H28）→ 276 人（R4） 

 MFICU 病床数     6 床（H29）→ 6 床（R4） 

 NICU 病床数     30 床（H29）→ 27 床（R4） 

 
⑤ 介護従事者の確保 

 
 介護職員数は、令和2年度までに平成28年度から1,000人以上増加したものの、令和7

年度までの需給改善に向けては、引き続き介護人材確保の事業に取り組む必要があ

る。 
 

２．見解 

【医療分】 

 訪問診療や退院支援を実施する診療所・病院数や、ナースセンター事業再就業者数は、

現時点では目標に達していない。遠隔診療体制の整備や医師の働き方改革に伴う勤務

環境の改善など、今後は更に対策を進め、目標達成に向けた取組を推進していく。 

 

【介護分】 

 小規模多機能型居宅介護事業所の整備により、支援体制の向上が図れた。 
 

 介護職員の参入促進、資質の向上、魅力ある職場環境の整備を３つの柱として、介

護職員の確保対策を進めている。今後も引き続き、介護職員の確保に資する事業を

積極的に展開していく。 
 

３．改善の方向性 

【医療分】 

  引き続き在宅医療の充実や医師確保、看護職員の資質向上や離職防止対策を推進し、 

就業の継続や再就職の支援を行っていく。 

 

【介護分】 

 令和 7年度の需給改善に向けて、今後も引き続き、介護職員の確保・定着を進めてい

く。 
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４．目標の継続状況 

  ☑ 令和5年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

  □ 令和5年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

 

■中北区域 
 
１．目標 

中北区域は、甲府市を中心とする峡中地域に医療資源が集中し、他区域から多くの患者

が流入する一方で、北部の峡北地域は医療資源が乏しく、区域内の格差が著しい。 
  区域全体では、全県的な課題である在宅医療提供体制の確保が課題であるほか、峡中

地域以外の他区域からの患者流入等による医療機能不足の解消、峡北地域の医療資源確

保等が課題となっている。 
令和２年度計画においては、県全体の課題に加え、このような課題の解決に取り組むこ

とにより、医療計画や介護保険事業支援計画に掲げている目標の達成を目指すものとす

る。 
なお、計画に基づき実施する事業ごとの目標については、「３．計画に基づき実施する

事業（１）事業の内容等」に記載する。 
 
① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

 
【定量的な目標値】  

 令和 7年に必要となる医療機能ごとの病床数 

・急性期機能   1,962 床（H26）→ 1,353 床（R7） 

・回復期機能    263 床（H26）→ 1,227 床（R7） 

・慢性期機能   1,486 床（H26）→ 1,161 床（R7）  
※ 病床機能報告は、各医療機関が自主的に判断して報告した数であることなど、病床数の比較にあ

たっては一定の留意が必要 
※ 高度急性期機能は、区域内での完結を求めるものではないため、県全体のみ目標値を設定 

 
② 居宅等における医療の提供に関する目標 

 
【定量的な目標値】  

 訪問診療を実施する診療所・病院数  77 箇所（H27）→ 86 箇所（R2） 

 退院支援を実施する診療所・病院数  12 箇所（H27）→ 13 箇所（R2） 

 在宅療養後方支援病院及び在宅療養支援病院の数 

        3 病院（H28）→   4 病院（R2） 

 在宅看取りを実施している病院・診療所数 27 箇所（H27）→ 30 箇所（R2） 

 24 時間体制をとっている訪問看護ステーション数 

       22 箇所（H27）→ 25 箇所（R2） 
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 在宅療養支援歯科診療所    26 箇所（H28）→  29 箇所（R2） 

 訪問薬剤管理指導を実施する事業所数  52 箇所（H27）→  58 箇所（R2） 

 
 
③ 介護施設等の整備に関する目標 

地域包括ケアシステムの構築に向けて、第７期介護保険事業支援計画等（平成３０年度

～令和２年度）において予定している地域密着型サービス施設等の整備を行う。 
 

【定量的な目標値】  
 地域密着型介護老人福祉施設  734 床  →  821 床 

 認知症高齢者グループホーム  677 床  →  713 床 

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 5 カ所 → 9 カ所 

 小規模多機能型居宅介護事業所 14 カ所 → 15 カ所 

 看護小規模多機能型居宅介護事業所 3 カ所 → 5 カ所 
 
２．計画期間 
  

  令和 2年 4月 1日～令和 6年 3月 31 日 

 
 
□中北区域（達成状況） 
 
１．目標の達成状況 

① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標  
 令和 7年に必要となる医療機能ごとの病床数 

・急性期機能   1,962 床（H26）→ 1,753 床（R4） 

・回復期機能    263 床（H26）→  777 床（R4） 

・慢性期機能   1,486 床（H26）→ 1,312 床（R4）  
※ 病床機能報告は、各医療機関が自主的に判断して報告した数であることなど、病床数の比較にあ

たっては一定の留意が必要 
※ 高度急性期機能は、区域内での完結を求めるものではないため、県全体のみ目標値を設定 

 
② 居宅等における医療の提供に関する目標  

 訪問診療を実施する診療所・病院数  77 箇所（H27）→ 59 箇所以上（R2） 

 退院支援を実施する診療所・病院数  12 箇所（H27）→ 7 箇所以上（R2） 

 在宅療養後方支援病院及び在宅療養支援病院の数 

        3 病院（H28）→  5 病院（R4） 

 在宅看取りを実施している病院・診療所数 27 箇所（H27）→ 24 箇所以上（R2） 

 24 時間体制をとっている訪問看護ステーション数 

       22 箇所（H27）→ 27 箇所（R3） 
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 在宅療養支援歯科診療所    26 箇所（H28）→  25 箇所（R4） 

 訪問薬剤管理指導を実施する事業所数  52 箇所（H27）→ 105 箇所（R2） 

 
 
③ 介護施設等の整備 

 地域密着型介護老人福祉施設  734 床  →  792 床 

 認知症高齢者グループホーム  677 床  →  695 床 

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 5 カ所 → 6 カ所 

 小規模多機能型居宅介護事業所 14 カ所 → 15 カ所 

 看護小規模多機能型居宅介護事業所 3 カ所 → 4 カ所 
 
 
２．見解 

【医療分】 

 訪問診療や退院支援を実施する診療所・病院数は、現時点では目標に達していない。 

 遠隔診療体制の整備や医師の働き方改革に伴う勤務環境の改善など、今後は更に対策

を進め、目標達成に向けた取組を推進していく。 

 

【介護分】 

 県全体と同じ 

 

３．改善の方向性 

【医療分】 

  病床の機能転換については、引き続き医療機関に対し補助金の周知等を行い、地域 
医療構想の達成に向けた取り組みを推進していく。 

また、引き続き在宅医療の充実を図るための事業を推進していく。 

 

【介護分】 

 県全体と同じ 

 

４．目標の継続状況 

  ☑  令和5年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

  □ 令和5年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 
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■峡東区域 
 
１．目標 

峡東区域は、人口当たりで県平均を上回る病院数・病床数を有するが、リハビリテーシ

ョンを提供する病院が多く、急性期医療を中心に中北区域（峡中地域）への流出患者が多

い一方で、リハビリテーション目的の患者の流入が多い区域である。 
区域全体では、今後の高齢者の増加を見据え、在宅医療を担う医師の確保、連携体制の

構築など在宅医療提供体制の確保・充実等が課題となっている。 
令和２年度計画においては、県全体の課題に加え、このような課題の解決に取り組むこ

とにより、医療計画や介護保険事業支援計画に掲げている目標の達成を目指すものとす

る。 
なお、計画に基づき実施する事業ごとの目標については、「３．計画に基づき実施する

事業（１）事業の内容等」に記載する。 
 
① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標  
【定量的な目標値】 

 
 令和 7年に必要となる医療機能ごとの病床数 

・急性期機能   776 床（H26）→ 279 床（R7） 

・回復期機能   639 床（H26）→ 978 床（R7） 

・慢性期機能   587 床（H26）→ 419 床（R7）  
※ 病床機能報告は、各医療機関が自主的に判断して報告した数であることなど、病床数の比較にあ

たっては一定の留意が必要 
※ 高度急性期機能は、区域内での完結を求めるものではないため、県全体のみ目標値を設定  

 
② 居宅等における医療の提供に関する目標 

 
【定量的な目標値】  

 訪問診療を実施する診療所・病院数  28 箇所（H27）→ 30 箇所（R2） 

 退院支援を実施する診療所・病院数   3 箇所（H27）→  4 箇所（R2） 

 在宅療養後方支援病院及び在宅療養支援病院の数 

        2 病院（H28）→   2 病院（R2） 

 在宅看取りを実施している病院・診療所数 11 箇所（H27）→ 12 箇所（R2） 

 24 時間体制をとっている訪問看護ステーション数 

        7 箇所（H27）→ 7 箇所（R2） 

 在宅療養支援歯科診療所     9 箇所（H28）→  10 箇所（R2） 

 訪問薬剤管理指導を実施する事業所数  17 箇所（H27）→  18 箇所（R2） 
 
③ 介護施設等の整備に関する目標 

地域包括ケアシステムの構築に向けて、第７期介護保険事業支援計画等（平成 30 
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年度～令和 2年度）において予定している地域密着型サービス施設等の整備を行う。 
 

【定量的な目標値】  
 地域密着型介護老人福祉施設   339 床 →368 床 

 認知症高齢者グループホーム   195 床 →231 床 

 小規模多機能型居宅介護事業所  6 カ所 →7カ所 

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 1 カ所 → 3 カ所 

 看護小規模多機能型居宅介護事業所 0 カ所 → 1 カ所 

 
２．計画期間 
  

  令和 2年 4月 1日～令和 6年 3月 31 日 

 
 
□峡東区域（達成状況） 
 
１．目標の達成状況 

① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標  
 令和 7年に必要となる医療機能ごとの病床数 

・急性期機能   776 床（H26）→ 503 床（R4） 

・回復期機能   639 床（H26）→ 876 床（R4） 

・慢性期機能   587 床（H26）→ 363 床（R4） 

※ 病床機能報告は、各医療機関が自主的に判断して報告した数であることなど、病床数の比較にあ

たっては一定の留意が必要 
※ 高度急性期機能は、区域内での完結を求めるものではないため、県全体のみ目標値を設定  

 
② 居宅等における医療の提供に関する目標  

 訪問診療を実施する診療所・病院数  28 箇所（H27）→ 25 箇所以上（R2） 

 退院支援を実施する診療所・病院数   3 箇所（H27）→  3 箇所以上（R2） 

 在宅療養後方支援病院及び在宅療養支援病院の数 

        2 病院（H28）→ 5 病院（R4） 

 在宅看取りを実施している病院・診療所数 11 箇所（H27）→ 3 箇所以上（R2） 

 24 時間体制をとっている訪問看護ステーション数 

        7 箇所（H27）→  9 箇所（R3） 

 在宅療養支援歯科診療所     9 箇所（H28）→  11 箇所（R4） 

 訪問薬剤管理指導を実施する事業所数  17 箇所（H27）→  21 箇所（R2） 
 
③ 介護施設等の整備 

 
 地域密着型介護老人福祉施設   339 床 →368 床 

 認知症高齢者グループホーム   195 床 →231 床 



   

- 11 - 

 

 小規模多機能型居宅介護事業所  6 カ所 →6カ所 

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 1 カ所 → 1 カ所 

 看護小規模多機能型居宅介護事業所 1 カ所 → 1 カ所 

 
２．見解 

【医療分】 

 退院支援を実施する診療所・病院数は、現時点では目標に達していない。 

 遠隔診療体制の整備や医師の働き方改革に伴う勤務環境の改善など、今後は更に対策

を進め、目標達成に向けた取組を推進していく。 

 

【介護分】 

 県全体と同じ 

 

３．改善の方向性 

【医療分】 

 病床の機能転換については、引き続き医療機関に対し補助金の周知等を行い、地域医

療構想の達成に向けた取り組みを推進していく。 
  引き続き在宅医療の充実を図るための事業を推進していく。 

 

【介護分】 

 県全体と同じ 

 

４．目標の継続状況 

  ☑ 令和5年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

  □ 令和5年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

 
 
■峡南区域 
 
１．目標 

峡南区域は、県下で最も高齢化・過疎化が進展しており、在宅医療に対する需要が高い

地域である。一方、医療提供体制は特に脆弱であり、医療従事者の著しい偏在の解消、在

宅医療提供体制の確保等が課題となっている。 
令和２年度計画においては、県全体の課題に加え、このような課題の解決に取り組むこ

とにより、医療計画や介護保険事業支援計画に掲げている目標の達成を目指すものとす

る。 
なお、計画に基づき実施する事業ごとの目標については、「３．計画に基づき実施する

事業（１）事業の内容等」に記載する。 
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① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 
 

【定量的な目標値】  
 令和 7年に必要となる医療機能ごとの病床数 

・急性期機能   310 床（H26）→ 78 床（R7） 

・回復期機能    26 床（H26）→ 102 床（R7） 

・慢性期機能   124 床（H26）→ 83 床（R7）  
※ 病床機能報告は、各医療機関が自主的に判断して報告した数であることなど、病床数の比較にあ

たっては一定の留意が必要 
※ 高度急性期機能は、区域内での完結を求めるものではないため、県全体のみ目標値を設定   

 
② 居宅等における医療の提供に関する目標 

 
【定量的な目標値】 

 
 訪問診療を実施する診療所・病院数  9 箇所（H27）→ 10 箇所（R2） 

 退院支援を実施する診療所・病院数  2 箇所（H27）→  2 箇所（R2） 

 在宅療養後方支援病院及び在宅療養支援病院の数 

       2 病院（H28）→   2 病院（R2） 

 在宅看取りを実施している病院・診療所数 3 箇所（H27）→ 4 箇所（R2） 

 24 時間体制をとっている訪問看護ステーション数 

       6 箇所（H27）→ 7 箇所（R2） 

 在宅療養支援歯科診療所    2 箇所（H28）→  3 箇所（R2） 

 訪問薬剤管理指導を実施する事業所数  3 箇所（H27）→  4 箇所（R2） 
 
③ 介護施設等の整備に関する目標 

地域包括ケアシステムの構築に向けて、第７期介護保険事業支援計画等（平成 30 

年度～令和 2年度）において予定している地域密着型サービス施設等の整備を行う。 
 

【定量的な目標値】 
 

 地域密着型介護老人福祉施設  114 床  → 143 床 

 小規模多機能型居宅介護事業所  1 カ所 →2カ所 
 
２．計画期間 
  

  令和 2年 4月 1日～令和 6年 3月 31 日 
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□峡南区域（達成状況） 
 
１．目標の達成状況 

① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標  
 令和 7年に必要となる医療機能ごとの病床数 

・急性期機能   310 床（H26）→ 251 床（R4） 

・回復期機能    26 床（H26）→  35 床（R4） 

・慢性期機能   124 床（H26）→ 136 床（R4）  
※ 病床機能報告は、各医療機関が自主的に判断して報告した数であることなど、病床数の比較にあ

たっては一定の留意が必要 
※ 高度急性期機能は、区域内での完結を求めるものではないため、県全体のみ目標値を設定  

 
② 居宅等における医療の提供に関する目標 

 
 訪問診療を実施する診療所・病院数  9 箇所（H27）→ 12 箇所以上（R2） 

 退院支援を実施する診療所・病院数  2 箇所（H27）→   0 箇所以上（R2） 

 在宅療養後方支援病院及び在宅療養支援病院の数 

       2 病院（H28）→  2 病院（R4） 

 在宅看取りを実施している病院・診療所数 3 箇所（H27）→ 0 箇所以上（R2） 

 24 時間体制をとっている訪問看護ステーション数 

       6 箇所（H27）→ 6 箇所（R3） 

 在宅療養支援歯科診療所    2 箇所（H28）→  3 箇所（R4） 

 訪問薬剤管理指導を実施する事業所数  3 箇所（H27）→  4 箇所（R2） 
 
③ 介護施設等の整備 

 
 地域密着型介護老人福祉施設  114 床  → 114 床 

 小規模多機能型居宅介護事業所  1 カ所 → 2 カ所 
 
２．見解 

【医療分】 

 訪問診療や在宅看取りを実施している病院・診療所数は、現時点では目標に達してい

ない。 

 今後は更に対策を進め、引き続き、目標達成に向けた取組を推進していく。 

 

【介護分】 

 県全体と同じ 

 

３．改善の方向性 
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【医療分】 

  病床の機能転換については、引き続き医療機関に対し補助金の周知等を行い、地域 

医療構想の達成に向けた取り組みを推進していく。 

また、引き続き在宅医療の充実を図るための事業を推進していく。 

 

【介護分】 

 県全体と同じ 

 

４．目標の継続状況 

  ☑ 令和5年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

  □ 令和5年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

 
 
■富士・東部区域 
 
１．目標 

富士･東部区域は、大規模な病院が集積する中北区域に比べ医療資源の面で大きな格差

が生じていると同時に、中北区域とは御坂山系等で分断され、自動車で 1～2時間程度離

れているという地理的条件があり、他の区域よりも区域内で医療を完結する必要性が高

いことから、医療従事者の著しい偏在の解消、在宅医療提供体制の確保等が課題となって

いる。 
令和元年度計画においては、県全体の課題に加え、このような課題の解決に取り組むこ

とにより、医療計画や介護保険事業支援計画に掲げている目標の達成を目指すものとす

る。 
なお、計画に基づき実施する事業ごとの目標については、「３．計画に基づき実施する

事業（１）事業の内容等」に記載する。 
 

① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 
 

【定量的な目標値】  
 令和 7年に必要となる医療機能ごとの病床数 

・急性期機能   866 床（H26）→ 318 床（R7） 

・回復期機能    0 床（H26）→  259 床（R7） 

・慢性期機能   151 床（H26）→ 117 床（R7）  
※ 病床機能報告は、各医療機関が自主的に判断して報告した数であることなど、病床数の比較にあ

たっては一定の留意が必要 
※ 高度急性期機能は、区域内での完結を求めるものではないため、県全体のみ目標値を設定 
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② 居宅等における医療の提供に関する目標 
 

【定量的な目標値】  
 訪問診療を実施する診療所・病院数  26 箇所（H27）→ 28 箇所（R2） 

 退院支援を実施する診療所・病院数   3 箇所（H27）→  4 箇所（R2） 

 在宅療養後方支援病院及び在宅療養支援病院の数 

        0 病院（H28）→   1 病院（R2） 

 在宅看取りを実施している病院・診療所数  9 箇所（H27）→ 10 箇所（R2） 

 24 時間体制をとっている訪問看護ステーション数 

        5 箇所（H27）→  6 箇所（R2） 

 在宅療養支援歯科診療所     8 箇所（H28）→   9 箇所（R2） 

 訪問薬剤管理指導を実施する事業所数  11 箇所（H27）→  12 箇所（R2） 
 
③ 介護施設等の整備に関する目標 

地域包括ケアシステムの構築に向けて、第７期介護保険事業支援計画等（平成 30 

年度～令和 2年度）において予定している地域密着型サービス施設等の整備を行う。 
 

【定量的な目標値】  
 地域密着型介護老人福祉施設      329 床 → 387 床 

 小規模多機能型居宅介護事業所    7 カ所 →  9 カ所 

 看護小規模多機能型居宅介護事業所  0 カ所 →  1 カ所 

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 2 カ所 → 4 カ所 

  
 

２．計画期間 
  

  令和 2年 4月 1日～令和 6年 3月 31 日 

 
 
□富士・東部区域（達成状況） 
 
１．目標の達成状況 

① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標  
 令和 7年に必要となる医療機能ごとの病床数 

・急性期機能   866 床（H26）→ 611 床（R4） 

・回復期機能    0 床（H26）→  179 床（R4） 

・慢性期機能   151 床（H26）→  81 床（R4） 

※ 病床機能報告は、各医療機関が自主的に判断して報告した数であることなど、病床数の比較にあ

たっては一定の留意が必要 
※ 高度急性期機能は、区域内での完結を求めるものではないため、県全体のみ目標値を設定 
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② 居宅等における医療の提供に関する目標  
 訪問診療を実施する診療所・病院数  26 箇所（H27）→ 18 箇所以上（R2） 

 退院支援を実施する診療所・病院数   3 箇所（H27）→  0 箇所以上（R2） 

 在宅療養後方支援病院及び在宅療養支援病院の数 

        0 病院（H28）→  0 病院（R4） 

 在宅看取りを実施している病院・診療所数  9 箇所（H27）→ 6 箇所以上（R2） 

 24 時間体制をとっている訪問看護ステーション数 

        5 箇所（H27）→  7 箇所（R3） 

 在宅療養支援歯科診療所          8 箇所（H28）→    6 箇所（R4） 

 訪問薬剤管理指導を実施する事業所数    11 箇所（H27）→  25 箇所（R2） 
 
③ 介護施設等の整備 

 
 地域密着型介護老人福祉施設      329 床 → 358 床 

 小規模多機能型居宅介護事業所    7 カ所 →  7 カ所 

 看護小規模多機能型居宅介護事業所  0 カ所 →  0 カ所 

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 2 カ所 → 2 カ所 

 
２．見解 

【医療分】 

 訪問診療や在宅看取りを実施している病院・診療所数や、在宅療養後方支援病院及び在

宅療養支援病院数は、現時点では目標に達していない。 

 今後は更に対策を進め、引き続き、目標達成に向けた取組を推進していく。 

【介護分】 

 県全体と同じ 

 

３．改善の方向性 

【医療分】 

  病床の機能転換については、引き続き医療機関に対し補助金の周知等を行い、地域

医療構想の達成に向けた取り組みを推進していく。 

 引き続き在宅医療の充実を図るための事業を推進していく。 

【介護分】 

 県全体と同じ 

 

４．目標の継続状況 

  ☑ 令和5年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

  □ 令和5年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 
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３．事業の実施状況【医療分】 

 

事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【No.4（医療分）】 

在宅歯科医療人材育成事業 
【総事業費】 

4,346 千円 

事業の対象となる区域 県全体 

事業の実施主体 山梨県歯科医師会 

事業の期間 令和 2年 4月 1日～令和 5年 3月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

高齢化の進展を見据え、高齢者の口腔ケア等在宅歯科医療需要の

高まりに対応するためには、在宅療養支援歯科診療所の増加等在

宅医療提供体制の強化が必要である。 

アウトカム指標：在宅療養支援歯科診療所の数 

                  45 施設(H28)  → 51 施設(R2) 

事業の内容（当初計画） 歯科医療従事者等を対象に、高齢者の食支援や、五疾病に対応

した医科歯科連携等の研修事業の実施を支援する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

在宅歯科医療推進に向けた研修会の開催（H30:4 回・参加 400 人） 

高齢者の食支援推進に向けた研修会の開催（H31,R2:2 回 100 人） 

アウトプット指標（達成

値） 

在宅歯科医療推進に向けた研修会の開催（R3：1回ｵﾝﾗｲﾝ開催） 

高齢者の食支援推進に向けた研修会の開催（R3:1 回ｵﾝﾗｲﾝ開催） 

人生の最終段階における歯科的対応の研修会の開催（R4:1 回ﾊｲ

ﾌﾞﾘｯﾄﾞ開催） 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：  

在宅療養支援歯科診療所の数 46 施設(R5) 

（１）事業の有効性 

 歯科医療従事者への研修を実施することにより、在宅歯科医療

に携わる歯科医療従事者の拡大及び在宅歯科医療についての知

識の高度化が図られ、県内における在宅歯科医療提供体制が強化

された。 

（２）事業の効率性 

 在宅歯科医療や研修の実施について豊富な知識・経験を有する

山梨県歯科医師会に助成することにより、効率的に事業が執行さ

れた。 

その他  
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【No.24（医療分）】 

在宅医療支援拠点整備事業 
【総事業費】 

23,178 千円 

事業の対象となる区域 県全体 

事業の実施主体 山梨大学 

事業の期間 令和 3年 10 月 1日 ～ 令和 6年 3月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

高齢化に伴い、在宅治療のニーズは増加してきているが、本県の

訪問診療実施医療機関数は全国に比べ著しく低く、地域医療構想

の実現に向け、在宅医療の更なる参入を促進する必要がある。 

これまでの在宅医療への取り組みの多くは人力に頼っているこ

とが現実であり、24 時間体制での関係者間での連携など、参入や

運営のハードルも比較的高い。一部で先進技術を用いた取り組み

も行われているが、導入や維持経費が高額であることから、現実

的には十分な広がりを見せていない。 

アウトカム指標： 

・訪問診療を実施する病院・診療所数 

 140 施設（H27） → 154 施設（R2） 

・在宅看取りを実施している病院・診療所数 

  50 施設（H27）  →  56 施設（R2） 

事業の内容（当初計画） 迅速かつ適切な在宅医療を提供するため、ウエラブル端末やス

マートフォンにより在宅患者の生態情報を取得し、AI を用いて

リアルタイムに医療判断を行う在宅医療支援拠点の整備に対し

助成する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

ウエラブル端末により生態情報を取得する患者数 50 人（R4） 

アウトプット指標（達成

値） 

ウエラブル端末により生態情報を取得する患者数 51 人（R4） 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：  

・訪問診療を実施する病院・診療所数 

 140 施設（H27） → 114 施設（R2） 

・在宅看取りを実施している病院・診療所数 

  50 施設（H27）  → 33 施設（R2） 
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（１）事業の有効性 

（新型コロナウイルス感染症の影響はあるが）本事業により、関

係者間のシステム化による安心安全な在宅医療体制を構築し、多

くの患者が活用できる環境の整備に取り組んでいる。 

 

（２）事業の効率性 

大学病院や市町村と連携することにより、効率的に事業を実施し

ている。 

その他  
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【No.5（医療分）】 

医療と生活をつなぐ看護人材等育成事業 
【総事業費】 

12,954 千円 

事業の対象となる区域 県全体 

事業の実施主体 山梨県（山梨県看護協会委託） 

事業の期間 令和 2年 4月 1日～令和 5年 3月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

病院完結型医療から地域完結型医療への移行推進によって在宅

療養者の増加が見込まれる中、療養環境の充実を図るためには、

在宅療養者が抱える様々な問題に対応できる人材の育成や、訪問

看護ステーションの確保が必要である。 

アウトカム指標： 

24 時間体制をとっている訪問看護ステーション数 

             40 施設（H27）→ 50 施設（R2） 

事業の内容（当初計画） 在宅療養者の抱える問題に対応できる人材を育成するための研

修や、訪問看護師の養成研修・教育研修等を実施する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

・訪問看護師動機付け研修（計 2日間・20 人） 

・新人訪問看護師教育研修（計 4回・14人） 

・新人訪問看護師採用育成支援研修（計 29 人） 

・訪問看護師養成研修（計 14 日間・40人） 

・在宅療養者関係職員研修（2日間・50人） 

アウトプット指標（達成

値） 

・訪問看護師動機付け研修（計 2日間・13 人） 

・新人訪問看護師教育研修（計 2回・11人） 

・新人訪問看護師採用育成支援事業（計 7人） 

・訪問看護師養成研修（計 11 日間・24人） 

・訪問看護師継続研修（2日間・8人） 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：  

 24 時間体制訪問看護ステーション 49 施設（R4） 

（１）事業の有効性：在宅療養者の抱える問題に対応できる

人材を育成することにつながった。  

（２）事業の効率性：訪問看護師の拠点となる「訪問看護支

援センター」に委託することで効率的に事業が執行された。 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.11（医療分）】 

産科医等確保対策事業 
【総事業費】 

111,868 千円 

事業の対象となる区域 県全体 

事業の実施主体 山梨大学、医療機関、助産所 

事業の期間 令和 2年 4月 1日～令和 5年 3月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

過酷な勤務状況にある産科医師や新生児医療担当医師は県内で

充足しているとはいえず、医師確保のための支援が必要となって

いる。 

アウトカム指標： 

産科医師数      63 人（R元）→ 63 人以上（R2） 

新生児医療担当医師数 37 人（R元）→ 37 人以上（R2） 

事業の内容（当初計画） ・産科医師を養成・確保するため、県内統一の産科後期研修プロ

グラムの運営及び研修医の募集を支援する。 

・産科医師等に対し分娩手当を支給する医療機関を支援する。 

・新生児医療担当医師に対し手当を支給する医療機関を支援す

る。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

・新たな後期研修医の確保 2 人 

・分娩手当支給者数  65 人 

・NICU 入室児担当手当支給数 10 人 

アウトプット指標（達成

値） 

・新たな後期研修医の確保 1 人 

・分娩手当支給者数  61 人以上 

・NICU 入室児担当手当支給数 9 人 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

産科医師数        63 人（R元）→  58 人（R5） 

新生児医療担当医師数   37 人（R元）→  29 人（R5） 

（１）事業の有効性 

 達成できなかった指標もあるが、手当支給者が増加し

ている指標もあることから着実に効果が出ている。 

（２）事業の効率性 

 産科医師や新生児医療担当医師に対する支援を行うこと

により、分娩取扱実績や NICU 稼働実績などの状況を把握す

ることができた。 

その他  
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３．事業の実施状況【介護分】 

 

事業の区分 ３．介護施設等の整備に関する事業 
事業名 【No.1（介護分）】 

山梨県介護施設等整備事業 

【総事業費】 
202,953 千円 

事業の対象となる区域 山梨県全域 

事業の実施主体 社会福祉法人等 

事業の期間 令和２年４月１日～令和６年３月３１日 
☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

高齢者が住み慣れた地域において、安心して生活を継続で

きる体制の構築を図る。 

アウトカム指標：令和 2 年度末における施設・居住系サー

ビスの入所定員総数 9,813 人 

事業の内容（当初計画） ①地域密着型サービス施設等の整備に対する助成を行う。 

整備予定施設等 

 地域密着型特別養護老人ホーム   1 カ所 

認知症グループホーム         1 カ所 

②介護施設等の開設・設置に必要な準備経費に対して支援を行う。 

整備予定施設等 

 地域密着型特別養護老人ホーム   1 カ所 

認知症グループホーム         1 カ所 
 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

地域包括ケアシステムの構築に向けて、地域密着型サービス施設

等の整備を支援することにより、地域の実情に応じた介護サービス

提供体制の整備を促進する。（健康長寿やまなしプラン：平成 30 年度

～平成 32 年度） 

・地域密着型特別養護老人ホーム 1,516 床(54 カ所) → 1,719 床

(61 カ所) 
・認知症グループホーム   1,067床(73カ所) → 1,139床(77カ所) 
・小規模多機能型居宅介護事業所    28 カ所 → 33 カ所 
・看護小規模多機能型居宅介護事業所 3 カ所 → 7 カ所 
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 8 カ所 →  16 カ所 

アウトプット指標（達成

値） 

・地域密着型特別養護老人ホーム：1,661 床（59 ヵ所） 

・認知症グループホーム 1,139 床(77 ヵ所) 

事業の有効性・効率性  
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（１）事業の有効性 
地域密着型特別養護老人ホーム：29 床（1ヵ所）、認知症グ

ループホーム：18 床（1ヵ所）を整備し、地域密着型サービ

スの提供体制を推進した。 

 
（２）事業の効率性 
県公共事業に準じた手続きにより適正に施設整備が行われ

た。 
 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
事業名 【No.２（介護分）】 

介護人材確保・定着対策魅力発信事業 

（介護アンバサダー設置等） 

【総事業費】 
0 千円 

事業の対象となる区域 山梨県全域 

事業の実施主体 山梨県 

事業の期間 令和２年４月１日～令和４年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

団塊の世代が後期高齢者となり介護サービス需要が増大す

る２０２５年を見据え、介護人材の確保・定着を図る。 

アウトカム指標：山梨県内で必要とされる介護人材の確保・

定着 

事業の内容（当初計画） 介護保険施設に勤務する現職の介護職員から選考された介

護アンバサダー（大使）が、学校訪問やイベント等を通じて、

啓発資材も活用し広く県民に介護の魅力ややりがいを伝

え、介護人材の確保・定着を促進する。 
アウトプット指標（当初

の目標値） 

・研修会への参加（３回） 
・学校訪問（２回） 

アウトプット指標（達成

値） 

【R元年度】 

・新入介護職員合同入職式の開催（１回、参加者６４人） 

・研修会の実施（２回、参加者５３人、４８人） 

・入職２年目職員研修会の実施（１回、４４人） 
【R2 年度】 
・新入介護職員合同入職式の開催（新型コロナウイルスの影

響により開催中止） 

・新入介護職員研修会の実施（１回、４０人） 

・２年目介護職員研修会の実施（１回、３１人） 

・３年目介護職員研修会の実施（１回、３０人） 

・学校訪問（１回、３３人） 

・介護労働講習（１回、１４人） 

【R3 年度】 

・新入介護職員合同入職式の開催（新型コロナウイルスの影

響により開催中止） 

・新入介護職員研修会の実施（１回、３５人） 

・２年目介護職員研修会の実施（１回、２８人） 

・３年目介護職員研修会の実施（１回、２９人） 
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・中途採用介護職員研修会の実施（１回、１２人） 

・学校訪問（２回、７８人（上野原中）、１４人（鰍沢小）） 

・介護労働講習（１回、２０人） 
事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：山梨県内で必要と

される介護人材の確保・定着 

○観察できなかった →理由：山梨県内の介護保険施設等

における就職・離職状況を確認する体制が整備されていな

いため、人材確保・定着についての具体的数値を算出するこ

とができない。 

代替指標：研修会の参加者数が合同入職式参加者数と同数

以上とする（新入介護職員の定着）ことを目標としていた

が、合同入職式が新型コロナウイルスの影響により開催中

止となったため、指標確認ができなかった。 

（１）事業の有効性 
合同入職式、研修会において介護現場での悩みや問題を

共有することにより、同期入職者同士の連帯感の醸成と施

設間の連携強化が図られた。 
（２）事業の効率性 
県内の介護保険施設等に精通している公益財団法人介護

労働安定センター山梨支部に事業を委託することにより、

効率的な事業周知と事業実施が図られた。 
その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
事業名 【No.３（介護分）】 

介護人材確保・定着対策魅力発信事業 

（合同入職式等開催） 

【総事業費】 
3,142 千円 

事業の対象となる区域 山梨県全域 

事業の実施主体 山梨県（委託先：公益財団法人介護労働安定センター山梨支

部） 

事業の期間 令和２年４月１日～令和４年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

団塊の世代が後期高齢者となり介護サービス需要が増大す

る２０２５年を見据え、介護人材の確保・定着を図る。 

アウトカム指標：山梨県内で必要とされる介護人材の確保・

定着 

事業の内容（当初計画） 新規に入職した介護職員を対象として研修会を実施するこ

とにより、介護人材の確保・定着を促進する。また、２年目・

３年目職員のフォローアップ研修を実施することにより、

早期離職の防止を図る。 
アウトプット指標（当初

の目標値） 

・研修会の実施（１回） 
・入職２年目・３年目職員研修会の実施（２回） 

アウトプット指標（達成

値） 

【R元年度】 

・新入介護職員合同入職式の開催（１回、参加者６４人） 

・研修会の実施（２回、参加者５３人、４８人） 

・入職２年目職員研修会の実施（１回、４４人） 
【R2 年度】 
・新入介護職員合同入職式の開催（新型コロナウイルスの影

響により開催中止） 

・新入介護職員研修会の実施（１回、４０人） 

・２年目介護職員研修会の実施（１回、３１人） 

・３年目介護職員研修会の実施（１回、３０人） 

・学校訪問（１回、３３人） 

・介護労働講習（１回、１４人） 

【R3 年度】 

・新入介護職員合同入職式の開催（新型コロナウイルスの影

響により開催中止） 

・新入介護職員研修会の実施（１回、３５人） 

・２年目介護職員研修会の実施（１回、２８人） 

・３年目介護職員研修会の実施（１回、２９人） 
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・中途採用介護職員研修会の実施（１回、１２人） 

・学校訪問（２回、７８人（上野原中）、１４人（鰍沢小）） 

・介護労働講習（１回、２０人） 
事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：山梨県内で必要と

される介護人材の確保・定着 

○観察できなかった →理由：山梨県内の介護保険施設等

における就職・離職状況を確認する体制が整備されていな

いため、人材確保・定着についての具体的数値を算出するこ

とができない。 

代替指標：研修会の参加者数が合同入職式参加者数と同数

以上とする（新入介護職員の定着）ことを目標としていた

が、合同入職式が新型コロナウイルスの影響により開催中

止となったため、指標確認ができなかった。 

（１）事業の有効性 
合同入職式、研修会において介護現場での悩みや問題を

共有することにより、同期入職者同士の連帯感の醸成と施

設間の連携強化が図られた。 
（２）事業の効率性 
県内の介護保険施設等に精通している公益財団法人介護労

働安定センター山梨支部に事業を委託することにより、効

率的な事業周知と事業実施が図られた。 
その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
事業名 【No.5（介護分）】 

ＩＣＴ導入支援事業 

【総事業費】 
3,000 千円 

事業の対象となる区域 山梨県全域 

事業の実施主体 山梨県 

事業の期間 令和２年４月１日～令和５年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

ＩＣＴの活用を通じて介護事業所における生産性向上の推

進を図る。 

アウトカム指標：ＩＣＴの促進により労働環境の改善を図

る。 

事業の内容（当初計画） 介護事業所のＩＣＴ化のための介護ソフトやタブレット端

末等の購入費用を助成する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

ＩＣＴの導入事業所数 １０事業所 

アウトプット指標（達成

値） 

令和元年度：０事業所 

令和２年度：２２事業所 

令和３年度：７事業所 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：ＩＣＴを活用する

ことで介護事業所の業務効率化が図られる。 

（１）事業の有効性 
ＩＣＴの活用による介護事業所の業務効率化は、介護人材

不足への方策として期待できる。また、業務効率化により、

介護職員の負担軽減が図られることで、介護職員の離職防

止も期待される。 
（２）事業の効率性 
比較的知名度の高い介護ロボット導入支援事業と併せて、

ＩＣＴ導入支援事業の取組を紹介することで、より多くの

介護事業所に周知することができた。 
その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.11（介護分）】 

認知症地域医療支援事業 

【総事業費】 

8,176 千円 

事業の対象とな

る区域 

山梨県全域 

事業の実施主体 山梨県（（1）は国立研究開発法人国立長寿医療研究センターに委託、

（2）・（3）は山梨県医師会に委託 (5)は山梨県歯科医師会に委託 

(6)は山梨県薬剤師会に委託 

事業の期間 平成 28 年 4 月 1 日～令和 4年 3月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医

療・介護ニーズ 

高齢者が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを継続できるよう地域

包括ケアシステムの構築を進める必要がある。 

アウトカム指標：地域包括ケアシステムの構築の推進 

事業の内容（当

初計画） 

地域における認知症医療支援体制の充実を図るため、次の事業を行

う。 

（1）認知症サポート医の養成 

（2）認知症サポート医フォローアップ研修 

（3）かかりつけ医認知症対応力向上研修 

（4）病院勤務における医療従事者向け認知症対応力向上研修 

（5）歯科医師認知症対応力向上研修 

（6）薬剤師認知症対応力向上研修 

（7）看護職員認知症対応力向上研修 

アウトプット指

標（当初の目標

値） 

（1）年間養成数 10 名（H30 3 名） 
（2）年間受講者数 36 名 
（3）年間受講者数 140 名 
（4）年間実施数 3 病院（各 50 名） 
（5）年間受講者数 80 名 

（6）年間受講者数 80 名 

（7）年間受講者数 50 名（H29～） 
アウトプット指

標（達成値） 

H30（1）養成数    5 名 
（2）受講者数  30 名 
（3）受講者数 102 名 
（4）実施数   3 病院（228 名） 
（5）受講者数 108 名 
（6）受講者数 76 名 

R1 （1）養成数   ４名 

（2）受講者数  ０名 

（3）受講者数 ７４名（第 2 回目中止） 

（4）実施数   ０病院（０名） 

（5）受講者数 ０名 

（6）受講者数 ０名 
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R2 （1）養成数   ２名 

（2）受講者数  ０名 

（3）受講者数  ０名 

（4）実施数    ０病院（０名） 

（5）受講者数 ８４名(当初の目標は達成) 
（6）受講者数 ３８名 

事業の有効性・

効率性 

サポート医の養成により、県内全市町村の初期集中支援チームの専

門医の確保ができたため、初期の支援を包括的・集中的な対応によ

り、早期に適切な医療につなげることができた。 

研修修了者は微増で増えているが、研修で得た知識を実践につな

げ、階層的かつ質的な人材確保のためには、継続的な事業実施が必

要である。 

（１）事業の有効性 

医療関係者の研修を開催することにより、認知症の理解が進み、関

係者とのネットワークが充実し、支援体制の構築が進んでいる。 

他職種による連携が強化されることにより、従事者の定着が促進で

きる。 

（２）事業の効率性 

委託先等において、効率的な事業の執行に努めた。 

その他  R２年度も、新型コロナウイルスの感染拡大を鑑みて、医師や

病院を対象とする研修は、ほとんど中止となった。 

 但し、令和 2年度は委託債の県歯科医師会と県薬剤師会におい

て、次の 2点について、事業の有効性や効率性の一助として開

催できた。 

①他職種連携を強化(事業の効率性・有効性としての企画) 

委託先である「県歯科医師会」と「県薬剤師会」が共催での 

合同研修会を企画 

（この企画も、新型コロナウイルス感染拡大を鑑みて R2 年度 

は延期となり、R3 年度企画実施予定である）。 

 ②コロナ禍における、感染防止を意識した開催 

オンライン研修開催や人数を制限しての開催等 

（R1 年度は中止したが、R2 年度は工夫して開催できた 
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１．事後評価のプロセス 

 

（１）「事後評価の方法」の実行の有無 

 
 
☑ 行った 

（実施状況） 
 ・令和 ２年７月２７日 山梨県地域包括ケア推進協議会において意見聴取 
・令和 ４年３月１６日 山梨県地域包括ケア推進協議会において意見聴取 
・令和 ４年５月２５日 山梨県医療審議会において意見聴取 
・令和 ５年３月２２日 山梨県地域包括ケア推進協議会において意見聴取 
・令和 ５年５月１７日 山梨県医療審議会において意見聴取 
・令和 ５年８月 ２日 山梨県地域包括ケア推進協議会において意見聴取 

 
 □ 行わなかった 
   （行わなかった場合、その理由） 
 

 

  ※ 事後評価の実施にあたって、都道府県計画に記載した「事後評価の方法」に記載した事項につ

いて、記載どおりの手続きを行ったかどうかを記載。 

 

 

（２）審議会等で指摘された主な内容 

 

特になし 
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２．目標の達成状況 

 
■山梨県全体 
 
１．目標 

地域の医療ニーズに対応し、患者が病状に応じて適切な医療を将来にわたり持続的に

受けられるよう病床の機能分化・連携を進めるほか、地域包括ケアシステム構築に向けた

在宅医療や介護施設等の提供体制の充実、これらを支える医療従事者や介護従事者の確

保・養成を進めることにより、医療計画 ※１ や介護保険事業支援計画 ※２ に掲げている目

標の達成を目指すものとする。 
なお、計画に基づき実施する事業ごとの目標については、「３．計画に基づき実施する

事業（１）事業の内容等」に記載する。 
 

※１「山梨県地域保健医療計画」（平成 30 年度～令和 5 年度） 
  （医療計画の一部である「山梨県地域医療構想」を含む）  
※２「健康長寿やまなしプラン」（平成 30 年度～令和 2 年度） 

 
① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標  

地域医療構想を踏まえ、不足する回復期機能への病床転換等を促進するための取組を

実施し、病床の機能分化･連携を推進する。 
 

【定量的な目標値】  
 令和 7年に必要となる医療機能ごとの病床数 

・高度急性期機能 1,178 床（H26）→   535 床（R7） 

・急性期機能   3,914 床（H26）→ 2,028 床（R7） 

・回復期機能     928 床（H26）→ 2,566 床（R7） 

・慢性期機能   2,348 床（H26）→ 1,780 床（R7）  
※ 病床機能報告は、各医療機関が自主的に判断して報告した数であることなど、病床数の比較にあ

たっては一定の留意が必要 
 
 
② 居宅等における医療の提供に関する目標  
  高齢化の進展に伴う在宅医療の需要増加に対応するため、在宅医療を担う人材の育成

等に取り組み、在宅医療を総合的に推進する。 
 

【定量的な目標値】  
 訪問診療を実施する診療所・病院数  140 箇所（H27）→ 154 箇所（R2） 

 退院支援を実施する診療所・病院数   20 箇所（H27）→  23 箇所（R2） 

 在宅療養後方支援病院及び在宅療養支援病院の数 

        7 病院（H28）→  9 病院（R2） 
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 在宅看取りを実施している病院・診療所数  50 箇所（H27）→ 56 箇所（R2） 

 24 時間体制をとっている訪問看護ステーション数 

        40 箇所（H27）→ 45 箇所（R2） 

 在宅療養支援歯科診療所     45 箇所（H28）→  51 箇所（R2） 

 訪問薬剤管理指導を実施する事業所数   83 箇所（H27）→  92 箇所（R2） 

 看護師の特定行為指定研修機関の県内設置数 

        0 箇所（H29）→ 1 箇所以上（R2） 
                 

③ 介護施設等の整備に関する目標  
地域包括ケアシステムの構築に向けて、第７期介護保険事業支援計画等（平成 30 年度

～令和 2年度）において予定している地域密着型サービス施設等の整備を行う。 
 

【定量的な目標値】   
 地域密着型介護老人福祉施設         1,516 床   →  1,719 床  

 認知症高齢者グループホーム         1,067 床   →  1,139 床  

 小規模多機能型居宅介護事業所      28 カ所 → 33 カ所  

 看護小規模多機能型居宅介護事業所       3 カ所  →   7 カ所  

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 8 カ所 → 16 カ所  

 
④ 医療従事者の確保に関する目標  
医師や看護師の偏在解消のための取組を中心に、医療従事者の確保を推進する。 
 

【定量的な目標値】  
 医療施設従事医師数    1,924 人（H28）→ 2,099 人（R5） 

 就業看護職員数（常勤換算後）  9,830.9 人（H28）→ 10,742.5 人（R5） 

 養成所等卒業生県内就業率  75.6％（H29）→ 75.6％（R5） 

 ナースセンター事業再就業者数  430 人（H28）→ 443 人（R5） 

 MFICU 病床数     6 床（H29）→ 6 床（R5） 

 NICU 病床数     30 床（H29）→ 30 床（R5） 
 
⑤ 介護従事者の確保に関する目標  

県内の労働市場の動向も踏まえ、特に中高校生及びその父兄、教員に対する介護のイメ

ージアップ及び潜在的有資格者の掘り起こしによる中高年齢者層の参入促進にターゲッ

トを絞った対策を進める。さらに、介護職場の処遇改善のためモデル給与規程を作成し普

及を進めるとともに、労働環境の改善のため介護ロボットの導入支援などを行い、介護職

員の定着を進める。   
【定量的な目標値】   

  令和 7年度において必要となる介護人材等の確保及び定着のための取組みと、 

上記対象事業を実施し人材を確保する。 
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介護職員数 12,536 人（H28）→13,746（R2） 
  
２．計画期間 
  

  平成 31 年 4 月 1 日～令和 7年 3月 31 日 

 
 
□山梨県全体（達成状況） 
 
１．目標の達成状況 

① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標   
 令和 7年に必要となる医療機能ごとの病床数 

・高度急性期機能 1,178 床（H26）→  750 床（R4） 

・急性期機能   3,914 床（H26）→ 3,118 床（R4） 

・回復期機能    928 床（H26）→ 1,867 床（R4） 

・慢性期機能   2,348 床（H26）→ 1,892 床（R4）  
※ 病床機能報告は、各医療機関が自主的に判断して報告した数であることなど、病床数の比較にあ

たっては一定の留意が必要 
 
② 居宅等における医療の提供に関する目標  

 訪問診療を実施する診療所・病院数 140 箇所（H27）→ 114 箇所以上（R2） 

 退院支援を実施する診療所・病院数  20 箇所（H27）→  10 箇所以上（R2） 

 在宅療養後方支援病院及び在宅療養支援病院の数 

       7 病院（H28）→   12 病院（R4） 

 在宅看取りを実施している病院・診療所数 50 箇所（H27）→ 33 箇所以上（R2） 

 24 時間体制をとっている訪問看護ステーション数 

       40 箇所（H27）→ 49 箇所（R3） 

 在宅療養支援歯科診療所    45 箇所（H28）→  45 箇所（R4） 

 訪問薬剤管理指導を実施する事業所数  83 箇所（H27）→  155 箇所（R2） 

 看護師の特定行為指定研修機関の県内設置数 

       0 箇所（H29）→ 2 箇所（R4） 
 
③ 介護施設等の整備 

 地域密着型介護老人福祉施設         1,516 床   →  1,574 床  

 認知症高齢者グループホーム         1,067 床   →  1,085 床  

 小規模多機能型居宅介護事業所      28 カ所 → 29 カ所  

 看護小規模多機能型居宅介護事業所       3 カ所  →  4 カ所  

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 8 カ所 → 9 カ所  

 
④ 医療従事者の確保に関する目標  

 医療施設従事医師数   1,924 人（H28）→ 2,026 人（R2） 
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 就業看護職員数（常勤換算後）  9,830.9 人（H28）→ 10,350.1 人（R4） 

 養成所等卒業生県内就業率  75.6％（H29）→ 75.2％（R5.3） 

 ナースセンター事業再就業者数  430 人（H28）→ 276 人（R4） 

 MFICU 病床数     6 床（H29）→ 6 床（R4） 

 NICU 病床数     30 床（H29）→ 27 床（R4） 

 
⑤ 介護従事者の確保 

 
 介護職員数は、令和2年度までに平成28年度から1,000人以上増加したものの、令和7

年度までの需給改善に向けては、引き続き介護人材確保の事業に取り組む必要があ

る。 
 

２．見解 

【医療分】 

 訪問診療や退院支援を実施する診療所・病院数や、ナースセンター事業再就業者数は、

現時点では目標に達していない。遠隔診療体制の整備や医師の働き方改革に伴う勤務

環境の改善など、今後は更に対策を進め、目標達成に向けた取組を推進していく。 

 

【介護分】 

 小規模多機能型居宅介護事業所の整備により、支援体制の向上が図れた。 
 介護職員の参入促進、資質の向上、魅力ある職場環境の整備を３つの柱として、介護

職員の確保対策を進めている。今後も引き続き、介護職員の確保に資する事業を積極

的に展開していく。 
 

３．改善の方向性 

【医療分】 

  引き続き在宅医療の充実や医師確保、看護職員の資質向上や離職防止対策を推進し、 

就業の継続や再就職の支援を行っていく。 

 

【介護分】 

 令和 7年度の需給改善に向けて、今後も引き続き、介護職員の確保・定着を進めてい

く。 

 

４．目標の継続状況 

  ☑ 令和5年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

  □ 令和5年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

■中北区域 
 
１．目標 

中北区域は、甲府市を中心とする峡中地域に医療資源が集中し、他区域から多くの患者

が流入する一方で、北部の峡北地域は医療資源が乏しく、区域内の格差が著しい。 
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  区域全体では、全県的な課題である在宅医療提供体制の確保が課題であるほか、峡中

地域以外の他区域からの患者流入等による医療機能不足の解消、峡北地域の医療資源確

保等が課題となっている。 
令和元年度計画においては、県全体の課題に加え、このような課題の解決に取り組むこ

とにより、医療計画や介護保険事業支援計画に掲げている目標の達成を目指すものとす

る。 
なお、計画に基づき実施する事業ごとの目標については、「３．計画に基づき実施する

事業（１）事業の内容等」に記載する。 
 
① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

 
【定量的な目標値】  

 令和 7年に必要となる医療機能ごとの病床数 

・急性期機能   1,962 床（H26）→ 1,353 床（R7） 

・回復期機能    263 床（H26）→ 1,227 床（R7） 

・慢性期機能   1,486 床（H26）→ 1,161 床（R7）  
※ 病床機能報告は、各医療機関が自主的に判断して報告した数であることなど、病床数の比較にあ

たっては一定の留意が必要 
※ 高度急性期機能は、区域内での完結を求めるものではないため、県全体のみ目標値を設定 

 
② 居宅等における医療の提供に関する目標 

 
【定量的な目標値】  

 訪問診療を実施する診療所・病院数  77 箇所（H27）→ 86 箇所（R2） 

 退院支援を実施する診療所・病院数  12 箇所（H27）→ 13 箇所（R2） 

 在宅療養後方支援病院及び在宅療養支援病院の数 

        3 病院（H28）→   4 病院（R2） 

 在宅看取りを実施している病院・診療所数 27 箇所（H27）→ 30 箇所（R2） 

 24 時間体制をとっている訪問看護ステーション数 

       22 箇所（H27）→ 25 箇所（R2） 

 在宅療養支援歯科診療所    26 箇所（H28）→  29 箇所（R2） 

 訪問薬剤管理指導を実施する事業所数  52 箇所（H27）→  58 箇所（R2） 
 
 
③ 介護施設等の整備に関する目標 

地域包括ケアシステムの構築に向けて、第７期介護保険事業支援計画等（平成 30 

年度～令和 2年度）において予定している地域密着型サービス施設等の整備を行う。 
 

【定量的な目標値】  
 地域密着型介護老人福祉施設  734 床  →  821 床 

 認知症高齢者グループホーム  677 床  →  713 床 

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 5 カ所 → 9 カ所 
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 小規模多機能型居宅介護事業所 14 カ所 → 15 カ所 

 看護小規模多機能型居宅介護事業所 3 カ所 → 5 カ所 
 
２．計画期間 
  

  令和元年 4月 1日～令和 7年 3月 31 日 

 
 
□中北区域（達成状況） 
 
１．目標の達成状況 

① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標  
 令和 7年に必要となる医療機能ごとの病床数 

・急性期機能   1,962 床（H26）→ 1,753 床（R4） 

・回復期機能    263 床（H26）→    777 床（R4） 

・慢性期機能   1,486 床（H26）→ 1,312 床（R4）  
※ 病床機能報告は、各医療機関が自主的に判断して報告した数であることなど、病床数の比較にあ

たっては一定の留意が必要 
※ 高度急性期機能は、区域内での完結を求めるものではないため、県全体のみ目標値を設定 

 
② 居宅等における医療の提供に関する目標  

 訪問診療を実施する診療所・病院数  77 箇所（H27）→ 59 箇所以上（R2） 

 退院支援を実施する診療所・病院数  12 箇所（H27）→  7 箇所以上（R2） 

 在宅療養後方支援病院及び在宅療養支援病院の数 

        3 病院（H28）→   5 病院（R4） 

 在宅看取りを実施している病院・診療所数 27 箇所（H27）→ 24 箇所以上（R2） 

 24 時間体制をとっている訪問看護ステーション数 

       22 箇所（H27）→ 27 箇所（R3） 

 在宅療養支援歯科診療所    26 箇所（H28）→  25 箇所（R4） 

 訪問薬剤管理指導を実施する事業所数  52 箇所（H27）→ 105 箇所（R2） 
 
③ 介護施設等の整備 

 地域密着型介護老人福祉施設  734 床  →  763 床 

 認知症高齢者グループホーム  677 床  →  695 床 

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 5 カ所 → 6 カ所 

 小規模多機能型居宅介護事業所 14 カ所 → 15 カ所 

 看護小規模多機能型居宅介護事業所 3 カ所 → 3 カ所 
 
 
２．見解 

【医療分】 

 訪問診療や退院支援を実施する診療所・病院数は、現時点では目標に達していない。 
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 遠隔診療体制の整備や医師の働き方改革に伴う勤務環境の改善など、今後は更に対策

を進め、目標達成に向けた取組を推進していく。 

 

【介護分】 

 県全体と同じ 

 

３．改善の方向性 

【医療分】 

  病床の機能転換については、引き続き医療機関に対し補助金の周知等を行い、地域 
医療構想の達成に向けた取り組みを推進していく。 

また、引き続き在宅医療の充実を図るための事業を推進していく。 

 

【介護分】 

 県全体と同じ 

 

４．目標の継続状況 

  ☑  令和5年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

  □ 令和5年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

 
 
■峡東区域 
 
１．目標 

峡東区域は、人口当たりで県平均を上回る病院数・病床数を有するが、リハビリテーシ

ョンを提供する病院が多く、急性期医療を中心に中北区域（峡中地域）への流出患者が多

い一方で、リハビリテーション目的の患者の流入が多い区域である。 
区域全体では、今後の高齢者の増加を見据え、在宅医療を担う医師の確保、連携体制の

構築など在宅医療提供体制の確保・充実等が課題となっている。 
令和元年度計画においては、県全体の課題に加え、このような課題の解決に取り組むこ

とにより、医療計画や介護保険事業支援計画に掲げている目標の達成を目指すものとす

る。 
なお、計画に基づき実施する事業ごとの目標については、「３．計画に基づき実施する

事業（１）事業の内容等」に記載する。 
 
① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標  
【定量的な目標値】 

 
 令和 7年に必要となる医療機能ごとの病床数 

・急性期機能   776 床（H26）→ 279 床（R7） 

・回復期機能   639 床（H26）→ 978 床（R7） 

・慢性期機能   587 床（H26）→ 419 床（R7）  
※ 病床機能報告は、各医療機関が自主的に判断して報告した数であることなど、病床数の比較にあ
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たっては一定の留意が必要 
※ 高度急性期機能は、区域内での完結を求めるものではないため、県全体のみ目標値を設定  

 
② 居宅等における医療の提供に関する目標 

 
【定量的な目標値】  

 訪問診療を実施する診療所・病院数  28 箇所（H27）→ 30 箇所（R2） 

 退院支援を実施する診療所・病院数   3 箇所（H27）→  4 箇所（R2） 

 在宅療養後方支援病院及び在宅療養支援病院の数 

        2 病院（H28）→   2 病院（R2） 

 在宅看取りを実施している病院・診療所数 11 箇所（H27）→ 12 箇所（R2） 

 24 時間体制をとっている訪問看護ステーション数 

        7 箇所（H27）→  7 箇所（R2） 

 在宅療養支援歯科診療所     9 箇所（H28）→  10 箇所（R2） 

 訪問薬剤管理指導を実施する事業所数  17 箇所（H27）→  18 箇所（R2） 

 
③ 介護施設等の整備に関する目標 

地域包括ケアシステムの構築に向けて、第７期介護保険事業支援計画等（平成 30 

年度～令和 2年度）において予定している地域密着型サービス施設等の整備を行う。 
 

【定量的な目標値】  
 地域密着型介護老人福祉施設   339 床 →368 床 

 認知症高齢者グループホーム   195 床 →231 床 

 小規模多機能型居宅介護事業所  6 カ所 →7カ所 

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 1 カ所 → 3 カ所 

 看護小規模多機能型居宅介護事業所 0 カ所 → 1 カ所 

 
２．計画期間 
  

  令和元年 4月 1日～令和 7年 3月 31 日 
 
□峡東区域（達成状況） 
 
１．目標の達成状況 

① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標  
 令和 7年に必要となる医療機能ごとの病床数 

・急性期機能   776 床（H26）→ 503 床（R4） 

・回復期機能   639 床（H26）→ 876 床（R4） 

・慢性期機能   587 床（H26）→ 363 床（R4） 

※ 病床機能報告は、各医療機関が自主的に判断して報告した数であることなど、病床数の比較にあ

たっては一定の留意が必要 
※ 高度急性期機能は、区域内での完結を求めるものではないため、県全体のみ目標値を設定  
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② 居宅等における医療の提供に関する目標  
 訪問診療を実施する診療所・病院数  28 箇所（H27）→ 25 箇所以上（R2） 

 退院支援を実施する診療所・病院数   3 箇所（H27）→  3 箇所以上（R2） 

 在宅療養後方支援病院及び在宅療養支援病院の数 

        2 病院（H28）→ 5 病院（R4） 

 在宅看取りを実施している病院・診療所数 11 箇所（H27）→ 3 箇所以上（R2） 

 24 時間体制をとっている訪問看護ステーション数 

        7 箇所（H27）→ 9 箇所（R3） 

 在宅療養支援歯科診療所     9 箇所（H28）→  11 箇所（R4） 

 訪問薬剤管理指導を実施する事業所数   17 箇所（H27）→ 21 箇所（R2） 
 
③ 介護施設等の整備 

 
 地域密着型介護老人福祉施設   339 床 →339 床 

 認知症高齢者グループホーム   195 床 →195 床 

 小規模多機能型居宅介護事業所  6 カ所 →6カ所 

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 1 カ所 → 1 カ所 

 看護小規模多機能型居宅介護事業所 0 カ所 → 1 カ所 

 
２．見解 

【医療分】 

 退院支援を実施する診療所・病院数は、現時点では目標に達していない。 

 遠隔診療体制の整備や医師の働き方改革に伴う勤務環境の改善など、今後は更に対策

を進め、目標達成に向けた取組を推進していく。 

【介護分】 

 県全体と同じ 

 

３．改善の方向性 

【医療分】 

 病床の機能転換については、引き続き医療機関に対し補助金の周知等を行い、地域医

療構想の達成に向けた取り組みを推進していく。 
  引き続き在宅医療の充実を図るための事業を推進していく。 

【介護分】 

 県全体と同じ 

 

４．目標の継続状況 

  ☑ 令和5年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

  □ 令和5年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 
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■峡南区域 
 
１．目標 

峡南区域は、県下で最も高齢化・過疎化が進展しており、在宅医療に対する需要が高い

地域である。一方、医療提供体制は特に脆弱であり、医療従事者の著しい偏在の解消、在

宅医療提供体制の確保等が課題となっている。 
令和元年度計画においては、県全体の課題に加え、このような課題の解決に取り組むこ

とにより、医療計画や介護保険事業支援計画に掲げている目標の達成を目指すものとす

る。 
なお、計画に基づき実施する事業ごとの目標については、「３．計画に基づき実施する

事業（１）事業の内容等」に記載する。 
 
① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

 
【定量的な目標値】  

 令和 7年に必要となる医療機能ごとの病床数 

・急性期機能   310 床（H26）→ 78 床（R7） 

・回復期機能    26 床（H26）→ 102 床（R7） 

・慢性期機能   124 床（H26）→ 83 床（R7）  
※ 病床機能報告は、各医療機関が自主的に判断して報告した数であることなど、病床数の比較にあ

たっては一定の留意が必要 
※ 高度急性期機能は、区域内での完結を求めるものではないため、県全体のみ目標値を設定   

 
② 居宅等における医療の提供に関する目標 

 
【定量的な目標値】 

 
 訪問診療を実施する診療所・病院数  9 箇所（H27）→ 10 箇所（R2） 

 退院支援を実施する診療所・病院数  2 箇所（H27）→  2 箇所（R2） 

 在宅療養後方支援病院及び在宅療養支援病院の数 

       2 病院（H28）→   2 病院（R2） 

 在宅看取りを実施している病院・診療所数 3 箇所（H27）→  4 箇所（R2） 

 24 時間体制をとっている訪問看護ステーション数 

       6 箇所（H27）→  7 箇所（R2） 

 在宅療養支援歯科診療所    2 箇所（H28）→   3 箇所（R2） 

 訪問薬剤管理指導を実施する事業所数  3 箇所（H27）→   4 箇所（R2） 

 
③ 介護施設等の整備に関する目標 

地域包括ケアシステムの構築に向けて、第７期介護保険事業支援計画等（平成 30 

年度～令和 2年度）において予定している地域密着型サービス施設等の整備を行う。 
 

【定量的な目標値】 
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 地域密着型介護老人福祉施設  114 床  → 143 床 

 小規模多機能型居宅介護事業所  1 カ所 →2カ所 
 
２．計画期間 
  

  令和元年 4月 1日～令和 7年 3月 31 日 

 
 

□峡南区域（達成状況） 
 
１．目標の達成状況 

① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標  
 令和 7年に必要となる医療機能ごとの病床数 

・急性期機能   310 床（H26）→ 251 床（R4） 

・回復期機能    26 床（H26）→  35 床（R4） 

・慢性期機能   124 床（H26）→ 136 床（R4）  
※ 病床機能報告は、各医療機関が自主的に判断して報告した数であることなど、病床数の比較にあ

たっては一定の留意が必要 
※ 高度急性期機能は、区域内での完結を求めるものではないため、県全体のみ目標値を設定  

 
② 居宅等における医療の提供に関する目標 

 
 訪問診療を実施する診療所・病院数  9 箇所（H27）→ 12 箇所以上（R2） 

 退院支援を実施する診療所・病院数  2 箇所（H27）→   0 箇所以上（R2） 

 在宅療養後方支援病院及び在宅療養支援病院の数 

       2 病院（H28）→  2 病院（R4） 

 在宅看取りを実施している病院・診療所数 3 箇所（H27）→ 0 箇所以上（R2） 

 24 時間体制をとっている訪問看護ステーション数 

       6 箇所（H27）→ 6 箇所（R3） 

 在宅療養支援歯科診療所    2 箇所（H28）→  3 箇所（R4） 

 訪問薬剤管理指導を実施する事業所数  3 箇所（H27）→  4 箇所（R2） 

 
③ 介護施設等の整備 

 
 地域密着型介護老人福祉施設  114 床  → 114 床 

 小規模多機能型居宅介護事業所  1 カ所 → 2 カ所 
 
２．見解 

【医療分】 

 訪問診療や在宅看取りを実施している病院・診療所数は、現時点では目標に達してい

ない。 

 今後は更に対策を進め、引き続き、目標達成に向けた取組を推進していく。 

 



- 13 - 

 

【介護分】 

 県全体と同じ 

 

３．改善の方向性 

【医療分】 

  病床の機能転換については、引き続き医療機関に対し補助金の周知等を行い、地域 

医療構想の達成に向けた取り組みを推進していく。 

また、引き続き在宅医療の充実を図るための事業を推進していく。 

 

【介護分】 

 県全体と同じ 

 

４．目標の継続状況 

  ☑ 令和5年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

  □ 令和5年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

 
 
■富士・東部区域 
 
１．目標 

富士･東部区域は、大規模な病院が集積する中北区域に比べ医療資源の面で大きな格差

が生じていると同時に、中北区域とは御坂山系等で分断され、自動車で 1～2時間程度離

れているという地理的条件があり、他の区域よりも区域内で医療を完結する必要性が高

いことから、医療従事者の著しい偏在の解消、在宅医療提供体制の確保等が課題となって

いる。 
令和元年度計画においては、県全体の課題に加え、このような課題の解決に取り組むこ

とにより、医療計画や介護保険事業支援計画に掲げている目標の達成を目指すものとす

る。 
なお、計画に基づき実施する事業ごとの目標については、「３．計画に基づき実施する

事業（１）事業の内容等」に記載する。 
 

① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 
 

【定量的な目標値】  
 令和 7年に必要となる医療機能ごとの病床数 

・急性期機能   866 床（H26）→ 318 床（R7） 

・回復期機能    0 床（H26）→  259 床（R7） 

・慢性期機能   151 床（H26）→ 117 床（R7）  
※ 病床機能報告は、各医療機関が自主的に判断して報告した数であることなど、病床数の比較にあ

たっては一定の留意が必要 
※ 高度急性期機能は、区域内での完結を求めるものではないため、県全体のみ目標値を設定 
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② 居宅等における医療の提供に関する目標 

 
【定量的な目標値】  

 訪問診療を実施する診療所・病院数  26 箇所（H27）→ 28 箇所（R2） 

 退院支援を実施する診療所・病院数   3 箇所（H27）→  4 箇所（R2） 

 在宅療養後方支援病院及び在宅療養支援病院の数 

        0 病院（H28）→   1 病院（R2） 

 在宅看取りを実施している病院・診療所数  9 箇所（H27）→ 10 箇所（R2） 

 24 時間体制をとっている訪問看護ステーション数 

        5 箇所（H27）→  6 箇所（R2） 

 在宅療養支援歯科診療所     8 箇所（H28）→   9 箇所（R2） 

 訪問薬剤管理指導を実施する事業所数  11 箇所（H27）→  12 箇所（R2） 
 
③ 介護施設等の整備に関する目標 

地域包括ケアシステムの構築に向けて、第７期介護保険事業支援計画等（平成 30 

年度～令和 2年度）において予定している地域密着型サービス施設等の整備を行う。 
 

【定量的な目標値】  
 地域密着型介護老人福祉施設      329 床 → 387 床 

 小規模多機能型居宅介護事業所    7 カ所 →  9 カ所 

 看護小規模多機能型居宅介護事業所  0 カ所 →  1 カ所 

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 2 カ所 → 4 カ所 

  
 

２．計画期間 
  

  令和元年 4月 1日～令和 7年 3月 31 日 
 
 
□富士・東部区域（達成状況） 
 
１．目標の達成状況 

① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標  
 令和 7 年に必要となる医療機能ごとの病床数 

・急性期機能   866 床（H26）→ 611 床（R4） 

・回復期機能    0 床（H26）→  179 床（R4） 

・慢性期機能   151 床（H26）→  81 床（R4） 

※ 病床機能報告は、各医療機関が自主的に判断して報告した数であることなど、病床数の比較にあ

たっては一定の留意が必要 
※ 高度急性期機能は、区域内での完結を求めるものではないため、県全体のみ目標値を設定 
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② 居宅等における医療の提供に関する目標  
 訪問診療を実施する診療所・病院数  26 箇所（H27）→ 18 箇所以上（R2） 

 退院支援を実施する診療所・病院数   3 箇所（H27）→  0 箇所以上（R2） 

 在宅療養後方支援病院及び在宅療養支援病院の数 

        0 病院（H28）→  0 病院（R4） 

 在宅看取りを実施している病院・診療所数  9 箇所（H27）→ 6 箇所以上（R2） 

 24 時間体制をとっている訪問看護ステーション数 

        5 箇所（H27）→  7 箇所（R3） 

 在宅療養支援歯科診療所     8 箇所（H28）→   6 箇所（R4） 

 訪問薬剤管理指導を実施する事業所数  11 箇所（H27）→  25 箇所（R2） 
 
③ 介護施設等の整備 

 
 地域密着型介護老人福祉施設      329 床 → 329 床 

 小規模多機能型居宅介護事業所    7 カ所 →  7 カ所 

 看護小規模多機能型居宅介護事業所  0 カ所 →  0 カ所 

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 2 カ所 → 2 カ所 

 
２．見解 

【医療分】 

 訪問診療や在宅看取りを実施している病院・診療所数や、在宅療養後方支援病院及び在

宅療養支援病院数は、現時点では目標に達していない。 

 今後は更に対策を進め、引き続き、目標達成に向けた取組を推進していく。 

 

【介護分】 

 県全体と同じ 

 

３．改善の方向性 

【医療分】 

  病床の機能転換については、引き続き医療機関に対し補助金の周知等を行い、地域

医療構想の達成に向けた取り組みを推進していく。 

 引き続き在宅医療の充実を図るための事業を推進していく。 

 

【介護分】 

 県全体と同じ 

 

４．目標の継続状況 

  ☑ 令和5年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

  □ 令和5年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 
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３．事業の実施状況【医療分】 

事業の区分 １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備

の整備に関する事業 

事業名 【No.1（医療分）】 

地域医療構想推進事業 
【総事業費】 

744,044 千円 

事業の対象となる区域 県全体 

事業の実施主体 医療機関、山梨県 

事業の期間 令和元年 10 月 1日～令和 7 年 3月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

患者の状態に応じた適切な医療を将来にわたって持続的に受け

られるようにするため、不足する回復期機能への転換を促す必要

がある。 

令和元年度基金を活用して整備を行う不足する回復期機能の病

床数  182 床/年 

事業の内容（当初計画） ・地域医療構想を達成するため、医療機関等が行う回復期等へ

の転換に係る検討や施設整備の費用に対して支援する。 

・地域医療構想調整会議で活用する医療提供体制のあり方に係

る調査・分析等を行う。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

施設整備を行う医療機関  ４箇所 

アウトプット指標（達成

値） 

施設整備を行う医療機関  ３箇所 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：  

県全域の回復期病床数 1,881 床（R3）→1,867 床（R4） 

（１）事業の有効性 

 病床全体の削減が進む一方、医療機能分化・連携のための

設備整備については、既に完了している医療機関や、コロナ

禍で先送りにする医療機関が多いことから、目標値には達

していないものの、本事業の実施により、地域医療構想の実

現に向けて、不足する回復期機能の充実･強化や、地域医療

連携体制を構築するための取組が着実に推進されている。 

（２）事業の効率性 

 各医療機関に対して定期的に意向調査を実施するととも

に、回復期リハ病棟や地域包括ケア病棟の施設基準取得な

ど一定の助成要件を付すことによって、回復期への転換等

を促し、効率的に事業を実施している。 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.19（医療分）】 

心身障害児者歯科診療体制強化事業 
【総事業費】 

10,964 千円 

事業の対象となる区域 県全体 

事業の実施主体 山梨県歯科医師会 

事業の期間 令和元年 7月 1日～令和 6年 3月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

心身障害児者の歯科診療において、静脈内鎮静法は危険が少なく

全国的にも一般化しているところだが、歯科大学病院がなく小規

模な本県では、静脈内鎮静法を施術できる人材がおらず障害者へ

の歯科医療提供体制が遅れているため、心身障害児者歯科診療体

制の強化を図る必要がある。 

アウトカム指標：口腔保健センター心身障害児者歯科診療利用者

数 

 山梨口腔保健センター 1,513 人（H29）→2,000 人（R5） 

事業の内容（当初計画） 県内で障害者に対する歯科治療における静脈内鎮静法を施術で

きる歯科医師等を育成するための研修に支援する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

口腔保健センター心身障害児者静脈内鎮静法歯科治療担当歯科

医師数 0 名（H30）→3名（R5） 

アウトプット指標（達成

値） 

口腔保健センター心身障害児者静脈内鎮静法歯科治療担当歯科

医師数 0 名（H30）→3名（R5） 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

口腔保健センター心身障害児者歯科診療利用者数 

 山梨口腔保健センター 1,513 人（H29）→1,618 人（R4） 

（１）事業の有効性 

 心身障害児者に対する歯科診療体制の強化は喫緊の課題

となっており、生体の防御反応や反射が維持されたまま施

術が可能であり、また、全身麻酔と比較して、安全性が高

く、入院の必要もなく、日帰りが可能であるなど、患者の負

担が少ない静脈内鎮静法を施術できる人材を育成すること

は非常に効果的である。 

（２）事業の効率性 

 心身障害児者の特性により、麻酔の量を精密に調整する

ことが必要なことから、より安全性を担保できるよう、日

本歯科麻酔学会認定麻酔医の資格要件に基づいた研修カリ

キュラムとしており、効率性にも配慮している。 

その他  
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３．事業の実施状況【介護分】 

 

事業の区分 ３．介護施設等の整備に関する事業 
事業名 【No.1（介護分）】 

山梨県介護施設等整備事業 

【総事業費】 
170,884 千円 

事業の対象となる区域 中北、峡東区域 

事業の実施主体 社会福祉法人等 

事業の期間 平成３１年４月１日～令和６年３月３１日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

高齢者が住み慣れた地域において、安心して生活を継続で

きる体制の構築を図る。 

アウトカム指標：令和 2 年度末における施設・居住系サー

ビスの入所定員総数 9,813 人 

事業の内容（当初計画） ①地域密着型サービス施設等の整備に対する助成を行う。 

整備予定施設等 

 認知症グループホーム                 1 カ所 

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所   ２カ所 

 看護小規模多機能型居宅介護事業所       ２カ所 

②介護施設等の開設・設置に必要な準備経費に対して支援を行う。 

整備予定施設等 

 認知症グループホーム                 1 カ所 

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所   ２カ所 

 看護小規模多機能型居宅介護事業所       ２カ所 
 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

地域包括ケアシステムの構築に向けて、地域密着型サービ

ス施設等の整備を支援することにより、地域の実情に応じ

た介護サービス提供体制の整備を促進する。（健康長寿やま

なしプラン：平成 30 年度～平成 32 年度） 

・地域密着型特別養護老人ホーム 1,516 床(54 カ所) → 

1,719 床(61 カ所) 

・認知症グループホーム   1,067 床(73 カ所) → 1,139

床(77 カ所) 

・小規模多機能型居宅介護事業所    28 カ所 → 33 カ所 

・看護小規模多機能型居宅介護事業所 3 カ所 → 7 カ所 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 8 カ所 →  

16 カ所 

アウトプット指標（達成

値） 

・地域密着型特別養護老人ホーム： 1,516 床→1,574 床 

・認知症グループホーム：1,067 床→1067 床 

・小規模多機能型居宅介護事業所： 28 カ所→28 カ所 
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・看護小規模多機能型居宅介護事業所： 3 カ所→4カ所 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所：8カ所→9カ

所 

【令和 4年整備】 

・認知症高齢者グループホーム １カ所 

事業の有効性・効率性 令和 2 年度末における施設・居住系サービスの入所定員総

数 9,813 人 

（１）事業の有効性 
地域密着型特別養護老人ホーム：2 カ所、定期巡回・随時対応

型訪問介護事業所：1 カ所、看護小規模多機能型居宅介護事

業所：1 カ所に対して支援し、地域密着型サービスの提供体

制を推進した。 
（２）事業の効率性 
県公共事業に準じた手続きにより適正に施設整備が行われ

た。 
その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
事業名 【No.２（介護分）】 

介護人材確保・定着対策魅力発信事業 

（介護アンバサダー設置等） 

【総事業費】 
1,823 千円 

事業の対象となる区域 山梨県全域 

事業の実施主体 山梨県 

事業の期間 平成３１年４月１日～令和４年３月３１日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

団塊の世代が後期高齢者となり介護サービス需要が増大す

る２０２５年を見据え、介護人材の確保・定着を図る。 

アウトカム指標：山梨県内で必要とされる介護人材の確保・

定着 

事業の内容（当初計画） 介護保険施設に勤務する現職の介護職員から選考された介

護アンバサダー（大使）が、学校訪問やイベント等を通じ

て、啓発資材も活用し広く県民に介護の魅力ややりがいを

伝え、介護人材の確保・定着を促進する。 
アウトプット指標（当初

の目標値） 

・新入職員合同入職式・研修会への参加（３回） 
・学校訪問（６回） 
・県主催イベント等への参加（３回） 

アウトプット指標（達成

値） 

【R 元年度】 
・新入介護職員合同入職式・研修会への参加（４回） 
・学校訪問（１回） 
・県主催イベント等への参加（２回） 
【R2 年度】 
・新入介護職員合同入職式の開催（新型コロナウイルスの

影響により開催中止） 

・新入介護職員研修会の実施（１回、４０人） 

・２年目介護職員研修会の実施（１回、３１人） 

・３年目介護職員研修会の実施（１回、３０人） 

・学校訪問（１回、３３人） 

・介護労働講習（１回、１４人） 

【R3 年度】 
・新入介護職員合同入職式の開催（新型コロナウイルスの

影響により開催中止） 

・新入介護職員研修会の実施（１回、３５人） 

・２年目介護職員研修会の実施（１回、２８人） 

・３年目介護職員研修会の実施（１回、２９人） 

・中途採用介護職員研修会の実施（１回、１２人） 



- 21 - 

 

・学校訪問（２回、７８人（上野原中）、１４人（鰍沢小）） 

・介護労働講習（１回、２０人） 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：山梨県内で必要と

される介護人材の確保・定着 

○観察できなかった →理由：山梨県内の介護保険施設等

における就職・離職状況を確認する体制が整備されていな

いため、人材確保・定着についての具体的数値を算出するこ

とができない。 

代替指標：研修会の参加者数が合同入職式参加者数と同数

以上とする（新入介護職員の定着）ことを目標としていた

が、合同入職式が新型コロナウイルスの影響により開催中

止となったため、指標確認ができなかった。 

（１）事業の有効性 
合同入職式、研修会において介護現場での悩みや問題を

共有することにより、同期入職者同士の連帯感の醸成と施

設間の連携強化が図られた。 
（２）事業の効率性 
 県内の介護保険施設等に精通している公益財団法人介護

労働安定センター山梨支部に事業を委託することにより、

効率的な事業周知と事業実施が図られた。 
その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
事業名 【No.３（介護分）】 

介護人材確保・定着対策魅力発信事業 

（合同入職式等開催） 

【総事業費】 
1,879 千円 

事業の対象となる区域 山梨県全域 

事業の実施主体 山梨県（委託先：公益財団法人介護労働安定センター山梨支

部） 

事業の期間 平成 31 年 4 月 1 日～令和 4年 3月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

団塊の世代が後期高齢者となり介護サービス需要が増大す

る２０２５年を見据え、介護人材の確保・定着を図る。 

アウトカム指標：山梨県内で必要とされる介護人材の確保・

定着 

事業の内容（当初計画） 新規に入職した介護職員を対象として合同入職式、研修会

等を実施することにより、介護人材の確保・定着を促進す

る。また、２年目職員のフォローアップ研修を実施すること

により、早期離職の防止を図る。 
アウトプット指標（当初

の目標値） 

・新入職員合同入職式の開催（１回） 
・研修会の実施（２回） 
・入職２年目職員研修会の実施（１回） 

アウトプット指標（達成

値） 

【R元年度】 

・新入介護職員合同入職式の開催（１回、参加者６４人） 

・研修会の実施（２回、参加者５３人、４８人） 

・入職２年目職員研修会の実施（１回、４４人） 
【R2 年度】 
・新入介護職員合同入職式の開催（新型コロナウイルスの影

響により開催中止） 

・新入介護職員研修会の実施（１回、４０人） 

・２年目介護職員研修会の実施（１回、３１人） 

・３年目介護職員研修会の実施（１回、３０人） 

・学校訪問（１回、３３人） 

・介護労働講習（１回、１４人） 

【R3 年度】 
・新入介護職員合同入職式の開催（新型コロナウイルスの影

響により開催中止） 

・新入介護職員研修会の実施（１回、３５人） 

・２年目介護職員研修会の実施（１回、２８人） 

・３年目介護職員研修会の実施（１回、２９人） 

・中途採用介護職員研修会の実施（１回、１２人） 
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・学校訪問（２回、７８人（上野原中）、１４人（鰍沢小）） 

・介護労働講習（１回、２０人） 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：山梨県内で必要と

される介護人材の確保・定着 

○観察できなかった →理由：山梨県内の介護保険施設等

における就職・離職状況を確認する体制が整備されていな

いため、人材確保・定着についての具体的数値を算出するこ

とができない。 

代替指標：研修会の参加者数が合同入職式参加者数と同数

以上とする（新入介護職員の定着）ことを目標としていた

が、合同入職式が新型コロナウイルスの影響により開催中

止となったため、指標確認ができなかった。 

（１）事業の有効性 
合同入職式、研修会において介護現場での悩みや問題を

共有することにより、同期入職者同士の連帯感の醸成と施

設間の連携強化が図られた。 
（２）事業の効率性 
県内の介護保険施設等に精通している公益財団法人介護

労働安定センター山梨支部に事業を委託することにより、

効率的な事業周知と事業実施が図られた。 
その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
事業名 【No.４（介護分）】 

ＩＣＴ導入支援事業 

【総事業費】 
3,000 千円 

事業の対象となる区域 山梨県全域 

事業の実施主体 山梨県 

事業の期間 令和元年 7月 1日～令和 4年 3月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

ＩＣＴの活用を通じて介護事業所における生産性向上の推

進を図る。 

アウトカム指標：ＩＣＴの促進により労働環境の改善を図

る。 

事業の内容（当初計画） 介護事業所のＩＣＴ化のための介護ソフトやタブレット端

末等の購入費用を助成する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

ＩＣＴの導入事業所数 １０事業所 

アウトプット指標（達成

値） 

令和元年度：０事業所 

令和２年度：２２事業所 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：ＩＣＴを活用する

ことで介護事業所の業務効率化が図られる。 

（１）事業の有効性 
ＩＣＴの活用による介護事業所の業務効率化は、介護人材

不足への方策として期待できる。また、業務効率化により、

介護職員の負担軽減が図られることで、介護職員の離職防

止も期待される。 
（２）事業の効率性 
比較的知名度の高い介護ロボット導入支援事業と併せて、

ＩＣＴ導入支援事業の取組を紹介することで、より多くの

介護事業所に周知することができた。 
その他  
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１．事後評価のプロセス 

 

（１）「事後評価の方法」の実行の有無 

 
 
☑ 行った 

（実施状況） 
   ・平成３１年３月２０日 山梨県地域包括ケア推進協議会において意見聴取 
   ・令和 元年７月 ２日 山梨県医療審議会において意見聴取 
   ・令和 元年８月２８日 山梨県地域包括ケア推進協議会において意見聴取 

・令和 ２年７月２７日 山梨県地域包括ケア推進協議会において意見聴取 
・令和 ４年３月１６日 山梨県地域包括ケア推進協議会において意見聴取 
・令和 ４年５月２５日 山梨県医療審議会において意見聴取 
・令和 ５年３月２２日 山梨県地域包括ケア推進協議会において意見聴取 
・令和 ５年５月１７日 山梨県医療審議会において意見聴取 
・令和 ５年８月 ２日 山梨県地域包括ケア推進協議会において意見聴取 

 
 

 □ 行わなかった 
   （行わなかった場合、その理由） 
 

 

  ※ 事後評価の実施にあたって、都道府県計画に記載した「事後評価の方法」に記載した事項につ

いて、記載どおりの手続きを行ったかどうかを記載。 

 

 

（２）審議会等で指摘された主な内容 

 

特になし 
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２．目標の達成状況 

 
■山梨県全体 
 
１．目標 

地域の医療ニーズに対応し、患者が病状に応じて適切な医療を将来にわたり持続的に

受けられるよう病床の機能分化・連携を進めるほか、地域包括ケアシステム構築に向け

た在宅医療や介護施設等の提供体制の充実、これらを支える医療従事者や介護従事者の

確保・養成を進めることにより、医療計画 ※１ や介護保険事業支援計画 ※２ に掲げてい

る目標の達成を目指すものとする。 
なお、計画に基づき実施する事業ごとの目標については、「３．計画に基づき実施する

事業（１）事業の内容等」に記載する。 
 

※１「山梨県地域保健医療計画」（平成 30 年度～令和 5年度） 

  （医療計画の一部である「山梨県地域医療構想」を含む） 
 

※２「健康長寿やまなしプラン」（平成 30 年度～令和 2年度） 
 
① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標  

地域医療構想を踏まえ、不足する回復期機能への病床転換等を促進するための取組を

実施し、病床の機能分化･連携を推進する。 
 

【定量的な目標値】  
 令和 7年に必要となる医療機能ごとの病床数 

・高度急性期機能 1,178 床（H26）→   535 床（R7） 

・急性期機能   3,914 床（H26）→ 2,028 床（R7） 

・回復期機能     928 床（H26）→ 2,566 床（R7） 

・慢性期機能   2,348 床（H26）→ 1,780 床（R7）  
※ 病床機能報告は、各医療機関が自主的に判断して報告した数であることなど、病床数の比較にあ

たっては一定の留意が必要 
 
 
② 居宅等における医療の提供に関する目標  
  高齢化の進展に伴う在宅医療の需要増加に対応するため、在宅医療を担う人材の育成

等に取り組み、在宅医療を総合的に推進する。 
 

【定量的な目標値】  
 訪問診療を実施する診療所・病院数  140 箇所（H27）→ 154 箇所（R2） 

 退院支援を実施する診療所・病院数   20 箇所（H27）→  23 箇所（R2） 

 在宅療養後方支援病院及び在宅療養支援病院の数 

        7 病院（H28）→   9 病院（R2） 

 在宅看取りを実施している病院・診療所数  50 箇所（H27）→ 56 箇所（R2） 
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 24 時間体制をとっている訪問看護ステーション数 

        40 箇所（H27）→ 45 箇所（R2） 

 在宅療養支援歯科診療所    45 箇所（H28）→  51 箇所（R2） 

 訪問薬剤管理指導を実施する事業所数   83 箇所（H27）→  92 箇所（R2） 

 看護師の特定行為指定研修機関の県内設置数 

        0 箇所（H29）→ 1 箇所以上（R2） 

 
③ 介護施設等の整備に関する目標  

地域包括ケアシステムの構築に向けて、第７期介護保険事業支援計画等（平成３０年

度～令和２年度）において予定している地域密着型サービス施設等の整備を行う。 
 

【定量的な目標値】   
 地域密着型介護老人福祉施設         1,516 床   →  1,719 床  

 認知症高齢者グループホーム         1,067 床   →  1,139 床  

 小規模多機能型居宅介護事業所      28 カ所 → 33 カ所  

 看護小規模多機能型居宅介護事業所       3 カ所  →   7 カ所  

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 8 カ所 → 16 カ所  
 
④ 医療従事者の確保に関する目標  
医師や看護師の偏在解消のための取組を中心に、医療従事者の確保を推進する。 
 

【定量的な目標値】  
 医療施設従事医師数   1,924 人（H28）→ 2,099 人（R5） 

 就業看護職員数（常勤換算後）  9,830.9 人（H28）→ 10,742.5 人（R5） 

 養成所等卒業生県内就業率    75.6％（H29）→ 75.6％（R5） 

 ナースセンター事業再就業者数   430 人（H28）→ 443 人（R5） 

 MFICU 病床数      6 床（H29）→ 6 床（R5） 

 NICU 病床数      30 床（H29）→ 30 床（R5） 
 
⑤ 介護従事者の確保に関する目標  

県内の労働市場の動向も踏まえ、特に中高校生及びその父兄、教員に対する介護のイ

メージアップ及び潜在的有資格者の掘り起こしによる中高年齢者層の参入促進にターゲ

ットを絞った対策を進める。さらに、介護職場の処遇改善のためモデル給与規程を作成

し普及を進めるとともに、労働環境の改善のため介護ロボットの導入支援などを行い、

介護職員の定着を進める。   
【定量的な目標値】   

  令和 7年度において必要となる介護人材等の確保及び定着のための取組みと、 

上記対象事業を実施し人材を確保する。 

介護職員数 12,536 人（H28）→13,746（R2） 
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２．計画期間 
  

  平成 30 年 4 月 1 日～令和 6年 3月 31 日 

 
 
□山梨県全体（達成状況） 
 
１．目標の達成状況 

① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標   
 令和 7年に必要となる医療機能ごとの病床数 

・高度急性期機能 1,178 床（H26）→  750 床（R4） 

・急性期機能   3,914 床（H26）→ 3,118 床（R4） 

・回復期機能     928 床（H26）→ 1,867 床（R4） 

・慢性期機能   2,348 床（H26）→ 1,892 床（R4）  
※ 病床機能報告は、各医療機関が自主的に判断して報告した数であることなど、病床数の比較にあ

たっては一定の留意が必要 
 
② 居宅等における医療の提供に関する目標  

 訪問診療を実施する診療所・病院数   140 箇所（H27）→ 114 箇所以上（R2） 

 退院支援を実施する診療所・病院数    20 箇所（H27）→  10 箇所以上（R2） 

 在宅療養後方支援病院及び在宅療養支援病院の数 

         7 病院（H28）→   12 病院（R4） 

 在宅看取りを実施している病院・診療所数  50 箇所（H27）→ 33 箇所以上（R2） 

 

 24 時間体制をとっている訪問看護ステーション数 

         40 箇所（H27）→ 49 箇所（R3） 

 在宅療養支援歯科診療所     45 箇所（H28）→  45 箇所（R4） 

 訪問薬剤管理指導を実施する事業所数    83 箇所（H27）→  155 箇所（R2） 

 看護師の特定行為指定研修機関の県内設置数 

         0 箇所（H29）→ 2 箇所（R4） 
 
③ 介護施設等の整備 

 地域密着型介護老人福祉施設         1,516 床   →  1,516 床  

 認知症高齢者グループホーム         1,067 床   →  1,067 床  

 小規模多機能型居宅介護事業所      28 カ所 → 29 カ所  

 看護小規模多機能型居宅介護事業所       3 カ所  →  3 カ所  

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 8 カ所 → 8 カ所  

 
④ 医療従事者の確保に関する目標  

 医療施設従事医師数   1,924 人（H28）→ 2,026 人（R2） 

 就業看護職員数（常勤換算後）  9,830.9 人（H28）→ 10,350.1 人（R4） 
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 養成所等卒業生県内就業率   75.6％（H29）→ 75.2％（R5.3） 

 ナースセンター事業再就業者数  430 人（H28）→ 276 人（R4） 

 MFICU 病床数     6 床（H29）→ 6 床（R4） 

 NICU 病床数     30 床（H29）→ 27 床（R4） 
 
⑤ 介護従事者の確保 

 
 介護職員数は、令和2年度までに平成28年度から1,000人以上増加したものの、令和7

年度までの需給改善に向けては、引き続き介護人材確保の事業に取り組む必要があ

る。 
 

２．見解 

【医療分】 

 訪問診療や退院支援を実施する診療所・病院数や、ナースセンター事業再就業者数は、

現時点では目標に達していない。今後は更に対策を進め、引き続き、目標達成に向け

た取組を推進していく。 

 

【介護分】 

 小規模多機能型居宅介護事業所の整備により、支援体制の向上が図れた。 
 

 介護職員の参入促進、資質の向上、魅力ある職場環境の整備を３つの柱として、介護

職員の確保対策を進めている。今後も引き続き、介護職員の確保に資する事業を積極

的に展開していく。 
 

３．改善の方向性 

【医療分】 

 引き続き在宅医療の充実や医師確保、看護職員の資質向上や離職防止対策を推進し、

就業の継続や再就職の支援を行っていく。 

 

【介護分】 

 令和 7 年度の需給改善に向けて、今後も引き続き、介護職員の確保・定着を進めて

いく。 

 

４．目標の継続状況 

  ☑ 令和5年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

  □ 令和5年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

 

 

■中北区域 
 
１．目標 

中北区域は、甲府市を中心とする峡中地域に医療資源が集中し、他区域から多くの患
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者が流入する一方で、北部の峡北地域は医療資源が乏しく、区域内の格差が著しい。 
  区域全体では、全県的な課題である在宅医療提供体制の確保が課題であるほか、峡中

地域以外の他区域からの患者流入等による医療機能不足の解消、峡北地域の医療資源確

保等が課題となっている。 
平成 30 年度計画においては、県全体の課題に加え、このような課題の解決に取り組む

ことにより、医療計画や介護保険事業支援計画に掲げている目標の達成を目指すものと

する。 
なお、計画に基づき実施する事業ごとの目標については、「３．計画に基づき実施する

事業（１）事業の内容等」に記載する。 
 
① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

 
【定量的な目標値】  

 令和 7年に必要となる医療機能ごとの病床数 

・急性期機能   1,962 床（H26）→ 1,353 床（R7） 

・回復期機能     263 床（H26）→ 1,227 床（R7） 

・慢性期機能   1,486 床（H26）→ 1,161 床（R7）  
※ 病床機能報告は、各医療機関が自主的に判断して報告した数であることなど、病床数の比較にあ

たっては一定の留意が必要 
※ 高度急性期機能は、区域内での完結を求めるものではないため、県全体のみ目標値を設定 

 
② 居宅等における医療の提供に関する目標 

 
【定量的な目標値】  

 訪問診療を実施する診療所・病院数  77 箇所（H27）→ 86 箇所（R2） 

 退院支援を実施する診療所・病院数  12 箇所（H27）→ 13 箇所（R2） 

 在宅療養後方支援病院及び在宅療養支援病院の数 

        3 病院（H28）→   4 病院（R2） 

 在宅看取りを実施している病院・診療所数 27 箇所（H27）→ 30 箇所（R2） 

 24 時間体制をとっている訪問看護ステーション数 

       22 箇所（H27）→ 25 箇所（R2） 

 在宅療養支援歯科診療所    26 箇所（H28）→  29 箇所（R2） 

 訪問薬剤管理指導を実施する事業所数  52 箇所（H27）→  58 箇所（R2） 
 
 
③ 介護施設等の整備に関する目標 

地域包括ケアシステムの構築に向けて、第７期介護保険事業支援計画等（平成３０年

度～令和２年度）において予定している地域密着型サービス施設等の整備を行う。 
 

【定量的な目標値】  
 地域密着型介護老人福祉施設  734 床  →  821 床 

 認知症高齢者グループホーム  677 床  →  713 床 
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 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 5 カ所 → 9 カ所 

 小規模多機能型居宅介護事業所 14 カ所 → 15 カ所 
 看護小規模多機能型居宅介護事業所 3 カ所 → 5 カ所 

 
２．計画期間 
  

  平成 30 年 4 月 1 日～令和 6年 3月 31 日 

 
 
□中北区域（達成状況） 
 
１．目標の達成状況 

① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標  
 令和 7年に必要となる医療機能ごとの病床数 

・急性期機能   1,962 床（H26）→ 1,753 床（R4） 

・回復期機能     263 床（H26）→    777 床（R4） 

・慢性期機能   1,486 床（H26）→ 1,312 床（R4）  
※ 病床機能報告は、各医療機関が自主的に判断して報告した数であることなど、病床数の比較にあ

たっては一定の留意が必要 
※ 高度急性期機能は、区域内での完結を求めるものではないため、県全体のみ目標値を設定 

 
② 居宅等における医療の提供に関する目標  

 訪問診療を実施する診療所・病院数  77 箇所（H27）→ 59 箇所以上（R2） 

 退院支援を実施する診療所・病院数  12 箇所（H27）→  7 箇所以上（R2） 

 在宅療養後方支援病院及び在宅療養支援病院の数 

        3 病院（H28）→  5 病院（R4） 

 在宅看取りを実施している病院・診療所数 27 箇所（H27）→ 24 箇所以上（R2） 

 24 時間体制をとっている訪問看護ステーション数 

       22 箇所（H27）→ 27 箇所（R3） 

 在宅療養支援歯科診療所    26 箇所（H28）→  25 箇所（R4） 

 訪問薬剤管理指導を実施する事業所数  52 箇所（H27）→ 105 箇所（R2） 

 
 
③ 介護施設等の整備 

 地域密着型介護老人福祉施設  734 床  →  734 床 

 認知症高齢者グループホーム  677 床  →  677 床 

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 5 カ所 → 5 カ所 

 小規模多機能型居宅介護事業所 14 カ所 → 14 カ所 

 看護小規模多機能型居宅介護事業所 3 カ所 → 3 カ所 

 
２．見解 

【医療分】 
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 訪問診療や退院支援を実施する診療所・病院数は、現時点では目標に達していない。 

今後は更に対策を進め、引き続き、目標達成に向けた取組を推進していく。 

 

【介護分】 

 県全体と同じ 

 

３．改善の方向性 

【医療分】 

  病床の機能転換については、引き続き医療機関に対し補助金の周知等を行い、地域 
医療構想の達成に向けた取り組みを推進していく。 

また、引き続き在宅医療の充実を図るための事業を推進していく。 

 

【介護分】 

 県全体と同じ 

 

４．目標の継続状況 

  ☑  令和5年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

  □ 令和5年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

 
 
 
■峡東区域 
 
１．目標 

峡東区域は、人口当たりで県平均を上回る病院数・病床数を有するが、リハビリテー

ションを提供する病院が多く、急性期医療を中心に中北区域（峡中地域）への流出患者

が多い一方で、リハビリテーション目的の患者の流入が多い区域である。 
区域全体では、今後の高齢者の増加を見据え、在宅医療を担う医師の確保、連携体制

の構築など在宅医療提供体制の確保・充実等が課題となっている。 
平成 30 年度計画においては、県全体の課題に加え、このような課題の解決に取り組む

ことにより、医療計画や介護保険事業支援計画に掲げている目標の達成を目指すものと

する。 
なお、計画に基づき実施する事業ごとの目標については、「３．計画に基づき実施する

事業（１）事業の内容等」に記載する。 
 
① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標  
【定量的な目標値】 

 
 令和 7年に必要となる医療機能ごとの病床数 

・急性期機能   776 床（H26）→ 279 床（R7） 

・回復期機能   639 床（H26）→ 978 床（R7） 

・慢性期機能   587 床（H26）→ 419 床（R7）  
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※ 病床機能報告は、各医療機関が自主的に判断して報告した数であることなど、病床数の比較にあ

たっては一定の留意が必要 
※ 高度急性期機能は、区域内での完結を求めるものではないため、県全体のみ目標値を設定 

 
② 居宅等における医療の提供に関する目標 

 
【定量的な目標値】  

 訪問診療を実施する診療所・病院数  28 箇所（H27）→ 30 箇所（R2） 

 退院支援を実施する診療所・病院数   3 箇所（H27）→  4 箇所（R2） 

 在宅療養後方支援病院及び在宅療養支援病院の数 

        2 病院（H28）→   2 病院（R2） 

 在宅看取りを実施している病院・診療所数 11 箇所（H27）→ 12 箇所（R2） 

 24 時間体制をとっている訪問看護ステーション数 

        7 箇所（H27）→  7 箇所（R2） 

 在宅療養支援歯科診療所     9 箇所（H28）→  10 箇所（R2） 

 訪問薬剤管理指導を実施する事業所数  17 箇所（H27）→  18 箇所（R2） 
 
③ 介護施設等の整備に関する目標 

地域包括ケアシステムの構築に向けて、第７期介護保険事業支援計画等（平成 30 

年度～令和 2年度）において予定している地域密着型サービス施設等の整備を行う。 
 

【定量的な目標値】  
 地域密着型介護老人福祉施設   339 床 →368 床 

 認知症高齢者グループホーム   195 床 →231 床 

 小規模多機能型居宅介護事業所  6 カ所 →7カ所 

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 1 カ所 → 3 カ所 

 看護小規模多機能型居宅介護事業所 0 カ所 → 1 カ所 

 
２．計画期間 
  

  平成 30 年 4 月 1 日～令和 6年 3月 31 日 

 
 
□峡東区域（達成状況） 
 
１．目標の達成状況 

① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標  
 令和 7年に必要となる医療機能ごとの病床数 

・急性期機能   776 床（H26）→ 503 床（R4） 

・回復期機能   639 床（H26）→ 876 床（R4） 

・慢性期機能   587 床（H26）→ 363 床（R4） 

※ 病床機能報告は、各医療機関が自主的に判断して報告した数であることなど、病床数の比較にあ

たっては一定の留意が必要 
※ 高度急性期機能は、区域内での完結を求めるものではないため、県全体のみ目標値を設定 
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② 居宅等における医療の提供に関する目標  

 訪問診療を実施する診療所・病院数  28 箇所（H27）→ 25 箇所以上（R2） 

 退院支援を実施する診療所・病院数   3 箇所（H27）→  3 箇所以上（R2） 

 在宅療養後方支援病院及び在宅療養支援病院の数 

        2 病院（H28）→   5 病院（R4） 

 在宅看取りを実施している病院・診療所数 11 箇所（H27）→ 3 箇所以上（R2） 

 24 時間体制をとっている訪問看護ステーション数 

        7 箇所（H27）→  9 箇所（R3） 

 在宅療養支援歯科診療所     9 箇所（H28）→  11 箇所（R4） 

 訪問薬剤管理指導を実施する事業所数  17 箇所（H27）→  21 箇所（R2） 
 
③ 介護施設等の整備 

 
 地域密着型介護老人福祉施設   339 床 →339 床 

 認知症高齢者グループホーム   195 床 →195 床 

 小規模多機能型居宅介護事業所  6 カ所 →6カ所 

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 1 カ所 → 1 カ所 

 看護小規模多機能型居宅介護事業所 0 カ所 → 0 カ所 

  
 
２．見解 

【医療分】 

 退院支援を実施する診療所・病院数は、現時点では目標に達していない。 

 今後は更に対策を進め、引き続き、目標達成に向けた取組を推進していく。 

【介護分】 

 県全体と同じ 

 

３．改善の方向性 

【医療分】 

 病床の機能転換については、引き続き医療機関に対し補助金の周知等を行い、地域医

療構想の達成に向けた取り組みを推進していく。 
  引き続き在宅医療の充実を図るための事業を推進していく。 

【介護分】 

 県全体と同じ 

 

４．目標の継続状況 

  ☑ 令和5年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

  □ 令和5年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 
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■峡南区域 
 
１．目標 

峡南区域は、県下で最も高齢化・過疎化が進展しており、在宅医療に対する需要が高

い地域である。一方、医療提供体制は特に脆弱であり、医療従事者の著しい偏在の解消、

在宅医療提供体制の確保等が課題となっている。 
平成 30 年度計画においては、県全体の課題に加え、このような課題の解決に取り組む

ことにより、医療計画や介護保険事業支援計画に掲げている目標の達成を目指すものと

する。 
なお、計画に基づき実施する事業ごとの目標については、「３．計画に基づき実施する

事業（１）事業の内容等」に記載する。 
 
① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

 
【定量的な目標値】  

 令和 7年に必要となる医療機能ごとの病床数 

・急性期機能   310 床（H26）→ 78 床（R7） 

・回復期機能    26 床（H26）→ 102 床（R7） 

・慢性期機能   124 床（H26）→ 83 床（R7）  
※ 病床機能報告は、各医療機関が自主的に判断して報告した数であることなど、病床数の比較にあ

たっては一定の留意が必要 
※ 高度急性期機能は、区域内での完結を求めるものではないため、県全体のみ目標値を設定     

 
② 居宅等における医療の提供に関する目標 

 
【定量的な目標値】 

 
 訪問診療を実施する診療所・病院数  9 箇所（H27）→ 10 箇所（R2） 

 退院支援を実施する診療所・病院数  2 箇所（H27）→  2 箇所（R2） 

 在宅療養後方支援病院及び在宅療養支援病院の数 

       2 病院（H28）→  2 病院（R2） 

 在宅看取りを実施している病院・診療所数 3 箇所（H27）→ 4 箇所（R2） 

 24 時間体制をとっている訪問看護ステーション数 

       6 箇所（H27）→ 7 箇所（R2） 

 在宅療養支援歯科診療所    2 箇所（H28）→  3 箇所（R2） 

 訪問薬剤管理指導を実施する事業所数  3 箇所（H27）→  4 箇所（R2） 
 
③ 介護施設等の整備に関する目標 

地域包括ケアシステムの構築に向けて、第７期介護保険事業支援計画等（平成 30 

年度～令和 2年度）において予定している地域密着型サービス施設等の整備を行う。 
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【定量的な目標値】 
 

 地域密着型介護老人福祉施設  114 床  → 143 床 

 小規模多機能型居宅介護事業所  1 カ所 →2カ所 
 
２．計画期間 
  

  平成 30 年 4 月 1 日～令和 6年 3月 31 日 
 
 

□峡南区域（達成状況） 
 
１．目標の達成状況 

① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標  
 令和 7年に必要となる医療機能ごとの病床数 

・急性期機能   310 床（H26）→ 251 床（R4） 

・回復期機能    26 床（H26）→  35 床（R4） 

・慢性期機能   124 床（H26）→ 136 床（R4）  
※ 病床機能報告は、各医療機関が自主的に判断して報告した数であることなど、病床数の比較にあ

たっては一定の留意が必要 
※ 高度急性期機能は、区域内での完結を求めるものではないため、県全体のみ目標値を設定  

 
② 居宅等における医療の提供に関する目標 

 
 訪問診療を実施する診療所・病院数  9 箇所（H27）→ 12 箇所以上（R2） 

 退院支援を実施する診療所・病院数  2 箇所（H27）→   0 箇所以上（R2） 

 在宅療養後方支援病院及び在宅療養支援病院の数 

       2 病院（H28）→  2 病院（R4） 

 在宅看取りを実施している病院・診療所数 3 箇所（H27）→ 0 箇所以上（R2） 

 24 時間体制をとっている訪問看護ステーション数 

       6 箇所（H27）→ 6 箇所（R3） 

 在宅療養支援歯科診療所    2 箇所（H28）→  3 箇所（R4） 

 訪問薬剤管理指導を実施する事業所数  3 箇所（H27）→  4 箇所（R2） 

 
③ 介護施設等の整備 

 
 地域密着型介護老人福祉施設  114 床  → 114 床 

 小規模多機能型居宅介護事業所  1 カ所 →2カ所 
 
２．見解 

【医療分】 

 訪問診療や在宅看取りを実施している病院・診療所数や、24 時間体制をとっている訪

問看護ステーション数は、現時点では目標に達していない。 

 今後は更に対策を進め、引き続き、目標達成に向けた取組を推進していく。 
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【介護分】 

 県全体と同じ 

 

３．改善の方向性 

【医療分】 

  病床の機能転換については、引き続き医療機関に対し補助金の周知等を行い、地域 

医療構想の達成に向けた取り組みを推進していく。 

また、引き続き在宅医療の充実を図るための事業を推進していく。 

 

【介護分】 

 県全体と同じ 

 

４．目標の継続状況 

  ☑ 令和5年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

  □ 令和5年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

 
 
■富士・東部区域 
 
１．目標 

富士･東部区域は、大規模な病院が集積する中北区域に比べ医療資源の面で大きな格差

が生じていると同時に、中北区域とは御坂山系等で分断され、自動車で 1～2 時間程度離

れているという地理的条件があり、他の区域よりも区域内で医療を完結する必要性が高

いことから、医療従事者の著しい偏在の解消、在宅医療提供体制の確保等が課題となっ

ている。 
平成 30 年度計画においては、県全体の課題に加え、このような課題の解決に取り組む

ことにより、医療計画や介護保険事業支援計画に掲げている目標の達成を目指すものと

する。 
なお、計画に基づき実施する事業ごとの目標については、「３．計画に基づき実施する

事業（１）事業の内容等」に記載する。 
 

① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 
 

【定量的な目標値】  
 令和 7年に必要となる医療機能ごとの病床数 

・急性期機能   866 床（H26）→ 318 床（R7） 

・回復期機能    0 床（H26）→  259 床（R7） 

・慢性期機能   151 床（H26）→ 117 床（R7）  
※ 病床機能報告は、各医療機関が自主的に判断して報告した数であることなど、病床数の比較にあ

たっては一定の留意が必要 
※ 高度急性期機能は、区域内での完結を求めるものではないため、県全体のみ目標値を設定 
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② 居宅等における医療の提供に関する目標 

 
【定量的な目標値】  

 訪問診療を実施する診療所・病院数  26 箇所（H27）→ 28 箇所（R2） 

 退院支援を実施する診療所・病院数   3 箇所（H27）→  4 箇所（R2） 

 在宅療養後方支援病院及び在宅療養支援病院の数 

        0 病院（H28）→   1 病院（R2） 

 在宅看取りを実施している病院・診療所数  9 箇所（H27）→ 10 箇所（R2） 

 24 時間体制をとっている訪問看護ステーション数 

        5 箇所（H27）→  6 箇所（R2） 

 在宅療養支援歯科診療所     8 箇所（H28）→  9 箇所（R2） 

 訪問薬剤管理指導を実施する事業所数  11 箇所（H27）→ 12 箇所（R2） 

 
③ 介護施設等の整備に関する目標 

地域包括ケアシステムの構築に向けて、第７期介護保険事業支援計画等（平成 30 

年度～令和 2年度）において予定している地域密着型サービス施設等の整備を行う。 
 

【定量的な目標値】  
 地域密着型介護老人福祉施設      329 床 → 387 床 

 小規模多機能型居宅介護事業所    7 カ所 →  9 カ所 

 看護小規模多機能型居宅介護事業所  0 カ所 →  1 カ所 

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 2 カ所 → 4 カ所 

 
 

２．計画期間 
  

  平成 30 年 4 月 1 日～令和 6年 3月 31 日 

 
 
□富士・東部区域（達成状況） 
 
１．目標の達成状況 

① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標  
 令和 7年に必要となる医療機能ごとの病床数 

・急性期機能   866 床（H26）→ 611 床（R4） 

・回復期機能    0 床（H26）→  179 床（R4） 

・慢性期機能   151 床（H26）→  81 床（R4） 

※ 病床機能報告は、各医療機関が自主的に判断して報告した数であることなど、病床数の比較にあ

たっては一定の留意が必要 
※ 高度急性期機能は、区域内での完結を求めるものではないため、県全体のみ目標値を設定 

 
② 居宅等における医療の提供に関する目標  
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 訪問診療を実施する診療所・病院数  26 箇所（H27）→ 18 箇所以上（R2） 

 退院支援を実施する診療所・病院数   3 箇所（H27）→  0 箇所以上（R2） 

 在宅療養後方支援病院及び在宅療養支援病院の数 

        0 病院（H28）→  0 病院（R4） 

 在宅看取りを実施している病院・診療所数  9 箇所（H27）→ 6 箇所以上（R2） 

 24 時間体制をとっている訪問看護ステーション数 

        5 箇所（H27）→  7 箇所（R3） 

 在宅療養支援歯科診療所     8 箇所（H28）→   6 箇所（R4） 

 訪問薬剤管理指導を実施する事業所数  11 箇所（H27）→  25 箇所（R2） 
 
③ 介護施設等の整備 

 
 地域密着型介護老人福祉施設      329 床 → 329 床 

 小規模多機能型居宅介護事業所    7 カ所 →  7 カ所 

 看護小規模多機能型居宅介護事業所  0 カ所 →  0 カ所 

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 2 カ所 → 2 カ所 
 
２．見解 

【医療分】 

 訪問診療や在宅看取りを実施している病院・診療所数や、在宅療養後方支援病院及び在

宅療養支援病院数は、現時点では目標に達していない。 

 今後は更に対策を進め、引き続き、目標達成に向けた取組を推進していく。 

  

【介護分】 

 県全体と同じ 

 

３．改善の方向性 

【医療分】 

  病床の機能転換については、引き続き医療機関に対し補助金の周知等を行い、地域

医療構想の達成に向けた取り組みを推進していく。 
 引き続き在宅医療の充実を図るための事業を推進していく。 

 

【介護分】 

 県全体と同じ 

 

４．目標の継続状況 

  ☑ 令和5年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

  □ 令和5年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 
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３．事業の実施状況 【医療分】 
 

事業の区分 １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備

の整備に関する事業 

事業名 【No.1（医療分）】 
地域医療構想推進事業 

【総事業費】 

982,598 千円 

事業の対象となる区域 県全体 

事業の実施主体 医療機関、山梨県 

事業の期間 平成 30年 10 月 1 日～令和 6年 3月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

患者の状態に応じた適切な医療を将来にわたって持続的に受け

られるようにするため、不足する回復期機能への転換を促す必要

がある。 

アウトカム指標： 

30 年度基金を活用して整備を行う不足する回復期機能の病床数 

182 床/年 

事業の内容（当初計画） 地域医療構想を達成するため、 

・医療機関等が行う回復期への転換に係る施設整備の費用 

・医療機関が行う事業縮小の際に要する経費 

に対して助成する。また、地域医療構想調整会議で活用する医療

提供体制のあり方に係る調査・分析等を行う。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

施設整備を行う医療機関  ４箇所 

アウトプット指標（達成

値） 

施設整備を行う医療機関  ３箇所 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

県全域の回復期病床数 1,881 床（R3）→1,867 床（R4）） 

（１）事業の有効性 

 病床全体の削減が進む一方、医療機能分化・連携のための

設備整備については、既に完了している医療機関や、コロナ

禍で先送りにする医療機関が多いことから、目標値には達し

ていないものの、本事業の実施により、地域医療構想の実現

に向けて、不足する回復期機能の充実･強化や、地域医療連携

体制を構築するための取組が着実に推進されている。 

（２）事業の効率性 

 各医療機関に対して定期的に意向調査を実施するととも

に、回復期リハ病棟や地域包括ケア病棟の施設基準取得など

一定の助成要件を付すことによって、回復期への転換等を促

し、効率的に事業を実施している。 

その他   
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事業の区分 １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備

の整備に関する事業 
事業名 【No.4（医療分）】 

周術期等口腔機能管理推進事業 
【総事業費】 

2,058 千円 
事業の対象となる区域 県全体 

事業の実施主体 山梨県（山梨県歯科医師会委託） 

事業の期間 平成 30 年 10 月 1 日～令和 5 年 3 月 31 日 
□継続 ／ □☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

多くの疾患において、周術期の口腔機能管理を行うことにより合併

症リスクの低下など患者の身体的負担が軽減され、早期退院、更に

は医療費削減などの効果があることが明らかになっているが、本県

では病院での口腔機能管理に対応する歯科診療所が少なく、また病

院側の受入体制も十分ではないことから、切れ目なく口腔機能管理

を提供するための医科歯科連携の強化と実施のための体制整備を行

う必要がある。 

アウトカム指標： 

医科歯科連携により周術期口腔管理を行う歯科診療所の数 

 0 施設(H29、がん連携登録歯科医以外)  →150 施設(R4) 

事業の内容（当初計画） 病院での周術期等口腔機能管理が可能な歯科医を周術期等口腔

機能管理連携医として登録し、知識向上のための研修を実施する

とともに、県内の病院に対して医科歯科連携の必要性について周

知を図ることにより、今後、歯科のない病院においても歯科医師

や歯科衛生士と連携し、入院時から在宅まで、患者の状態に応じ

た口腔機能管理の実施が可能となる体制づくりを目指す。 
アウトプット指標（当初

の目標値） 

冊子・リーフレット作成   各 1500 部 

研修会の実施  ２回（１回、150 人） 

訪問病院数  60 箇所/2 年 
アウトプット指標（達成

値） 

冊子改訂版配布 

研修会の実施 1 回（114 人） 

訪問病院数  5 箇所 
事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

医科歯科連携により周術期口腔管理を行う歯科診療所の数 

 0 施設(H29、がん連携登録歯科医以外)  → 14 施設(R4) 

    〔参考：R1～R4 合計 → 219 施設〕 

（１）事業の有効性 
周術期口腔機能管理により術後合併症のリスク軽減、在院日数の短

縮、医療費削減などの効果が見込まれる。 
（２）事業の効率性 
県内の病院に医科歯科連携の必要性を周知してから周術期口腔機能

管理の開始となるため、一定の時間を要する。 
その他 令和４年度も引き続き新型コロナウイルス感染症の対応により
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医療機関で事業説明の機会を得ることが困難であった。今後も病

院への説明、及び医科歯科連携による周術期口腔管理対応可能な

歯科診療所及び医療機関を把握し、切れ目のない口腔機能管理を

提供できる体制を構築する必要がある。 

今後、本県で実施している医科・歯科連携推進検討会において本

事業推進のための検討を行うとともに、研修会受講者に向け登録

案内の実施、及び病院へは個別に事業説明に伺い医科歯科連携の

状況を把握しながら協力を求め、登録歯科医療機関を増やし体制

整備の強化を行う予定。 
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事業の区分 １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備

の整備に関する事業 

事業名 【No.5（医療分）】 
医療機能分化・連携推進地域移行支援事業 

【総事業費】 

60,370 千円 

事業の対象となる区域 県全体 

事業の実施主体 山梨県（山梨県看護協会委託）、地域活動拠点事業者 

事業の期間 平成 30年 4 月 1日～令和 5 年 3月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

地域医療構想上必要となる慢性期機能病床の見直しを進めるた

めには、病院や介護関係者、訪問看護間での調整や連携を行うた

めの体制整備が必要である。 

アウトカム指標：  

地域医療構想上見直しが必要な県全域の慢性期機能の病床を平

成 37 年度までに 568 床減少 

事業の内容（当初計画） 病院関係者やケアマネジャー、訪問看護師等多職種間のネットワ

ークの拠点となるセンターの設置に対して支援する。また、セン

ターと連携し、実際に各地域で活動を行う地域活動拠点の機能強

化等に支援することにより、慢性期病床の入院患者の在宅移行を

促進する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

支援センターにおける、県民、病院等医療機関、ケアマネジャー

等支援関係者からの退院支援等相談対応 
          114 件（H28 年度）→120 件（H30 年度） 

アウトプット指標（達成

値） 

支援センターにおける、県民、病院等医療機関、ケアマネジャー

等支援関係者からの退院支援等相談対応 

                       58 件（H30 年度）→256 件（R4年度） 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：  

地域医療構想上見直しが必要な県全域の慢性期機能の病床

の減少 2,348 床（H26）→ 1,892 床（R4） 

（１）事業の有効性：相談件数の増加に伴い、在宅療養へ

移行する事例の増加が期待でき、慢性期機能病棟の見直し

を進めるにあたり、病院や介護関係者、訪問看護師間での

調整や連携を行うための体制整備につながった。  

（２）事業の効率性：訪問看護の拠点となる「訪問看護支

援センター」に委託することで効率的に事業が執行された。 
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事業の区分 １．医療機能の分化・連携に関する事業 

事業名 【No.6（医療分）】 
医療機能多職種連携促進事業 

【総事業費】 

22,121 千円 

事業の対象となる区域 県全体 

事業の実施主体 山梨県（山梨県看護協会委託） 

事業の期間 平成 30 年 4 月 1 日～令和 6年 3月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

病床の機能分化・連携を推進するためには、医療に関して幅広い

知識を有し、多職種間の調整を図れる看護師の養成・確保及び質

の向上を図ることが必要である。 

アウトカム指標：地域医療構想上見直しが必要な県全域の慢性期

機能の病床を平成 37 年度までに 568 床減少 

事業の内容（当初計画） 医療や介護等関係職種の調整役を担う看護師を養成するととも

に病院等での活躍の場の拡大や周知を図り、多職種間の連携を強

化する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

調整役を担う看護師養成人数 年間 10 人×年 

アウトプット指標（達成

値） 

調整役を担う看護師養成人数 R4：60 人  

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

慢性期機能の病床数 2,348 床（H26）→ 1,892 床（R4） 

トータル・サポート・マネジャー（R4：60 人） 

（１）事業の有効性 

チーム医療に関わる多職種の調整役を養成し、患者の症状等に

応じたきめ細やかな医療サービスを提供できる体制を整備した

ことにより、病床の機能分化・連携の推進に効果があった。 

（２）事業の効率性 

チーム医療の調整役であるトータル・サポート・マネジャーの

活動により、医療分野の多職種間の連携が円滑に図られるように

なった。 

その他  
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事業の区分 １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備

の整備に関する事業 

事業名 【No.7（医療分）】 
地域医療連携推進総合拠点事業 

【総事業費】 

17,331 千円 

事業の対象となる区域 県全体 

事業の実施主体 山梨県医師会 

事業の期間 平成 30年 10 月 1 日～令和 5年 3月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

高齢化の進展を見据え、地域完結型医療の構築のため、今後一層

の医療・介護の連携強化が求められている。 

アウトカム指標：  

地域医療構想上見直しが必要な県全域の慢性期機能の病床を平

成 37 年度までに 568 床減少 

事業の内容（当初計画） 県医師会館内に設置される総合拠点において、以下の事業を行

う。 

①医療機関で共有される ICT ネットワークの情報のうち、処方デ

ータや検診データ等を患者が個人のスマートフォンに蓄積し、他

の医療機関の受診や在宅医療での情報共有を容易にする取り組

みを支援することにより、切れ目のない医療提供体制の構築に繋

げる。 

②病院関係者やかかりつけ医、ケアマネージャー等多職種からの

相談に対応できる総合相談窓口を設置するとともに、相談員とな

る介護支援専門員に医療を始めとする多職種連携への知識を深

める研修を実施することにより、医療・介護連携を推進する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

①システムを活用した施設数 5箇所/年 

②研修の実施 3 回/年 

アウトプット指標（達成

値） 

①システムを活用した施設数 1箇所/年 

②令和 4年度に研修会（3日）、地域連携室訪問、同行訪問を実

施し、12名の介護支援専門員が受講 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

慢性期機能の病床数 2,348 床（H26）→ 1,892 床（R4） 

（１）事業の有効性 

病床機能報告における慢性期病床数においては目標であった

1,935 床（R4）を上回った。個人が処方や訪問看護等のデータを

スマートフォンに蓄積し、医師等に提示する取組の普及、介護支

援専門員に対する医療分野の研修の実施により、医療介護連携が

推進された。 
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（２）事業の効率性 

 医療・介護連携における役割が期待される県医師会が設置する

総合拠点の取組を支援することにより、事業が効率的に実施され

た。 

県医師会を起点に普及促進を図ることとしたため、1カ所とな

った。今後は県医師会で管理するため、基金事業としても終了と

なる。引き続き県医師会を通じて設置を促進していく。 

その他   
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【No.8（医療分）】 
在宅医療推進協議会設置事業 

【総事業費】 

 5,691 千円 

事業の対象となる区域 県全体、中北、峡東、峡南、富士･東部 

事業の実施主体 山梨県医師会、地区医師会（10 地域） 

事業の期間 平成 30年 4 月 1日～令和 5年 3月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護

ニーズ 

高齢化の進展を見据え、在宅医療需要の高まりに対応するために

は、訪問診療実施医療機関の増加等在宅医療提供体制の強化が必

要である。 

アウトカム指標： 

・訪問診療を実施する病院・診療所数  140（H27）→154（R2） 

・在宅看取りを実施している病院・診療所数 

        50 施設(H27) → 56 施設(R2) 

事業の内容（当初計画） 県医師会及び地区医師会における在宅医療に取り組む医師及び多職

種からなる協議会の設置、地域及び全県における在宅医療の課題の検

討、研修会等の開催に対し支援を行う。 

アウトプット指標（当

初の目標値） 

全県及び 10 地域で在宅医療推進協議会を開催 

           協議会開催数 6（H29）→ 11（R2） 

アウトプット指標（達

成値） 

全県及び 10 地域で在宅医療推進協議会を開催 

           協議会開催数 6（H29）→ 5（R4） 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

・訪問診療を実施する病院・診療所数   

140 施設（H27）→112 施設（R3） 

・在宅看取りを実施している病院・診療所数 

         50 施設（H27）→ 34 施設（R3） 

※R4 以降の数値は未公表のため現時点で不明。 

（１）事業の有効性 

 新型コロナウイルス感染症により一部の活動が中止されるなど

事業への影響が生じたが、在宅医療推進協議会を設置し、課題の

検討や研修会を通じて在宅医療の拡大を図っている。引き続き、

全県の在宅医療の課題解決に向け継続して取り組みを進める。 

（２）事業の効率性 

 在宅医療において中心的役割が期待される医師会が主体的に在

宅医療推進に向けた取り組みを進めることにより、在宅医療提供

体制の効率的な推進が図られた。 

その他  
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【No.14（医療分）】 
在宅歯科医療普及啓発事業 

【総事業費】 

1,865 千円 

事業の対象となる区域 県全体 

事業の実施主体 山梨県歯科医師会 

事業の期間 令和元年 10 月 1 日～令和 5年 3月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

本県では、訪問歯科診療を実施する施設数は増加傾向にあるもの

の、訪問歯科診療の実施件数は全国平均を下回る状況となってお

り、県民への周知が課題となっている。 

アウトカム指標： 
訪問歯科診療を受けた患者数（レセプト件数）の増加 

              24,724 件（H28）→30,000 件（R4） 

事業の内容（当初計画） 
在宅歯科医療の理解を促し、高齢期に必要な歯科医療が提供される

よう、住民への普及啓発に支援する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

出前講座の実施（H32：5回、H33：5 回） 

一般住民向けパンフレットの作成（H31：10,000 部） 

アウトプット指標（達成

値） 

出前講座の実施（R3：3回、R4:2 回） 

在宅歯科医療普及のための寸劇 DVD の作成（R4:650 枚） 

一般住民向けパンフレットの作成（H31：10,000 部） 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

 訪問歯科診療を受けた患者数（レセプト件数）の増加 

              24,724 件（H28）→25,228 件（R3） 

※R4 以降の数値は未公表のため現時点で不明。 

（１）事業の有効性 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い出前講座の回数

が減るなど事業への影響が生じたが、DVD を作成したことにより

直接講座を開かなくても在宅歯科医療に対する住民の理解を深

め潜在的なニーズを掘り起こすことが可能になり、在宅における

歯科診療や口腔ケアの適切な受診が促進された。 

（２）事業の効率性 

 在宅歯科医療に最も精通している山梨県歯科医師会の取り組

みを助成することにより、効率的に事業が執行された。 

その他  
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３．事業の実施状況【介護分】 

 

事業の区分 ３．介護施設等の整備に関する事業  

事業名 【NO.1】 

山梨県介護施設等整備事業 

【総事業費】 

39,200 千円 

事業の対象となる区域 県南部、県富士・東部区域 

事業の実施主体 社会福祉法人等 

事業の期間 平成 30 年 4 月 1 日～令和 6年 3月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

高齢者が住み慣れた地域において、安心して生活を継続で

きる体制の構築を図る 

アウトカム指標：平成 32 年度末における施設・居住系サー

ビスの入所定員総数 9,813 人 

事業の内容（当初計画）  

①地域密着型サービス施設等の整備に対する助成を行う 

整備予定施設等 

 小規模多機能型居宅介護事業所          1 カ所 

 

 ②介護施設等の開設・設置に必要な準備経費に対して支援を行う。 

整備予定施設等 

 小規模多機能型居宅介護事業所          1 カ所 
 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

地域包括ケアシステムの構築に向けて、地域密着型サー

ビス施設等の整備を支援することにより、地域の実情に応

じた介護サービス提供体制の整備を促進する。（健康長寿やま

なしプラン：平成 30 年度～平成 32 年度） 

・地域密着型特別養護老人ホーム 1,516 床(54 カ所) → 1,719 床

(61 カ所) 

・認知症高齢者グループホーム   1,067 床(73 カ所) → 1,139 床

(77 カ所) 

・小規模多機能型居宅介護事業所    28 カ所 → 33 カ所 

・看護小規模多機能型居宅介護事業所 3 カ所 → 7 カ所 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 8カ所 →  16 カ所 

アウトプット指標（達成

値） 

○地域密着型特別養護老人ホーム     ：  1,391 床 → 1,516 床 

○認知症高齢者グループホーム         ：  1,040 床 → 1,067

床 

○小規模多機能型居宅介護事業所       ：  26 カ所 →  28 カ所 
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○看護小規模多機能型居宅介護事業所   ：   3 カ所 →   3 カ所 

○定期巡回･随時対応型訪問介護看護事業所 :  8 カ所→    8 カ所 

事業の有効性・効率性 平成 32 年度末における施設・居住系サービスの入所定員総

数 9,813 人 

（１）事業の有効性 

小規模多機能型居宅介護事業所：1カ所に対して支援し、地

域密着型サービスの提供体制を推進した。 

（２）事業の効率性 

県公共事業に準じた手続きにより適正に施設整備が行われ

た。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.２】 

介護人材確保・定着対策魅力発信事業

（介護アンバサダー設置等） 

【総事業費】 

1,685 千円 

事業の対象となる区域 山梨県全域 

事業の実施主体 山梨県 

事業の期間 平成 30 年 4 月 1 日～令和 4年 3月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

団塊の世代が後期高齢者となり介護サービス需要が増大す

る２０２５年を見据え、介護人材の確保・定着を図る。 

アウトカム指標：山梨県内で必要とされる介護人材の確保・

定着 

事業の内容（当初計画） 介護保険施設等に勤務する現職の介護職員から選考された

介護アンバサダー（大使）が、学校訪問やイベント等を通じ、

啓発資材も活用する中、広く県民に介護の魅力ややりがいを

伝え、介護人材の確保・定着を促進する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

・新入介護職員合同入職式への参加 

・学校訪問 

・県主催イベント等への参加 

アウトプット指標（達成

値） 

【H30 年度】 

・新入介護職員合同入職式・研修会への参加（３回） 

・学校訪問（５回） 

・県主催イベント等への参加（３回） 

【R元年度】 

・新入介護職員合同入職式・研修会への参加（４回） 

・学校訪問（１回） 

・県主催イベント等への参加（２回） 

【R2 年度】 

・新入介護職員合同入職式の開催（新型コロナウイルスの影

響により開催中止） 

・新入介護職員研修会の実施（１回、４０人） 

・２年目介護職員研修会の実施（１回、３１人） 

・３年目介護職員研修会の実施（１回、３０人） 

・学校訪問（１回、３３人） 

・介護労働講習（１回、１４人） 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：山梨県内で必要とさ

れる介護人材の確保・定着 

○観察できなかった →理由：山梨県内の介護保険施設等に
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おける就職・離職状況を確認する体制が整備されていないた

め、人材確保・定着についての具体的数値を算出することが

できない。 

代替指標：研修会の参加者数が合同入職式参加者数と同数以

上とする（新入介護職員の定着）ことを目標としていたが、

合同入職式が新型コロナウイルスの影響により開催中止と

なったため、指標確認ができなかった。 

（１）事業の有効性 

合同入職式、研修会において介護現場での悩みや問題を共

有することにより、同期入職者同士の連帯感の醸成と施設間

の連携強化が図られた。 

（２）事業の効率性 

 県内の介護保険施設等に精通している公益財団法人介護

労働安定センター山梨支部に事業を委託することにより、効

率的な事業周知と事業実施が図られた。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.３】 

介護人材確保・定着対策魅力発信事業

（合同入職式等開催） 

【総事業費】 

1,190 千円 

事業の対象となる区域 山梨県全域 

事業の実施主体 山梨県（委託先：公益財団法人介護労働安定センター山梨

支部） 

事業の期間 平成 30 年 4 月 1 日～令和 4年 3月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

団塊の世代が後期高齢者となり介護サービス需要が増大す

る２０２５年を見据え、介護人材の確保・定着を図る。 

アウトカム指標：山梨県内で必要とされる介護人材の確

保・定着 

事業の内容（当初計画） 新規に入職した介護職員を対象として合同入職式、研修会

等を実施することにより、介護人材の確保・定着を促進す

る。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

・新入介護職員合同入職式の開催（１回） 

・報告会・研修会の実施（２回） 

アウトプット指標（達成

値） 

・新入介護職員合同入職式の開催（１回、参加者４４人） 

・研修会の実施（２回、参加者５０人、４４人） 

【R元年度】 

・新入介護職員合同入職式の開催（１回、参加者６４人） 

・研修会の実施（２回、参加者５３人、４８人） 

・入職２年目職員研修会の実施（１回、４４人） 

【R2 年度】 

・新入介護職員合同入職式の開催（新型コロナウイルスの

影響により開催中止） 

・新入介護職員研修会の実施（１回、４０人） 

・２年目介護職員研修会の実施（１回、３１人） 

・３年目介護職員研修会の実施（１回、３０人） 

・学校訪問（１回、３３人） 

・介護労働講習（１回、１４人） 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：山梨県内で必要と

される介護人材の確保・定着 

○観察できなかった →理由：山梨県内の介護保険施設等

における就職・離職状況を確認する体制が整備されていな

いため、人材確保・定着についての具体的数値を算出する

ことができない。 



- 30 - 

 

代替指標：研修会の参加者数が合同入職式参加者数と同数

以上とする（新入介護職員の定着）ことを目標としていた

が、合同入職式が新型コロナウイルスの影響により開催中

止となったため、指標確認ができなかった。 

（１）事業の有効性 

合同入職式、研修会において介護現場での悩みや問題を

共有することにより、同期入職者同士の連帯感の醸成と施

設間の連携強化が図られた。 

（２）事業の効率性 

県内の介護保険施設等に精通している公益財団法人介護

労働安定センター山梨支部に事業を委託することにより、

効率的な事業周知と事業実施が図られた。 

その他  

 

 

 



 
 

別 紙 

 
 

 

 

 

平成 29 年度山梨県計画に関する 

事後評価 

 
 

 

 

 

令和５年１１月 
 

山 梨 県 
  



 
 

目 次 
 

１．事後評価のプロセス 

 (1) 「事後評価の方法」の実行の有無 ・・・・・・・・・・     １ 

 (2) 審議会等で指摘された主な内容   ・・・・・・・・・・     １ 

 

２．目標の達成状況  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・     ２ 

 

３．事業の実施状況 

    【介護分】   
［事業区分３］介護施設等の整備に関する事業・・・・・・・ １８ 

［事業区分５］介護従事者の確保に関する事業・・・・・・・ ２０ 

 



   

- 1 - 

 

１．事後評価のプロセス 

 

（１）「事後評価の方法」の実行の有無 

 
 
☑ 行った 

（実施状況） 
   ・平成３０年５月２９日 山梨県医療審議会において意見聴取 
   ・平成３０年７月３１日 山梨県老人福祉施設協議会と意見交換 
   ・令和 元年７月 ２日 山梨県医療審議会において意見聴取 
   ・令和 元年８月２８日 山梨県地域包括ケア推進協議会において意見聴取 

・令和 ２年７月２７日 山梨県地域包括ケア推進協議会において意見聴取 
・令和 ４年３月１６日 山梨県地域包括ケア推進協議会において意見聴取 
・令和 ４年５月２５日 山梨県医療審議会において意見聴取 
・令和 ５年３月２２日 山梨県地域包括ケア推進協議会において意見聴取 
・令和 ５年８月 ２日 山梨県地域包括ケア推進協議会において意見聴取 

 
 □ 行わなかった 
   （行わなかった場合、その理由） 
 

 

  ※ 事後評価の実施にあたって、都道府県計画に記載した「事後評価の方法」に記載した事項につい

て、記載どおりの手続きを行ったかどうかを記載。 

 

 

（２）審議会等で指摘された主な内容 

 

特になし 
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２．目標の達成状況 

 
■山梨県全体（目標と計画期間） 
 
１．目標 

地域の医療ニーズに対応し、患者が病状に応じて適切な医療を将来にわたり持続的に

受けられるよう病床の機能分化・連携を進めるほか、地域包括ケアシステム構築に向けた

在宅医療や介護施設等の提供体制の充実、これらを支える医療従事者や介護従事者の確

保・養成を進めることにより、医療計画 ※１ や介護保険事業支援計画 ※２ に掲げている目

標の達成を目指すものとする。 
なお、計画に基づき実施する事業ごとの目標については、「３．計画に基づき実施する

事業（１）事業の内容等」に記載する。 
 

※１「山梨県地域保健医療計画」（平成 25 年度～平成 29 年度） 
  （医療計画の一部である「山梨県地域医療構想」を含む）  
※２「健康長寿やまなしプラン」（平成 27 年度～平成 29 年度） 

 
① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標  

地域医療構想を踏まえ、不足する回復期機能への病床転換等を促進するための取組を

実施し、病床の機能分化･連携を推進する。 
 

【定量的な目標値】  
 令和 7年に必要となる医療機能ごとの病床数 

・高度急性期機能 1,178 床（H26）→   535 床（R7） 

・急性期機能   3,914 床（H26）→ 2,028 床（R7） 

・回復期機能     928 床（H26）→ 2,566 床（R7） 

・慢性期機能   2,348 床（H26）→ 1,780 床（R7）  
※ 病床機能報告は、各医療機関が自主的に判断して報告した数であることなど、病床数の比較にあ

たっては一定の留意が必要 
 

 かかりつけ医の定着率  58.7％（H24）→ 65％（H29） 

 
② 居宅等における医療の提供に関する目標  
  高齢化の進展に伴う在宅医療の需要増加に対応するため、在宅医療を担う人材の育成

等に取り組み、在宅医療を総合的に推進する。 
 

【定量的な目標値】  
 訪問診療を受けた患者数（6カ月） 

  13,008 人（H22）→ 14,311 人（H29） 
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 往診を受けた患者数（6カ月） 

   3,429 人（H22）→ 3,773 人（H29） 

 在宅看取りを実施している病院、診療所数の合計数 

     25 施設（H20）→ 30 施設（H29） 
 

 在宅療養支援歯科診療所数 

     34 施設（H25）→ 39 施設（H29） 

 24 時間体制をとっている訪問看護ステーションの従業者数 

    183 人（H21）→ 203 人（H29） 
 
③ 介護施設等の整備に関する目標  

地域包括ケアシステムの構築に向けて、第 6期介護保険事業支援計画等（平成２７年度

～２９年度）において予定している地域密着型サービス施設等の整備を行う。 
 

【定量的な目標値】   
 地域密着型介護老人福祉施設         1,137 床   →  1,623 床  

 認知症高齢者グループホーム           959 床   →  1,076 床  

 小規模多機能型居宅介護事業所      24 カ所 → 30 カ所  

 看護小規模多機能型居宅介護事業所       3 カ所  →   5 カ所  

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 5 カ所 → 13 カ所  
 
④ 医療従事者の確保に関する目標  
医師や看護師の偏在解消のための取組を中心に、医療従事者の確保を推進する。 
 

【定量的な目標値】  
 医師数 1,887 人（H22）→ 2,130 人（H29） 

 就業看護職員数（常勤換算後） 8,804.7 人（H22）→ 9,634.2 人（H29） 

 養成所等卒業生県内就業率 69.9％（H22）→ 80.9％（H29） 

 ナースセンター事業再就業者数 566 人（H22）→ 575 人（H29） 

 病院看護職員離職率 8.7％（H22）→ 8％（H29） 

 MFICU 病床数（診療報酬対象） 6 床（H24）→ 6 床（H29） 

 NICU 病床数（診療報酬対象） 27 床（H24）→ 27 床（H29） 
 
⑤ 介護従事者の確保に関する目標  

県内の労働市場の動向も踏まえ、特に中高校生及びその父兄、教員に対する介護のイメ

ージアップ及び潜在的有資格者の掘り起こしによる中高年齢者層の参入促進にターゲッ

トを絞った対策を進める。さらに、介護職場の処遇改善のためモデル給与規程を作成し普

及を進めるとともに、労働環境の改善のため介護ロボットの導入支援などを行い、介護職

員の定着を進める。  
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【定量的な目標値】   
  令和 7年度の都道府県で必要となる介護人材の需給状況、介護人材等の確保に向けた

取組  上記対象事業の実施等により平成 30 年までに 327 人の供給改善を図る。 
 
２．計画期間 
  

  平成 29 年 4 月 1 日～令和 6年 3月 31 日 

 
 
□山梨県全体（達成状況） 
 
１．目標の達成状況 

① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標   
 令和 7年に必要となる医療機能ごとの病床数 

・高度急性期機能 1,178 床（H26）→  750 床（R4） 

・急性期機能   3,914 床（H26）→ 3,118 床（R4） 

・回復期機能     928 床（H26）→ 1,867 床（R4） 

・慢性期機能   2,348 床（H26）→ 1,892 床（R4）  
※ 病床機能報告は、各医療機関が自主的に判断して報告した数であることなど、病床数の比較にあ

たっては一定の留意が必要 
 

 かかりつけ医の定着率 58.7％（H24）→ 67.4％（R5） 

 
② 居宅等における医療の提供に関する目標  

 訪問診療を受けた患者数（6カ月） 

  13,008 人（H22）→ 19,334.5 人（R2） 

 往診を受けた患者数（6カ月） 

   3,429 人（H22）→ 4,157 人（R2） 
 

 在宅看取りを実施している病院、診療所数の合計数 

     25 施設（H20）→ 33 施設以上（R2） 

 在宅療養支援歯科診療所数 

     34 施設（H25）→ 45 施設（R4） 

 24 時間体制をとっている訪問看護ステーションの従業者数 

    183 人（H21）→ 714 人（R3） 
 
③ 介護施設等の整備 

 地域密着型介護老人福祉施設         1,137 床   →  1,516 床  

 認知症高齢者グループホーム           959 床   →  1,067 床  

 小規模多機能型居宅介護事業所      24 カ所 → 28 カ所  
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 看護小規模多機能型居宅介護事業所       3 カ所  →   3 カ所  

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 5 カ所 →  8 カ所  

 介護療養型医療施設の介護老人保健施設等への転換整備 1 カ所 

 令和２年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止対策（消毒液等一括購入、簡易陰圧

装置）を行った。 
 
④ 医療従事者の確保に関する目標   

 医師数 1,887 人（H22）→ 2,101 人（R2） 

 就業看護職員数（常勤換算後） 8,804.7 人（H22）→ 10,350.1 人（R4.12） 

 養成所等卒業生県内就業率 69.9％（H22）→ 75.2％（R5.3） 

 ナースセンター事業再就業者数 566 人（H22）→ 276 人（R4） 

 病院看護職員離職率 8.7％（H22）→7.1％（R4） 

 MFICU 病床数（診療報酬対象） 6 床（H24）→ 6 床（R4） 

 NICU 病床数（診療報酬対象） 27 床（H24）→ 27 床（R4） 
 
⑤ 介護従事者の確保 

 
 介護職員数は増加しているが、需給改善には至っていないため、令和7年度の介護職

員数の需供改善に向けて引き続き上記事業により介護職員の確保を図る必要があ

る。 
 

２．見解 

【医療分】 

 ナースセンター事業再就業者数は目標が達成できなかったが、平成28年度から集計

方法を変更した影響で数値が減少している（短期の就業について延べ人数でカウン

トしていたものを実人数に修正した）。 

 その他の事業については全般的に概ね計画どおりに事業が進行しており、在宅療 
養支援体制の整備や、医師や看護師の確保等において、一定の成果を得ている。 

 
【介護分】 

  地域密着型介護老人福祉施設4カ所の整備により、入所申込み者数の減少に繋がっ

た。また認知症高齢者グループホーム2カ所の整備により、認知症高齢者への支援体

制の向上が図れた。 
 

  介護職員の参入促進、資質の向上、魅力ある職場環境の整備を３つの柱として、

介護職員の確保対策を進めている。今後も引き続き、介護職員の確保に資する事業

を積極的に展開していく。 
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３．改善の方向性 

【医療分】 

 引き続き在宅医療の充実や医師確保、看護職員の資質向上や離職防止対策を推進

し、就業の継続や再就職の支援を行っていく。 
 

【介護分】 

 介護職員の需給改善に向けて、引き続き介護職員の確保のための事業に取り組む。 

 

４．目標の継続状況 

  ☑ 令和5年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

  □ 令和5年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

 

 

■中北区域（目標と計画期間） 
 
１．目標 

中北区域は、甲府市を中心とする峡中地域に医療資源が集中し、他区域から多くの患者

が流入する一方で、北部の峡北地域は医療資源が乏しく、区域内の格差が著しい。 
  区域全体では、全県的な課題である在宅医療提供体制の確保が課題であるほか、峡中

地域以外の他区域からの患者流入等による医療機能不足の解消、峡北地域の医療資源確

保等が課題となっている。 
平成 29 年度計画においては、県全体の課題に加え、このような課題の解決に取り組む

ことにより、医療計画や介護保険事業支援計画に掲げている目標の達成を目指すものと

する。 
なお、計画に基づき実施する事業ごとの目標については、「３．計画に基づき実施する

事業（１）事業の内容等」に記載する。 
 
① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

 
【定量的な目標値】  

 令和 7年に必要となる医療機能ごとの病床数 

・急性期機能   1,962 床（H26）→ 1,353 床（R7） 

・回復期機能     263 床（H26）→ 1,227 床（R7） 

・慢性期機能   1,486 床（H26）→ 1,161 床（R7）  
※ 病床機能報告は、各医療機関が自主的に判断して報告した数であることなど、病床数の比較にあ

たっては一定の留意が必要 
※ 高度急性期機能は、区域内での完結を求めるものではないため、県全体のみ目標値を設定 

 
② 居宅等における医療の提供に関する目標 

 
【定量的な目標値】 
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 訪問診療を受けた患者数（6カ月） 

  7,464 人（H22）→ 8,211 人（H29） 

 往診を受けた患者数（6カ月） 

  1,900 人（H22）→ 2,029 人（H29） 

 在宅看取りを実施している病院、診療所数の合計数 

    13 施設（H22）→ 15 施設（H29） 

 在宅療養支援歯科診療所数 

    14 施設（H25）→ 16 施設（H29） 

 24 時間体制をとっている訪問看護ステーションの従業者数 

    96 人（H21）→  106 人（H29）    
③ 介護施設等の整備に関する目標 

地域包括ケアシステムの構築に向けて、第６期介護保険事業支援計画等において 
予定している地域密着型サービス施設等の整備を行う。 
 

【定量的な目標値】  
 地域密着型介護老人福祉施設  531 床  →  734 床 

 認知症高齢者グループホーム  605 床  →  686 床 

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 3 カ所 → 5 カ所 
 
２．計画期間 
  

  平成 29 年 4 月 1 日～令和 6年 3月 31 日 

 
 
□中北区域（達成状況） 
 
１．目標の達成状況 

① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標  
 令和 7年に必要となる医療機能ごとの病床数 

・急性期機能   1,962 床（H26）→ 1,753 床（R4） 

・回復期機能     263 床（H26）→     777 床（R4） 

・慢性期機能   1,486 床（H26）→ 1,312 床（R4）  
※ 病床機能報告は、各医療機関が自主的に判断して報告した数であることなど、病床数の比較にあ

たっては一定の留意が必要 
※ 高度急性期機能は、区域内での完結を求めるものではないため、県全体のみ目標値を設定 

 
② 居宅等における医療の提供に関する目標  

 訪問診療を受けた患者数（6カ月） 

  7,464 人（H22）→ 10,645.0 人（R2） 
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 往診を受けた患者数（6カ月） 

  1,900 人（H22）→ 2,635.5 人（R2） 

 在宅看取りを実施している病院、診療所数の合計数 

    13 施設（H20）→ 24 施設以上（R2） 

 在宅療養支援歯科診療所数 

    14 施設（H25）→ 25 施設以上（R4） 

 24 時間体制をとっている訪問看護ステーションの従業者数 

    96 人（H21）→ 434 人（R3） 
  
③ 介護施設等の整備 

 地域密着型介護老人福祉施設  531 床  →  734 床 

 認知症高齢者グループホーム  605 床  →  677 床 

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 3 カ所 → 5 カ所 

 介護療養型医療施設の介護老人保健施設等への転換整備 1 カ所 

 
２．見解 

【医療分】 

 全般的に概ね計画どおりに事業が進行しており、目標を達成できている。 
 

【介護分】 

 県全体と同じ 

 

３．改善の方向性 

【医療分】 

  病床の機能転換については、引き続き医療機関に対し補助金の周知等を行い、地域 
医療構想の達成に向けた取り組みを推進していく。 

 

【介護分】 

 県全体と同じ 

 

４．目標の継続状況 

  ☑ 令和5年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

  □ 令和5年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 
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■峡東区域（目標と計画期間） 
 
１．目標 

峡東区域は、人口当たりで県平均を上回る病院数・病床数を有するが、リハビリテーシ

ョンを提供する病院が多く、急性期医療を中心に中北区域（峡中地域）への流出患者が多

い一方で、リハビリテーション目的の患者の流入が多い区域である。 
区域全体では、今後の高齢者の増加を見据え、在宅医療を担う医師の確保、連携体制の

構築など在宅医療提供体制の確保・充実等が課題となっている。 
平成 29 年度計画においては、県全体の課題に加え、このような課題の解決に取り組む

ことにより、医療計画や介護保険事業支援計画に掲げている目標の達成を目指すものと

する。 
なお、計画に基づき実施する事業ごとの目標については、「３．計画に基づき実施する

事業（１）事業の内容等」に記載する。 
 
① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標  
【定量的な目標値】 

 
 令和 7年に必要となる医療機能ごとの病床数 

・急性期機能   776 床（H26）→ 279 床（R7） 

・回復期機能   639 床（H26）→ 978 床（R7） 

・慢性期機能   587 床（H26）→ 419 床（R7）  
※ 病床機能報告は、各医療機関が自主的に判断して報告した数であることなど、病床数の比較にあ

たっては一定の留意が必要 
※ 高度急性期機能は、区域内での完結を求めるものではないため、県全体のみ目標値を設定  

 
② 居宅等における医療の提供に関する目標 

 
【定量的な目標値】  

 訪問診療を受けた患者数（6カ月） 

  2,977 人（H22）→ 3,275 人（H29） 

 往診を受けた患者数（6カ月） 

   527 人（H22）→ 580 人（H29） 

 在宅看取りを実施している病院、診療所数の合計数 

    4 施設（H20）→ 5 施設（H29） 

 在宅療養支援歯科診療所数 

    10 施設（H25）→ 11 施設（H29） 

 24 時間体制をとっている訪問看護ステーションの従業者数 

    36 人（H21）→ 40 人（H29） 
 
③ 介護施設等の整備に関する目標 
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地域包括ケアシステムの構築に向けて、第６期介護保険事業支援計画等において 
予定している地域密着型サービス施設等の整備を行う。 
 

【定量的な目標値】  
 地域密着型介護老人福祉施設   252 床 → 339 床 

 認知症高齢者グループホーム   177 床 → 195 床 

 小規模多機能型居宅介護事業所  3 カ所 → 6 カ所 
 
２．計画期間 
  

  平成 29 年 4 月 1 日～令和 6年 3月 31 日 

 
 
□峡東区域（達成状況） 
 
１．目標の達成状況 

①  地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標  
 令和 7年に必要となる医療機能ごとの病床数 

・急性期機能   776 床（H26）→ 503 床（R4） 

・回復期機能   639 床（H26）→ 876 床（R4） 

・慢性期機能   587 床（H26）→ 363 床（R4） 
 
※ 病床機能報告は、各医療機関が自主的に判断して報告した数であることなど、病床数の比較にあ
たっては一定の留意が必要 

※ 高度急性期機能は、区域内での完結を求めるものではないため、県全体のみ目標値を設定  
 
② 居宅等における医療の提供に関する目標  

 訪問診療を受けた患者数（6カ月） 

  2,977 人（H22）→ 4,815.4 人（R2） 

 往診を受けた患者数（6カ月） 

   527 人（H22）→ 550.0 人（R2） 

 在宅看取りを実施している病院、診療所数の合計数 

    4 施設（H20）→ 3 施設以上（R2） 

 在宅療養支援歯科診療所数 

    10 施設（H25）→ 11 施設（R4） 

 24 時間体制をとっている訪問看護ステーションの従業者数 

    36 人（H21）→ 120 人（R3） 
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③ 介護施設等の整備 
 

 地域密着型介護老人福祉施設   252 床 → 339 床 

 認知症高齢者グループホーム   177 床 → 195 床 

 小規模多機能型居宅介護事業所  3 カ所 → 6 カ所 
 
２．見解 

【医療分】 

 全般的に概ね計画どおりに事業が進行しており、目標を達成できている。 
 

【介護分】 

 県全体と同じ 

 

３．改善の方向性 

【医療分】 

  病床の機能転換については、引き続き医療機関に対し補助金の周知等を行い、地域 
医療構想の達成に向けた取り組みを推進していく。 
  往診を受けた患者数の目標値は達成できなかったものの、訪問診療を受けた患者数 
は増加しており、引き続き在宅医療の充実を図るための事業を実施し、患者のニーズ

に対応できる医療提供体制の確保を図る。 
 

【介護分】 

 県全体と同じ 

 

４．目標の継続状況 

  ☑ 令和5年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

  □ 令和5年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

 
 
■峡南区域（目標と計画期間） 
 
１．目標 

峡南区域は、県下で最も高齢化・過疎化が進展しており、在宅医療に対する需要が高い

地域である。一方、医療提供体制は特に脆弱であり、医療従事者の著しい偏在の解消、在

宅医療提供体制の確保等が課題となっている。 
平成 29 年度計画においては、県全体の課題に加え、このような課題の解決に取り組む

ことにより、医療計画や介護保険事業支援計画に掲げている目標の達成を目指すものと

する。 
なお、計画に基づき実施する事業ごとの目標については、「３．計画に基づき実施する

事業（１）事業の内容等」に記載する。 
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① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

 
【定量的な目標値】  

 令和 7年に必要となる医療機能ごとの病床数 

・急性期機能   310 床（H26）→ 78 床（R7） 

・回復期機能    26 床（H26）→ 102 床（R7） 

・慢性期機能   124 床（H26）→ 83 床（R7）  
※ 病床機能報告は、各医療機関が自主的に判断して報告した数であることなど、病床数の比較にあ

たっては一定の留意が必要 
※ 高度急性期機能は、区域内での完結を求めるものではないため、県全体のみ目標値を設定   

 
② 居宅等における医療の提供に関する目標 

 
【定量的な目標値】 

 
 訪問診療を受けた患者数（6カ月） 

   716 人（H22）→ 788 人（H29） 

 往診を受けた患者数（6カ月） 

   349 人（H22）→ 384 人（H29） 

 在宅看取りを実施している病院、診療所数の合計数 

    0 施設（H20）→ 1 施設（H29） 

 在宅療養支援歯科診療所数 

    2 施設（H25）→ 3 施設（H29） 

 24 時間体制をとっている訪問看護ステーションの従業者数 

    27 人（H21）→ 30 人（H29） 

 

③ 介護施設等の整備に関する目標 

地域包括ケアシステムの構築に向けて、第６期介護保険事業支援計画等において 
予定している地域密着型サービス施設等の整備を行う。 
 

【定量的な目標値】 
 

 地域密着型介護老人福祉施設  83 床  → 143 床 

 
 
２．計画期間 
  

  平成 29 年 4 月 1 日～令和 6年 3月 31 日 
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□峡南区域（達成状況） 
 
１．目標の達成状況 

① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標  
 令和 7年に必要となる医療機能ごとの病床数 

・急性期機能   310 床（H26）→ 251 床（R4） 

・回復期機能    26 床（H26）→  35 床（R4） 

・慢性期機能   124 床（H26）→ 136 床（R4）  
※ 病床機能報告は、各医療機関が自主的に判断して報告した数であることなど、病床数の比較にあ

たっては一定の留意が必要 
※ 高度急性期機能は、区域内での完結を求めるものではないため、県全体のみ目標値を設定   

 
② 居宅等における医療の提供に関する目標 

 
 訪問診療を受けた患者数（6カ月） 

   716 人（H22）→ 1,046.0 人（R2） 

 往診を受けた患者数（6カ月） 

   349 人（H22）→ 242.5 人（R2） 

 在宅看取りを実施している病院、診療所数の合計数 

    0 施設（H20）→ 0 施設以上（R2） 

 在宅療養支援歯科診療所数 

    2 施設（H25）→ 3 施設（R4） 

 24 時間体制をとっている訪問看護ステーションの従業者数 

    27 人（H21）→ 59 人（R3） 
 
③ 介護施設等の整備 

 
 地域密着型介護老人福祉施設  83 床  → 114 床 

 
２．見解 

【医療分】 

 全般的に概ね計画どおりに事業が進行しており、目標を達成できている。 
 

【介護分】 

 県全体と同じ 

 

３．改善の方向性 

【医療分】 

  病床の機能転換については、引き続き医療機関に対し補助金の周知等を行い、地域 
医療構想の達成に向けた取り組みを推進していく。 
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  往診を受けた患者数の目標値は達成できなかったものの、訪問診療を受けた患者数 
は増加しており、引き続き在宅医療の充実を図るための事業を実施し、患者のニーズ 
に対応できる医療提供体制の確保を図る。 

 

【介護分】 

 県全体と同じ 

 

４．目標の継続状況 

  ☑ 令和5年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

  □ 令和5年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

 
 
■富士・東部区域（目標と計画期間） 
 
１．目標 

富士･東部区域は、大規模な病院が集積する中北区域に比べ医療資源の面で大きな格差

が生じていると同時に、中北区域とは御坂山系等で分断され、自動車で 1～2 時間程度離

れているという地理的条件があり、他の区域よりも区域内で医療を完結する必要性が高

いことから、医療従事者の著しい偏在の解消、在宅医療提供体制の確保等が課題となって

いる。 
平成 29 年度計画においては、県全体の課題に加え、このような課題の解決に取り組む

ことにより、医療計画や介護保険事業支援計画に掲げている目標の達成を目指すものと

する。 
なお、計画に基づき実施する事業ごとの目標については、「３．計画に基づき実施する

事業（１）事業の内容等」に記載する。 
 

① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 
 

【定量的な目標値】  
 令和 7年に必要となる医療機能ごとの病床数 

・急性期機能   866 床（H26）→ 318 床（R7） 

・回復期機能    0 床（H26）→  259 床（R7） 

・慢性期機能   151 床（H26）→ 117 床（R7）  
※ 病床機能報告は、各医療機関が自主的に判断して報告した数であることなど、病床数の比較にあ

たっては一定の留意が必要 
※ 高度急性期機能は、区域内での完結を求めるものではないため、県全体のみ目標値を設定 

 
② 居宅等における医療の提供に関する目標 
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【定量的な目標値】  
 訪問診療を受けた患者数（6カ月） 

  1,851 人（H22）→ 2,037 人（H29） 

 往診を受けた患者数（6カ月） 

   653 人（H20）→ 719 人（H29） 

 在宅看取りを実施している病院、診療所数の合計数 

    8 施設（H20）→ 9 施設（H29） 

 在宅療養支援歯科診療所数 

    8 施設（H25）→ 9 施設（H29） 

 24 時間体制をとっている訪問看護ステーションの従業者数 

    24 人（H21）→ 27 人（H29） 
 
③ 介護施設等の整備に関する目標 

地域包括ケアシステムの構築に向けて、第６期介護保険事業支援計画等において 

予定している地域密着型サービス施設等の整備を行う。 
 

【定量的な目標値】  
 地域密着型介護老人福祉施設      271 床 → 407 床 

 認知症高齢者グループホーム     117 床 → 135 床 

 小規模多機能型居宅介護事業所    5 カ所 →  8 カ所 

 看護小規模多機能型居宅介護事業所  0 カ所 →  2 カ所 

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 1 カ所 → 3 カ所 
  

２．計画期間 
  

  平成 29 年 4 月 1 日～令和 6年 3月 31 日 

 
 

□富士・東部区域（達成状況） 
 
１．目標の達成状況 

① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標  
 令和 7年に必要となる医療機能ごとの病床数 

・急性期機能   866 床（H26）→ 611 床（R4） 

・回復期機能    0 床（H26）→  179 床（R4） 

・慢性期機能   151 床（H26）→  81 床（R4）  
※ 病床機能報告は、各医療機関が自主的に判断して報告した数であることなど、病床数の比較にあ

たっては一定の留意が必要 
※ 高度急性期機能は、区域内での完結を求めるものではないため、県全体のみ目標値を設定 
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② 居宅等における医療の提供に関する目標  

 訪問診療を受けた患者数（6カ月） 

  1,851 人（H22）→ 2,829.0 人（R2） 

 往診を受けた患者数（6カ月） 

   653 人（H20）→ 729.0 人（R2） 

 在宅看取りを実施している病院、診療所数の合計数 

    8 施設（H20）→ 6 施設以上（R2） 

 在宅療養支援歯科診療所数 

    8 施設（H25）→ 6 施設（R4） 

 24 時間体制をとっている訪問看護ステーションの従業者数 

    24 人（H21）→ 101 人（R3） 
 
③ 介護施設等の整備 

 
 地域密着型介護老人福祉施設      271 床 → 329 床 

 認知症高齢者グループホーム     117 床 → 135 床 

 小規模多機能型居宅介護事業所    5 カ所 →  7 カ所 

 看護小規模多機能型居宅介護事業所  0 カ所 →  0 カ所 

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 1 カ所 → 2 カ所 

 
２．見解 

【医療分】 

 病床の機能転換については、引き続き医療機関に対し補助金の周知等を行い、地域 

医療構想の達成に向けた取り組みを推進していく。 
 引き続き在宅医療の充実を図るための事業を実施し、患者のニーズに対応できる医

療提供体制の確保を図る。 
 

【介護分】 

 県全体と同じ 

 

３．改善の方向性 

【医療分】 

  往診を受けた患者数の目標値は達成できなかったものの、訪問診療を受けた患者数 
は増加しており、引き続き在宅医療の充実を図るための事業を実施し、患者のニーズ 
に対応できる医療提供体制の確保を図る。 

 

【介護分】 

 県全体と同じ 



   

- 17 - 

 

 

  

 

４．目標の継続状況 

  ☑ 令和5年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

  □ 令和5年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 
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３．事業の実施状況【介護分】 

 

事業の区分 ３．介護施設等の整備に関する事業  
事業名 【NO.1】 

山梨県介護施設等整備事業 

【総事業費】 
1,535,862

千円 
事業の対象となる区域 県全域（中北区域、峡東区域、峡南区域、富士･東部区域） 

事業の実施主体 社会福祉法人等 

事業の期間 平成 29 年 4 月 1 日～令和 5年 3月 31 日 
☑継続 ／□終了 

背景にある医療・介護

ニーズ 

高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を図

る。 

アウトカム指標：平成 29 年度末における施設・居宅系サービ

スの入所定員総数 9,767 人 

事業の内容（当初計画）  
①地域密着型サービス施設等の整備に対する助成を行

う。 

整備予定施設等 

 地域密着型特別養護老人ホーム：232 床（8 カ所） 

 認知症高齢者グループホーム：9 床（1 カ所） 

小規模多機能型居宅介護事業所：4 カ所 

 看護小規模多機能型居宅介護事業所：1カ所 

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護：5 カ所 

  

②介護施設等の開設・設置に必要な準備経費に対して支 

援を行う。 

整備予定施設等 

 地域密着型特別養護老人ホーム：232 床（8 カ所） 

 認知症高齢者グループホーム：27 床（2 カ所） 

 小規模多機能型居宅介護事業所：4 カ所 

 看護小規模多機能型居宅介護事業所：1カ所 

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護：5 カ所 

 

 ③特別養護老人ホーム（多床室）のプライバシー保護改修

事業に対して支援を行う。 

特別養護老人ホーム     ：112 床（2 カ所）  
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アウトプット指標（当

初の目標値） 

地域包括ケアシステムの構築に向けて、地域密着型サービス施設

等の整備等を支援することにより、地域の実情に応じた介護サービ

ス提供体制の整備を促進する。 

(健康長寿やまなしプラン：平成 27 年度～平成 29 年度) 

○地域密着型特別養護老人ホーム       ：1,137 床 → 1,623 床 

○認知症高齢者グループホーム         ：  959 床 → 1,076 床 

○小規模多機能型居宅介護事業所       ：  24 カ所 →  30 カ所 

○看護小規模多機能型居宅介護事業所   ：   3 カ所 →   5 カ所 

○定期巡回･随時対応型訪問介護看護事業所 :   5 カ所→   13 カ所 

アウトプット指標（達

成値） 

○地域密着型特別養護老人ホーム       ：  1,391 床 → 1,516 床 

○認知症高齢者グループホーム         ：  1,040 床 → 1,067 床 

○小規模多機能型居宅介護事業所       ：  26 カ所 →  28 カ所 

○看護小規模多機能型居宅介護事業所   ：   3 カ所 →   3 カ所 

○定期巡回･随時対応型訪問介護看護事業所 :   5 カ所→   8 カ所 

新型コロナウイルス感染拡大防止対策（消毒液等一括購入、簡易陰圧

装置） 

 

【Ｒ４基盤整備】 

○小規模多機能型居宅介護事業所 １カ所 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

平成 29 年度末施設・居宅系サービスの入所定員総 9,567 人 

 
（１）事業の有効性 

地域密着型特別養護老人ホーム：125 床（5カ所）、認知症高齢

者グループホーム：27 床（2 カ所）、小規模多機能型居宅介護

事業所：2 カ所、特別養護老人ホーム（多床室）のプライバシ

ー保護改修事業に対する支援（2カ所）、介護医療院への転換

整備（開設準備のみ 1 カ所）を行い、地域密着型サービスの

提供体制を推進した。 

（２）事業の効率性 
県公共事業に準じた手続きにより適正に施設整備が行われ

た。 
その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
事業名 【NO.2（介護分）】 

主任介護支援専門員養成研修事業 

【総事業費】 
4,100 千円 

事業の対象となる区域 山梨県全域 

事業の実施主体 山梨県（委託先：一般社団法人山梨県介護支援専門員協会） 

事業の期間 平成 29 年 4 月 1 日～令和 4年 3月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

 他の介護支援専門員への指導助言を行う主任介護支援専

門員を養成するため、ケアマネジメントプロセス等介護支援

専門員業務について経験を持つ専門性の高い指導者を確保

する必要がある。 

アウトカム指標：介護支援専門員業務に精通し、専門性の高

い主任介護支援専門員の確保を図る。 

事業の内容（当初計画） 介護支援専門員に専門的な助言を行い、地域包括ケアシス

テム構築の役割を担う主任介護支援専門員の養成を行う。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

主任介護支援専門員研修 
各年度 受講者数 30 名 

実施回数 1 コース（12 日間） 
アウトプット指標（達成

値） 

主任介護支援専門員研修 
平成 29 年度 実施回数 1 コース、修了者数 28 名 
平成 30 年度 実施回数 1 コース、修了者数 51 名 
令和元年度  実施回数 ２コース、修了者数 83 名 
令和２年度  実施回数 １コース、修了者数 27 名 
令和３年度  実施回数 １コース、修了者数 33 名 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

 主任介護支援専門員研修修了者数 

 平成 28 年度末 426 名、平成 29 年度末 454 名 

 平成 30 年度末 505 名、令和元年度末  588 名  

令和 2年度末  615 名、令和 3年度末  648 名  

（１）事業の有効性 
 地域包括ケアシステムの構築に向けて、利用者の自立支援

に資するケアマネジメントなど個別支援を通じた地域づく

りを実践でき、他の介護支援専門員に対する助言や指導など

人材育成等の役割を担う主任介護支援専門員を養成するこ

とができた。 
 平成 30 年 4 月介護報酬改正により「居宅介護支援事業所
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の管理者は主任介護支援専門員」となったため受講希望者が

大幅に増加した。 
（２）事業の効率性 
 他の介護支援専門員への助言や指導の役割を果たせる主

任介護支援専門員を養成できるよう、委託先において効率的

な研修実施に努めた。 
その他  
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１．事後評価のプロセス 

 

（１）「事後評価の方法」の実行の有無 

 
 
☑ 行った 

（実施状況） 
   ・平成２９年５月２３日 山梨県医療審議会において意見聴取 

・平成２９年２月 １日 山梨県老人福祉施設協議会と意見交換 
・平成２９年２月 ６日 山梨県地域包括ケア推進協議会において意見聴取 

   ・平成２９年８月 １日 山梨県地域包括ケア推進協議会において意見聴取 
   ・平成３０年５月２９日 山梨県医療審議会において意見聴取 
   ・平成３０年７月３１日 山梨県老人福祉施設協議会と意見交換 
   ・平成３１年３月２０日 山梨県地域包括ケア推進協議会において意見聴取 

・令 和 元 年７月 ２日 山梨県医療審議会において意見聴取 
・令和 元年８月２３日 山梨県老人福祉施設協議会と意見交換 

   ・令和 元年８月２８日 山梨県地域包括ケア推進協議会において意見聴取 
・令和 ２年７月２７日 山梨県地域包括ケア推進協議会において意見聴取 
・令和 ４年３月１６日 山梨県地域包括ケア推進協議会において意見聴取 
・令和 ４年５月２５日 山梨県医療審議会において意見聴取 
・令和 ５年３月２２日 山梨県地域包括ケア推進協議会において意見聴取 
・令和 ５年５月１７日 山梨県医療審議会において意見聴取 
・令和 ５年８月 ２日 山梨県地域包括ケア推進協議会において意見聴取 

 
 □ 行わなかった 
   （行わなかった場合、その理由） 
 

 

  ※ 事後評価の実施にあたって、都道府県計画に記載した「事後評価の方法」に記載した事項につ

いて、記載どおりの手続きを行ったかどうかを記載。 

 

（２）審議会等で指摘された主な内容 

 

特になし 
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２．目標の達成状況 
 
令和４年度終了時における目標の達成状況については、次のとおりである。 

なお、計画に基づき実施した事業ごとの目標の達成状況については、「３．事業の実施

状況」に記載する。 
 

■山梨県全体（目標と計画期間） 

 
１ 目標 

地域の医療ニーズに対応し、患者が病状に応じて適切な医療を将来にわたり持続的

に受けられるよう病床の機能分化・連携を進めるほか、地域包括ケアシステム構築に

向けた在宅医療や介護施設等の提供体制の充実、これらを支える医療従事者や介護従

事者の確保・養成を進めることにより、医療計画 ※１ や介護保険事業支援計画 ※２ に

掲げている目標の達成を目指すものとする。 
なお、計画に基づき実施する事業ごとの目標については、「３．計画に基づき実施す

る事業（１）事業の内容等」に記載する。  
※１「山梨県地域保健医療計画」（平成 25 年度～平成 29 年度） 
 （医療計画の一部である「山梨県地域医療構想」を含む） 
※２「健康長寿やまなしプラン」（平成 27 年度～平成 29 年度） 

 
① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標  

地域医療構想を踏まえ、不足する回復期機能への病床転換等を促進するための取組 
を実施し、病床の機能分化･連携を推進する。 

 
【定量的な目標値】（医療計画に掲げている目標） 

 
 令和 7年に必要となる医療機能ごとの病床数の数値目標は、医療計画の一部に 

位置付けられる地域医療構想の策定を受けて設定（→ H28.5 策定） 
 
・高度急性期機能 1,178 床（H26）→   535 床（R7） 

・急性期機能   3,914 床（H26）→ 2,028 床（R7） 

・回復期機能     928 床（H26）→ 2,566 床（R7） 

・慢性期機能   2,348 床（H26）→ 1,780 床（R7）  
※ 病床機能報告は、各医療機関が自主的に判断して報告した数であることなど、病床数の比較

にあたっては一定の留意が必要  
 かかりつけ医の定着率  58.7％（H24）→ 65％（H29） 

 がんの年齢調整死亡率（75 歳未満（人口 10 万対））78.2（H22）→  69.0（H29） 
 
② 居宅等における医療の提供に関する目標  
  高齢化の進展に伴う在宅医療の需要増加に対応するため、在宅医療を担う人材の育

成に取り組み、在宅医療を総合的に推進する。 
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【定量的な目標値】（医療計画に掲げている目標） 

 
 訪問診療を受けた患者数 （6カ月） 

  13,008 人（H22）→ 14,311 人（H29） 

 往診を受けた患者数 （6カ月） 

   3,429 人（H22）→ 3,773 人（H29） 

 在宅看取りを実施している病院、診療所数の合計数 

    25 施設（H20）→ 30 施設（H29） 

 在宅療養支援歯科診療所数 

    34 施設（H25）→ 39 施設（H29） 

 24 時間体制をとっている訪問看護ステーションの従業者数 

    183 人（H21）→ 203 人（H29） 

 
③ 介護施設等の整備に関する目標  

地域包括ケアシステムの構築に向けて、第 6 期介護保険事業支援計画等において予

定している地域密着型サービス施設等の整備を行う。 
 

【定量的な目標値】  
 

 地域密着型介護老人福祉施設  1,197 床（43 カ所） → 1,391 床（50 カ所） 

 認知症高齢者グループホーム  966 床（68 カ所） → 1,038 床（72 カ所） 

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 6 カ所 → 8 カ所 

 看護小規模多機能型居宅介護事業所 79 人/月分（3カ所）→108 人/月分（4カ所） 
 
④ 医療従事者の確保に関する目標  
医師や看護師の偏在解消のための取組を中心に、医療従事者の確保を推進する。 
 

【定量的な目標値】（医療計画に掲げている目標） 
 

 医師数 1,887 人（H22）→ 2,130 人（H29） 

 就業看護職員数（常勤換算後） 8,804.7 人（H22）→ 9,634.2 人（H29） 

 養成所等卒業生県内就業率 69.9％（H22）→ 74.8％（H29） 

 ナースセンター事業再就業者数 566 人（H22）→ 575 人（H29） 

 病院看護職員離職率 8.7％（H22）→ 8％（H29） 

 MFICU 病床数（診療報酬対象） 6 床（H24）→ 6 床（H29） 

 NICU 病床数（診療報酬対象） 27 床（H24）→ 27 床（H29） 
 
⑤ 介護従事者の確保に関する目標  

県内の労働市場の動向も踏まえ、特に中高校生及びその父兄、教員に対する介護の

イメージアップ及び潜在的有資格者の掘り起こしによる中高年齢者層の参入促進にタ

ーゲットを絞った対策を進める。さらに、介護職場の処遇改善のためモデル給与規程
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を作成し普及を進めるとともに、労働環境の改善のため介護ロボットの導入支援など

を行い、介護職員の定着を進める。 
 

【定量的な目標値】  
 
 令和 7 年度の都道府県で必要となる介護人材の需給状況、介護人材等の確保に向け

た取組  上記対象事業の実施等により平成 30 年までに 327 人の供給改善を図る。 

 

２ 計画期間 
  

  平成 28 年 4 月 1 日～令和 7年 3月 31 日 

□山梨県全体（達成状況） 

 
１）目標の達成状況 

 
①  地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備 

 
 令和 7年に必要となる医療機能ごとの病床数 

・高度急性期機能 1,178 床（H26）→  750 床（R4） 

・急性期機能   3,914 床（H26）→ 3,118 床（R4） 

・回復期機能     928 床（H26）→ 1,867 床（R4） 

・慢性期機能   2,348 床（H26）→ 1,892 床（R4） 
 

 かかりつけ医の定着率 58.7％（H24）→ 67.4％（R5） 

 がんの年齢調整死亡率（75歳未満（人口10万対））78.2（H22）→  65.6（R元） 

 

② 居宅等における医療の提供 
 

 訪問診療を受けた患者数（6カ月） 

  13,008 人（H22）→ 19,334.5 人（R2） 

 往診を受けた患者数（6カ月） 

   3,429 人（H22）→ 4,157 人（R2） 

 在宅看取りを実施している病院、診療所数の合計数 

    25 施設（H20）→ 33 施設以上（R2） 

 在宅療養支援歯科診療所数 34 施設（H25.1）→ 45 施設（R4） 

 24 時間体制をとっている訪問看護ステーションの従業者数 

    183 人（H21）→ 714 人（R3） 

 
③ 介護施設等の整備 

 地域密着型介護老人福祉施設 1,197床（43カ所） → 1,391床（50カ所） 
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 認知症高齢者グループホーム 966床（68カ所）→ 1,020床（71カ所） 

※外１カ所は、基盤整備を支援（開設準備はH29計画で支援） 

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 6 カ所 → 7 カ所 

※外１カ所は、施設整備は自主財源で実施したため、開設準備に関する支援 

 上記以外で整備の目標としていた看護小規模多機能型居宅介護事業所は、事業所

からの応募がなく施設整備には至らなかった。 

  

④ 医療従事者の確保 
 

 医師数 1,887 人（H22）→ 2,101 人（R2） 

 就業看護職員数（常勤換算後） 8,804.7 人（H22）→ 10,350.1 人（R4.12） 

 養成所等卒業生県内就業率 69.9％（H22.3）→ 75.2％（R5.3） 

 ナースセンター事業再就業者数 566 人（H22）→ 276 人（R4） 

 病院看護職員離職率 8.7％（H22）→ 7.1％（R4） 

 MFICU 病床数（診療報酬対象） 6 床（H24）→ 6 床（R4） 

 NICU 病床数（診療報酬対象） 27 床（H24）→ 27 床（R4） 

 

⑤ 介護従事者の確保 
 

 介護職員数は増加しているが、需給改善には至っていないため、令和7年度の介護

職員数の需供改善に向けて引き続き上記事業により介護職員の確保を図る必要が

ある。 
 

２）見解 
 
【医療分】 

 ナースセンター事業再就業者数は目標が達成できなかったが、平成28年度から集

計方法を変更した影響で数値が減少している（短期の就業について延べ人数でカ

ウントしていたものを実人数に修正した）。 

 その他の事業については全般的に概ね計画どおりに事業が進行しており、在宅療

養支援体制の整備や、医師や看護師の確保等において、一定の成果を得ている。 
  
【介護分】 

  地域密着型介護老人福祉施設７カ所の整備により、入所申込み者数の減少に繋

がった。また認知症高齢者グループホーム４カ所の整備により、認知症高齢者へ

の支援体制の向上が図れた。 
 

  介護職員の参入促進、資質の向上、魅力ある職場環境の整備を３つの柱として、

介護職員の確保対策を進めている。今後も引き続き、介護職員の確保に資する事

業を積極的に展開していく。 
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３）改善の方向性 
 
【医療分】 

 引き続き在宅医療の充実や医師確保、看護職員の資質向上や離職防止対策を推進

し、就業の継続や再就職の支援を行っていく。 

 
【介護分】 

  介護職員の需給改善に向けて、引き続き介護職員の確保のための事業に取り組む。 

 

４）目標の継続状況 

  ☑ 令和5年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

  □ 令和5年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 
 
 

■中北区域（目標と計画期間） 

 
１．目標 

  中北区域は、甲府市を中心とする峡中地域に医療資源が集中し、他区域から多くの 

患者が流入する一方で、北部の峡北地域は医療資源が乏しく、区域内の格差が著しい。 

  区域全体では、全県的な課題である在宅医療提供体制の確保が課題であるほか、峡 

中地域以外の他区域からの患者流入等による医療機能不足の解消、峡北地域の医療資 

源確保等が課題となっている。 

  平成 28 年度計画においては、県全体の課題に加え、このような課題の解決に取り 

組むことにより、医療計画や介護保険事業支援計画に掲げている目標の達成を目指す 

ものとする。 

  なお、計画に基づき実施する事業ごとの目標については、「３．計画に基づき実施す 

る事業（１）事業の内容等」に記載する。 
 

① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備 
 

【定量的な目標値】（医療計画に掲げている目標（医療圏ごとに設定している目標値のみ記載）） 
 

 令和 7年に必要となる医療機能ごとの病床数 
 
・急性期機能   1,962 床（H26）→ 1,353 床（R7） 

・回復期機能     263 床（H26）→ 1,227 床（R7） 

・慢性期機能   1,486 床（H26）→ 1,161 床（R7）  
※ 病床機能報告は、各医療機関が自主的に判断して報告した数であることなど、病床数の比較

にあたっては一定の留意が必要 
※ 高度急性期機能は、区域内での完結を求めるものではないため、県全体のみ目標値を設定 

 
 

② 居宅等における医療の提供 
 



   

- 7 - 

 

【定量的な目標値】（医療計画に掲げている目標（医療圏ごとに設定している目標値のみ記載）） 
 

 訪問診療を受けた患者数（6カ月） 

 7,464 人（H22）→ 8,211 人（H29） 

 往診を受けた患者数（6カ月） 

 1,900 人（H22）→ 2,090 人（H29） 

 在宅看取りを実施している病院、診療所数の合計数 

 13 施設（H20）→ 15 施設（H29） 

 在宅療養支援歯科診療所数 

 14 施設（H25）→ 16 施設（H29） 

 24 時間体制をとっている訪問看護ステーションの従業者数 

 96 人（H21）→ 106 人（H29） 

 
③ 介護施設等の整備 

地域包括ケアシステムの構築に向けて、第６期介護保険事業支援計画等において 
予定している地域密着型サービス施設等の整備を行う。 
 

【定量的な目標値】 
 

 地域密着型介護老人福祉施設  531 床（19 カ所）→ 589 人（21 カ所） 

 認知症高齢者グループホーム  594 床（43 カ所）→ 648 床（46 カ所） 

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 3 カ所 → 5 カ所 
 
２．計画期間 
  

  平成 28 年 4 月 1 日～令和 7年 3月 31 日 

 
 

□中北区域（達成状況） 

 
１）目標の達成状況 

 
①  地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備 

 
 令和 7年に必要となる医療機能ごとの病床数 

・急性期機能   1,962 床（H26）→ 1,753 床（R4） 

・回復期機能     263 床（H26）→    777 床（R4） 

・慢性期機能   1,486 床（H26）→ 1,312 床（R4） 
 

② 居宅等における医療の提供 
 

 訪問診療を受けた患者数（6カ月） 

           7,464 人（H22）→ 10,645.0 人（R2） 
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 往診を受けた患者数（6カ月） 

           1,900 人（H22）→2,635.5 人（R2） 

 在宅看取りを実施している病院、診療所数の合計数 

  13 施設（H20）→ 24 施設以上（R2） 

 在宅療養支援歯科診療所数 14 施設（H25.1）→ 25 施設以上（R4） 

 24 時間体制をとっている訪問看護ステーションの従業者数 

 96 人（H21）→ 434 人（R3） 

 
③ 介護施設等の整備 

 地域密着型介護老人福祉施設  531 床（19 カ所）→ 618 人（22 カ所） 

 認知症高齢者グループホーム  594 床（43 カ所）→ 648 床（46 カ所） 

※外１施設は基盤整備のみ支援（開設準備は H29 計画で支援） 

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 3 カ所 → 4 カ所 

※外１カ所は施設整備を自主財源で実施したため、開設準備に関する支援  
 
２）見解 

【医療分】 

 全般的に概ね計画どおりに事業が進行しており、目標を達成できている。 
 

【介護分】 

 県全体と同じ 

 

３）改善の方向性 

【医療分】 

  病床の機能転換については、引き続き医療機関に対し補助金の周知等を行い、地 
域医療構想の達成に向けた取り組みを推進していく。 

 
【介護分】 

 県全体と同じ 

 

４）目標の継続状況 

  ☑ 令和5年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

  □ 令和5年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

 

■峡東区域（目標と計画期間） 

 
１．目標 

  峡東区域は、人口当たりで県平均を上回る病院数・病床数を有するが、リハビリテ 
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ーションを提供する病院が多く、急性期医療を中心に中北区域（峡中地域）への流出 

患者が多い一方で、リハビリテーション目的の患者の流入が多い区域である。 

  区域全体では、今後の高齢者の増加を見据え、在宅医療を担う医師の確保、連携体 

制の構築など在宅医療提供体制の確保・充実等が課題となっている。 

  平成 28 年度計画においては、県全体の課題に加え、このような課題の解決に取り 

組むことにより、医療計画や介護保険事業支援計画に掲げている目標の達成を目指す 

ものとする。 

  なお、計画に基づき実施する事業ごとの目標については、「３．計画に基づき実施す 

る事業（１）事業の内容等」に記載する。 
 

① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備 
 

【定量的な目標値】（医療計画に掲げている目標（医療圏ごとに設定している目標値のみ記載）） 
 

 令和 7年に必要となる医療機能ごとの病床数 

・急性期機能   776 床（H26）→ 279 床（R7） 

・回復期機能   639 床（H26）→ 978 床（R7） 

・慢性期機能   587 床（H26）→ 419 床（R7）  
※ 病床機能報告は、各医療機関が自主的に判断して報告した数であることなど、病床数の比較

にあたっては一定の留意が必要 
※ 高度急性期機能は、区域内での完結を求めるものではないため、県全体のみ目標値を設定 

 
② 居宅等における医療の提供 

 
【定量的な目標値】（医療計画に掲げている目標（医療圏ごとに設定している目標値のみ記載）） 

 
 訪問診療を受けた患者数（6カ月） 

  2,977 人（H22）→ 3,275 人（H29） 

 往診を受けた患者数（6カ月） 

   527 人（H22）→ 580 人（H29） 

 在宅看取りを実施している病院、診療所数の合計数 

    4 施設（H20）→ 5 施設（H29） 

 在宅療養支援歯科診療所数 

    10 施設（H25）→ 11 施設（H29） 

 24 時間体制をとっている訪問看護ステーションの従業者数 

    36 人（H21）→ 40 人（H29） 
 
③ 介護施設等の整備 

地域包括ケアシステムの構築に向けて、第６期介護保険事業支援計画等において 
予定している地域密着型サービス施設等の整備を行う。 
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【定量的な目標値】 
 

 地域密着型介護老人福祉施設  252 床（9カ所）→ 281 床（10 カ所） 

 認知症高齢者グループホーム  177 床（11 カ所）→ 195 床（12 カ所） 

 
２．計画期間 
  

  平成 28 年 4 月 1 日～令和 7年 3月 31 日 
 

□峡東区域（達成状況） 

 
１）目標の達成状況 

 
  地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備 

 
 令和 7年に必要となる医療機能ごとの病床数 

・急性期機能   776 床（H26）→ 503 床（R4） 

・回復期機能   639 床（H26）→ 876 床（R4） 

・慢性期機能   587 床（H26）→ 363 床（R4） 

② 居宅等における医療の提供 
 

 訪問診療を受けた患者数（6カ月） 

  2,977 人（H22）→ 4,815.4 人（R2） 

 往診を受けた患者数（6カ月） 

   527 人（H22）→ 550.0 人（R2） 

 在宅看取りを実施している病院、診療所数の合計数 

    4 施設（H20）→ 3 施設以上（R2） 
 

 在宅療養支援歯科診療所数 10 施設（H25.1）→ 11 施設（R4） 

 24 時間体制をとっている訪問看護ステーションの従業者数 

    36 人（H21）→ 120 人（R3） 

 
③ 介護施設等の整備 

 
 地域密着型介護老人福祉施設  252 床（9カ所）→ 301 床（10 カ所） 

※H29 は 20 床支援、外１カ所は基盤整備のみ支援 

 認知症高齢者グループホーム  177 床（11 カ所）→ 177 床（11 カ所） 
     ※１カ所設置されたが、施設整備は法人の自主財源で実施したため、開設準備のみ支援 
 
２）見解 

【医療分】 

 全般的に概ね計画どおりに事業が進行しており、目標を達成できている。 
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【介護分】 

 県全体と同じ 

 

３）改善の方向性 

【医療分】 

 病床の機能転換については、引き続き医療機関に対し補助金の周知等を行い、地 
域医療構想の達成に向けた取り組みを推進していく。 

 

【介護分】 

 県全体と同じ 

 

４）目標の継続状況 

  ☑ 令和5年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

  □ 令和5年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 
 

■峡南区域（目標と計画期間） 

 
１．目標 

  峡南区域は、県下で最も高齢化・過疎化が進展しており、在宅医療に対する需用が 

高い地域である。一方、医療提供体制は特に脆弱であり、医療従事者の著しい偏在の 

解消、在宅医療提供体制の確保等が課題となっている。 

  平成 28 年度計画においては、県全体の課題に加え、このような課題の解決に取り 

組むことにより、医療計画や介護保険事業支援計画に掲げている目標の達成を目指す 

ものとする。 

  なお、計画に基づき実施する事業ごとの目標については、「３．計画に基づき実施す 

る事業（１）事業の内容等」に記載する。 

 
① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備 

 
【定量的な目標値】（医療計画に掲げている目標（医療圏ごとに設定している目標値のみ記載）） 

 
 令和 7年に必要となる医療機能ごとの病床数 

 
・急性期機能   310 床（H26）→ 78 床（R7） 

・回復期機能    26 床（H26）→ 102 床（R7） 

・慢性期機能   124 床（H26）→ 83 床（R7）  
※ 病床機能報告は、各医療機関が自主的に判断して報告した数であることなど、病床数の比較

にあたっては一定の留意が必要 
※ 高度急性期機能は、区域内での完結を求めるものではないため、県全体のみ目標値を設定 
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② 居宅等における医療の提供 
 

【定量的な目標値】（医療計画に掲げている目標（医療圏ごとに設定している目標値のみ記載）） 
 

 訪問診療を受けた患者数（6カ月） 

   716 人（H22）→ 788 人（H29） 

 往診を受けた患者数（6カ月） 

   349 人（H22）→ 384 人（H29） 

 在宅看取りを実施している病院、診療所数の合計数 

    0 施設（H20）→ 1 施設（H29） 
 

 在宅療養支援歯科診療所数 

    2 施設（H25）→ 3 施設（H29） 

 24 時間体制をとっている訪問看護ステーションの従業者数 

    27 人（H21）→ 30 人（H29） 

 
 

③ 介護施設等の整備 

地域包括ケアシステムの構築に向けて、第６期介護保険事業支援計画等において 
予定している地域密着型サービス施設等の整備を行う。 
 

【定量的な目標値】 
 

 地域密着型介護老人福祉施設  114 床（4カ所） →  143 床（5カ所） 

 
２．計画期間 
  

  平成 28 年 4 月 1 日～令和 7年 3月 31 日 

 

□峡南区域（達成状況） 

 
１）目標の達成状況 

 
①  地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備 

 
 令和 7年に必要となる医療機能ごとの病床数 

・急性期機能   310 床（H26）→ 251 床（R4） 

・回復期機能    26 床（H26）→  35 床（R4） 

・慢性期機能   124 床（H26）→ 136 床（R4） 
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② 居宅等における医療の提供 
 

 訪問診療を受けた患者数（6カ月） 

   716 人（H22）→ 1,046.0 人（R2） 

 往診を受けた患者数（6カ月） 

   349 人（H22）→ 242.5 人（R2） 

 在宅看取りを実施している病院、診療所数の合計数 

     0 施設（H20）→ 0 施設以上（R2） 

 在宅療養支援歯科診療所数 

    2 施設（H25.1）→ 3 施設（R4） 

 24 時間体制をとっている訪問看護ステーションの従業者数 

    27 人（H21）→ 59 人（R3） 
 

③ 介護施設等の整備 
 

 地域密着型介護老人福祉施設  114 床（4カ所）→ 114 床（4カ所） 
 

２）見解 

【医療分】 

 全般的に概ね計画どおりに事業が進行しており、目標を達成できている。 
 

【介護分】 

 県全体と同じ 

 

３）改善の方向性 

【医療分】 

  病床の機能転換については、引き続き医療機関に対する補助金の周知等を行い、 
地域医療構想の達成に向けた取り組みを推進していく。 
  往診を受けた患者数の目標値は達成できなかったものの、訪問診療を受けた患者 
数は増加しており、引き続き在宅医療の充実を図るための事業を実施し、患者のニ 
ーズに対応できる医療提供体制の確保を図る。 

 

【介護分】 

 県全体と同じ 

 

４）目標の継続状況 

  ☑ 令和5年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

  □ 令和5年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 
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■富士・東部区域（目標と計画期間） 

 
１．目標 

  富士・東部区域は、大規模な病院が集積する中北区域に比べ医療資源の面で大きな 

格差が生じていると同時に、中北区域とは御坂山系等で分断され、自動車で 1～2 時 

間程度離れているという地理的条件があり、他の区域よりも区域内で医療を完結する 

必要性が高いことから、医療従事者の著しい偏在の解消、在宅医療提供体制の確保等 

が課題となっている。 

  平成 28 年度計画においては、県全体の課題に加え、このような課題の解決に取り 

組むことにより、医療計画や介護保険事業支援計画に掲げている目標の達成を目指す 

ものとする。 

  なお、計画に基づき実施する事業ごとの目標については、「３．計画に基づき実施す 

る事業（１）事業の内容等」に記載する。 
 

① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備 
   

【定量的な目標値】（医療計画に掲げている目標（医療圏ごとに設定している目標値のみ記載）） 
 

 令和 7年に必要となる医療機能ごとの病床数 
 
・急性期機能   866 床（H26）→ 318 床（R7） 

・回復期機能    0 床（H26）→  259 床（R7） 

・慢性期機能   151 床（H26）→ 117 床（R7）  
※ 病床機能報告は、各医療機関が自主的に判断して報告した数であることなど、病床数の比較

にあたっては一定の留意が必要 
※ 高度急性期機能は、区域内での完結を求めるものではないため、県全体のみ目標値を設定 

  
② 居宅等における医療の提供 

 
【定量的な目標値】（医療計画に掲げている目標（医療圏ごとに設定している目標値のみ記載）） 

 
 訪問診療を受けた患者数（6カ月） 

  1,851 人（H22）→ 2,037 人（H29） 

 往診を受けた患者数（6カ月） 

   653 人（H22）→ 719 人（H29） 

 在宅看取りを実施している病院、診療所数の合計数 

    8 施設（H20）→ 9 施設（H29） 

 在宅療養支援歯科診療所数 

    8 施設（H25）→ 9 施設（H29） 

 24 時間体制をとっている訪問看護ステーションの従業者数 

    24 人（H21）→ 27 人（H29） 
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③ 介護施設等の整備 

地域包括ケアシステムの構築に向けて、第６期介護保険事業支援計画等において 

予定している地域密着型サービス施設等の整備を行う。 
 

【定量的な目標値】 
 

 地域密着型介護老人福祉施設   300 床（11 カ所） → 378 床（14 カ所） 

 看護小規模多機能型居宅介護事業所 0 人/月分（0カ所）→ 29 人/月分（1カ所） 
 
２．計画期間 
  

  平成 28 年 4 月 1 日～令和 7年 3月 31 日 
 
 

□富士・東部区域（達成状況） 

 
１）目標の達成状況 

 
①  地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備 

 
 令和 7年に必要となる医療機能ごとの病床数 

・急性期機能   866 床（H26）→ 611 床（R4） 

・回復期機能      0 床（H26）→  179 床（R4） 

・慢性期機能   151 床（H26）→  81 床（R4） 
 

② 居宅等における医療の提供 
 

 訪問診療を受けた患者数 （6カ月） 

  1,851 人（H22）→ 2,829.0 人（R2） 

 往診を受けた患者数 （6カ月） 

   653 人（H22）→ 729.0 人（R2） 

 在宅看取りを実施している病院、診療所数の合計数 

    8 施設（H20）→ 6 施設以上（R2） 

 在宅療養支援歯科診療所数 8 施設（H25.1）→ 6 施設（R4） 

 24 時間体制をとっている訪問看護ステーションの従業者数 

    24 人（H21）→ 101 人（R3） 
 

③ 介護施設等の整備 
 

 地域密着型介護老人福祉施設   300 床（11 カ所） → 329 床（12 カ所） 

 看護小規模多機能型居宅介護事業所 0 人/月分（0カ所）→ 0 人/月分（0カ所） 
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２）見解 

【医療分】 

 全般的に概ね計画どおりに事業が進行しており、目標を達成できている。 
 

【介護分】 

 県全体と同じ 

 

３）改善の方向性 

【医療分】 

 病床の機能転換については、引き続き医療機関に対し補助金の周知等を行い、 

地域医療構想の達成に向けた取り組みを推進していく。 
 引き続き在宅医療の充実を図るための事業を実施し、患者のニーズに対応できる

医療提供体制の確保を図る。 
 

【介護分】 

 県全体と同じ 

 

４）目標の継続状況 

  ☑ 令和5年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

  □ 令和5年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 
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３．事業の実施状況 【医療分】 
 

事業の区分 １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備

の整備に関する事業 

事業名 【No.4（医療分）】 
医療機能分化・連携推進地域移行支援事業 

【総事業費】 

39,455 千円 

事業の対象となる区域 県全体 

事業の実施主体 山梨県（山梨県看護協会委託）、山梨県立大学 

事業の期間 平成 28年 4 月 1日～令和 5 年 3月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

病床の機能分化･連携の推進に向けて、入院患者の早期･円滑な在

宅復帰を促進していくためには、病院と訪問看護等の連携を強化

し、患者の状態に応じた適切な医療を身近な地域で提供する体制

を構築していくことが必要不可欠である。 

アウトカム指標：  

・地域医療構想上見直しが必要な県全域の慢性期機能の病床を平

成 37 年度までに 568 床減少 

・療養病床(病院)の平均在院日数 131.4 日(H27)  

→131.4 日以下(H29) 

事業の内容（当初計画） 病床の機能分化･連携を進める上で必要となる療養病床患者等の

実態を把握するための取組を支援するとともに、入院患者の早

期･円滑な在宅復帰に向けた医療･介護連携を進める上で必要と

なる病院、ケアマネジャー等の支援関係者と訪問看護ステーショ

ンのネットワーク化推進事業等を実施する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

・ 療養病床患者等実態調査の支援 

 （調査回答：医療機関 750 カ所、訪問看護ステーション 54 カ

所） 

・ 支援センターにおける、県民、病院等医療機関、ケアマネジ

ャー等支援関係者からの退院支援等相談対応（年間 100 件） 

・ 県民、医療･介護関係者、行政等を対象とした山梨版退院支援

マネジメントガイドラインの普及･実践講習の開催（5回・600 人） 

アウトプット指標（達成

値） 

支援センターにおける、県民、病院等医療機関、ケアマネジャー

等支援関係者からの退院支援等相談対応 

                       58 件（H30 年度）→256 件（R4年度） 

※療養病床患者等実態調査の支援、及び県民、医療･介護関係者、

行政等を対象とした山梨版退院支援マネジメントガイドライン

の普及･実践講習の開催は、過年度に完了・達成済のため、R4 は

実施なし 
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事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：  

地域医療構想上見直しが必要な県全域の慢性期機能の病床の減

少 2,348 床（H26）→ 1,892 床（R4） 

（１）事業の有効性： 

相談件数の増加に伴い、在宅療養へ移行する事例の増加が

期待でき、慢性期機能病棟の見直しを進めるにあたり、病

院や介護関係者、訪問看護師間での調整や連携を行うため

の体制整備につながった。  

（２）事業の効率性： 

訪問看護の拠点となる「訪問看護支援センター」に委託す

ることで効率的に事業が執行された。 

その他   
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３．事業の実施状況 【介護分】 
 
 

事業の区分 ３．介護施設等の整備に関する事業 

事業名 【No.1（介護分）】 

山梨県介護施設等整備事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

1,172,411 千円 

事業の対象と

なる区域 

県全域（中北区域、峡東区域、峡南区域、富士･東部区域） 

事業の実施主

体 

社会福祉法人等 

事業の期間 平成２８年４月１日～令和６年３月３１日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医

療・介護ニーズ 

高齢者が住み慣れた地域において、安心して生活を継続できる体制の

構築を図る。 

アウトカム指標：65 歳以上人口 10 万人あたり地域密着型サービス施

設等の定員総数 950 人 

事業の内容（当

初計画） 
①地域密着型サービス施設等の整備に対する助成を行う。 

整備予定施設等 

地域密着型特別養護老人ホーム：194 床（7 カ所） 

認知症高齢者グループホーム：72 床（4 カ所） 

看護小規模多機能型居宅介護事業所：29 人／月分（1 カ所） 

定期巡回･随時対応型訪問介護看護：2 カ所 

 ②介護施設等の開設・設置に必要な準備経費に対して支 

援を行う。 

アウトプット

指標（当初の目

標値） 

地域包括ケアシステムの構築に向けて、地域密着型サービス施設等の整備等

を支援することにより、地域の実情に応じた介護サービス提供体制の整備を

促進する。 

○地域密着型特別養護老人ホーム：1,197 床（43 カ所） → 1,391 床（50
カ所） 

○認知症高齢者グループホーム：966 床（68 カ所） → 1,038 床（72 カ所） 
○看護小規模多機能型居宅介護事業所：79 人/月分（3 カ所）→ 108 人/月
分（4 カ所） 

○定期巡回･随時対応型訪問介護看護 6 カ所→8 カ所 
アウトプット

指標（達成値） 

○地域密着型特別養護老人ホーム：203 床（7カ所） 

○認知症高齢者グループホーム：54 床（3カ所） 

※開設準備への助成は 4カ所 

○定期巡回･随時対応型訪問介護看護:1カ所 

※開設準備への助成は 2カ所 
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○小規模多機能型居宅介護事業所：１カ所 

○特別養護老人ホームの合築・併設支援：2カ所 

事業の有効

性・効率性 

地域密着型サービス施設等の整備等を支援することにより、高齢者が住み慣

れた地域において、安心して生活を継続できる体制の構築が進んでいる。 

（１）事業の有効性 

 地域密着型特別養護老人ホーム（ 203 床（7カ所））、認知症高齢者グルー

プホーム（72 床（3カ所））、定期巡回･随時対応型訪問介護看護（１カ所）、

小規模多機能型居宅介護事業所（１カ所）の施設の整備を行い、地域密着型

サービスの提供体制を推進した。また、特別養護老人ホームの合築・併設（2

カ所）の支援を行った。 

（２）事業の効率性 

 県公共事業に準じた手続きにより適正に施設整備が行われた。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.3（介護分）】 

福祉・介護の仕事の魅力発信事業（介護の魅力 

～「深さ」と「楽しさ」～の発信） 

【総事業費】 

12,307千円 

事業の対象とな

る区域 

山梨県全域 

事業の実施主体 山梨県（委託先：山梨県社会福祉協議会） 

事業の期間 平成 28 年 4 月 1 日～令和 3年 3月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医

療・介護ニーズ 

団塊の世代が後期高齢者となり介護サービス需要が増大する平成 37

年を見据えつつ、必要な介護従事者の確保・定着を図る。 

アウトカム指標：平成 30 年度までに 327 人の介護従事者の供給改善

を図る。  

事業の内容（当

初計画） 

福祉・介護の仕事の魅力を広く発信し、福祉・介護の仕事に関する

イメージアップと理解の促進を図るため、福祉・介護の仕事への理

解を深めてもらう講演会や、先進的な事業を展開している介護事業

所や NPO などで働く職員による介護体験などをテーマとしたシン

ポジウム、介護体験、福祉・介護に関する展示・相談ブースの設置

等のイベントを開催する。 

アウトプット指

標（当初の目標

値） 

・イベントの開催 各年度 1 回、参加目標者数 各年度 150 名 

アウトプット指

標（達成値） 

・イベントの開催 
平成 28 年度 開催回数 1 回、参加者数 180 名 
平成 29 年度 開催回数 1 回、参加者数 222 名 
平成 30 年度 開催回数 1 回、参加者数 212 名 
令和元年度  開催回数 1 回、参加者数 392 名 
令和２年度  開催回数 1 回、参加者数 車 43 台（感染対策のため、

車内から参加するイベントを実施した。） 

事業の有効性・

効率性 

（１）事業の有効性 

広く県民に対し、福祉・介護の仕事の魅力について、幅広く情報

発信することにより、福祉・介護への理解を深め、将来に亘る福祉・

介護人材の雇用の継続、確保が期待される。 

（２）事業の効率性 

イベントの周知を広く一般県民に行うと同時に、養成学校や介護

事業所など関係機関にも行うことで、多くの興味ある県民に対し効

率的に事業周知ができた。 
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その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.4（介護分）】 

福祉・介護人材確保対策情報発信事業 

【総事業費】 

2,244 千円 

事業の対象とな

る区域 

山梨県全域 

事業の実施主体 山梨県（委託先：山梨県社会福祉協議会） 

事業の期間 平成 28 年 4 月 1 日～令和 5年 3月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医

療・介護ニーズ 

団塊の世代が後期高齢者となり介護サービス需要が増大する平成 37

年を見据えつつ、必要な介護従事者の確保・定着を図る。 

アウトカム指標：平成 30 年度までに 327 人の介護従事者の供給改善

を図る。  

事業の内容（当

初計画） 

中学生・高校生をはじめとする一般県民を対象に、福祉・介護の仕

事の魅力を発信するため、各種広報媒体を利用した一体的な広報を

展開する。 

アウトプット指

標（当初の目標

値） 

・テレビ CM の放送 15 秒 CM×１回 
・新聞広告 １回 

アウトプット指

標（達成値） 

平成 28 年度 新聞広告 7 回、新聞折込チラシ 3 回、フリーペーパー

掲載 他 
平成 29 年度 新聞広告 7 回、新聞折込チラシ 4 回、フリーペーパー

掲載 他 
平成 30 年度 新聞広告７回、フリーペーパー掲載 他 
令和元年度  新聞広告８回、フリーペーパー掲載、公共交通機関公

告 
令和２年度  新聞広告７回、新聞広告特別誌掲載、SNS による情

報発信 
令和 3 年度 新聞広告 9 回、フリーペーパー掲載、SNS による情報

発信 
令和４年度 新聞広告９回、フリーペーパー掲載、SNS による情報

発信 
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事業の有効性・

効率性 

（１）事業の有効性 

福祉・介護に興味のある方に対し、新聞広告や新聞折込により広

く一般県民向けの内容で周知することで、福祉・介護人材の認知度

向上に繋がった。 
 

（２）事業の効率性 

新聞折込チラシを事業ごとに配布地域を変えるなど、委託先にお

いて、効率的な事業執行に努めている。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.5（介護分）】 

職場体験事業 

【総事業費】 

280 千円 

事業の対象とな

る区域 

山梨県全域 

事業の実施主体 山梨県（委託先：山梨県社会福祉協議会） 

事業の期間 平成 28 年 4 月 1 日～令和 4年 3月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医

療・介護ニーズ 

団塊の世代が後期高齢者となり介護サービス需要が増大する平成 37

年を見据えつつ、必要な介護従事者の確保・定着を図る。 

アウトカム指標：平成 30 年度までに 327 人の介護従事者の供給改善

を図る。 

事業の内容（当

初計画） 

高校生・大学生をはじめ、他分野からの離職者、主婦層、高齢者

層等の福祉・介護分野への参入を促進するため、実際に介護現場で

介護の仕事を体験することにより、福祉・介護の仕事の魅力ややり

がいを学んでもらう。 

アウトプット指

標（当初の目標

値） 

職場体験実施者 50 人（体験日数 2 日） 
 

アウトプット指

標（達成値） 

令和３年度  職場体験実施者 12 人、体験日数 延べ 22 日 
※新型コロナウイルス感染症の影響により 6件（11 日）中止・変更。 

事業の有効性・

効率性 

（１）事業の有効性 

実際の福祉・介護職場を体験することにより、他分野からの離職者

等が、魅力ややり甲斐を感じて、福祉・介護分野への就業を選択す

ることが期待される。 

 

（２）事業の効率性 

再就労者支援事業と共通の受入登録事業所を活用することで、よ

り効率的に事業が執行された。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.6（介護分）】 

求人・求職のマッチング機能強化事業 

【総事業費】 

43,885 千円 

事業の対象とな

る区域 

山梨県全域 

事業の実施主体 山梨県（委託先：山梨県社会福祉協議会） 

事業の期間 平成 28 年 4 月 1 日～令和 4年 3月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医

療・介護ニーズ 

団塊の世代が後期高齢者となり介護サービス需要が増大する平成 37

年を見据えつつ、必要な介護従事者の確保・定着を図る。 

アウトカム指標：平成 30 年度までに 327 人の介護従事者の供給改善

を図る。  

事業の内容（当

初計画） 

福祉・介護職の入職への人材確保を図るとともに、求職者の多様な

ニーズに伴う就労条件を把握し、きめ細かなマッチングを行い、人

材定着を支援する。 
・キャリア支援専門員の配置   2 名配置 

・求職者支援活動（ハローワーク訪問活動） 

・求人・求職開拓活動 

アウトプット指 

標（当初の目標

値） 

・マッチングによる雇用創出目標数 各年度 33 名 

アウトプット指

標（達成値） 

・マッチングによる雇用創出数 平成 28 年度 6 名、平成 29 年度 
2 名、平成 30 年度 2 名、令和元年度 2 名、令和 2 年度 2 名、令和 3
年度 2 名、 

事業の有効性・

効率性 

（１）事業の有効性 

ハローワーク内における就職セミナーの開催や、地域のニーズを

反映した地域別就職相談会の実施、また民間企業が実施する就職フ

ェアへのブースの出展など、きめ細やかな支援を行うことにより、

福祉・介護人材の確保が期待される。 
 

（２）事業の効率性 

ハローワークと共催で就職セミナーや社会福祉施設見学会を実施

するなど、効率的な事業執行に努めている。 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.7（介護分）】 

福祉・介護人材キャリアパス支援事業 

【総事業費】 

4,268千円 

事業の対象とな

る区域 

山梨県全域 

事業の実施主体 山梨県（委託先：山梨県社会福祉協議会） 

事業の期間 平成 30 年 4 月 1 日～令和 5年 3月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医

療・介護ニーズ 

団塊の世代が後期高齢者となり介護サービス需要が増大する平成 37

年を見据えつつ、必要な介護従事者の確保・定着を図る。 

アウトカム指標： 

・平成 30 年度までに 327 人の介護従事者の供給改善を図る  

事業の内容（当

初計画） 

福祉・介護職員等へのキャリアパスを支援するとともに、定着促

進を図る。 

・キャリアパス支援研修 

・キャリア形成技術指導事業 

・研修事業専門員の配置 1 名 

アウトプット指 

標（当初の目標

値） 

・職員育成キャリアパス支援研修受講修了目標数 130 人 
・キャリア形成技術指導事業受講修了者  100 人 

アウトプット指

標（達成値） 

令和 2 年度 
・職員育成キャリアパス支援研修受講者     53 人 
・キャリア形成技術指導事業受講者          31 人 
令和 3 年度 
・職員育成キャリアパス支援研修受講者     65 人 
・キャリア形成技術指導事業受講者          15 人 
令和 4 年度 
・職員育成キャリアパス支援研修受講者     78 人 
・キャリア形成技術指導事業受講者          46 人 
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事業の有効性・

効率性 

（１）事業の有効性 

ハローワーク内における就職セミナーの開催や、地域のニーズを

反映した地域別就職相談会の実施、また民間企業が実施する就職フ

ェアへのブースの出展など、きめ細やかな支援を行うことにより、

福祉・介護人材の確保が期待される。 
 

（２）事業の効率性 

ハローワークと共催で就職セミナーや社会福祉施設見学会を実施

するなど、効率的な事業執行に努めている。 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.8（介護分）】 

介護職員等医療的ケア研修事業 

【総事業費】 

5,639 千円 

事業の対象とな

る区域 

山梨県全域 

事業の実施主体 山梨県（委託先：委託研修機関） 

事業の期間 平成 28 年 4 月 1 日～平成 31 年 3 月 31 日 

□継続 ／☑終了 

背景にある医

療・介護ニーズ 

介護保険施設等において、医療的ケアのニーズが高まっており、対

応可能な人材を育成する必要がある。 

アウトカム指標：山梨県内で必要とされる医療的ケアに対応可能な

人材の確保 

事業の内容（当初

計画） 

特別養護老人ホームや介護老人保健施設等の介護職員等に、たんの

吸引・経管栄養等医行為について、国が定める一定の研修（第一号・

第二号研修）を実施し、医療的ケアのニーズに対応可能な人材の確

保とサービスの質の向上を図り、介護基盤を強化する。 

アウトプット指

標（当初の目標

値） 

・指導者養成講習 80 名×1 回 講義・演習 1.5 日（H30 終了） 
・基本研修 45 名×1 コース 講義 50 時間 筆記試験・演習 2 日間

及び評価（H28 終了） 
・実地研修 45 名×1 コース 事業所内での実習（H28 終了） 
・医療的ケア検討委員会 2 回、研修部会 1 回 （H29 終了） 

アウトプット指

標（達成値） 

・指導者養成講習 （H28：62 名、H29：47 名、H30：46 名） 
・基本研修 （H28：45 名）  
・実地研修 （H28：42 名） 
・医療的ケア検討委員会（H28：2 回、H29：1 回） 
研修部会（H28：1 回、H29：1 回） 

事業の有効性・効

率性 

これまでの基本研修、実地研修により医療的ケア実施可能な介護職

員の養成を一定数確保できた。 

 

（１）事業の有効性 
高齢者や障害者に対して適切にたんの吸引等を行うことがで

きる介護職員等を養成することにより、痰の吸引や経管栄養を安

全に実施する体制整備が図られた。 
また、医療的ケア検討委員会により、研修水準の向上や職場内

における安全管理体制の確保等、安全・安心な医療的ケアの実施

体制の基盤整備が図られた。 
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（２）事業の効率性 
  研修受講要件を設ける等、修得した技術をすぐに現場で有効に

実践できる介護職員等を養成できるよう、委託先において効率的に

研修が実施された。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.10（介護分）】 

再就労者支援事業 

【総事業費】 

1,194千円 

事業の対象とな

る区域 

山梨県全域 

事業の実施主体 山梨県（委託先：山梨県社会福祉協議会） 

事業の期間 平成 28 年 4 月 1 日～令和 5年 3月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医

療・介護ニーズ 

団塊の世代が後期高齢者となり介護サービス需要が増大する平成 37

年を見据えつつ、必要な介護従事者の確保・定着を図る。 

アウトカム指標：平成 30 年度までに 327 人の介護従事者の供給改善

を図る。  

事業の内容（当

初計画） 

求人・求職マッチング機能強化事業及び、福祉・介護キャリアパス

支援事業と組み合わせて実施することにより、求職者・求人事業者

にとって効率の良いプログラム実施を目指す。 

アウトプット指

標（当初の目標

値） 

・再就労者職場復帰プログラム実施人数 各年度 6 名 

アウトプット指

標（達成値） 

・再就労者職場復帰プログラム実施人数 H28 年度 12 名 
・再就労者職場復帰プログラム実施人数 R 元年度 8 名 
・再就労者職場復帰プログラム実施人数 R2 年度 6 名 
・再就労者職場復帰プログラム実施人数 R3 年度 6 名 
・再就労者職場復帰プログラム実施人数 R4 年度 0 名 

事業の有効性・

効率性 

（１）事業の有効性 

潜在的有資格者の求職者を対象に、個別の状況に応じた講習、実

習等を組み合わせた職場復帰プログラムを実施することで、有資格

者の再就労に繋がっている。 
 

（２）事業の効率性 

職場体験事業の受入登録事業所を活用することにより、事業を効

率よく実施した。 
 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.11（介護分）】 

認知症地域医療支援事業 

【総事業費】 

7,536 千円 

事業の対象とな

る区域 

山梨県全域 

事業の実施主体 山梨県（（1）は国立研究開発法人国立長寿医療研究センターに委託、

（2）・（3）は山梨県医師会に委託 (5)は山梨県歯科医師会に委託） 

事業の期間 平成 28 年 4 月 1 日～令和 5年 3月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医

療・介護ニーズ 

高齢者が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを継続できるよう地域

包括ケアシステムの構築を進める必要がある。 

アウトカム指標：地域包括ケアシステムの構築の推進 

事業の内容（当

初計画） 

地域における認知症医療支援体制の充実を図るため、次の事業を行

う。 

（1）認知症サポート医の養成 

（2）認知症サポート医フォローアップ研修 

（3）かかりつけ医認知症対応力向上研修 

（4）病院勤務における医療従事者向け認知症対応力向上研修 

（5）歯科医師認知症対応力向上研修 

（6）薬剤師認知症対応力向上研修 

アウトプット指

標（当初の目標

値） 

（1）年間養成数 10 名（H30 3 名） 
（2）年間受講者数 36 名 
（3）年間受講者数 140 名 
（4）年間実施数 3 病院（各 50 名） 
（5）年間受講者数 80 名 

（6）年間受講者数 80 名 
アウトプット指

標（達成値） 

H30（1）養成数    5 名 
（2）受講者数  30 名 
（3）受講者数 102 名 
（4）実施数   3 病院（228 名） 
（5）受講者数 108 名 
（6）受講者数 76 名 

R1 （1）養成数   ４名 

（2）受講者数  ０名 

（3）受講者数 ７４名（第 2 回目中止） 

（4）実施数   ０病院（０名） 

（5）受講者数 ０名 

（6）受講者数 ０名 
R2 （1）養成数   ２名 

（2）受講者数  ０名 

（3）受講者数  ０名 

（4）実施数    ０病院（０名） 

（5）受講者数 ８４名(当初の目標は達成) 
（6）受講者数 ３８名 
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R3 （1）養成数   ４名 

（2）受講者数  ０名 

（3）受講者数  ０名 

（4）実施数    ０病院（０名） 

（5）受講者数  ９７名 

（6）受講者数  ６１名 
R4 （1）養成数   ４名 

（2）受講者数  ０名 

（3）受講者数  ０名 

（4）実施数    ０病院（０名） 

（5）受講者数  ７９名 

（6）受講者数  ７２名 
事業の有効性・

効率性 

サポート医の養成により、県内全市町村の初期集中支援チームの専

門医の確保ができたため、初期の支援を包括的・集中的な対応によ

り、早期に適切な医療につなげることができた。 

 

（１）事業の有効性 

医療関係者の研修を開催することにより、認知症の理解が進み、関

係者とのネットワークが充実し、支援体制の構築が進んでいる。 

 

（２）事業の効率性 

委託先等において、効率的な事業の執行に努めた。 

その他  R4 年度も、新型コロナウイルスの感染拡大を鑑みて、医師や病

院を対象とする研修は、ほとんど中止となった。歯科医師、薬

剤師については、県歯科医師会と県薬剤師会に委託し、事業の

有効性や効率性の一助として開催できた。 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.12（介護分）】 

認知症初期集中支援チーム員研修事業 

【総事業費】 

1,360 千円 

事業の対象とな

る区域 

山梨県全域 

事業の実施主体 山梨県（委託先：国立研究開発法人国立長寿医療研究センター） 

事業の期間 平成 28 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医

療・介護ニーズ 

高齢者が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを継続できるよう地域包括ケ

アシステムの構築を進める必要がある。 

アウトカム指標：地域包括ケアシステムの構築の推進 

事業の内容（当初

計画） 

市町村等が実施する初期集中支援推進事業に関わるチーム員とし

ての知識・技術を習得することを目的とした研修を実施する。 

アウトプット指

標（当初の目標

値） 

受講者数 

 26 市町村＋9 地域包括支援センター（委託）×２名＝70 名 

 
アウトプット指

標（達成値） 

 平成 27､28 年度受講と併せ 49 名(27 市町村)が受講 

事業の有効性・効

率性 

認知症初期集中支援チームの設置：27 市町村 

平成 29 年度中に県内すべての市町村に設置できた 

（１）事業の有効性 

本事業の実施により、すべての市町村に認知症初期集中支援

チームが設置され、早期相談・早期対応に向けた支援体制の構

築を図ることにつながっている。 
 

（２）事業の効率性 

認知症ケアの専門機関である国立長寿医療研修センターに

委託することにより、事業を効率よく実施できた。 
 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.13（介護分）】 

認知症対応型サービス事業者等研修事業 

【総事業費】 

42 千円 

事業の対象とな

る区域 

山梨県全域 

事業の実施主体 山梨県（（１）～（３）及び（５）は山梨県社会福祉協議会に委託、

（４）は認知症介護研究・研修大府センターに委託） 

事業の期間 平成３０年４月１日～令和５年３月３１日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医

療・介護ニーズ 

高齢者が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを継続できるよう地域包括ケ

アシステムの構築を進める必要がある。 

アウトカム指標：地域包括ケアシステムの構築の推進 

事業の内容（当初

計画） 

（１）認知症対応型サービス事業者開設者研修事業 

認知症介護サービス事業開設者に対して、開設者としてサー

ビス事業を管理・運営していくための知識・技術の習得を目的

とするための研修を実施する。 

（２）認知症対応型サービス事業者管理者研修事業 
認知症対応型通所介護事業所、小規模多機能型居宅介護事業

所、認知症対応型共同生活介護事業所及び複合型サービス事業

所を管理・運営していくために必要な知識及び技術の習得を目

的とするための研修を実施する。 

（３）小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修事業 
小規模多機能型居宅介護事業所及び複合型サービス事業所

の計画作成担当者となる者が、小規模多機能型居宅介護計画を

適切に作成する上で必要な知識・技術の習得を目的とするため

の研修を実施する。 

（４）認知症介護指導者養成研修事業（フォローアップ研修） 
   認知症介護指導者に対し、最新の認知症介護に関する高度な

専門的知識及び技術を習得させるとともに、高齢者介護実務者

に対する研修プログラム作成方法及び教育技術の向上を図る

ため研修を実施する。 

（５）認知症介護基礎研修事業 

   認知症ケアに携わる者が、その業務を遂行する上で必要な基

礎的な知識・技術を身につけ、チームアプローチに参画する一

員として基礎的なサービス提供が行うことができるようにす

るための研修を実施する。 

アウトプット指

標（当初の目標

（１）認知症対応型サービス事業者開設者研修事業 
・実施回数 1 コース（講義・演習 2 日間） 
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値） ・受講者数 10 名 
（２）認知症対応型サービス事業者管理者研修事業 

・実施回数 1 コース（講義・演習 2 日間） 
・受講者数 40 名 

（３）小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修事業 
・実施回数 1 コース（講義・演習 2 日間） 
・受講者数 20 名 

（４）認知症介護指導者養成研修事業（フォローアップ研修） 
   ・受講者数 指導者 2 名（講義・演習 5 日間） 
（５）認知症介護基礎研修事業 
   ・実施回数 1 コース（講義・演習 1 日間） 

・受講者数 72 名 
アウトプット指

標（達成値） 

○R4 研修実施回数及び受講者数 

（１）認知症対応型サービス事業者開設者研修事業 

・実施１回・修了者数 0 名 

（２）認知症対応型サービス事業者管理者研修事業 

・実施１回・修了者数 23 名 

（３）小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修事業 

・実施１回・修了者数 14 名 

（４）認知症介護指導者養成研修事業（フォローアップ研修） 

・修了者数 0 名 

（５）認知症介護基礎研修事業 

・令和 3年度からｅラーニング 

事業の有効性・効

率性 

（１）事業の有効性 

事業所の代表者・管理者・計画作成担当者になることが予定される

者に対し、認知症介護に関する基礎的な知識及び認知症対応型サー

ビス事業所の運営に必要な知識を習得させた。 

（２）事業の効率性 

令和３年度から研修体系がｅラーニングとなり、各施設が直接、そ

れぞれの事業所にて申込み・受講可能となった。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.14（介護分）】 

地域ケア会議構築支援事業 

【総事業費】 

3,464 千円 

事業の対象とな

る区域 

山梨県全域 

事業の実施主体 市町村、地域包括支援センター 

事業の期間 平成 28 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日 

□継続 ／☑終了 

背景にある医

療・介護ニーズ 

高齢者が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを継続できるよう地域包括ケ

アシステムの構築を進める必要がある。 

アウトカム指標：地域包括ケアシステムの構築の推進 

事業の内容（当初

計画） 

個別事例のアセスメント力の向上や、個別事例から政策課題に繋げ

るための、又は多職種の連携を図るための研修や検討会の開催に対

する助成 

アウトプット指

標（当初の目標

値） 

・全ての市町村で地域ケア会議を実施 
・１市町村で地域ケア会議の効果的、継続的な運営を図るための研

修又は検討会を開催 
アウトプット指

標（達成値） 

３市町において地域ケア会議効果的に運営な運営を図る研修会を

開催することができた。 

・甲州市：有識者の支援を受けて地域ケア会議や学習会を実施した。 

・富士川町：モデル地域を選定し、地域課題の解決に繋げる検討会

等を実施した。 

・富士河口湖町：有識者の支援を受けて住民を交えた地域ケア会議

を実施や研修会を実施した。 

事業の有効性・効

率性 

（１）事業の有効性 

 地域ケア会議の体制構築や住民を交えたケア会議の開催が実施される

など、有識者の支援がこの事業の有効性が認められ、実施した３市町に

おいては、市町村職員を中心とした地域ケア会議の人材の育成につなが

った。 

（２）事業の効率性 

 補助先（３市町）において、効率的な事業の執行に努めた。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.15（介護分）】 

市民後見人養成研修推進事業 

【総事業費】 

10,713 千円 

事業の対象となる区域 山梨県全域 

事業の実施主体 市町村 

事業の期間 平成 28 年 4 月 1 日～令和 2年 3月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

高齢者が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを継続できるよう地域

包括ケアシステムの構築を進める必要がある。 

アウトカム指標：地域包括ケアシステムの構築の推進 

事業の内容（当初計画） 市町村が実施する市民後見人養成研修及び市民後見人の支援体制

構築に向けた取り組みに対し助成する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

平成３０年度は次の６市で市民後見人養成や支援体制構築に向

けた取り組みが行われ、令和元年度も継続して実施される見込み。 
甲府市：市民後見人養成の実践研修・フォローアップ研修 
山梨市：市民後見人養成フォローアップ研修、支援体制構築に

係る運営協議会 
大月市：市民後見人養成フォローアップ研修 
南アルプス市：市民後見人養成フォローアップ研修、支援体制

構築に係る運営委員会 
笛吹市：市民後見人養成実務研修・フォローアップ研修等 
中央市：市民後見人養成フォローアップ研修 

アウトプット指標（達成

値） 

【H30 年度】 

６市において、研修会、フォローアップ研修等が次のとおり行

われた。 

甲府市：実践研修 計２８時間、フォローアップ研修 計７時

間 

山梨市：検討委員会 計８回開催 

大月市：研修（講座） 計３回 

南アルプス市：フォローアップ研修 計５回、運営委員会 計

３回開催 

笛吹市：実務研修 計１５回、フォローアップ研修 計２回 

市民後見人候補者とのマッチング等 

中央市：フォローアップ研修 計６回 

【H31 年度】 

６市において、研修会、フォローアップ研修等が次のとおり行

われた。 

甲府市：実践研修 計２８時間、フォローアップ研修 計７時

間 

山梨市：実務研修 計７回、事例検討会 計４回開催 

大月市：研修（講座） 計３回 

南アルプス市：フォローアップ研修 計５回、運営委員会 計

３回開催 
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笛吹市：実務研修 計１４回、フォローアップ研修 計２回、

市民後見人候補者とのマッチング等 

中央市：フォローアップ研修 計１回 

事業の有効性・効率性 （１）事業の有効性 

 後見人の人材確保や本人に寄り添ったきめ細かな支援の必要性

からこの事業の有効性が認められる。実施した６市においては、

市民後見人を中心とした権利擁護人材の確保、育成につながった。 

（２）事業の効率性 

 補助先（６市）において、効率的な事業の執行に努めた。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.16（介護分）】 

労働環境・処遇改善、人材育成力強化事業 

【総事業費】 

865 千円 

事業の対象とな

る区域 

山梨県全域 

事業の実施主体 山梨県（委託先：山梨県社会福祉協議会） 

事業の期間 平成 28 年 4 月 1 日～令和 5年 3月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医

療・介護ニーズ 

団塊の世代が後期高齢者となり介護サービス需要が増大する平成

37 年を見据えつつ、必要な介護従事者の確保・定着を図る。 

アウトカム指標：平成 30 年度までに 327 人の介護従事者の供給改

善を図る。  

事業の内容（当初

計画） 

労働環境・処遇改善、人材育成力の強化の観点から、新人介護職員

に対するエルダー・メンター制度等の導入を支援するための研修を

実施する。 

アウトプット指

標（当初の目標

値） 

職員定着化に向けた支援体制の構築と具体的な技法の習得・体得

を目的とする。 
・研修受講者数 各年度 30 人 

アウトプット指

標（達成値） 

 

・研修受講者数 平成 28 年度 21 名、平成 29 年度 29 名、平成 30
年度 18 名、令和元年度 7 名、令和 4 年度 40 名 
 

事業の有効性・効

率性 

（１）事業の有効性 

施設長や管理者を含む経営層を対象に、エルダー制度・メンター

制度導入支援研修を実施することで、福祉・介護人材の定着促進が

期待される。 
 

（２）事業の効率性 

キャリアパス支援事業のマネジメント研修と一緒に周知するこ

とで、効率的に受講者を募集することができた。 
 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.17（介護分）】 

介護ロボット導入支援事業 

【総事業費】 

6,0797千円 

事業の対象とな

る区域 

山梨県全域 

事業の実施主体 山梨県（委託先：山梨県社会福祉協議会） 

事業の期間 平成 28 年 4 月 1 日～令和 5年 3月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医

療・介護ニーズ 

団塊の世代が後期高齢者となり介護サービス需要が増大する平成

37 年を見据えつつ、必要な介護従事者の確保・定着を図る。 

アウトカム指標：平成 30 年度までに 327 人の介護従事者の供給改

善を図る。  

事業の内容（当初

計画） 

介護施設の管理者等が雇用管理改善の一環として介護ロボット導

入計画を策定して介護ロボットの導入を行う取り組みを支援する。 

アウトプット指

標（当初の目標

値） 

介護ロボットの導入数 各年度 5 機器 

アウトプット指

標（達成値） 

 

介護ロボットの導入数 令和２年度 132 機器、令和 3年度 57 機

器、令和 4年度 166 機器 

事業の有効性・効

率性 

（１）事業の有効性 

当事業は現在技術開発途上の介護ロボットの導入を支援しよう

とする先駆的な取り組みであり、介護事業所も製品価格の推移など

様子見の状態であるが、今後介護ロボットの技術開発の進展や低価

格化などから、介護事業所の積極的な取り組みが期待できる。 
 

（２）事業の効率性 

介護事業所が実際に介護ロボットを手にとって、その効果を実感

できるようにするため、介護ロボットのデモンストレーションの場

を設け、事業への理解を深めてもらうなど、効率的な事業執行に努

めている。 
その他  
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１．事後評価のプロセス 

 

（１）「事後評価の方法」の実行の有無 

 
 
☑ 行った 

（実施状況） 
   ・平成２８年５月２４日 山梨県医療審議会において意見聴取 

・平成２８年７月１３日 山梨県地域包括ケア推進協議会において意見聴取 
・平成２９年５月２３日 山梨県医療審議会において意見聴取 
・平成２９年２月１日  山梨県老人福祉施設協議会と意見交換 
・平成２９年２月６日  山梨県地域包括ケア推進協議会において意見聴取 

   ・平成２９年８月１日  山梨県地域包括ケア推進協議会において意見聴取 
   ・平成３０年５月２９日 山梨県医療審議会において意見聴取 
   ・平成３０年７月３１日 山梨県老人福祉施設協議会と意見交換 

 ・平成３１年３月２０日 山梨県地域包括ケア推進協議会において意見聴取 
   ・令 和 元 年７月 ２日 山梨県医療審議会において意見聴取 
   ・令和 元年８月２３日 山梨県老人福祉施設協議会と意見交換 
   ・令和 元年８月２８日 山梨県地域包括ケア推進協議会において意見聴取 
   ・令和 ２年７月２７日 山梨県地域包括ケア推進協議会において意見聴取 

・令和 ４年３月１６日 山梨県地域包括ケア推進協議会において意見聴取 
・令和 ４年５月２５日 山梨県医療審議会において意見聴取 
・令和 ５年３月２２日 山梨県地域包括ケア推進協議会において意見聴取 
・令和 ５年５月１７日 山梨県医療審議会において意見聴取 
・令和 ５年８月 ２日 山梨県地域包括ケア推進協議会において意見聴取 

 
 □ 行わなかった 
   （行わなかった場合、その理由） 
 

 

  ※ 事後評価の実施にあたって、都道府県計画に記載した「事後評価の方法」に記載した事項につ

いて、記載どおりの手続きを行ったかどうかを記載。 

 

（２）審議会等で指摘された主な内容 

特になし 
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２．目標の達成状況 
 
令和４年度終了時における目標の達成状況については、次のとおりである。 

なお、計画に基づき実施した事業ごとの目標の達成状況については、「３．事業の実施

状況」に記載する。 
 

■山梨県全体（目標と計画期間） 

 
１ 目標 

地域の医療ニーズに対応し、患者が病状に応じて適切な医療を将来にわたり持続的

に受けられるよう病床の機能分化・連携を進めるほか、地域包括ケアシステム構築に

向けた在宅医療や介護施設等の提供体制の充実、これらを支える医療従事者や介護従

事者の確保・養成を進めることにより、医療計画 ※１ や介護保険事業支援計画 ※２ に

掲げている目標の達成を目指すものとする。 
なお、計画に基づき実施する事業ごとの目標については、「３．計画に基づき実施す

る事業（１）事業の内容等」に記載する。  
※１「山梨県地域保健医療計画」（平成 25 年度～平成 29 年度） 
※２「健康長寿やまなしプラン」（平成 27 年度～平成 29 年度） 

 
① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標  

地域医療構想策定前の現時点においても不足が明らかな、回復期機能や在宅患者の

急変時の受入機能の強化を図るとともに、精神科長期入院患者の地域移行等に向けた

病床の機能分化を推進する。 
 

【定量的な目標値】（医療計画に掲げている目標） 
 

 令和 7年に必要となる医療機能ごとの病床数の数値目標は、医療計画の一部に 

位置付けられる地域医療構想の策定を受けて設定（→ H28.5 策定） 
 
・高度急性期機能 1,178 床（H26）→   535 床（R7） 

・急性期機能   3,914 床（H26）→ 2,028 床（R7） 

・回復期機能     928 床（H26）→ 2,566 床（R7） 

・慢性期機能   2,348 床（H26）→ 1,780 床（R7） 
 

※ 病床機能報告は、各医療機関が自主的に判断して報告した数であることなど、病床数の比較

にあたっては一定の留意が必要 
 

 かかりつけ医の定着率  58.7％（H24）→ 65％（H29） 

 精神疾患の退院率  22％（H23）→ 27％（H29） 
 
② 居宅等における医療の提供に関する目標  
  高齢化の進展に伴う在宅医療の需要増加に対応するため、在宅医療を担う人材の育

成や訪問看護支援センターの設置等に取り組み、在宅医療を総合的に推進する。  
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【定量的な目標値】（医療計画に掲げている目標） 

 
 訪問診療を受けた患者数 （6カ月） 

 13,008 人（H22）→ 14,311 人（H29） 

 往診を受けた患者数 （6カ月） 

3,429 人（H22）→ 3,773 人（H29） 

 在宅看取りを実施している病院、診療所数の合計数 

     25 施設（H20）→ 30 施設（H29） 

 在宅療養支援歯科診療所数 

     34 施設（H25）→ 39 施設（H29） 

 24 時間体制をとっている訪問看護ステーションの従業者数 

     183 人（H21）→ 203 人（H29） 
 
③ 介護施設等の整備に関する目標  

地域包括ケアシステムの構築に向けて、第 6 期介護保険事業支援計画等において予

定している地域密着型サービス施設等の整備を行う。 
 

【定量的な目標値】  
 

 地域密着型介護老人福祉施設  1,139 床（41 カ所） → 1,197 床（43 カ所） 

 認知症高齢者グループホーム  957 床（68 カ所） → 975 床（69 カ所） 

 小規模多機能型居宅介護事業所 579 人／月分（24 カ所） 

→ 608 人／月分（25 カ所） 

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 5 カ所 → 6 カ所 

 
④ 医療従事者の確保に関する目標  

医師や看護師の偏在解消のための取組を中心に、医療従事者の確保を推進する。 
 

【定量的な目標値】（医療計画に掲げている目標） 
 

 医師数 1,887 人（H22）→ 2,130 人（H29） 

 就業看護職員数（常勤換算後） 8,804.7 人（H22）→ 9,634.2 人（H29） 

 養成所等卒業生県内就業率 69.9％（H22）→ 74.8％（H29） 

 ナースセンター事業再就業者数 566 人（H22）→ 575 人（H29） 

 病院看護職員離職率 8.7％（H22）→ 8％（H29） 

 MFICU 病床数（診療報酬対象） 6 床（H24）→ 6 床（H29） 

 NICU 病床数（診療報酬対象） 27 床（H24）→ 27 床（H29） 
 
⑤ 介護従事者の確保に関する目標  

県内の労働市場の動向も踏まえ、特に中高校生及びその父兄、教員に対する介護の

イメージアップ及び潜在的有資格者の掘り起こしによる中高年齢者層の参入促進にタ
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ーゲットを絞った対策を進める。さらに、介護職場の処遇改善のためモデル給与規程

を作成し普及を進めるとともに、労働環境の改善のため介護ロボットの導入支援など

を行い、介護職員の定着を進める。 
 

【定量的な目標値】  
 

 令和 7年度の都道府県で必要となる介護人材の需給状況、介護人材等の確保に 

向けた取組  上記対象事業の実施等により 327 人の供給改善を図る。 

 

２ 計画期間 
  

  平成 27 年 4 月 1 日～令和 7年 3月 31 日 

□山梨県全体（達成状況） 

 
１）目標の達成状況 

 
①  地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備 

 
 令和 7年に必要となる医療機能ごとの病床数 

・高度急性期機能 1,178 床（H26）→  750 床（R4） 

・急性期機能   3,914 床（H26）→ 3,118 床（R4） 

・回復期機能     928 床（H26）→ 1,867 床（R4） 

・慢性期機能   2,348 床（H26）→ 1,892 床（R4） 
 

 かかりつけ医の定着率 58.7％（H24）→ 67.4％（R5） 

 精神疾患の退院率  22％（H23）→ 29.5％（H28） 

 

② 居宅等における医療の提供 
 

 訪問診療を受けた患者数 （6カ月） 

13,008 人（H22）→ 19,334.5 人（R2） 

 往診を受けた患者数 （6カ月） 

 3,429 人（H22）→ 4,157 人（R2） 

 在宅看取りを実施している病院、診療所数の合計数 

     25 施設（H20）→ 33 施設以上（R2） 

 在宅療養支援歯科診療所数 34 施設（H25.1）→ 45 施設（R4） 

 24 時間体制をとっている訪問看護ステーションの従業者数 

     183 人（H21）→ 714 人（R3） 
 

③ 介護施設等の整備 

 地域密着型介護老人福祉施設 1,139床（41カ所） → 1,197床（43カ所） 

 認知症高齢者グループホーム  957 床（68 カ所） →  975 床（69 カ所） 
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 小規模多機能型居宅介護事業所 579 人／月分（24 カ所） 

→ 608 人／月分（25 カ所） 

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 5 カ所 → 6 カ所 

  上記以外で整備の目標としていた地域密着型介護老人福祉施設は、事業者から

の応募がなく施設整備には至らなかったが、引き続き事業を実施し、令和２年度

に地域密着型特別養護老人ホーム：29 床（1 カ所）、認知症高齢者グループホーム：

18 床（２カ所）、看護小規模多機能型居宅介護事業所：9人（1カ所）を整備した。 

 

④ 医療従事者の確保 
 

 医師数 1,887 人（H22）→ 2,101 人（R2） 

 就業看護職員数（常勤換算後） 8,804.7 人（H22）→ 10,350.1 人（R4.12） 

 養成所等卒業生県内就業率 69.9％（H22.3）→ 75.2％（R5.3） 

 ナースセンター事業再就業者数 566 人（H22）→ 276 人（R4） 

 病院看護職員離職率 8.7％（H22）→ 7.1％（R4） 

 MFICU 病床数（診療報酬対象） 6 床（H24）→ 6 床（R4） 

 NICU 病床数（診療報酬対象） 27 床（H24）→ 27 床（R4） 

 

⑤ 介護従事者の確保 
 

 介護職員数は増加しているが、需給改善には至っていないため、令和7年度の介

護職員数の需供改善に向けて引き続き上記事業により介護職員の確保を図る必

要がある。 
 

２）見解 
 
【医療分】 

 ナースセンター事業再就業者数は目標が達成できなかったが、平成28年度から集計

方法を変更した影響で数値が減少している（短期の就業について延べ人数でカウン

トしていたものを実人数に修正した）。 

 その他の事業については全般的に概ね計画どおりに事業が進行しており、在宅療養

支援体制の整備や、医師や看護師の確保等において、一定の成果を得ている。 
 
【介護分】 

 地域密着型介護老人福祉施設58床及び認知症高齢者グループホーム18床の整備に

より、入所申込み者数の減少に繋がり、認知症高齢者への支援体制の向上が図れ

た。事業実施できなかった施設整備については、令和2年度に地域密着型介護老人

福祉施設、認知症高齢者グループホーム及び看護小規模多機能型居宅介護事業所

を整備して地域の実情に応じた介護サービス提供体制を確保した。 
 

  介護職員の参入促進、資質の向上、魅力ある職場環境の整備を３つの柱として、

介護職員の確保対策を進めている。今後も引き続き、介護職員の確保に資する事



   

- 6 - 

 

業を積極的に展開していく。 
 

３）改善の方向性 

【医療分】 

 引き続き在宅医療の充実や医師確保、看護職員の資質向上や離職防止対策を推進

し、就業の継続や再就職の支援を行っていく。 
 

４）目標の継続状況 

  ☑ 令和5年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

  □ 令和5年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 
 

■中北区域（目標と計画期間） 

 
１．目標 

 
① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備 

 
【定量的な目標値】（医療計画に掲げている目標（医療圏ごとに設定している目標値のみ記載）） 

 
 令和 7年に必要となる医療機能ごとの病床数の数値目標は、医療計画の一部に 

位置付けられる地域医療構想の策定を受けて設定（→ H28.5 策定） 
 
・急性期機能   1,962 床（H26）→ 1,353 床（R7） 

・回復期機能     263 床（H26）→ 1,227 床（R7） 

・慢性期機能   1,486 床（H26）→ 1,161 床（R7）  
※ 病床機能報告は、各医療機関が自主的に判断して報告した数であることなど、病床数の比較

にあたっては一定の留意が必要 
※ 高度急性期機能は、区域内での完結を求めるものではないため、県全体のみ目標値を設定 

 
② 居宅等における医療の提供 

 
【定量的な目標値】（医療計画に掲げている目標（医療圏ごとに設定している目標値のみ記載）） 

 
 訪問診療を受けた患者数 （6カ月） 

 7,464 人（H22）→ 8,211 人（H29） 

 往診を受けた患者数 （6カ月） 

 1,900 人（H22）→ 2,090 人（H29） 

 在宅看取りを実施している病院、診療所数の合計数 

 13 施設（H20）→ 15 施設（H29） 

 在宅療養支援歯科診療所数 

         14 施設（H25）→ 16 施設（H29） 

 24 時間体制をとっている訪問看護ステーションの従業者数 

 96 人（H21）→ 106 人（H29） 



   

- 7 - 

 

 
２．計画期間 
  

  平成 27 年 4 月 1 日～令和 7年 3月 31 日 
 

□中北区域（達成状況） 

 
１）目標の達成状況 

 
①  地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備 

 
 R7 年に必要となる医療機能ごとの病床数 

・急性期機能   1,962 床（H26）→ 1,753 床（R4） 

・回復期機能     263 床（H26）→    777 床（R4） 

・慢性期機能   1,486 床（H26）→ 1,312 床（R4） 
 

② 居宅等における医療の提供 
 

 訪問診療を受けた患者数（6カ月） 

  7,464 人（H22）→ 10,645.0 人（R2） 

 往診を受けた患者数（6カ月） 

  1,900 人（H22）→ 2,635.5 人（R2） 

 在宅看取りを実施している病院、診療所数の合計数 

    13 施設（H20）→ 24 施設以上（R2） 

 在宅療養支援歯科診療所数 14 施設（H25.1）→ 25 施設以上（R4） 

 24 時間体制をとっている訪問看護ステーションの従業者数 

    96 人（H21）→ 434 人（R3） 
 
２）見解 

【医療分】 

 全般的に概ね計画どおりに事業が進行しており、目標を達成できている。 
 

【介護分】 

 県全体と同じ 

３）改善の方向性 

【医療分】 

  病床の機能転換については、引き続き医療機関に対し補助金の周知等を行い、地 
域医療構想の達成に向けた取り組みを推進していく。 

 

【介護分】 

 県全体と同じ 

 



   

- 8 - 

 

４）目標の継続状況 

  ☑ 令和5年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

  □ 令和5年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

■峡東区域（目標と計画期間） 

 
１．目標 

 
① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備 

 
【定量的な目標値】（医療計画に掲げている目標（医療圏ごとに設定している目標値のみ記載）） 

 
  令和 7 年に必要となる医療機能ごとの病床数の数値目標は、医療計画の一部に

位置付けられる地域医療構想の策定を受けて設定（→ H28.5 策定） 
 

・急性期機能   776 床（H26）→ 279 床（R7） 

・回復期機能   639 床（H26）→ 978 床（R7） 

・慢性期機能   587 床（H26）→ 419 床（R7）  
※ 病床機能報告は、各医療機関が自主的に判断して報告した数であることなど、病床数の比較

にあたっては一定の留意が必要 
※ 高度急性期機能は、区域内での完結を求めるものではないため、県全体のみ目標値を設定 

 
② 居宅等における医療の提供 

 
【定量的な目標値】（医療計画に掲げている目標（医療圏ごとに設定している目標値のみ記載）） 

 
 訪問診療を受けた患者数（6カ月） 

  2,977 人（H22）→ 3,275 人（H29） 

 往診を受けた患者数（6カ月） 

   527 人（H22）→ 580 人（H29） 

 在宅看取りを実施している病院、診療所数の合計数 

    4 施設（H20）→ 5 施設（H29） 

 在宅療養支援歯科診療所数 

    10 施設（H25）→ 11 施設（H29） 

 24 時間体制をとっている訪問看護ステーションの従業者数 

    36 人（H21）→ 40 人（H29） 

 
２．計画期間 
  

  平成 27 年 4 月 1 日～令和 7年 3月 31 日 
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□峡東区域（達成状況） 

１）目標の達成状況 

①  地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備 
 

 令和 7年に必要となる医療機能ごとの病床数 

・急性期機能   776 床（H26）→ 503 床（R4） 

・回復期機能   639 床（H26）→ 876 床（R4） 

・慢性期機能   587 床（H26）→ 363 床（R4） 
 

② 居宅等における医療の提供 
 

 訪問診療を受けた患者数（6カ月） 

  2,977 人（H22）→ 4,815.4 人（R2） 

 往診を受けた患者数 （6カ月） 

   527 人（H22）→ 550.0 人（R2） 

 在宅看取りを実施している病院、診療所数の合計数 

    4 施設（H20）→ 3 施設以上（R2） 
 

 在宅療養支援歯科診療所数 10 施設（H25.1）→ 11 施設（R4） 

 24 時間体制をとっている訪問看護ステーションの従業者数 

    36 人（H21）→ 120 人（R3） 

 
２）見解 

【医療分】 

 全般的に概ね計画どおりに事業が進行しており、目標を達成できている。 
 

【介護分】 

 県全体と同じ 

 

３）改善の方向性 

【医療分】 

 病床の機能転換については、引き続き医療機関に対し補助金の周知等を行い、地 
域医療構想の達成に向けた取り組みを推進していく。 

 

【介護分】 

 県全体と同じ 

 

４）目標の継続状況 

  ☑ 令和5年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

  □ 令和5年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 
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■峡南区域（目標と計画期間） 

１．目標 

① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備 
 

【定量的な目標値】（医療計画に掲げている目標（医療圏ごとに設定している目標値のみ記載）） 
 

  令和 7 年に必要となる医療機能ごとの病床数の数値目標は、医療計画の一部に

位置付けられる地域医療構想の策定を受けて設定（→ H28.5 策定） 
 
・急性期機能   310 床（H26）→ 78 床（R7） 

・回復期機能    26 床（H26）→ 102 床（R7） 

・慢性期機能   124 床（H26）→ 83 床（R7）  
※ 病床機能報告は、各医療機関が自主的に判断して報告した数であることなど、病床数の比較

にあたっては一定の留意が必要 
※ 高度急性期機能は、区域内での完結を求めるものではないため、県全体のみ目標値を設定 

 
② 居宅等における医療の提供 

 
【定量的な目標値】（医療計画に掲げている目標（医療圏ごとに設定している目標値のみ記載）） 

 
 訪問診療を受けた患者数（6カ月） 

   716 人（H22）→ 788 人（H29） 

 往診を受けた患者数（6カ月） 

   349 人（H22）→ 384 人（H29） 

 在宅看取りを実施している病院、診療所数の合計数 

   0 施設（H20）→ 1 施設（H29） 

 在宅療養支援歯科診療所数 

   2 施設（H25）→ 3 施設（H29） 

 24 時間体制をとっている訪問看護ステーションの従業者数 

   27 人（H21）→ 30 人（H29） 

 
③ 介護施設等の整備 

地域包括ケアシステムの構築に向けて、第６期介護保険事業支援計画等において 
予定している地域密着型サービス施設等の整備を行う。 
 

【定量的な目標値】 
 

 地域密着型介護老人福祉施設  85 床（3カ所） →  114 床（4カ所） 

 
２．計画期間 
  

  平成 27 年 4 月 1 日～令和 7年 3月 31 日 
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□峡南区域（達成状況） 

 
１）目標の達成状況 

 
① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備 

 
 令和 7年に必要となる医療機能ごとの病床数 

・急性期機能   310 床（H26）→ 251 床（R4） 

・回復期機能    26 床（H26）→  35 床（R4） 

・慢性期機能   124 床（H26）→ 136 床（R4） 

 
② 居宅等における医療の提供 

 
 訪問診療を受けた患者数（6カ月） 

  716 人（H22）→ 1,046.0 人（R2） 

 往診を受けた患者数（6カ月） 

  349 人（H22）→ 242.5 人（R2） 

 在宅看取りを実施している病院、診療所数の合計数 

    0 施設（H20）→ 0 施設以上（R2） 

 在宅療養支援歯科診療所数 2 施設（H25.1）→ 3 施設（R4） 

 24 時間体制をとっている訪問看護ステーションの従業者数 

    27 人（H21）→ 59 人（R3） 
 

③ 介護施設等の整備 
 

 地域密着型介護老人福祉施設１カ所２９人の整備を行った。 

85 床（3カ所） →  114 床（4カ所） 
 
 

２）見解 

【医療分】 

 全般的に概ね計画どおりに事業が進行しており、目標を達成できている。 
 

【介護分】 

 県全体と同じ 

 

３）改善の方向性 

【医療分】 

  病床の機能転換については、引き続き医療機関に対する補助金の周知等を行い、 
地域医療構想の達成に向けた取り組みを推進していく。 
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 往診を受けた患者数の目標値は達成できなかったものの、訪問診療を受けた患者 
数は増加しており、引き続き在宅医療の充実を図るための事業を実施し、患者のニ 
ーズに対応できる医療提供体制の確保を図る。 

 

【介護分】 

 県全体と同じ 

 

４）目標の継続状況 

  ☑ 令和5年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

  □ 令和5年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

 

■富士・東部区域（目標と計画期間） 

 
１．目標 

 
① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備 

 
【定量的な目標値】（医療計画に掲げている目標（医療圏ごとに設定している目標値のみ記載）） 

 
  令和 7 年に必要となる医療機能ごとの病床数の数値目標は、医療計画の一部に

位置付けられる地域医療構想の策定を受けて設定（→ H28.5 策定） 
 
・急性期機能   866 床（H26）→ 318 床（R7） 

・回復期機能    0 床（H26）→ 259 床（R7） 

・慢性期機能   151 床（H26）→ 117 床（R7）  
※ 病床機能報告は、各医療機関が自主的に判断して報告した数であることなど、病床数の比較

にあたっては一定の留意が必要 
※ 高度急性期機能は、区域内での完結を求めるものではないため、県全体のみ目標値を設定 

 
 
② 居宅等における医療の提供 

 
【定量的な目標値】（医療計画に掲げている目標（医療圏ごとに設定している目標値のみ記載）） 

 
 訪問診療を受けた患者数（6カ月） 

  1,851 人（H22）→ 2,037 人（H29） 

 往診を受けた患者数（6カ月） 

   653 人（H22）→ 719 人（H29） 

 在宅看取りを実施している病院、診療所数の合計数 

    8 施設（H20）→ 9 施設（H29） 

 在宅療養支援歯科診療所数 

    8 施設（H25）→ 9 施設（H29） 
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 24 時間体制をとっている訪問看護ステーションの従業者数 

    24 人（H21）→ 27 人（H29） 
 
③ 介護施設等の整備 

地域包括ケアシステムの構築に向けて、第６期介護保険事業支援計画等において 

予定している地域密着型サービス施設等の整備を行う。 
 
 

【定量的な目標値】 
 

 地域密着型介護老人福祉施設   271 床（10 カ所） → 300 床（11 カ所） 

 認知症対応型共同生活事業所   117 床（9カ所）→ 135 床（10 カ所） 

 小規模多機能型居宅介護事業所  111 人／月分（5カ所） 

→ 140 人／月分（6カ所） 

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 1 カ所 → 2 カ所 
 

２．計画期間 
  

  平成 27 年 4 月 1 日～令和 7年 3月 31 日 
 

□富士・東部区域（達成状況） 

 
１）目標の達成状況 

 
①  地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備 

 
 令和 7年に必要となる医療機能ごとの病床数 

・急性期機能   866 床（H26）→ 611 床（R4） 

・回復期機能    0 床（H26）→  179 床（R4） 

・慢性期機能   151 床（H26）→  81 床（R4） 
 

② 居宅等における医療の提供 
 

 訪問診療を受けた患者数（6カ月） 

  1,851 人（H22）→ 2,829.0 人（R2） 

 往診を受けた患者数（6カ月） 

   653 人（H22）→ 729.0 人（R2） 

 在宅看取りを実施している病院、診療所数の合計数 

   8 施設（H20）→ 6 施設以上（R2） 

 在宅療養支援歯科診療所数 8 施設（H25.1）→ 6 施設（R4） 

 24 時間体制をとっている訪問看護ステーションの従業者数 

   24 人（H21）→ 101 人（R3） 
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③  介護施設等の整備 
 

 地域密着型介護老人福祉施設 271床（10カ所） → 300床（11カ所） 

 認知症高齢者グループホーム 117床（9カ所）→ 135床（10カ所） 

 小規模多機能型居宅介護事業所  111 人／月分（5カ所） 

→ 140 人／月分（6カ所） 

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 1 カ所 → 1 カ所 

※１カ所設置されたが、施設整備は法人の自主財源で実施したため、開設準備の

み支援を実施した。 

 
２）見解 

【医療分】 

 全般的に概ね計画どおりに事業が進行しており、目標を達成できている。 
 

【介護分】 

 県全体と同じ 

 

３）改善の方向性 

【医療分】 

 病床の機能転換については、引き続き医療機関に対し補助金の周知等を行い、地 
域医療構想の達成に向けた取り組みを推進していく。 
 引き続き在宅医療の充実を図るための事業を実施し、患者のニーズに対応できる   

医療提供体制の確保を図る。 
 

 

【介護分】 

 県全体と同じ 

 

４）目標の継続状況 

  ☑ 令和5年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

  □ 令和5年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 
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３．事業の実施状況 【医療分】 
 

事業の区分 １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関す

る事業 

事業名 【No.1】 
医療機能分化連携推進事業 

【総事業費】 

929,281 千円 

事業の対象
となる区域 

県全体 

事業の実施
主体 

医療機関 

事業の期間 平成 28 年 1 月 1 日～令和 7年 3月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

                                                                                                                             高齢化の一層の進展を見据え、不足する回復期機能の充実・強化等に 

より、医療機能の分化･連携を推進し、効率的で質の高い医療提供体制を

構築していく必要がある。 

アウトカム指標：不足する回復期機能の病床整備 

928 床（H26）→ 2,566 床（R7）（1,638 床増） 

事業の内容

(当初計画) 
病床の機能分化・連携体制の構築に向けて、在宅復帰を推進する回復 

期機能等の充実・強化を図るため、病院、診療所が行う設備整備に対し

て助成を行う。（回復期リハビリテーション機能の強化、急性期を経過し

た患者の受入機能の強化、在宅患者の急変時における受入機能の強化及

び地域医療連携体制の強化に必要な設備整備等） 

アウトプット
指標（当初の
目標値） 

医療機能分化・連携のための設備整備 年間 4箇所 

アウトプット

指標（達成値） 

医療機能分化・連携のための設備整備 

 H27：16 医療機関、H28：9 医療機関、H29：6 医療機関、 

H30：3 医療機関、R1：3 医療機関、R2：1 医療機関、R3：2 医療機関 

R4：3 医療機関 

事業の有効

性･効率性 

 

事業終了後１年以内のアウトカム指標： 

病床機能報告における回復期機能の病床数の増 

 928 床（H26）→ 1,867 床（R4）（939 床増） 

（１）事業の有効性 

医療機能分化・連携のための設備整備については、既に完了してい

る医療機関や、コロナ禍で先送りにする医療機関が多いことから、目

標値には達していないものの、本事業の実施により、地域医療構想の

実現に向けて、不足する回復期機能の充実･強化や、地域医療連携体制

を構築するための取組が着実に推進されている。 

（２）事業の効率性 

各医療機関に対して定期的に意向調査を実施するとともに、回復期

リハ病棟や地域包括ケア病棟の施設基準取得など一定の助成要件を付

すことによって、回復期への転換等を促し、効率的に事業を実施して

いる。 

その他  
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【No.6】 
訪問看護推進事業 

【総事業費】 

3,218 千円 

事業の対象

となる区域 
県全体 

事業の実施

主体 
山梨県、山梨県看護協会、NPO 法人山梨県ホスピス協会 

事業の期間 平成 27 年 4 月 1 日～令和 5年 3月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

・医療機関から在宅に移行する患者が一貫したケアを関係職種の連携体

制のもと、高度な知識、技術を有する訪問看護師により訪問看護が受

けられるようにする必要がある。 

アウトカム指標： 

 在宅医療推進に向けた看護職員の確保及び看護の質の向上 

事業の内容

(当初計画) 
・県内の在宅医療の推進を図るため、医療機関･訪問看護ステーション･ 

居宅介護支援事業所、市町村、保健所等で構成する訪問看護推進協議

会で、訪問看護に関する課題や対策等を協議する。 

・県民や看護職、支援関係者を対象に、在宅医療の推進に不可欠な訪問

看護の充実を図るため、研修・普及啓発等を実施する。 

アウトプット

指標（当初の

目標値） 

・訪問看護推進協議会の開催回数（2回） 

・訪問看護ステーション・医療機関に勤務する看護師相互研修の実施日

数（5日間） 

・訪問看護管理者研修の開催回数（2回） 

・在宅ターミナルケア普及事業  

講演会の開催（1回）、パンフレット作成配布（1回） 

アウトプット

指標（達成値） 

・訪問看護推進協議会（開催見合わせ） 

・訪問看護ステーション・医療機関に勤務する看護師相互研修事業 

 （各 5日） 

・訪問看護管理者研修（1回）  

事業の有効

性･効率性 

 

事業終了後１年以内のアウトカム指標：  

訪問看護ステーション・医療機関に勤務する看護師相互研修や訪問看

護管理者研修により、在宅医療提供体制の強化が図られた。 
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（１）事業の有効性 

訪問看護推進協議会は新型コロナ感染症の拡大により開催ができな

かったが、管理者研修会等の事業を通じて、現場の課題の収集はでき

た。 

研修等の実施により、医療との連携、病院や診療所を含めた地域医

療における訪問看護の課題への対応や、最新の看護技術の修得など、

看護職の質の向上が図られた。 

普及啓発は、療養者や家族が安心して、地域で暮らすために必要な

知識の提供ができた。 

 

（２）事業の効率性 

保健師、助産師、看護師、准看護師の従事者の約半数（正会員数 5,900

名）の会員を占め、研修体制が充実している県看護協会に研修事業を

委託することにより、効率的に実施することができた。 

 

その他  

 

  



   

- 18 - 

 

事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 【総事業費】 
1,110 千円 

事業名 【No.13】 
在宅医療広域連携等推進事業 

事業の対象

となる区域 
県全体 

事業の実施

主体 
山梨県 

事業の期間 平成 31 年 4 月 1 日～令和 5 年 3 月 31 日 
□継続 ／ ☑終了 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

高齢化の進展を見据え、在宅医療需要の高まりに対応するためには、

訪問診療実施医療機関の増加等在宅医療提供体制の強化が必要である。 
アウトカム指標： 
・訪問診療を実施する病院・診療所数   

140 施設（H27）→154 施設（R2） 

・在宅看取りを実施している病院・診療所数 

                50 施設（H27）→ 56 施設（R2） 
事業の内容

(当初計画) 
県内各保健福祉事務所において在宅医療の多職種関係者の連携会議

を開催する。 

アウトプット

指標（当初の

目標値） 

連携会議の開催 4 圏域×3回 

アウトプット

指標（達成値） 
連携会議の開催 3 圏域×1 回ずつ（コロナ感染拡大防止のため 1 圏域

では他の会議で代替） 

事業の有効

性･効率性 
事業終了後１年以内のアウトカム指標： 

・訪問診療を実施する病院・診療所数  112 施設（R3） 

・在宅看取りを実施している病院・診療所数  34 施設（R3） 

※R4 以降の数値は未公表のため現時点で不明。 

（１）事業の有効性 
新型コロナウイルス感染症の影響により、連携会議を一部中止又は書

面開催としたため計画どおりの実施が困難となったが、保健所単位で広

域連携会議等を開催することにより、市町村圏域を超えた在宅医療・介

護関係者・市町村間の連携促進、在宅多職種人材の育成が図られている。

今後も継続して取り組みを進め、目標達成を目指していく。 
（２）事業の効率性 
地域の在宅医療、介護等のネットワークや経験・知識を持ち合わせた

保健福祉事務所が主体となることで、効率的な事業の実施が図られた。 
その他  
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３．事業の実施状況 【介護分】 

  
事業の区分 ３．介護施設等の整備に関する事業  
事業名 【No.12】 

山梨県介護施設等整備事業 

【総事業費】 
417,675 千円 

事業の対象と

なる区域 

山梨県全域 

事業の実施主

体 

山梨県 

事業の期間 平成 27 年 4 月 1 日～令和 6年 3月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医

療・介護ニーズ 

高齢者が住み慣れた地域において、安心して生活を継続できる体制の

構築を図る。 

アウトカム指標：65 歳以上人口 10 万人あたり地域密着型サービス施

設等の定員総数 950 人 

事業の内容（当

初計画） 

①地域密着型サービス施設等の整備に対する助成を行

う。 

整備予定施設等 

 地域密着型特別養護老人ホーム：58 床（２カ所） 

 認知症高齢者グループホーム：18 床（1 カ所） 

 小規模多機能型居宅介護事業所：29 人／月分（1 カ所） 

定期巡回･随時対応型訪問介護看護：1カ所 

 ②介護施設等の開設・設置に必要な準備経費に対して支 

援を行う。 

アウトプット

指標（当初の目

標値） 

地域包括ケアシステムの構築に向けて、地域密着型サービス施設等の

整備等を支援することにより、地域の実情に応じた介護サービス提供

体制の整備を促進する。 

○地域密着型特別養護老人ホームの増：1139 床（41 カ所）→1197 床

（43 カ所） 

○認知症高齢者グループホーム：948 床（67 カ所）→966 床（68 カ所） 

○小規模多機能型居宅介護事業所の増：579 人／月分（24 カ所）→608

人／月分（25 カ所） 

○定期巡回･随時対応型訪問介護看護 5 カ所→6カ所 
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アウトプット

指標（達成値） 

【平成２７年度】 

○地域密着型特別養護老人ホーム：29 床（1カ所） 

【平成２８年度】 

○認知症高齢者グループホーム：18 床（1カ所） 

【平成２９年度】 

○地域密着型特別養護老人ホーム：29 床（1カ所） 

○小規模多機能型居宅介護事業所：29 人（1カ所） 

○定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所（1カ所） 

【令和２年度】 

○地域密着型特別養護老人ホーム：29 床（1カ所） 

○認知症高齢者グループホーム：18 床（２カ所） 

○看護小規模多機能型居宅介護事業所：9人（1カ所） 

【令和４年度】 

○地域密着型特別養護老人ホーム：29 床（1カ所） 

事 業 の 有 効

性・効率性 

（１）事業の有効性 

 地域密着型サービス施設等の整備等を支援することにより、高齢者

が住み慣れた地域において、安心して生活を継続できる体制の構築が

進んでいる。 

平成２７年度に地域密着型特別養護老人ホーム（ 29 床（1 カ所））、

平成２８年度に認知症高齢者グループホーム：（18 床（1 カ所））、平

成２９年度に地域密着型特別養護老人ホーム：29 床（1 カ所）、小規

模多機能型居宅介護事業所：29 人（1 カ所）、定期巡回・随時対応型

訪問介護看護事業所（1カ所）を整備した。令和２年度に地域密着型

特別養護老人ホーム：29 床（1カ所）、認知症高齢者グループホーム：

18 床（２カ所）、看護小規模多機能型居宅介護事業所：9人（1カ所）

を整備した。 

 

（２）事業の効率性 
 県公共事業に準じた手続きにより適正に施設整備が行われた。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.39】 

介護職員確保定着促進事業 
【総事業費】 

9,196 千円 

事業の対象

となる区域 
山梨県全域 
 

事業の期間 平成 27 年 9 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日 
□継続 ／ ☑終了 

事業の目標 ・委員会の開催 各年度 3 回 
・介護人材育成に関する優良施設の認定 各年度 12 施設 
・スキルアップ拠点施設の指定 各年度 2 施設 
 

事業の達成

状況 
・委員会の開催 平成 27、28 年度 3 回、29 年度 2 回 
・介護人材育成に関する優良施設の認定 平成 27、28 年度 12 施設 
・スキルアップ拠点施設の指定 平成 27、28 年度 2 施設、29 年度 5 施設 

事業の有効

性・効率性 
（１）事業の有効性 
・やまなし介護の魅力発信委員会を開催し、平成 27 年度に「介護サービス事

業所・施設のモデル給与規程・モデル就業規則」を作成したところであり、

平成 28 年度以降普及に取り組むことにより、施設等における導入促進が期待

される。 
・また、先駆的に職場環境改善を実践する 12 施設を認定したところであり、

施設の取組内容について周知を図ることにより、働きやすい職場づくりや介

護の仕事のイメージアップに繋げることができる。 
・スキルアップ拠点施設を平成 27 年、28 年度 2 施設、平成 29 年度 5 施設指

定し、他施設職員の研修受講を受け入れるなど、介護の質の向上を図るとと

もに、介護の魅力を地域に向けて発信することができた。 
（２）事業の効率性 
・やまなし介護の魅力発信委員会の開催にあたり県庁内会議室を使用したほ

か、委託先において資料印刷などの経費節減を図り、効率的な事業執行に努

めた。 
その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業  
事業名 【No.40】福祉・介護の仕事の魅力発信事

業（介護の魅力 ～「深さ」と「楽しさ」

～の発信） 

【総事業費】 
2,001 千円 

事業の対象となる区域 山梨県全域 

事業の実施主体 山梨県（委託先：山梨県社会福祉協議会） 

事業の期間 平成 27 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日 
□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

団塊の世代が後期高齢者となり介護サービス需要が増大す

る平成 37 年を見据えつつ、必要な介護従事者の確保・定着

を図る。 

アウトカム指標：平成 30 年度までに 327 人の介護従事者の

供給改善を図る。 

事業の内容（当初計画） 福祉・介護の仕事の魅力を広く発信し、福祉・介護の仕

事に関するイメージアップと理解の促進を図るため、福

祉・介護の仕事への理解を深めてもらう講演会や、先進的

な事業を展開している介護事業所や NPO などで働く職員

による介護体験などをテーマとしたシンポジウム、介護体

験、福祉・介護に関する展示・相談ブースの設置等のイベ

ントを開催する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

・イベントの開催 1 回、参加目標者数 150 名 

アウトプット指標（達成

値） 

・イベントの開催 
平成 27 年度 開催回数 1 回、参加者数 134 名 
平成 28 年度 開催回数 1 回、参加者数 180 名 
平成 29 年度 開催回数 1 回、参加者数 222 名 

事業の有効性・効率性 （１）事業の有効性 
 広く県民に対し、福祉・介護の仕事の魅力について、幅

広く情報発信することにより、福祉・介護への理解を深め、

将来に亘る福祉・介護人材の雇用の継続、確保が期待され

る。 
（２）事業の効率性 
イベントの周知を広く一般県民に行うと同時に、養成学

校や介護事業所など関係機関にも行うことで、多くの興味

ある県民に対し効率的に事業周知ができた。 
 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業  
事業名 【No.41】 

福祉・介護人材確保対策情報発信事業 

【総事業費】 
925 千円 

事業の対象となる区域 山梨県全域 

事業の実施主体 山梨県（委託先：山梨県社会福祉協議会） 

事業の期間 平成 27 年 4 月 1 日～令和 4 年 3 月 31 日 
□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

団塊の世代が後期高齢者となり介護サービス需要が増大す

る平成 37 年を見据えつつ、必要な介護従事者の確保・定着

を図る。 

アウトカム指標：平成 30 年度までに 327 人の介護従事者の

供給改善を図る。 

事業の内容（当初計画） 中学生・高校生をはじめとする一般県民を対象に、福祉・

介護の仕事の魅力を発信するため、各種広報媒体を利用し

た一体的な広報を展開する。 

 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

・PR 用クリアファイルの作成 15,000 枚 
・テレビ CM の放送 15 秒 CM×2 回 
・新聞広告 2 回 

アウトプット指標（達成

値） 

平成 27 年度 PR 用クリアファイルの作成 7,500 枚 
テレビ CM の放送 15 秒 CM 32 本 
新聞折込チラシ 9 回 385,500 部 

平成 28 年度 新聞広告 7 回、新聞折込チラシ 3 回、フリー

ペーパー掲載 他 
平成 29 年度 新聞広告 7 回、新聞折込チラシ 4 回、フリー

ペーパー掲載 他 

事業の有効性・効率性 （１）事業の有効性 
福祉・介護に興味のある方には、クリアファイルに事業

内容を含むチラシを挟んで周知し、テレビや新聞折込では、

広く一般県民向けの内容で周知することで、福祉・介護人

材の認知度向上に繋がった。 
（２）事業の効率性 
新聞折込チラシを事業ごとに配布地域を変えるなど、委

託先において、効率的な事業執行に努めている。 
 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.42】 
職場体験事業 

【総事業費】 
2,957 千円 

事業の対象

となる区域 
山梨県全域 

事業の期間 平成 27 年 4 月 1 日～令和 5 年 3 月 31 日 
☑継続 ／ □終了 

事業の目標 職場体験実施者 H27 年度 100 人、H28 年度以降各年度 50 人 
（体験日数 毎年 2 日） 
 
 

事業の達成

状況 
平成 27 年度 職場体験実施者 21 人 体験日数 延べ 47 日 
平成 28 年度 職場体験実施者 10 人 体験日数 延べ 24 日 
平成 29 年度 職場体験実施者 16 人、体験日数 延べ 28 日 
平成 30 年度 職場体験実施者 15 人、体験日数 延べ 26 日 
令和元年度  職場体験実施者 11 人、体験日数 延べ 16 日 
令和 2 年度  職場体験実施者 24 人、体験日数 延べ 36 日 
令和 4 年度  職場体験実施者 18 人、体験日数 延べ 27 日 

事業の有効

性・効率性 
（１）事業の有効性 
実際の福祉・介護職場を体験することにより、他分野からの離職者等

が、魅力ややり甲斐を感じて、福祉・介護分野への就業を選択すること

が期待される。 
 

（２）事業の効率性 
再就労者支援事業と共通の受入登録事業所を活用することで、より効

率的に事業が執行された。 
 
 
 
 

 
その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.43】 

基準緩和型訪問サービス従事者等養成研修会開催事業 
【総事業費】 
1,259 千円 

事業の対象

となる区域 
山梨県全域 

事業の期間 平成 27 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日 
□継続 ／ ☑終了 

事業の目標 （１）地域支え合い活動推進セミナー 
開催回数：１回  参加者数：１００名 

（２）基準緩和型訪問サービス従事者養成研修会 
開催回数：１回（３日間）  参加者数：５０名 

事業の達成

状況 
（１）地域支え合い活動推進セミナー 

開催回数：１回  参加者数：１０４名 
（２）基準緩和型訪問サービス従事者養成研修会 

開催回数：１回（３日間）  参加者数：３１名 

事業の有効

性・効率性 
（１）事業の有効性 

研修会等の開催により、新しい総合事業への関心を高め理解が深

まるとともに、一定の専門的知識を学ぶ場となったことにより、今

後の各市町村における多様なサービスにおける多様な担い手の確保

につながることが期待される。 
 

（２）事業の効率性 
県内市町村の総合事業への準備状況等を踏まえながら、県が直接

企画・実施し、効率的な執行に努めた。 
 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.44】 

介護人材掘り起こし事業 
【総事業費】 

3,367 千円 

事業の対象

となる区域 
山梨県全域 

事業の期間 平成 28 年 4 月 1 日～令和 5 年 3 月 31 日 
☑継続 ／ □終了 

事業の目標 福祉・介護人材を確保するため、市町村ボランティアセンター（市町村

社会福祉協議会）、県シルバー人材センターを構成員とする連絡会を設置

し、社会活動（ボランティア）を通じて介護分野に関心を持つ中高年齢

者（概ね 50 歳～64 歳）を対象に、介護基礎講座を開催する。 
・福祉・介護人材確保県連絡会（仮称）の開催回数 年間 2 回 
・中高年者に対する介護入門講座の受講者数 年間 200 人 

事業の達成

状況 
中高年者に対する介護入門講座の受講者数  平成 28 年度 168 人、平成

29 年度 53 人、平成 30 年度 94 人 
令和元年度は新型コロナウイルス感染拡大のため、講座が中止となった。 
令和 3 年度 207 人 
令和 4 年度 168 人 

事業の有効

性・効率性 
（１）事業の有効性 
 社会活動を通じて介護分野に関心を持つ中高年齢者を対象に、介護基

礎講座を開催することで、多様な人材の参入に向け、就労意欲のある者

の掘り起こしが期待できる。 
 
（２）事業の効率性 
令和元年度は新型コロナウイルス感染拡大のため講座実施が中止とな

ったが、引き続き市町村ボランティアセンター（市町村社会福祉協議会）、

県シルバー人材センター等の関係機関と連携することにより、事業を効

率よく実施する。 
 
 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.45】 

介護職員初任者研修助成事業 
【総事業費】 

2,116 千円 

事業の対象

となる区域 
山梨県全域 

事業の期間 平成 28 年 4 月 1 日～令和 5 年 3 月 31 日 
☑継続 ／ □終了 

事業の目標 福祉・介護人材を確保するため、福祉人材センターによるマッチングを

通じて就労し、働きながら介護職員初任者研修の修了を目指す者に対し、

研修受講費等の助成を支援する。 
・研修受講費の助成者数 平成 28～29 年度 各 50 人、平成 30 年度 
5 人 

事業の達成

状況 
研修受講費の助成者数 平成 28 年度 2 人、平成 29 年度 3 人、平成

30 年度 2 人、令和元年度 0 人、令和 2 年度 3 人、令和 3 年度 3
人、令和 4 年度 0 人 

事業の有効

性・効率性 
（１）事業の有効性 
 働きながら介護職員初任者研修の修了を目指す者に対し支援すること

で、就労未経験者の就労・定着促進を図ることが期待される。 
 
 
 
（２）事業の効率性 
 福祉人材センター求職登録者における無資格者に対し、事業の周知を

図るとともに、求人事業所に対しても事業内容の詳細を説明し、活用の

推進を図るなど、効率的な事業執行に努めている。 
 

その他  
 
 
 

 

  



   

- 28 - 

 

 

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業  
事業名 【No.46】 

求人・求職のマッチング機能強化事業 

【総事業費】 
12,078 千円 

事業の対象となる区域 山梨県全域 

事業の実施主体 山梨県（山梨県社会福祉協議会） 

事業の期間 平成 27 年 4 月 1 日～令和 5 年 3 月 31 日 
☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

団塊の世代が後期高齢者となり介護サービス需要が増大す

る平成 37 年を見据えつつ、必要な介護従事者の確保・定着

を図る。 

アウトカム指標：平成 30 年度までに 327 人の介護従事者の

供給改善を図る。 

事業の内容（当初計画） ・キャリア支援専門員の配置   2 名配置 

・求職者支援活動（ハローワーク訪問活動） 

・求人・求職開拓活動 

 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

福祉・介護職の入職への人材確保を図るとともに、求職者

の多様なニーズに伴う就労条件を把握し、きめ細かなマッ

チングを行い、人材定着を支援する。 
・マッチングによる雇用創出目標数 33 名 

アウトプット指標（達成

値） 

・マッチングによる就労者数 平成 27 年度 18 名、平成 28
年度 6 名、平成 29 年度 2 名、令和 3 年度 2 名、令和４

年 6 名 

事業の有効性・効率性 （１）事業の有効性 
ハローワーク内における就職セミナーの開催や、地域の

ニーズを反映した地域別就職相談会の実施、また民間企業

が実施する就職フェアへのブースの出展など、きめ細やか

な支援を行うことにより、福祉・介護人材の確保が期待さ

れる。 
（２）事業の効率性 
ハローワークと共催で就職セミナーや社会福祉施設見学

会を実施するなど、効率的な事業執行に努めている。 
 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.47】 

福祉・介護人材キャリアパス支援事業 
【総事業費】 

25,619 千円 

事業の対象

となる区域 
山梨県全域 

事業の期間 平成 27 年 4 月 1 日～令和 4 年 3 月 31 日 
□継続 ／ ☑終了 

事業の目標 福祉・介護職員等へのキャリアパスを支援するとともに、定着促進を図る。 
・職員育成キャリアパス支援研修受講修了目標数 680 人（募集定員の 100%） 
・キャリア形成技術指導事業受講修了者        300 人（     〃     ） 

事業の達成

状況 
平成 27 年度 
・職員育成キャリアパス支援研修受講者     324 人 
・キャリア形成技術指導事業受講者          104 人 
平成 28 年度 
・職員育成キャリアパス支援研修受講者     146 人 
・キャリア形成技術指導事業受講者           84 人 
平成 29 年度 
・職員育成キャリアパス支援研修受講者     125 人 
・キャリア形成技術指導事業受講者          114 人 
平成 30 年度 
・職員育成キャリアパス支援研修受講者     124 人 
・キャリア形成技術指導事業受講者          137 人 
令和元年度 
・職員育成キャリアパス支援研修受講者     92 人 
・キャリア形成技術指導事業受講者          42 人 
令和 2 年度 
・職員育成キャリアパス支援研修受講者     53 人 
・キャリア形成技術指導事業受講者          31 人 
令和 3 年度 
・職員育成キャリアパス支援研修受講者     65 人 
・キャリア形成技術指導事業受講者          15 人 

事業の有効

性・効率性 
（１）事業の有効性 
就労年数や職域階層等に応じた知識や技術等を習得し、キャリアパス、

スキルアップを促進するための研修を実施することで、福祉・介護人材の

安定的な定着を図ることが期待される。 
（２）事業の効率性 
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研修対象となる職員別に研修を実施することにより、事業を効率よく実

施された。 
その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.48】 

介護職員等医療的ケア研修事業 
【総事業費】 

6,444 千円 

事業の対象

となる区域 
山梨県全域 

事業の期間 平成 27 年 5 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日 
□継続 ／ ☑終了 

事業の目標 ・指導者養成講習 80 名×1 回 講義・演習 1.5 日 
・基本研修 60 名×1 コース 講義 50 時間 筆記試験・演習 2 日間及び

評価 
・実地研修 60 名×1 コース 事業所内での実習（約 3 か月間） 
・医療的ケア検討委員会 検討委員会 2 回、研修部会 1 回 

事業の達成

状況 
・指導者養成講習 受講者数（H27：47 人，H29：47 人） 
・基本研修 H27（開催回数 1 コース 受講者数 51 人） 
・実地研修 H27（開催回数 1 コース 修了者数 31 人） 
・医療的ケア検討委員会 

H27（検討委員会 2 回、研修部会 1 回） 
H29（検討委員会 1 回、研修部会 1 回） 

事業の有効

性・効率性 
（１）事業の有効性 

高齢者や障害者に対して適切にたんの吸引等を行うことができる介

護職員等を養成することにより、痰の吸引や経管栄養を安全に実施す

る体制整備が図られた。 
また、医療的ケア検討委員会により、研修水準の向上や職場内にお

ける安全管理体制の確保等、安全・安心な医療的ケアの実施体制の基

盤整備が図られた。 
 

（２）事業の効率性 
  研修受講要件を設ける等、修得した技術をすぐに現場で有効に実践

できる介護職員等を養成できるよう、委託先において効率的に研修が

実施された。 
その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.49】 

介護支援専門員資質向上事業 
【総事業費】 
109,628 千円 

事業の対象

となる区域 
山梨県全域 

事業の期間 （１）平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日 
（１）以外 平成 28 年 1 月 1 日～令和 5 年 3 月 31 日 
☑継続 ／ □終了 

事業の目標 （１）介護支援専門員実務従事者基礎研修事業（H27 終了） 

・実施回数 1 コース・受講人数 70 名 

（２）介護支援専門員更新研修（法定研修）事業 
・実施回数 各年度 1 コース・受講人数 各年度 35 名 

（３）介護支援専門員専門研修（法定研修）事業 

・実施回数 各年度・各研修 1 コース 

・受講人数 

専門研修Ⅰ H27 年度 130 名、H28 年度以降各年度 110 名 
専門研修Ⅱ H27 年度 300 名、H28 年度以降各年度 280 名 

（４）介護支援専門員実務研修（法定研修）事業 
  ・実施回数 各年度 1 コース  ・受講人数 各年度 210 名 
（５）介護支援専門員再研修（法定研修）事業 
  ・実施回数 各年度 1 コース  ・受講人数 各年度 40 名 

事業の達成

状況 
（２）介護支援専門員更新研修 受講者 

（H27:39 人、H28:45 人、H29:50 人、H30:32 人、R1:49 人、R2:26
人、R3:26 人、R4:46 人） 

（３）介護支援専門員専門研修 受講者 

専門研修Ⅰ（H27:119 人、H28:84 人、H29:99 人、H30:83 人、

R1:104 人、R2:新型コロナにより中止、R3:112 人、R4:75 人） 
専門研修Ⅱ（H27:265 人、H28:138 人、H29:238 人、H30:237 人、 

   R1:268 人、R2:新型コロナにより中止、R3:161 人、R4:234 人） 
（４）介護支援専門員実務研修 受講者 

（H27：123 人、H28：102 人、H29：188 人、H30：38 人、 
R1:台風 19 号の影響により試験が延期となったため未実施、R2:87
人、R3:70 人、R4:53 人） 

（５）介護支援専門員再研修 受講者 
（H27：50 人、H28：32 人、H29：26 人、 

   H30：40 人、R1:30 人、R2:31 人、R3:24 人、R4:33 人） 
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事業の有効

性・効率性 
（１）事業の有効性 
地域包括ケアシステムの中で、自立支援に資するケアマネジメントが

実践できる介護支援専門員を養成することができた。 
（２）事業の効率性 
各経験熟度に応じた研修を実施し、指定研修実施機関において実践能

力を高める研修実施が効率的に行われた。 
その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.50】 

代替要員の確保による現任介護職員等の研修支援事業 
【総事業費】 
16,679 千円 

事業の対象

となる区域 
山梨県全域 

事業の期間 平成 27 年 9 月 1 日～令和 3 年 3 月 31 日 
□継続 ／ ☑終了 

事業の目標 ・申請件数 62 件 

事業の達成

状況 
・公益財団法人介護労働安定センター山梨支部に、介護サービス事業者 
等への事業周知、事業者等の研修・代替職員雇用計画の受理、相談業務 
を委託。 
・山梨県現任介護職員等研修支援助成金の創設、助成金の支給。 
  助成金支給申請(支払)件数 Ｈ２７年度：８件 

               Ｈ２８年度：１５件  

                              Ｈ２９年度：２３件 

               Ｈ３０年度：２１件 

               Ｒ元年度 ：２２件 

               Ｒ２年度 ：１０件 
事業の有効

性・効率性 
（１）事業の有効性 
 代替職員の雇用や研修計画の作成にあたっての相談援助業務を、公益

財団法人介護労働安定センター山梨支部に委託することにより、助成金

の支給にとどまらず、介護サービス事業所の雇用環境改善、介護サービ

スの質の向上にも資することになり、事業の一定の有効性が認められる

が、申請事業所は全体のごく一部にとどまり、また申請件数も横ばいで

ある。 
 
（２）事業の効率性 
 県内の介護サービス事業者に精通している公益財団法人介護労働安定

センター山梨支部に事業の一部を委託することにより、効率的な事業の

周知等が図られた。 
 

その他 事業所全体に占める申請者の割合が低調であることから、幅広いサービス提供事業

所に向けた、より効率的かつ効果的な事業を実施するため、本事業の予算を新規事

業や既存事業に充てることを見据え、令和２年度をもって終了することとした。 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業  
事業名 【No.51】 

再就労者支援事業 

【総事業費】 
448 千円 

事業の対象となる区域 山梨県全域 

事業の実施主体 山梨県（委託先：山梨県社会福祉協議会） 

事業の期間 平成 27 年 4 月 1 日～令和 4 年 3 月 31 日 
□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

団塊の世代が後期高齢者となり介護サービス需要が増大す

る平成 37 年を見据えつつ、必要な介護従事者の確保・定着

を図る。 

アウトカム指標：平成 30 年度までに 327 人の介護従事者の

供給改善を図る。 

事業の内容（当初計画） 求人・求職マッチング機能強化事業及び、福祉・介護キャ

リアパス支援事業と組み合わせて実施することにより、求

職者・求人事業者にとって効率の良いプログラム実施を目

指す。 対象人数 15 人程度見込 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

対象人数 15 人程度 

アウトプット指標（達成

値） 

再就労者職場復帰プログラム実施人数 平成 28 年度 7 人、 
平成 29 年度 2 人、平成 30 年度 1 人、令和 3 年度 1 人 

事業の有効性・効率性 （１）事業の有効性 
潜在的有資格者の求職者を対象に、個別の状況に応じた

講習、実習等を組み合わせた職場復帰プログラムを実施す

ることで、有資格者の再就労に繋がっている。 
（２）事業の効率性 
職場体験事業の受入登録事業所を活用することにより、

事業を効率よく実施した。 
 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業  
事業名 【No.52】 

認知症地域医療支援事業 

【総事業費】 
1,990 千円 

事業の対象となる区域 山梨県全域 

事業の実施主体 山梨県（（1）は国立研究開発法人国立長寿医療研究センタ

ーに委託、（2）・（3）は山梨県医師会等に委託） 

事業の期間 平成 27 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日 
□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

高齢者が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを継続できるよう地域

包括ケアシステムの構築を進める必要がある。 
アウトカム指標：地域包括ケアシステムの構築の推進 

事業の内容（当初計画） 地域における認知症医療支援体制の充実を図るため、次の

事業を行う。 

（1）認知症サポート医の養成 

（2）認知症サポート医フォローアップ研修 

（3）かかりつけ医等認知症対応力向上研修 

（4）病院勤務における医療従事者向け認知症対応力向上研

修 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

（1）養成数 10 名 
（2）受講者数 36 名 
（3）受講者数 140 名 
（4）3 病院（各 50 名） 

アウトプット指標（達成

値） 

（1）養成数 11 名 
（2）受講者数 33 名 
（3）受講者数 医師 98 名 その他職員 87 名 
（4）3 病院 217 名 

事業の有効性・効率性 （１）事業の有効性 
 医療従事者の認知症対応力の向上を図ることにより、認

知症の人が適切な治療を受けながら、住み慣れた地域で生

活できる体制の構築を図ることが期待されている。 
（２）事業の効率性 
 一部委託、また関係機関の協力を得て開催することによ

り、効率的な執行に努めた。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.54】 

認知症地域支援推進員研修事業 

【総事業費】 
1,482 千円 

事業の対象

となる区域 
山梨県全域 

事業の期間 平成 27 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日 
□継続 ／ ☑終了 

事業の目標 受講者数 地域包括支援センター数×1 名＝35 名 
 
 

事業の達成

状況 
平成 27 年度 認知症地域支援推進員研修受講者数 24 名 
平成 28 年度 認知症地域支援推進員研修受講者数  6 名 
平成 29 年度 認知症地域支援推進員研修受講者数 10 名 
 

事業の有効

性・効率性 
（１）事業の有効性 

研修を受講することで、各市町村や地域包括支援センターに配置

された認知症地域支援推進員の質の向上が図られ、各地域における

認知症の人に対して効果的な支援が行われる連携体制や認知症ケア

の向上にむけた取り組みが促進された。 
 

（２）事業の効率性 
   認知症支援の専門機関である認知症介護研究・研修東京センター

に委託することにより、事業を効率よく実施できた。 
       
 
 
 
 
 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.55】 
認知症対応型サービス事業者等研修事業 

【総事業費】 
4,170 千円 

事業の対象

となる区域 
山梨県全域 

事業の期間 （１）～（３）平成 27 年 10 月 1 日～平成 31 年 3 月 31 日 
（４）平成 27 年 4 月 1 日～令和 5 年 3 月 31 日（委託先の日程による） 
（５）平成 28 年 4 月 1 日～令和 5 年 3 月 31 日 
☑継続 ／ □終了 

事業の目標 （１）認知症対応型サービス事業者開設者研修事業 
・実施回数 各年度 1 コース（講義・演習 2 日間） 
・受講者数 H27 年度 20 名、H28 年度以降各年度 10 名 

（２）認知症対応型サービス事業者管理者研修事業 
・実施回数 各年度 1 コース（講義・演習 2 日間） 
・受講者数 H27 年度 30 名、H28 年度以降各年度 40 名 

（３）小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修事業 
・実施回数 各年度 1 コース（講義・演習 2 日間） 
・受講者数 各年度 20 名 

（４）認知症介護指導者養成研修事業（フォローアップ研修） 
   ・受講者数 各年度・指導者 2 名（講義・演習 5 日間） 
（５）認知症介護基礎研修事業（平成 28 年度から実施） 
   ・実施回数 各年度 1 コース（講義・演習 1 日間） 

・受講者数 各年度 72 名 
事業の達成

状況 
○R4 研修実施回数及び受講者数 

（１）認知症対応型サービス事業者開設者研修事業 
・平成 27 年度 実施回数 1 コース・修了者数 5 名 
・平成 28 年度      1 コース・     3 名 
・平成 29 年度      1 コース・     2 名 
・平成 30 年度      1 コース・     3 名 
・令和元年度       １コース・     0 名 
・令和２年度       １コース・     3 名 
・令和３年度       １コース・     2 名 
・令和４年度       １コース・     0 名 

（２）認知症対応型サービス事業者管理者研修事業 
・平成 27 年度 実施回数 1 コース・修了者数 55 名 
・平成 28 年度      1 コース・     30 名 
・平成 29 年度      1 コース・     45 名 
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・平成 30 年度      1 コース・     21 名 
・令和元年度       １コース・     31 名 
・令和２年度       １コース・     26 名 
・令和３年度       １コース・     27 名 
・令和４年度       １コース・     23 名 

（３）小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修事業 
・平成 27 年度 実施回数 1 コース・修了者数 11 名 
・平成 28 年度      1 コース・     12 名 
・平成 29 年度      1 コース・      9 名 
・平成 30 年度      1 コース・     11 名 
・令和元年度       １コース・     11 名 
・令和２年度       １コース・      9 名 
・令和３年度       １コース・      8 名 
・令和４年度       １コース・     14 名 

（４）認知症介護指導者養成研修事業（フォローアップ研修） 
   ・平成 27 年度 修了者数 1 名 
   ・平成 28 年度      1 名 
   ・平成 29 年度      1 名 
   ・平成 30 年度      1 名 

・令和元年度       1 名 
・令和２年度、３年度   0 名（新型コロナの影響により中止） 
・令和４年度       0 名 

（５）認知症介護基礎研修事業 
   ・平成 28 年度 修了者数  71 名 
   ・平成 29 年度       38 名 
   ・平成 30 年度      53 名 

・令和元年度       40 名 
・令和２年度        0 名（新型コロナの影響により中止） 
※令和３年度からｅラーニングにて実施 

事業の有効

性・効率性 
（１）事業の有効性 
 認知症介護の専門的な知識・技術を修得し、質の高い介護サービスを

提供するための人材の育成、確保が図られた。 
（２）事業の効率性 
 受講者への受講に関する必要事項の事前連絡や、少人数でのグループ

ワークを取り入れる等、研修目的が達成できるよう効率的な実施に努め

た。 
その他  

 



   

- 40 - 

 

 

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.56】 

地域包括支援センター職員研修事業 

【総事業費】 
633 千円 

事業の対象

となる区域 
山梨県全域 

事業の期間 平成 27 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日 
□継続 ／ ☑終了 

事業の目標 ・受講者数 
(1)新任者研修 年間 37 人 
(2)現任者研修 年間 70 人 
 

事業の達成

状況 
受講者 
(1)新任者研修 46 人 
(2)現任者研修 69 人 
 
研修会の開催回数 ２回 

事業の有効

性・効率性 
（１）事業の有効性 

新任研修会では、在職１年未満の職員に対して、基本的知識を伝

達することができ、地域包括支援センターの役割の理解につながっ

た。 
現任者研修では、総合事業について基本的なところを地域包括支

援センター職員以外の課にも研修を受けてもらうことで地域包括ケ

アの体制整備が図られた。 
（２）事業の効率性 
  市町村の抱えている課題の整理と講師の打ち合わせを積極的に行

い、研修を通して効率的に伝達をすることに努めた。 
   
 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.58】 

生活支援コーディネーター養成研修会開催事業 
【総事業費】 

651 千円 

事業の対象

となる区域 
山梨県全域 

事業の期間 平成 27 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日 
□継続 ／ ☑終了 

事業の目標 ・研修会開催 年間１～２回 
・コーディネーター養成研修受講者数 毎年６０人 
 

事業の達成

状況 
・コーディネーター養成研修会開催  計６回 
（Ｈ２７年度：２日間×２回、Ｈ２８年度：１日×2 回、Ｈ２９年度：１

日×２回） 
・受講者数  計３３９名 
Ｈ２７年度 １回目：７７名、２回目：４７名（計１２４名） 
Ｈ２８年度 １回目：４５名、２回目：３９名（計 ８４名） 
Ｈ２９年度 １回目：７７名、２回目：５４名（計１３１名） 

事業の有効

性・効率性 
（１）事業の有効性 

研修会の開催により、地域における生活支援体制整備の中心を担

う生活支援コーディネーターやその候補者等の資質向上が図られ、

事業の有効性が認められる。 
 

（２）事業の効率性 
県内市町村における総合事業や生活支援体制整備事業の実施又は

準備状況等を踏まえながら、県が直接企画・実施し、効率的な執行

に努めた。 
 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業  
事業名 【No.60】 

市民後見人養成研修推進事業 

【総事業費】 
4,773 千円 

事業の対象

となる区域 

山梨県全域 

事業の実施

主体 

市町村 

事業の期間 平成 27 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日 
□継続 ／ □☑終了 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

高齢者が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを継続できるよう地域包

括ケアシステムの構築を進める必要がある。 
アウトカム指標：地域包括ケアシステムの構築の推進 

事業の内容

（当初計画） 

市町村が実施する市民後見人養成研修及び市民後見人の支援体制構築

に向けた取り組みに対し助成する。 
アウトプッ

ト指標（当初

の目標値） 

平成２９年度は次の６市で市民後見人養成や支援体制構築に向けた

取り組みが行われ、平成３０年度も継続して実施される見込み。 
甲府市：市民後見人養成実践研修・フォローアップ研修 
山梨市：市民後見人養成事業検討委員会 
大月市：市民後見人養成研修（講座） 
南アルプス市：市民後見人及び生活支援員等養成講座、現場実習・研

修等、支援体制整備の運営委員会 
笛吹市：市民後見人養成実務研修、フォローアップ研修等 
中央市：市民後見人養成フォローアップ研修 

アウトプッ

ト指標（達成

値） 

６市において、研修会、フォローアップ研修等が次のとおり行われた。 

甲府市：実践研修 計２８時間、フォローアップ研修 計７時間 

山梨市：検討委員会 計６回開催 

大月市：研修（講座） 計３回 

南アルプス市：養成講座 計５回、現場実習・研修 計５回、運営委

員会 計３回開催 

笛吹市：実務研修 計１４回、フォローアップ研修 計２回 

市民後見人候補者とのマッチング等 

中央市：フォローアップ研修 計６回 

事業の有効

性・効率性 

（１）事業の有効性 

 後見人の人材確保や本人に寄り添ったきめ細かな支援の必要性から

この事業の有効性が認められる。実施した６市においては、市民後見人

を中心とした権利擁護人材の確保、育成につながった。 

（２）事業の効率性 

 補助先（６市）において、効率的な事業の執行に努めた。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.61】介護予防リハビリテーション専門職リーダー養

成研修会開催事業 
【総事業費】 

763 千円 

事業の対象

となる区域 
山梨県全域 

事業の期間 平成 27 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日 
□継続 ／ ☑終了 

事業の目標 3 士会合同介護予防リーダー養成研修会 
 年 1 回開催・受講者数 年間 100 名 

事業の達成

状況 
【平成 27 年度】 
・研修会 １回開催 平成 28 年 3 月 6 日（日） 
・受講者数 72 人（理学療法士（PT）22 人、作業療法士（OT）32 人、 

言語聴覚士（ST）18 人） 
・検討会の開催回数 ３回（PT 士会、OT 士会、ST 士会） 
【平成 28 年度】 
・研修会 １回開催 平成 29 年 2 月 19 日（日） 
・受講者数 50 人（理学療法士（PT）20 人、作業療法士（OT）16 人、 

言語聴覚士（ST）14 人） 
・検討会の開催回数 ３回（PT 士会、OT 士会、ST 士会） 
【平成 29 年度】 
・研修会 1 回開催 平成 29 年 9 月 11 日（月） 
・受講者数 50 人（理学療法士（PT）19 人、作業療法士（OT）23 人、 
         言語聴覚士（ST）8 人） 
・検討会の開催回数 ３回（PT 士会、OT 士会、ST 士会） 

事業の有効

性・効率性 
（１）事業の有効性 

県が進めているリハビリテーションを活用した介護予防促進事業

の推進役となることが期待されている。また、県内市町村で実施し

ている地域リハビリテーションの現状や課題等を踏まえ、更に、職

場内での市町村事業への協力者としての旗振り役として期待され

る。 
（２）事業の効率性 
   県内の PT、OT、ST の 3 士会が合同で、検討段階から協議を図り、

互いの情報交換など進め、効率的な執行に努めた。特に、委託先に

おいても、研修ノウハウを活かし、効率的な事業執行を努めた。 
 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業  
事業名 【No.62】 

労働環境・処遇改善、人材育成力強化事業 

【総事業費】 
194 千円 

事業の対象

となる区域 

山梨県全域 

事業の実施

主体 

山梨県（委託先：山梨県社会福祉協議会） 

事業の期間 平成 26 年 12 月 1 日～令和 4 年 3 月 31 日 
□継続 ／ ☑終了 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

団塊の世代が後期高齢者となり介護サービス需要が増大する平成 37

年を見据えつつ、必要な介護従事者の確保・定着を図る。 

アウトカム指標：平成 30 年度までに 327 人の介護従事者の供給改善を

図る。 

事業の内容

（当初計画） 

労働環境・処遇改善、人材育成力の強化の観点から、新人介護職員に

対するエルダー・メンター制度等の導入を支援するための研修を実施

する。 

アウトプッ

ト指標（当初

の目標値） 

職員定着化に向けた支援体制の構築と具体的な技法の習得・体得を目

的とする。 
・研修受講目標数 30 人 

アウトプッ

ト指標（達成

値） 

・研修受講者数 平成 27 年度 17 人、平成 28 年度 21 名、平成 29 年

度 29 名、平成 30 年度 18 人 
 

事業の有効

性・効率性 

（１）事業の有効性 
施設長や管理者を含む経営層を対象に、エルダー制度・メンター制

度導入支援研修を実施することで、福祉・介護人材の定着促進が期待

される。 
（２）事業の効率性 
キャリアパス事業のマネジメント研修と一緒に周知することで、効

率的に受講者を募集することができた。 
 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業  
事業名 【No.63】 

介護ロボット導入支援事業 

【総事業費】 
17,772 千円 

事業の対象

となる区域 

山梨県全域 

事業の実施

主体 

介護ロボット導入計画に基づき介護ロボットを導入する介護事業所 

事業の期間 平成 27 年 10 月 1 日～令和 4 年 3 月 31 日 
□継続 ／ ☑終了 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

団塊の世代が後期高齢者となり介護サービス需要が増大する平成 37

年を見据えつつ、必要な介護従事者の確保・定着を図る。 

アウトカム指標：平成 30 年度までに 327 人の介護従事者の供給改善を

図る。 

事業の内容

（当初計画） 

介護施設の管理者等が雇用管理改善の一環として介護ロボット導入計

画を策定して介護ロボットの導入を行う取り組みを支援する。 

アウトプッ

ト指標（当初

の目標値） 

介護ロボットの導入数 10 機器 
 

アウトプッ

ト指標（達成

値） 

介護ロボットの導入実績 
平成 30 年度 13 機器、令和元年度 20 機器、令和 2 年度 132 機器、令

和 3 年度 57 機器 
事業の有効

性・効率性 

（１）事業の有効性 
当事業は現在技術開発途上の介護ロボットの導入を支援しよう

とする先駆的な取り組みであり、介護事業所も製品価格の推移な

ど様子見の状態であるが、今後介護ロボットの技術開発の進展や

低価格化などから、介護事業所の積極的な取り組みが期待できる。 
（２）事業の効率性 
  介護事業所が実際に介護ロボットを手にとって、その効果を実

感できるようにするため、介護ロボットのデモンストレーション

の場を設け、事業への理解を深めてもらうなど、効率的な事業執

行に努めている。 
 

その他  
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事業の区

分 

５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.64】 

介護事業所内保育所運営費補助事業 

【総事業費】 

14,039千円 

事業の対

象となる

区域 

山梨県全域 

事業の期

間 

平成27年4月1日～令和4年3月31日 

□継続 ／ ☑終了 

事業の目

標 

施設内保育の運営により計画的な勤務環境改善を図る介護事業所数 

 H27年度：4施設、H28年度以降各年度2施設 

 

 

事業の達

成状況 

施設内保育の運営により計画的な勤務環境改善を図る介護事業所数 

 H27年度：1施設 

 H28年度：1施設 

H29年度：1施設 

 H30年度：1施設 

  R元年度：0施設 

事業の有

効性・効

率性 

（１）事業の有効性 

事業の実施により、介護事業所が事業所内に保育施設の設置しやす

くなり、介護職員が働きながら子育てのできる労働環境の構築を進め

ることができる。 

 

（２）事業の効率性 

   

補助事業に関する説明会を開催し、介護事業所に対し広く事業の実施

を呼びかけるなど、効率的、効果的な事業執行に努めている。 

 

 

その他  
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事業の区

分 

５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.65】 

ＩＣＴ導入支援事業 

【総事業費】 

10,000千円 

事業の対

象となる

区域 

山梨県全域 

事業の期

間 

令和2年4月1日～令和4年3月31日 

□継続 ／ ☑終了 

事業の目

標 

ＩＣＴの導入事業所数 １０事業所 

 

事業の達

成状況 

ＩＣＴの導入事業所数  

令和２年度：２２事業所 

  

事業の有

効性・効

率性 

（１）事業の有効性 

介護職員の負担軽減や業務の効率化などにより、離職防止を図り、

職員が継続して就労できる環境を整えることができる。 

 

（２）事業の効率性 

   

介護事業所における事業効率化のために、介護ロボットと併せてＩＣ

Ｔ導入を支援しており、介護事業所の取り組み方針に沿った支援を行

っている。 

 

 

その他  

 

 

 
   



 
 

別 紙 

 

 

 

 

平成 26 年度山梨県計画 

に関する事後評価 

 

 

 
令和５年 1１月 

 

山 梨 県 
  



 
 

 

目 次 

 

１．事後評価のプロセス 

 (1) 「事後評価の方法」の実行の有無 ・・・・・・・・・・   １ 

 (2) 審議会等で指摘された主な内容   ・・・・・・・・・・   １ 

 

２．目標の達成状況  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   ２ 

 

３．事業の実施状況 

 
［事業区分２］居宅等における医療の提供に関する事業・・・・・ １１ 

 
［事業区分４］医療従事者の確保に関する事業・・・・・・・・・ １２ 

 

  



   

1 

 

１．事後評価のプロセス 

 

（１）「事後評価の方法」の実行の有無 

 

☑ 行った 
（実施状況） 

   ・平成２７年５月２６日 山梨県医療審議会において意見聴取 
   ・平成２８年５月２４日 山梨県医療審議会において意見聴取 

・平成２９年５月２３日 山梨県医療審議会において意見聴取 
・平成３０年５月２９日 山梨県医療審議会において意見聴取 
・令 和 元 年７月 ２日 山梨県医療審議会において意見聴取 
・令 和 ４ 年５月２５日 山梨県医療審議会において意見聴取 
・令 和 ５ 年５月１７日 山梨県医療審議会において意見聴取 

 
 □ 行わなかった 
   （行わなかった場合、その理由） 
 

 

  ※ 事後評価の実施にあたって、都道府県計画に記載した「事後評価の方法」に記載した事項につい

て、記載どおりの手続きを行ったかどうかを記載。 

 

 

（２）審議会等で指摘された主な内容 

 

特になし 
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２．目標の達成状況 
 
［ 凡例 ］ 

 

 

 

 

 

 

 

区域 目標と計画期間 
達成状況等 

【 継続中(令和４年度末までの状況)】 備考 

 
 
 

 

 

 
 
 
全県 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
全県 

 
 

 

 
 
全県 

中北 

富東 

 

 

 

 

 

 

① 県の医療と介護の総合的な確保に関

する目標 

 
 
 (1) 現状において不足する医療機能

の確保 
 
○ 平成 26 年度計画においては、医療関

係団体が自主的に行う地域医療のあ

り方等の調査・検討を支援することに

より、実効性のある地域医療構想の策

定準備を行うとともに、地域医療構想

策定前においても明らかに不足する

医療機能の確保を図る。 
 
 
 

○ 地域医療構想の策定・達成に向けて、

医療関係団体が行う県内医療の受療

動向等の調査・検討を支援することに

より、医療機関等の自主的な取り組み

を促進する。 
 

○ 地域において安心してお産ができる

体制の確保 
医師数の減少等を背景とした分娩

取扱医療機関の集約に伴う分娩件数

の集中化や、産科医不足に対応し、産

科外来・助産師外来の増設等を支援す

ることにより、安心してお産ができる

体制を維持、確保する。 

  
 
 
 
 
  
  
 平成27年度に事業完了  
県医師会において、本県の医療資源の

実態を考える基礎データを集約し、医療

機関等の視点で、医療と介護の効果的な

連携のあり方、連携拠点のあり方等を検

討  
（【No. 1】地域医療のあり方検討基礎調

査事業） 
（【No.9】在宅医療・介護連携のあり方

調査事業） 
 平成27年度に事業完了 

（【No.1】地域医療のあり方検討基礎調

査事業〔再掲〕） 
 
 
 
 平成27年度に事業完了 
地域で不足する周産期医療に対応する

ため、2病院が行う産婦人科･助産師外来

の施設･設備整備事業に対して助成し、産

科医と助産師の機能分担等を推進 
（【No.2】地域分娩体制機能強化推進事

業） 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
○複 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
○複  

 

 

 

 
 
○複  

 

 

 

 

 

 

 

 区域欄  

全県： 山梨県全域の目標   中北： 中北区域の目標   峡東： 峡東区域の目標 

峡南： 峡南区域の目標   富東： 富士・東部区域の目標 

 備考欄  

○複   ： 平成26年度計画において、計画期間を複数年度としているもの 

○継 ● ： 平成27年度計画の●ページに、当該目標に関連した目標を継続して掲げているもの 

これまで、概ね計画どおりに事業が

進行しており、在宅療養支援体制の整

備や、医師や看護師の確保等において、

一定の成果を得ている。

令和４年度以降も更に対策を進め、

引き続き、目標達成に向けた取組を推

進していく。
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全県 

峡東 

峡南 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全県 

中北 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

全県 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
・分娩取扱病院・診療所数 
（県全体）   15 施設 →  15 施設 
（中北）     11 施設 →  11 施設 
（富士･東部） 2 施設 →   2 施設 

 
○ がん医療の均てん化の推進 

地域がん診療病院の整備に向けた

医療機器整備の支援や技術的支援等

により、県内どこでも質の高いがん医

療が受けられる体制を整備する。 
 
 
 

 ・がん診療連携拠点病院等整備区域数 
（県全体） 2 区域 →  3 区域 
（峡東）   0 施設 → 1 施設 
（峡南）   指定に向けた環境整備 
 

○ 重症心身障害児(者)に対する入院医

療の確保 
 重症心身障害児(者)の増加により不

足が見込まれる重症心身障害児(者)の
受入病床を増床することにより重症

心身障害児(者)への適切な医療提供を

確保する。 
 ・重症心身障害児(者)受入病床数 

 （中北）  214 床 → 220 床 
 

 

 (2) 地域包括ケアの底上げを図るた

めの在宅医療提供体制の確保・充実 
 

〔在宅医療の推進〕 
 

○ 在宅医療推進体制の整備 
  医療関係者及び関係多職種による

協議会を設置し、在宅医療に関する課

題解決に向けた体制を整備する。 
 
 
 
・在宅医療推進協議会設置地域数 
 （県全体）   0 箇所 →  11 箇所 

 
・分娩取扱病院・診療所数 
（県全体）   15 施設 →  15 施設 
（中北）     11 施設 →  11 施設 
（富士･東部） 2 施設 →   2 施設 

 
 平成26年度に事業完了 
峡東区域の1施設を地域がん診療連携拠

点病院に指定するとともに、峡南区域の1
施設に病理診断装置を整備し、地域がん

診療連携拠点病院の指定に向けた体制の

整備を推進 
（【No.3】 地域がん診療提供体制整備 

事業） 
・がん診療連携拠点病院等整備区域数 
（県全体） 2 区域 →  3 区域 
（峡東）   0 施設 → 1 施設 
（峡南）  指定に向けた環境整備 
 

 平成27年度に事業完了 
不足が見込まれる重症心身障害児(者)

の受入病床を増床し、重症心身障害児

(者)のレスパイト入院や在宅療養患者の

急変時への対応を強化 
（【No.4】地域重症心身障害児(者)受入

体制強化事業） 
 ・重症心身障害児(者)受入病床数 

 （中北）  214 床 → 220 床 
 

 
 

 
 

 
 平成26年度、平成29年度に事業完了 

県医師会における在宅医療推進に向

けた体制の整備、在宅医療推進に向け

た四師会会長の連携会議の開催、地区

医師会における在宅医療推進協議会の

設立 
（【No.5】在宅医療推進協議会設置事業） 
（【No.25】在宅医療推進協議会設置事

業） 
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中北 

富東 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

（中北）    0 箇所 →  4 箇所 
（峡東）    0 箇所 →  2 箇所 
（峡南）    0 箇所 →  2 箇所 
（富士･東部） 0 箇所 →  3 箇所 
 
 

 

○ 在宅医療の実施拠点・連携拠点等の

確保 
  複数のかかりつけ医が連携した取

り組みを支援し、在宅医療チームの形

成を促進することにより、在宅医療を

提供する診療所等の増加を図るとと

もに、医療と介護が連携した多職種協

働による支援体制の構築を推進する。 
また、在宅医療を提供する診療所等

の医療機器等の整備を支援すること

により、在宅医療提供機能の充実強化

を図る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

・在宅医療推進協議会設置地域数 
   （県全体）    3 箇所 

（中北）     2 箇所 
（峡東）     1 箇所 
（峡南）     0 箇所 
（富士･東部）  0 箇所 

 
令和４年度に事業完了

 在宅多職種の連携推進に向け、病

院・診療所を中心とした24チームの多

職種連携チームを形成、82施設の診療

所等が研修会等に参加 
（【No.6】在宅医療チーム形成促進事

業） 
 
 保健福祉事務所において在宅多職種

関係者の広域連携会議及び人材育成研

修会を開催 
（【No.22】在宅医療広域連携等推進事

業） 
 
 甲府市医師会が実施するICTを活用し

た在宅医療・介護連携システムの運営

を支援 
（【No.23】在宅医療介護連携事業） 

 
 平成28年度に事業完了 

133の医療機関等が在宅医療の実施

に必要な機器等を整備 
（【No.7】在宅医療提供体制機能強化事

業） 
 

 平成29年度に事業完了 
 在宅医療の多様な研修機会の提供、

研修会を通じた多職種間の相互理解の

促進等を行う在宅医療総合推進拠点の

整備を支援 
（【No.24】在宅医療総合推進拠点整備

事 
業） 

  
 平成27年度に事業完了

上野原市において、在宅医療推進に向

けた拠点を形成し、在宅医療連携の研修

を実施するとともに、在宅医療･介護連携

 

 

 
 
 

○複  

 

 

 
 
 

○複  
 
 
 
 

○複  

 

 

 
 

○複 

 

 

 

 

○複 

 
 

 

 

 

 

 

○複 
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・在宅医療連携拠点数 
  （県全体）3 箇所 → 4 箇所 
  （富士・東部）0 箇所 → 1 箇所 
 
○ 在宅医療の人材育成基盤の整備 
  在宅医療に取り組む医師や多職種

人材を対象とした研修会の実施を支

援することにより、在宅医療を担う人

材を育成する。 
 
 ・訪問診療を行う医療機関数 

 （県全体） 95 施設 → 105 施設  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〔訪問看護の推進〕 
 

○ 訪問看護の推進 
  訪問看護関係者で構成する協議会

の運営により、訪問看護に関する課題

解決に向けた取り組みを推進すると

ともに、訪問看護の推進拠点を整備

し、訪問看護師の確保・定着及び訪問

看護ステーションの相互連携を図る

ことにより、訪問看護の拠点化を推進

する。 
また、入院医療から在宅医療への移

行期において、退院支援マネジメント

の標準ツールを作成・普及することに

より、適切な退院支援を確保する。 
 

 

 

 

 

 

 

の仕組み等を検討 
（【No.8】在宅医療連携拠点整備事業） 

 ・在宅医療連携拠点数 
（県全体） 4箇所 
（富士・東部） 1箇所 

 平成26年度に事業完了 
地区医師会において多職種研修会や

県民を対象とした講演会を3回開催 
（【No.10】在宅医療人材育成事業） 
    
 令和元年度に事業完了 

  県内の在宅医療の実態を把握するた

め、医療機関を対象とした調査分析を実施 
（【No.27】在宅医療実施意向調査事業） 
 
・訪問診療を行う医療機関数 
（県全体）95 施設(H23)→128 施設(H30) 

 
 
 
 
 平成26年度に事業完了 

訪問看護推進協議会や、訪問看護に

かかる各種研修を開催するとともに、

在宅ターミナルケア普及事業として、

講演会等を実施（【No.11】訪問看護

推進事業） 
 

  平成26年度に事業完了 
訪問看護の推進拠点機能の設置に向

けた運営委員会の開催、訪問看護を活

用した在宅療養の普及啓発講演会の開

催、普及啓発チラシ等の作成・配布を

実施 
（【No.12】訪問看護推進拠点事業） 
 

平成26年度に事業完了 
退院支援マネジメントの養成検討会議

や普及啓発研修の開催、退院支援マネ

ジメントガイドラインの作成・配布を

実施 
（【No.13】退院支援マネジメント養成

○継 25 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

○継 26 

 

 

 

 
 

○継 27 

 

 
 

 
 
 
 
 

○継 28 

 

 
 

 

 

 

 

 

○継 29 

 

 

 

 

 
 

○複  
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〔在宅歯科医療の推進〕 
 

○ 在宅歯科医療連携の推進 
  在宅歯科医療連携室の機能強化や

在宅歯科医療の拠点形成の推進とと

もに、居宅における多職種連携が可能

となるツールを作成・普及することに

より、多職種連携の推進等を図る。 
また、専門的口腔ケア等ができる歯

科医師等の人材を育成することによ

り、在宅療養高齢者への適切な歯科保

健医療を確保する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

研修事業） 
 
 

 平成26年度に事業完了 
県歯科医師会への委託により在宅歯科

医療連携室を設置し、相談対応72件、

在宅医療機器貸出83件、連携室運営推

進協議会開催等の事業を実施 
（【No.14】在宅歯科医療連携室整備事

業） 
 

 平成28年度に事業完了 
在宅歯科医療推進に向け、県歯科医師

会館の改修を支援

（【No.16】在宅歯科医療連携拠点整備事

業） 
 

 平成27年度に事業完了 
県歯科医師会において在宅歯科･多職

種連携ツール｢お口の健康手帳｣を作成･

配布するとともに、介護専門員等に在

宅歯科･口腔ケアに関する研修会を開催 
（【No.17】在宅歯科･多職種連携推進事

業） 
 
 

 平成27年度、平成29年度に事業完了 
県歯科医師会において、「歯科訪問

診療事例集」を作成･配布 
また、県歯科医師会及び甲府市歯科

医師会において、在宅歯科医療の人材

育成に向けた研修会を実施 
（【No.18】在宅歯科医療人材育成事

業） 
（【No.19】在宅歯科連携人材育成事

業） 
（【No.26】在宅歯科医療人材育成事

業） 
 
 

 平成26年度に事業完了 
県歯科医師会において在宅歯科診療

訪問車を整備 
（【No.20】在宅歯科訪問体制強化事

業） 
 

 

 

 

 
 

○複  

 

 

 

 
 
 
 

○複  

○継 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

○複  

○継 31 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

7 

 

中北 

 

 

 

 

 
 
 

全県 

中北 

峡東 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

全県 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

全県 

富東 

 

 

 

 

 

 

○ 高齢者人口の大幅な増加が見込まれ

る甲府市において、地域の歯科医療関

係団体の協力を得て、在宅療養支援室

を整備し、地域の特性に応じたきめ細

やかな在宅歯科医療提供体制の構築

を図る。 
 

〔在宅医療（薬剤）の推進〕 
 

○ 在宅療養拠点薬局の整備 
 地域ごとに無菌調剤設備を備えた

拠点薬局を整備することにより、が

ん患者等が地域で安心して療養でき

る環境を整える。 
  ・無菌調剤室を設置した薬局のある 

地域数 
（県全体）3 地域 → 6 地域 
（中北） 1 地域 → 3 地域 
（峡東） 0 地域 → 1 地域 
 

(3) 医師・看護師等の地域偏在解消を

含む医療従事者の確保 
 

〔医師確保対策の推進〕 
 

○ 地域偏在対策の推進 
地域医療に従事する医師のキャリ

ア形成支援と一体的に医師不足病院

の医師確保を支援することにより地

域偏在の緩和を図る。 
  地域の医療機関を活用した研修プ

ログラムの作成、地域枠医学生に対す

る継続的な病院実習の実施により、地

域の医療機関の医師確保を図る。 
 
 
 
 
 
 
 

○ 診療科偏在対策の推進 
医師不足が特に著しい産科を対象

に、若手医師の高度専門医療への志向

に対応し、ハイリスク分娩等の高度な

医療技術の修得ができるよう、キャリ

ア形成プログラムの見直し等を行う

ことにより、産科医の確保を図る。 
また、産科医、新生児医療担当医の

 平成26年度に事業完了 
甲府市歯科医師会に在宅歯科医療支

援に向けた拠点となる在宅療養支援室

を整備 
（【No.15】地域在宅療養支援室整備事

業） 
 
 
 

 

 平成27年度に事業完了 
新たに3地域の薬局で無菌調剤室を整

備 
（【No.21】在宅療養拠点薬局整備事業） 
 
  ・無菌調剤室を設置した薬局のある 

地域数 
（県全体）3 地域 → 6 地域 
（中北） 1 地域 → 3 地域 
（峡東） 0 地域 → 1 地域 

 
 
 
 
 平成26年度に事業完了 
地域医療に対する意識付けを図るため

の各種事業（地域枠医学生等への面

談、臨床研修指導医講習会や若手医師

医療技術向上研修会の開催等）を実施 
（【No.27】地域医療支援センター運営事

業） 
 

 平成26年度に事業完了 
地域枠医学生に対する継続的な病院

実習の実施 8人（【No.26】医学生定

着促進実習支援事業） 
 

 平成26年度に事業完了 
産科後期研修の新規受講者数 2人

（【No.29】産科医確保臨床研修支援事

業） 
 

 平成26年度に事業完了 
分娩手当支給医療機関  17施設 

（【No.30】産科医等分娩手当支給事

業） 

 
 

 

 

 

○継 35 

 

 

 

 

 
 

○継 36 

 
 
 
 
 

○継 39 

 

 
 

○継 37 

 
 
 
 
 

○継 38 
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中北 
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全県 

 

 

 

処遇改善に取り組む医療機関を支援

することにより、これらの医師の確保

を図る。 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〔歯科医師等の確保対策の推進〕 
 

○ 医科・歯科連携に資する人材の養成 
  がん患者、糖尿病患者等と歯科との

関連に係る研修を開催することによ

り、医科歯科連携を推進する。 
 

 
○ 在宅歯科医療に対応した歯科医療従

事者の養成・確保 
在宅歯科医療・専門的口腔ケアに対

応した質の高い歯科衛生士を養成す

る基盤整備を行うとともに、在宅歯科

医療や医科歯科連携に資する人材の

育成を進める。 
また、出産・育児等の一定期間の離

職により再就業に不安を抱える女性

歯科衛生士を対象に、最新の診療補助

技術等の研修を行い、歯科衛生士の安

定的な確保を図る。 
 

〔看護職員の確保対策の推進〕 
 

○ 看護職員の資質向上の推進 
  新人看護職員に対する臨床研修の

実施、就業看護職員に対する研修を実

施すること等により、看護の質の向上

 

 平成26年度に事業完了 
新生児担当手当支給医療機関 1施設 

（【No.31】NICU入室児担当手当支給事

業） 
 

 令和4年度に事業完了 
地域の小児科医が発達障害児の診療

等を担えるようにするためのネットワ

ーク構築事業（診療マニュアルの作成･

発行、連携シートの作成、研修会開

催）を実施 
（【No.32】発達障害児医療支援ネット

ワーク構築事業） 
 

 平成27年度に事業完了 
富士･東部区域において臨床研修医を

養成するための研修環境の整備を実施 
（【No.33】臨床研修医養成基盤整備事

業） 
 
 

 平成26年度に事業完了 
県歯科医師会及び甲府市歯科医師会

において在宅歯科連携人材の育成に向

けた研修会を開催（【No.19】在宅歯

科連携人材育成事業（再掲）） 
 

 平成26年度に事業完了 
県歯科医師会において歯科衛生士確

保養成研修会を開催 
（【No.43】歯科衛生士確保養成支援事

業） 
 平成27年度に事業完了 

障害者やICT 教育に対応した歯科衛

生専門学校の改修・設備を実施 
（【No.44】歯科衛生専門学校施設設備

整備事業） 
 
 
 
 

 

 平成26年度に事業完了 
多施設合同研修（7日間）、実地指導

者研修（6日間）、新人看護職員卒後研

 

 

 

 

 

 
 

 
 

○複  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

○継 45 

○継 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

○継 52 
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全県 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

や安全な医療の確保、早期離職防止を

図る。 
  また、看護師等養成所の運営を支援

し、教育内容の向上を図ることによ

り、質の高い看護師等を養成する。 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
○ 看護職員確保対策の推進 

新卒看護職員のＵ・Ｉターンによる

就職促進、看護の質の向上や指導管理

体制の改善を行う病院へのアドバイ

ザー派遣、看護職員の離職防止を図る

ための健康相談等の実施により看護

職員の確保を図るとともに、ナースセ

ンターとハローワークが情報共有し

た相談支援を行うことにより、潜在看

護職員の再就業を効果的に進める。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

修（17病院）、新人看護師指導担当者

研修（3日間）、看護職員専門分野研修

（認知症看護・緩和ケア7ヶ月間）、看

護職員実務研修（3～7日間）、潜在看

護職員復職研修（3～5日間）、看護職

員実習指導者講習会（40日間）、資質

向上研修（21.5日間）等の研修事業

や、認定看護師の養成事業（3名）を実

施 
（【No.34】新人看護職員研修事業） 
（【No.35】看護職員資質向上推進事業） 
 

 平成26年度に事業完了 
専任教員の配置や実習経費等の補助

により教育内容の向上を図った看護師

等養成所数 3施設（【No.36】看護師

等養成所運営費補助事業） 
 

 平成26年度に事業完了 
無料就職相談会（年2回）、学校訪問

（2校）、就職情報誌の作成・配布（県

外92校）を実施 
（【No.37】看護職員確保対策事業

（新卒看護職員U・Iターン就職促進事

業）） 
 

 平成26年度に事業完了 
各施設の要望に合ったアドバイザー

を派遣（県内病院17施設 計73回）

（【No.38】看護職員確保対策事業

（就    
業環境改善アドバイザー派遣事業） 

 
 平成26年度に事業完了 

就業継続のための看護職の心の健康

相談の計画的な実施（月2回） 
（【No.39】看護職員確保対策事業

（看護の心の健康相談事業）） 
 
 平成26年度に事業完了 

計画的な就業相談の実施（県内3ハロ

ーワーク、各3回実施（富士・東部1
回）） 

（【No.40】看護職員確保対策事業（ナース

センター･ハローワーク連携相談支援事

業）） 
 

○継 48 

 

 

 
 
 
 

○継 49 

 

 

 

  

○継 51 

 

 
 

 
 

○複 

 

 

 
 

○複 

 

 

 

 
 

○継 54 

 

 

 

 

 

 
 

○継 53 

 

 

 
 
 
 

○継 40 
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富東 

 

 

 

 

 

全県 

 

 
 

 
 

 

 

全県 

 

 

 
 

 

全県 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全県 

 
 
 
 
 
○ また、看護師不足が特に著しい富士･

東部地域について、看護師の地域偏在

の解消に向け、地方自治体が行う大学

看護学部誘致を支援することにより

看護師確保を図る。 
 
 

○ 看護管理者を対象に、多様な勤務形

態の導入など、看護職員の就労環境改

善に必要な知識等の習得を図る。 
 

 

 

〔医療従事者の勤務環境改善の推進〕 
 

○ 病院内保育所の運営支援 
病院等における保育所運営を支援

し、働きやすい環境を整備することに

より、医療従事者の確保・定着を図る。 
 

 
○ 小児救急医、救急勤務医の負担軽減

策の推進 
小児救急患者の輪番制による受入

体制及び小児患者の保護者等向けの

電話相談体制を整備、救急患者の状態

等に応じた搬送のルール化など、救急

患者の受入体制を整備し、患者の重症

度や疾患に応じた適切な救急搬送を

行うことにより、休日・夜間における

小児救急医療の確保と小児救急医、救

急勤務医の負担軽減を図る。 

 

 

 

 

 

 

② 計画期間 

  平成26年4月1日～令和5年3月31日 

 就業相談会、就業支援研修会等を実

施 
平成29年度まで順次事業を執行予定 

（【No.41】看護職員確保対策事業（地域

看護就業促進事業）） 
 
 

 平成27年度に事業完了 
富士・東部地域において、健康科学

大学看護学部が平成28年4月に開校 
（【No.42】富士・東部地域看護師確保

対策事業） 
 

 平成26年度に事業完了 
多様な勤務形態等の導入や職場環境改

善、雇用の質の向上等に関する研修を

開催 
（【No.45】看護職員就労環境改善事

業）  

 平成26年度に事業完了 
院内保育所運営により計画的な勤務

環境改善を図った民間医療機関 6施設

（【No.46】病院内保育所運営費補助事

業） 
 
 平成26年度に事業完了 
小児二次救急輪番体制参加病院数 

  8病院を維持・確保 
（【No.47】小児救急医療体制確保事

業（小児救急医療体制整備事業）） 
 
 平成26年度に事業完了 

継続的な小児救急電話相談を実施

（【No.48】小児救急医療提供体制確

保 
事業（小児救急電話相談事業）） 

 
 平成26年度、平成29年度に事業完了 

救急患者の最終受入医療機関 
 6施設を確保 

（【No.49】救急搬送受入支援事業） 
（【No.50】救急搬送受入支援事業） 

 
 

 

○継 41 

 

 

 
 

○継 42 
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３．事業の実施状況 【医療分】 
 

事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【No.6】 
 在宅医療チーム形成促進事業 

【総事業費】 
14,911 千円 

事業の対象

となる区域 
県全体 

事業の期間 平成 26 年 12 月 1 日～令和 5 年 3 月 31 日 
□継続 ／ ☑終了 

事業の目標 ・複数のかかりつけ医や多職種による研修会等を開催した診療所等の数 
  現状：0 施設 → 目標：50 施設 
 
 

事業の達成

状況 
・在宅多職種の連携推進に向け、病院・診療所を中心とした 24 チームの

多職種連携チームを形成、約 82 施設の診療所等が研修会等に参加  
事業の有効

性・効率性  

（１）事業の有効性 
平成 26 年度から令和 4 年度の間に医師、歯科医師、看護師、ケアマネ

ージャ等の医療･介護関係者による多職種連携チームが 24 チーム形成さ

れ、在宅多職種の連携により医療･介護サービスが切れ目無く提供される

体制が構築されている。 
 

（２）事業の効率性 
在宅医療チーム形成に要する経費を助成することにより、在宅医療の

実施に必要な在宅多職種のチームが効率的に形成されている。 
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.32】 

発達障害児医療支援ネットワーク構築事業 

【総事業費】 

2,680 千円 

事業の対象と

なる区域 

県全体 

事業の実施主

体 

山梨県 

事業の期間 平成 27 年 3 月 1 日～令和 5年 3月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医

療・介護ニー

ズ 

・センターの診療ニーズが年々増加し、診療の待機期間が長期化 

・地域の小児科医等のバックアップ等間接支援機能が不十分 

・適切な医療提供のため、センターと小児科医等との更なる連携の強化が必

要 

アウトカム指標： 

① 発達障害等に係る知識・技能の習得に取り組む地域の小児科医の増加 

 18 名 （平成 29 年度）→ 26 名以上 （令和 4年度） 

② 発達障害等の診療を標榜する医療機関 

 13 箇所（H26）→ 14 箇所以上（令和 4年度） 

事 業 の 内 容

（当初計画） 

・児童精神科医の不足により十分なサービスが提供できていない発達障害に

ついて、地域の小児科医が発達障害の診療等が担えるよう、基礎的知識や

診断、治療についての研修会を開催する。 

・専門医療機関と地域の小児科医との連携体制を確保するため、作成した医

療連携パスの普及や改善を進める。 

・円滑かつ速やかな診療体制を整備するため、地域小児科医と連携実績を重

ね、医療連携のための基準を明確にしながら、その評価、検証を行う。 

アウトプット

指標（当初の

目標値） 

こころの発達総合支援センターが中心となった、地域の小児科医等を対象と

した発達障害や心のケアに係る症例検討・研修会等の開催  年 4 回以上 

アウトプット

指標（達成値） 

こころの発達総合支援センターが中心となった、地域の小児科医等を対象と

した発達障害や心のケアに係る症例検討・研修会等の開催  年 4 回以上 

事 業 の 有 効

性・効率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

①  発達障害等に係る知識・技能の習得に取り組む地域の小児科医の

増加 

 18 名 （平成 29 年度）→ 24 名（令和 4年度） 

②  発達障害等の診療を標榜する医療機関 

 13 箇所（H26）→ 15 箇所（令和 4年度） 
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（１）事業の有効性 

 発達障害の早期発見、早期支援を促進するため、発達障害のある子

どもがより身近な場所で医療を受け入れられる体制を整備する必要

があることから、地域の小児科医が発達障害の診断や専門医療機関へ

のつなぎ、その後の診療を担えるよう、基本的な知識や診断、診療に

ついて習得する機会を確保すること、また、具体的な診療連携のため

の仕組みについて検討を行うことは有効である。 

（２）事業の効率性 

 多くの症例に遭遇する可能性が高く、すでに一定以上の知識と技術

を有する小児科医に対し、専門機関であるこころの発達総合支援セン

ターが事業主体となって診療連携に必要なマニュアル及び連携シー

トの作成や、研修等の機会を確保することで効率的に発達障害医療の

質を高めることができる。 

 

その他  

 


